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第１章 計画の概要 
 

１ 計画の目的 

 

 

東京都北区地域防災計画は、北区災害対策本部（以下「区災対本部」という。）、防

災関係機関、その他諸機関が有する全機能を有効・適切に発揮し、また事業者、自主防

災組織及び区民が総力を結集して、各主体の持てる能力を発揮し、主体間で連携を図る

ことにより、「自助」「共助」「公助」を実現し、区民の生命、身体及び財産を自然災

害から保護することを目的とする。 
 

 

２ 計画の性格及び範囲 

 

 

この計画は、災害対策基本法（昭和36(1961)年法律第223号。以下「法」という。）第
42条の規定に基づき、東京都北区防災会議（以下「区防災会議」という。）が作成する
北区に係る防災計画であり、法第42条第2項各号に定める範囲で、本区の自然的条件及
び過去の教訓を踏まえ、あらゆる自然災害への対応を定めることを目的とする。 
本計画では、平常時に行う予防対策及び事前対策並びに発災直後からの応急対策及び

復旧・復興を対象とする。 
 

構 成 内 容 

震災対策編 

第1部 

総則 

・首都直下地震等の被害想定 

・被害軽減とくらし・まちの再生に向けた目標(減災目標) 

等 

第2部 

施策ごとの具体的計画 

・平常時に行う予防対策、事前対策 

・発災直後からの応急対策、復旧対策 等 

第3部 

災害復興計画 

・震災復興の基本的な考え方 

・震災復興本部 

・震災復興計画の策定 等 
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３ 計画の修正 

 

 

区防災会議は、この計画について、法第42条の規定に基づき、毎年検討を行い、必要

があると認めたとき（地区防災会議等から地区防災計画の提案があった場合を含む。）

は、修正する。 
区防災会議は、当該検討を行うための資料として、各防災関係機関に対し、期日を定

めて計画修正案の提出を求めるものとする。 
 

 

４ 計画の習熟 

 

 

各防災関係機関は、その有する機能を十分に発揮するため、平素から、自ら又は各防

災関係機関と共同して調査、研究、訓練等を行い、計画の習熟に努めなければならない。 
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第２章 区の概況 
 

１ 位 置 

 

 

北区は、東京都の北東部に位置し、北は荒川を隔てて埼玉県川口市及び戸田市に、東

は足立区及び荒川区に接し、西は板橋区に、南は文京区及び豊島区に接している。東西

は約2.9km、南北は約9.3kmで、面積は20.61k㎡である。 
 

 

２ 地形と地質  

 

 

北区の地形は、山の手台地と下町低地の2つに大分される。京浜東北線の東側が下町低
地、西側が山の手台地である。台地はほぼ平坦で、20ｍ前後の高さで北部の赤羽地区か
ら南部の滝野川地区へ続き、その東側の末端は急ながけで低地に接している。この台地

は、関東ローム層から成り、非常に水はけがよいことが特徴である。また、石神井川や

旧谷田川、旧北耕地川などの河川によって形成された斜面と小規模な低地が見られる。

一方、低地部は、海抜3～5ｍの平坦な地形になっているが、これは低地が土砂の堆積に
よってできたためである。そのため、地下水位が高く、微高地以外では地震時に液状化

しやすいという特徴がある。 
 

 

３ 人 口 

 

１．世帯人口 

令和5(2023)年5月現在 

区 分 世  帯 男 女 計 

王   子 68,508 57,988 58,965 116,953 

赤   羽 77,439 69,061 70,010 139,071 

滝 野 川 59,220 49,696 50,250 99,946 

合   計 205,167 176,745 179,225 355,970 
  

２．昼夜間人口 

令和2(2020)年国勢調査 

昼 間    

人 口 

夜 間 

人 口 

流出超

過人口 

流 入 人 口 流 出 人 口 

総 数 通勤者 通学者 総 数 通勤者 通学者 

332,018 355,213 23,195 83,137 71,504 11,633 106,332 97,171 9,161 
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４ 被害想定 

 

４－１ 首都直下地震 

 

平成24(2012)年4月に東京都防災会議で決定された「首都直下地震等による東京の被
害想定」について、10年ぶりに見直しが行われた。以下では、令和4(2022)年5月に公表
された最新の被害想定における北区部分の概要を示す。 

 
「首都直下地震等による東京の被害想定」想定地震（令和4(2022)年5月） 

 想定地震 規模 発生確率 

① 

都心南部直下地震 

多摩東部直下地震 

都心東部直下地震 

都心西部直下地震 

多摩西部直下地震 

Ｍ7.3 
今後30年以内70% 

（南関東地域におけるＭ7クラスの確率） 

② 立川断層帯地震 Ｍ7.4 今後30年以内0.5～2% 

③ 大正関東地震 Ｍ8クラス 
今後30年以内0～6% 

（180年から590年の発生間隔） 

※ フィリピン海プレート内の地震（①）はどこの場所の直下でも発生する可能性があ

るとされているため、震源位置によっては、区において、都心南部直下地震の被害

想定結果以上の被害が発生する可能性がある点に留意する必要がある。 

※ 「今後30年以内70％」の確率は、南関東地域について評価されたものであり、想定

した地震のいずれかが70％以内の確率で発生することを示すものではない点に注意

が必要である。 

  



 
第２章 区の概況 

震 - 5 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

 

想定シーン 

冬・早

朝 

5時 

・阪神・淡路大震災と同じ発生時間帯 

・多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による死者が発生する

危険性が高い。 

・オフィスや繁華街の屋内外滞留者や、鉄道・道路利用者は少ない。 

冬・昼 

12時 

・オフィス、繁華街、映画館、テーマパーク等に多数の滞留者が集中しており、

店舗等の倒壊、看板等の落下物等による被害の危険性が高い。 

・外出者が多い時間帯であり、帰宅困難者数も最多となる。 

・住宅内滞留者数は1日の中で最も少なく、老朽木造家屋の倒壊による死者数

は朝夕と比較して少ない。 

冬・夕 

18時 

・火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因とする出火数

が最も多くなる。 

・オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅や飲食のため滞留者が多数

存在する。 

・ビル倒壊や看板等の落下物等により被災する危険性が高い。 

・鉄道、道路はほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能支障による影

響が大きい。 

 

想定シーン（定性評価のみ） 

夏・昼 

12時 

・酷暑の中での避難行動が必要となる。停電が発生した場合には、空調停止に

より屋内の滞留者が多数屋外に溢れると想定される。 
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第１ 都心南部直下地震の震度分布と被害想定 

１．震度分布 

 

２．被害想定 

条
件 

時期及び時刻 冬・早朝 冬・昼 冬・夕方 

風 速 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 

物
的
被
害 

原 因別 

建物 

全壊 

ゆれ(棟) 3,178 3,178 3,178 

液状化(棟) 41 41 41 

急傾斜地崩壊(棟) 3 3 3 

計 3,222 3,222 3,222 

火災 
焼失棟数(棟) 

倒壊建物を含まない 226 234 273 284 518 541 

ラ イフ 

ラ イン 

電力(停電率) 13.1 13.1 13.6 

通信(不通率) 0.8 0.9 1.4 

ガス(供給停止率) 0.0 0.0 0.0 

上水道(断水率) 31.5 31.5 31.5 

下水道(管きょ被害率) 4.7 4.7 4.7 

閉じ込めにつながりうる

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 台 数 ( 台 ) 
542 542 543 543 546 546 

震災廃棄物(万t) 76 76 76 76 77 77 

人
的
被
害 

死者(人) 

う ち 要 配 慮 者 死 者 数 (人 ) 

217 

172 

217 

172 

99 

79 

100 

79 

148 

118 

149 

118 

負傷者(人) 

うち重傷者(人) 

2,761 

315 

2,761 

315 

2,002 

248 

2,002 

249 

2,437 

386 

2,437 

386 

避難者(人) 85,166 85,207 85,403 85,458 86,637 86,748 

滞留者数(人) 

うち帰宅困難者数(人) 

- 

- 

308,764 

53,263 

308,764 

53,263 

自力脱出困難者(人) 1,161 756 828 

※小数点以下の四捨五入により、合計が一致しない。
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第２ 多摩東部直下地震の震度分布と被害想定 

１．震度分布 

 

２．被害想定 

条
件 

時期及び時刻 冬・早朝 冬・昼 冬・夕方 

風 速 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 

物
的
被
害 

原 因別 

建物 

全壊 

ゆれ(棟) 2,558 2,558 2,558 

液状化(棟) 42 42 42 

急傾斜地崩壊(棟) 3 3 3 

計 2,603 2,603 2,603 

火災 
焼失棟数(棟) 

倒壊建物を含まない 194 202 239 249 439 457 

ラ イフ 

ラ イン 

電力(停電率) 9.6 9.6 9.9 

通信(不通率) 0.7 0.8 1.1 

ガス(供給停止率) 0.0 0.0 0.0 

上水道(断水率) 28.3 28.3 28.3 

下水道(管きょ被害率) 4.4 4.4 4.4 

閉じ込めにつながりうる

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 台 数 ( 台 ) 
495 495 496 498 498 498 

震災廃棄物(万t) 66 66 66 66 66 66 

人
的
被
害 

死者(人) 

う ち 要 配 慮 者 死 者 数 (人 ) 

175 

139 

175 

139 

80 

64 

80 

64 

120 

95 

121 

96 

負傷者(人) 

うち重傷者(人) 

2,390 

250 

2,391 

250 

1,683 

198 

1,683 

198 

2,085 

318 

2,085 

318 

避難者(人) 75,876 75,915 76,103 76,161 77,119 77,212 

滞留者数(人) 

うち帰宅困難者数(人) 

- 

- 

308,764 

53,263 

308,764 

53,263 

自力脱出困難者(人) 918 589 649 

※小数点以下の四捨五入により、合計が一致しない。
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第３ 都心東部直下地震の震度分布と被害想定 

プレート内地震は都内のどこでも起こりうるため、参考として震度分布のみを提示。 

 

第４ 都心西部直下地震の震度分布と被害想定 

プレート内地震は都内のどこでも起こりうるため、参考として震度分布のみを提示。 

 

第５ 多摩西部直下地震の震度分布と被害想定 

プレート内地震は都内のどこでも起こりうるため、参考として震度分布のみを提示。 
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第６ 立川断層帯地震の震度分布と被害想定 

１．震度分布 

 

２．被害想定 

条
件 

時期及び時刻 冬・早朝 冬・昼 冬・夕方 

風 速 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 

物
的
被
害 

原 因別 

建物 

全壊 

ゆれ(棟) 6 6 6 

液状化(棟) 2 2 2 

急傾斜地崩壊(棟) 0 0 0 

計 8 8 8 

火災 
焼失棟数(棟) 

倒壊建物を含まない 3 3 4 4 8 9 

ラ イフ 

ラ イン 

電力(停電率) 0.1 0.1 0.1 

通信(不通率) 0.0 0.0 0.0 

ガス(供給停止率) 0.0 0.0 0.0 

上水道(断水率) 0.7 0.7 0.7 

下水道(管きょ被害率) 1.0 1.0 1.0 

閉じ込めにつながりうる

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 台 数 ( 台 ) 
96 96 96 96 96 96 

震災廃棄物(万t) 1 1 1 1 1 1 

人
的
被
害 

死者(人) 

う ち 要 配 慮 者 死 者 数 (人 ) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

負傷者(人) 

うち重傷者(人) 

49 

1 

49 

1 

34 

1 

34 

1 

36 

1 

36 

1 

避難者(人) 4,866 4,866 4,874 4,875 4,896 4,899 

滞留者数(人) 

うち帰宅困難者数(人) 

- 

- 

308,764 

53,263 

308,764 

53,263 

自力脱出困難者(人) 3 2 2 

※小数点以下の四捨五入により、合計が一致しない。
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第７ 大正関東地震の震度分布と被害想定 

１．震度分布 

 

２．被害想定 

条
件 

時期及び時刻 冬・早朝 冬・昼 冬・夕方 

風 速 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 4m/秒 8m/秒 

物
的
被
害 

原 因別 

建物 

全壊 

ゆれ(棟) 363 363 363 

液状化(棟) 41 41 41 

急傾斜地崩壊(棟) 1 1 1 

計 404 404 404 

火災 
焼失棟数(棟) 

倒壊建物を含まない 47 49 77 81 158 164 

ラ イフ 

ラ イン 

電力(停電率) 1.9 1.9 2.1 

通信(不通率) 0.1 0.2 0.3 

ガス(供給停止率) 0.0 0.0 0.0 

上水道(断水率) 10.8 10.8 10.8 

下水道(管きょ被害率) 2.4 2.4 2.4 

閉じ込めにつながりうる

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ 台 数 ( 台 ) 
302 302 302 302 303 303 

震災廃棄物(万t) 19 19 19 19 19 19 

人
的
被
害 

死者(人) 

う ち 要 配 慮 者 死 者 数 (人 ) 

25 

20 

25 

20 

13 

10 

13 

10 

21 

16 

21 

16 

負傷者(人) 

うち重傷者(人) 

634 

39 

634 

39 

447 

38 

447 

38 

559 

68 

559 

68 

避難者(人) 27,829 27,839 27,989 28,007 28,418 28,452 

滞留者数(人) 

うち帰宅困難者数(人) 

- 

- 

308,764 

53,263 

308,764 

53,263 

自力脱出困難者(人) 142 98 104 

※小数点以下の四捨五入により、合計が一致しない。
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第８ 身の回りで起こり得る被害の様相 

今回の被害想定では、過去の大規模地震において家庭や地域で実際に発生した被害様

相等も参考としつつ、東京の地勢や地域特性による特有の状況等を踏まえ、首都直下地

震等の発生時に起こり得る事象について、定量的に示すことが困難な事項についても、

定性的な被害シナリオとして示している。なお、本被害の様相は、あくまで一つの想定

として作成したものであり、実際には首都直下地震等が発生した場合に、記載した被害

の様相どおりの事象が発生するものではないことに留意が必要である。 
 

≪インフラ・ライフラインの復旧に向けた動き≫ 
発災後当面の間は、ライフラインの途絶や公共交通機関の寸断など、身の回りの生活

環境に大きな支障が生じるとともに、被害が甚大な場合は、その復旧が長期化するおそ

れがある。 
 

≪救出救助機関等による応急対策活動の展開≫ 
建物倒壊などにより至るところで道路が閉塞し、救出救助部隊や、被災者が必要と

する物資の円滑な移動が困難を極め、消火・救助活動や被災地支援が遅滞し、長期化

するおそれがある。また、隣接県でも甚大な被害が発生し、都外からの応援が十分得

られない可能性がある。 
 

≪避難所での避難≫ 
避難所では、発災直後から多くの被災者が殺到し、避難所運営が混乱するだけでな

く、物資の不足やトイレの衛生環境の悪化、プライバシーの確保や避難者間のトラブ

ルなど様々な課題が発生する可能性がある。 
 

≪住み慣れた自宅等での避難生活≫ 
建物に大きな被害がなくても、家具や家電製品等が、転倒・移動し、下敷きになっ

たり、人に衝突する可能性がある。また、排水管など建物内の設備の損傷等により、

トイレやエレベーターが長期間に渡り使用できなくなる可能性がある。ただし、家具

転倒防止や携帯トイレの備蓄など必要な備えを行えば、プライバシーが確保され、住

み慣れた自宅に留まることは有効である。 
 

≪帰宅困難者を取り巻く状況≫ 
携帯電話の不通などにより、家族の安全が確保できず、多くの人が自宅などに帰ろ

うとするが、道路の閉塞や延焼火災、余震による看板の落下などが至るところで発生

し、帰宅困難者自身の安全確保にも重大な支障が生じる可能性がある。 
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第９ 首都直下地震に係る法整備 

平成25(2013)年11月に、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を
図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護すること

を目的として、首都直下地震対策特別措置法が制定され、同年12月に施行された。 
また、平成26(2014)年3月に首都直下地震緊急対策推進基本計画が閣議決定（平成

27(2015)年3月改定）されるとともに、都内全域が首都直下地震緊急対策区域に指定され
た。緊急対策区域を含む地方公共団体は、首都直下地震緊急対策推進基本計画に基づき、

特定緊急対策事業推進計画を定めることができる。 
さらに、首都直下地震緊急対策推進基本計画に基づき、首都直下地震における具体的

な応急対策活動に関する計画が平成28(2016)年3月に中央防災会議幹事会決定、令和
5(2023)年5月に最終改定され、各防災関係機関が行う応急対策活動の具体的な内容が定
められている。 

 
４－２ 南海トラフ巨大地震 

 

北区においては、南海トラフ地震の被害想定において、最大震度は5強程度とされてお
り、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく「南海トラ

フ地震防災対策推進地域」及び大規模地震対策特別措置法に基づく「地震防災対策強化

地域」の指定地域に含まれていない。そのため、南海トラフ地震等の対応に関しては、

都市機能を極力平常どおり維持することを基本としつつ、地震による被害を最小限に止

めるための防災措置を講じることにより、区民の生命、身体及び財産の安全を確保する。 
 

第１ 南海トラフ巨大地震の被害想定 

平成23(2011)年度から内閣府は、発生確率が高いと懸念される東海地震、東南海地震、
南海地震を包含する南海トラフを震源域とした新たな被害想定を実施した。平成

24(2012)年8月に公表されたこの被害想定結果は、平成23(2011)年3月11日に発生した東
日本大震災を踏まえ、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を検

討」（平成23(2011)年9月28日中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・
津波対策に関する専門調査会」報告）したものとされている。このように設定された内

閣府の南海トラフ地震・津波断層モデルは、発生頻度は極めて低いものの、Ｍ9クラスの
巨大地震の中でも最大級のものであり、東京都においては津波の影響が大きい島しょ部

に甚大な被害を示していた。そのため、平成24(2012)、25(2013)年度、東京都において
も改めてこの結果を検証し、より詳細な被害像を示した上で、震災対策の充実に努める

こととし、東京都防災会議地震部会で調査検討を実施し、「南海トラフ巨大地震等に基

づく東京の被害想定」として公表した。また、令和4(2022)年度には、その内容の更新を
図り、「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表した。内陸部では長周期地震動

による被害が発生する恐れがある。 
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【首都直下地震等による東京の被害想定(令和4(2022)年5月)による震度分布】 

 

 
第２ 東海地震の対応 

東海地震とは、南海トラフ巨大地震の発生が想定される区域の中で、静岡県中部から

遠州灘周辺を震源域とし、いつ発生してもおかしくないと考えられているM8クラスの
巨大地震で、これまでの研究及び観測体制の構築から唯一予知の可能性のある地震とさ

れていた。しかし、中央防災会議「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応

検討ワーキンググループ」報告（平成29(2017)年9月）で、現在の科学技術では、確度の
高い地震の予測はできないとされたことから、平成29(2017)年11月1日から南海トラフ
全域を対象として、異常な現象が発生した場合や地震発生可能性が相対的に高まってい

ると評価した場合等に「南海トラフ地震に関連する情報」が気象庁から発表される運用

に転換されている。（従前は、前兆的な「ゆっくりすべり」を監視し、通常とは異なる

変化が観測された場合に「東海地震に関連する情報」が気象庁から発表されていた。）

そのため、南海トラフ沿いにおける地震に対する区の防災対応は南海トラフ巨大地震の

際の防災対策に基づくものとする。 
 

【南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件】 

「南海トラフ地震に関連する情報」は、以下の2種類の情報名で発表する。 
情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震 

臨時情報 

(1)南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海ト

ラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始し

た場合、または調査を継続している場合 

(2)観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

(1)観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推

移等を発表する場合 

(2)「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合に

おける調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時

情報を発表する場合を除く） 

出典：南海トラフ地震に関する情報の種類と発表条件 

（気象庁、令和5(2023)年4月時点） 
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【「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件】 

情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で

情報発表する。 
キーワード 各キーワードを付記する条件 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価

検討会」を開催する場合 

(1)監視領域内でマグニチュード6.8以上の地震が発生 

(2)1カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点で

もそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプ

レート境界（下図赤枠部）で通常と異なるゆっくりすべりが発生し

ている可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関

連性の検討が必要と認められる変化を観測 

(3)その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可

能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検

討が必要と認められる現象を観測 

巨大地震警戒 
想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュー

ド8.0以上の地震が発生したと評価した場合 

巨大地震注意 

(1)監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が

発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く） 

(2)想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくり

すべりが発生したと評価した場合 

調査終了 
（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない

現象と評価した場合 
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５ 地域危険度 

 

令和4(2022)年9月に東京都が公表した「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第
9回）」の概要は、次のとおりである。 

 

５－１ 調査の目的 

 

東京都震災対策条例第12条の規定により次の目的で調査された。 
(1) 地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚に役立てる。 

(2) 震災対策事業を実施する地域を選択する際に活用する。 

※ 地震に関する地域危険度 根拠条例等、公表の経緯、町丁目危険度一覧表 

【資料編 p資-1参照】 

 

５－２ 調査の方法 

 

第１ 危険度の種類                                                

地震動に起因する建物倒壊及び火災の危険性を評価し、「建物倒壊危険度」、「火災

危険度」の二つの危険度を測定した。また、避難や救助、消火活動などの災害時活動に

寄与する道路等の整備状況を評価した「災害時活動困難係数」を算出した。さらに、「建

物倒壊危険度」、「火災危険度」に「災害時活動困難係数」を加味して総合化し、「総

合危険度」とした。 
なお、本調査は、被害想定調査とは異なり、震源を特定した地震を想定しない。 

 

第２ 調査方法                                                   

「地域危険度」とは、ある地域の地震に対する危険性の度合い（被害の受けやすさ）

を地域間で相対評価したものである。市街化区域を対象に、町丁目ごとの危険の度合い

をランク1（危険度が低い）から、ランク5（危険度が高い）の五段階で評価した。 
 

５－３ 調査結果 

 

第１ 建物倒壊危険度                                               

「建物倒壊危険度」とは、地震の揺れによって建物が壊れたり傾いたりする危険性の

度合いを評価したものである。この危険度は地域の建物特性と地盤特性により測定して

いる。 
 

第２ 火災危険度                                                  

「火災危険度」とは、地震の揺れで発生した火災の延焼により、広い地域で被害を受

ける可能性があり、その危険性の度合いを評価したもの。この危険度は、出火の危険性

と延焼の危険性を基に測定している。 
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第３ 災害時活動困難係数                                               

地震により建物が倒壊したり火災が発生したりしたときには、危険地域からの避難や

消火・救助活動のしやすさ（困難さ）が、その後の被害の大きさに影響する。このよう

な活動のしやすさ（困難さ）を、地域の道路の多さや、道路ネットワーク密度の高さと

いった道路基盤などの整備状況から評価した指標が「災害時活動困難係数」である。 
 

第４ 総合危険度 

「総合危険度」とは、地震の危険性を分かりやすく示すために、地震の揺れによる建

物倒壊（「建物倒壊危険度」）や火災の危険性（「火災危険度」）に、避難や消火・救

助など、各種の災害対応活動の困難さ（「災害時活動困難係数」）を加味して、1つの指
標にまとめたものである。 

 

※ 地震に関する地域危険度 町丁目危険度一覧表【資料編 p資-2参照】 

※ 北区における地域危険度の分布  【資料編 p資-6参照】 

※ 東京危険度マップ（北区部分）  【資料編 p資-7参照】 
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第３章 被害軽減とくらし･まちの
再生に向けた目標（減災目標）の

設定 
 

北区では、これまで、東京都地域防災計画及び北区地域防災計画に基づき、被害を軽

減する減災の観点と早期からの復旧・復興対策の着手という観点から、減災目標の名称

を「被害軽減とくらし・まちの再生に向けた目標」と設定し、災害対策を推進してきた。 

このたび、都から公表された「首都直下地震等による東京の被害想定（令和4(2022)

年5月）」等を踏まえ、減災目標を次のとおり再設定し、以下の「3つの視点」と「分野

横断的な視点」に基づく防災対策の推進によって、達成に向け取り組んでいく。 

 

《減災目標》 

2030年度(令和12年度)までに、首都直下地震等による人的・物的被害を概ね半減する。 

 

《3つの視点》 

1 
家庭や地域における 

防災・減災対策の推進 

一人ひとりの防災・減災対策に加え、町会、自治会、ボラ

ンティア等が連携し、地域の総力を結集して防災力を高め

ていく 

2 
区民の生命を守る 

応急体制の強化 

業務継続体制の確実な確保や都市基盤の早期回復などに

より、区民の生命を守り抜く 

3 

すべての被災者の安全で

質の高い生活環境と早期

の日常生活の回復 

居住形態の変化等も踏まえ、被災者の生活環境の質を高め

るとともに、区民一人ひとりの日常を一日も早く取り戻す 

 

《分野横断的な視点》 

分野横断的な視点 視点の考え方 

ハード対策 
すべての防災・減災対策の前提となる「強靱なまちづくり」の加

速化 

多様な視点に配慮 
被災経験や被災地支援の教訓を活かし、女性や要配慮者など多

様な視点を防災対策に反映 

防災DXの推進 
防災対策の実効性を高め、加速化するツールとしての「防災DX」

を積極的に推進 

人口構造 
若い世代の減少や「高齢者の高齢化」など、今後の人口構造の変

化も踏まえた対策を推進 
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《減災目標の達成指標》 

◆視点１：家庭や地域における防災・減災対策の推進 

項目 2030年度の目標 

出火防止対策実施率（感震ブレーカー設置） 感震ブレーカー設置率25％（区内） 

木造住宅密集地域を中心に、感震ブレーカーの設置に対する支援や普及啓発の促進等を

積極的に行い、区内における設置率を向上 

初期消火対策実施率（消火器設置） 消火器保有率60％（区内） 

木造住宅密集地域を中心に、消火器の設置を促進するとともに、あわせて消火訓練の実

施や風呂水の汲み置きなどの普及啓発等を行うなど、初期消火対策を促進 

家具類の転倒・落下・移動防止対策 75％ 

各種普及啓発ツールの活用などにより、家具類の転倒防止等対策を促進 

自助の備えを講じている区民の割合 100％ 

各種媒体を活用し、区民が自ら考え、各家庭における備蓄などの防災対策が万全になる

取組を推進 
 

◆視点２：区民の生命を守る応急体制の強化 

項目 2030年度の目標 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 ・特定沿道 総合到達率99％（2025年度） 

・一般沿道 耐震化率90％（2025年度） 

これまでの耐震助成に加え、普及啓発の拡充等により、耐震化を促進 

区の業務継続計画（BCP）改定 BCPを改定 

様々な事態にも対応できるBCPの改定を促進 

区内の受援応援体制の充実強化 受援応援計画等を策定 

新たな被害想定や複合災害等を踏まえ、区内の受援応援体制を強化 

一斉帰宅抑制等、帰宅困難者対策条例の内

容を把握している事業者の割合 

70％ 

都内滞留者の大半を占める企業従業員に対し、効果的な普及啓発を実施 

一時滞在施設の確保 90％ 

行き場のない帰宅困難者のために必要となる一時滞在施設を早期確保 
 

◆視点３：すべての被災者の安全で質の高い生活環境と早期の日常生活の回復 

項目 2030年度の目標 

つながる通信の確保 全ての避難所において通信環境を確保 

被災者が集まる避難先におけるWi-Fi等の設置を促進 

避難所環境の向上 全ての避難所における安全で質の高い生活

環境の確保 

避難所運営の向上や必要な物資の確保体制の整備等を通じて、避難所環境を不断に見直

し 

災害時トイレの確保 区内における災害時トイレ空白エリア解消 

自助・共助・公助の連携による様々な方策を展開し、災害時に対応できるトイレを確保 
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第４章 複合災害への対応 
 

１ はじめに 

 

大正12(1923)年9月に発生した関東大震災では、台風による強風の影響で火災の延焼
による被害の拡大が顕著となり、未曾有の大災害をもたらした。 
また、平成23(2011)年3月に発生した東日本大震災では、大津波、原子力発電所事故な

ど、複合災害に見舞われた。 
近年では、令和2(2020)年7月豪雨が新型コロナウイルス感染拡大の最中で発生し、感

染症対策を踏まえた避難所運営や応援職員の受入れなど、感染症まん延下における災害

対応を余儀なくされた。 
こうした、同種あるいは異種の災害が同時または時間差をもって発生する複合災害が

発生した場合、被害の激化や広域化、長期化等が懸念されることから、こうした状況も

念頭に置きながら、予防、応急・復旧対策を実施する必要がある。 
以下に、大規模風水害や火山噴火、感染拡大などとの複合災害発生時に起きうる事象

を整理した。 
 

【被害想定で想定する主な複合災害】 

風水害 

・地震動や液状化により堤防や護岸施設が損傷した箇所から浸水

被害が拡大 

・梅雨期や台風シーズンなど、降水量が多い時期に地震が発生した

場合、避難所等を含む生活空間に浸水被害が発生 

火山噴火 

・数cmの降灰でも交通支障が発生し、救出救助活動や物資、燃料の

搬送、がれきの撤去などの応急対策や復旧作業が困難化 

・火山灰が除去される前に地震が発生すると、降灰荷重により建物

被害が激甚化 

感染拡大 

・多くの住民が避難する中で、感染症や食中毒が発生した場合、避

難者間で集団感染が発生 

・救出救助活動や避難者の受入れ等において感染防止対策が必要

となり、活動に時間がかかる可能性 
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２ 複合災害に備え留意すべき事項 

 

先発災害発生時における被害状況等を踏まえ、第2部で掲げる各種施策を確実に進め
つつ、後発災害に伴う影響なども念頭に置き、以下の点に留意する必要がある。 

 

（共通事項） 

○ 自分の命は自分で守る視点から、複合災害に対する普及啓発を図り、自助・共

助の取組を促進 

○ 都市基盤施設の整備・耐震化など、防災・減災対策の加速化 

○ 様々なシナリオを想定した、BCPの策定、訓練の繰り返し実施・検証 

○ 避難先のさらなる確保、在宅避難・自主避難など分散避難の推進 

○ 夏季発災時における熱中症対策等 

 

（大規模自然災害＋大規模自然災害） 

○ 先発災害から後発災害へのシームレスな対処計画の策定、受援応援体制の強化 

○ 後発災害のリスクや被害状況等を踏まえた被災者の移送等の検討 

○ 後発災害による被害の拡大に伴う避難の長期化を要因とした災害関連死抑止へ

の対応等 

 

（感染症対策＋大規模災害） 

○ 災害ボランティアやエッセンシャルワーカーの行動制約下における体制の確保 

○ 避難所における感染拡大による災害関連死抑止への対応等 
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第５章 各施策における発災後の時間
軸に沿った震災対応シナリオ 
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第2部各章の施策は、密接に関連しており、特に発災後は、各施策を実施する主体が
相互に連携を図りながら、応急対応を実施することが求められる。 
本節では、各施策の関係について、①発災直後から応急・復旧に至るまで、全ての対

策のベースとなる活動、②発災直後からの72時間以内において特に重要な活動、③発災
後、4日目以降に重点的に行う活動の3つに分類し、それぞれの相関のイメージを示した。 

 
○ 発災直後から応急・復旧に至るまで、全ての対策のベースとなる活動 

（危機管理体制、情報通信、道路ネットワーク） 

発災後のあらゆるフェーズにおいて的確な応急活動を展開する上で、初動態勢の確保

や各機関との広域連携など、危機管理体制を構築することが不可欠である。 
また、関係機関が連携して対応するためには、各機関が被害状況、応急対応状況の情

報を共有できるよう、防災行政無線等の情報通信を確保する必要がある。 
さらに、救出救助活動や消火活動、物資の供給などは、主に車両を使って実施するこ

とから、機動的に活動を展開するためには、交通規制や道路啓開などにより、ネットワ

ークを確保することが重要である。 
 

○ 発災直後から72時間以内において特に重要な活動 

（救出救助、消火、医療救護、避難、物流・備蓄、帰宅困難者対策、ライフライン） 

救出救助活動や消火活動については、自衛隊、警察、消防などの防災機関による活動

と、近隣住民同士の共助による活動が連携を図ることで大きな効果を発揮する。 
また、こうした救助活動等によって助けられた被災者に対し、医療機関等において適

切な医療を提供することで、一人でも多くの命を救うことができる。 
避難所に対しては、生活を支えるために必要な物資を供給するとともに、ボランティ

アによる支援を円滑に受け入れる必要がある。 
帰宅困難者の一斉帰宅の抑制は、迅速な救出救助活動の展開のためにも不可欠であり、

一時滞在のための物資の供給は、帰宅困難者に対しても、円滑に行われなければならな

い。 
また、こうした活動のための非常用電源等によるライフラインの確保や、そのための

燃料の安定供給も重要な取組である。 
 

○ 発災後、4日目以降に重点的に行う活動 

（生活再建、帰宅支援） 

発災後4日目以降については、帰宅困難者の円滑な帰宅に向けての帰宅支援を進める
とともに、被災者の早期の生活再建に向け、義援金の支給や応急仮設住宅への早期の入

居を実現していかなければならない。 
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第２部 

施策ごとの具体的計画 
 



 

 

 

 



 
第１章 区、区民、事業者等の基本的責務と役割 

震 - 23 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

第１章  区、区民、事業者等の
基本的責務と役割 

 

１ 区、区民、事業者の基本的責務  

 

 

基本理念 

地震等による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るためには、第一に

「自らの生命は自らが守る」という自助の考え方、第二に区民及び事業者が地域の中で

相互に助け合うことによって「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の考え方、

この二つの理念に立つ区民と公助の役割を果たす行政とが、それぞれの責務と役割を明

らかにしたうえで、連携を図っていくという考え方を基本理念とする。 

 
区 分 基本的責務 

区 

区は、災害対策のあらゆる施策を通じて、防災関係機関等と連携を図り、区

民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保するとともに、災

害後の区民生活及び事業活動の再建と安定を図り、まちの復興を推進するた

め、最大の努力を払わなければならない。 

(1) 区は、北区地域防災計画に基づき、災害対策を的確かつ円滑に推進して

いかなければならない。また、本計画を定期的に見直し、本計画に基づ

く災害予防、応急及び復旧対策等を充実させなければならない。 

(2) 区は、区民及び事業者による自助・共助の活動に対し、助言及び支援を

行う。 

(3) 区職員は、区民の生命、身体及び財産を災害から保護し、その安全を確保

するとともに、災害後の区民生活及び事業活動の再建と安定を図り、まち

の復興を推進するため、防災に関する知識及び技術の習得に努めなけれ

ばならない。 

区 民 

区民は、災害による被害を防止するため、自己の安全確保に努めるととも

に、相互に協力し、区民全体の生命、身体及び財産の安全確保に努めなければ

ならない。 

(1) 区民は、次に掲げる事項について、自ら災害に備える手段を講ずるよう

努めなければならない。 

ア 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

イ 家具類の転倒・落下・移動の防止 

ウ 出火の防止（感震ブレーカーの設置など） 

エ 初期消火に必要な用具の準備 

オ 飲料水や食料及び常備薬類の確保 

カ 避難の経路、場所及び方法並びに徒歩による帰宅経路についての確認 

キ 家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保 
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区 分 基本的責務 

区 民 

(2) 区民は、災害後の区民生活及び事業活動の再建と安定を図り、まちの復

興を推進するため、地域社会を支える一員としての責任を自覚し、災害

後においては、相互に協力し、事業者、ボランティア及び区その他の行

政機関との協働により、自らの生活の再建及び復興に努めなければなら

ない。 

(3) 区民は、区、都及びその他の行政機関が実施する災害対策事業に協力す

るとともに、自発的な災害対策活動への参加、過去の震災から得られた

教訓の伝承その他の取組により災害対策に寄与するよう努めなければな

らない。 

事業者 

事業者は、区その他の行政機関が実施する災害対策事業及び区民が協働し

て行う地域の復興に関する活動に協力するとともに、事業活動にあたっては、

その社会的責任を自覚し、災害の防止、災害後の区民生活の再建と安定を図

り、まちの復興を図るため、最大の努力を払わなければならない。 

(1) 事業者は、その事業活動に関して災害を防止するため、事業所に来所す

る顧客、従業者等及び事業所の周辺地域における区民並びにその管理す

る施設及び設備について、その安全の確保に努めなければならない。 

(2) 事業者は、東京都帰宅困難者対策条例（平成24(2012)年東京都条例第17

号平成25(2013)年4月施行）に基づき、震災時には、施設の安全等を確認

した上で、従業者を事業所内に待機させるなど、一斉帰宅の抑制に努めな

ければならない。そのため、あらかじめ、従業者の3日分の飲料水及び食

糧等を備蓄するよう努めなければならない。 

(3) 事業者は、あらかじめ、従業者との連絡手段の確保に努めるとともに、

従業者に対して、家族等との連絡手段を確保すること、避難の経路、場

所及び方法並びに徒歩による帰宅経路の確認等の周知に努めなければな

らない。 

(4) 事業者は、その管理する事業所の周辺地域における災害を最小限にとど

めるため、周辺区民に対する災害対策活動の実施等、周辺区民等との連

携及び協力に努めなければならない。 

(5) 事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区が作成

する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画（以下「事業所

防災計画」という。）を作成しなければならない。 
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２ 防災機関業務大綱 

 

 

北区及び区の地域における防災関係機関が震災に関して処理する業務は、概ね次のと

おりである。 

 

第１ 北 区                                                    

 

機関の名称 事務又は業務の内容 

政策経営部 

（災対政策経営部） 

(1) 災害関係対策予算に関すること 

(2) 災害時における広報活動に関すること 

(3) 災害情報の収集及び整理に関すること 

(4) 報道機関への連絡体制に関すること 

(5) 写真等による情報の収集及び記録に関すること 

(6) 復興本部事務局の体制整備に関すること 

(7) 復興計画の総合調整に関すること 

(8) 電子計算システムの復旧に関すること 

(9) その他政策経営部の所管に関すること 

総務部 

（災対総務部） 

(1) 区災対本部の職員の動員に関すること 

(2) 区災対本部の人員の配置及び調整に関すること 

(3) 区災対本部の職員の服務及び給与に関すること 

(4) 車輌、舟艇等輸送機関の調達に関すること 

(5) 流通物資の調達の指導、協力及び総合調整に関するこ

と 

(6) 外国人への情報支援に関すること 

(7) 他の自治体への応援要請及び収容要請に関すること 

(8) 区職員及び他自治体の応援職員の宿泊施設の確保に関

すること 

(9) 被災した庁舎、校舎等の応急危険度判定及び修理に関

すること 

(10) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(11) 女性被災者等に係る相談に関すること 

(12) その他総務部の所管に関すること 

危機管理室 

（災対危機管理室） 

(1) 区災対本部の通信情報の総括に関すること 

(2) 都、その他防災関係機関との連携に関すること 

(3) 区災対本部長室の庶務に関すること 

(4) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(5) その他危機管理室の所管に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の内容 

地域振興部 

（災対地域振興部） 

(1) 地区本部に関すること 

(2) 地区本部と自主防災組織との連携に関すること 

(3) 被害概況の把握と報告に関すること 

(4) 帰宅困難者に関すること 

(5) 生活相談総合窓口の開設準備に関すること 

(6) 流通物資の調達、流通物資及び救援物資の管理並びに配

給計画に関すること 

(7) 災害時の体育施設等の利用に関すること 

(8) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(9) その他地域振興部の所管に関すること 

区民部 

（災対区民部） 

(1) 給水計画に関すること 

(2) 物資等の管理及び輸送に関すること 

(3) 生活相談総合窓口の開設と運営に関すること 

(4) 義援金の受領及び配分並びに被災者生活再建支援金等の

支給に関すること 

(5) 罹災証明書の交付に関すること 

(6) 被災者台帳の作成に関すること 

(7) その他区民部の所管に関すること 

生活環境部 

（災対生活環境部） 

(1) ごみ処理及びし尿収集に関すること 

(2) 廃棄物処理に関すること 

(3) 行方不明者の捜索並びに遺体の収容及び埋火葬に関する

こと 

(4) 放射性物質の測定に関すること 

(5) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(6) その他生活環境部の所管に関すること 

福祉部 

（災対福祉部） 

(1) 要配慮者の災害対策に関すること 

(2) 福祉避難所の設置及び管理運営に関すること 

(3) 災害時のボランティア（医療以外）に関すること 

(4) 避難場所に関すること 

(5) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(6) その他福祉部の所管に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の内容 

北区保健所 

健康部 

（災対医療衛生部） 

(1) 救護所の開設に関すること 

(2) 医療救護協定に関する要請及び医療機関との連絡に関す

ること 

(3) 災害時のボランティア（医療）に関すること 

(4) 医療及び助産救護に関すること 

(5) 医薬品の調達及び配給に関すること 

(6) 防疫に関すること 

(7) 健康相談（放射性物質に係るもの含む。）に関すること 

(8) 動物の救護に関すること 

(9) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(10) その他北区保健所及び健康部の所管に関すること 

まちづくり部 

（災対まちづくり部） 

(1) 防災まちづくり計画に関すること 

(2) 復興まちづくり計画に関すること 

(3) 応急仮設住宅に関すること 

(4) 被災建築物及び被災宅地の応急危険度判定に関するこ

と 

(5) 建築物の被害状況調査に関すること 

(6) がけ・急傾斜地の被害状況の調査及び応急対策に関する

こと 

(7) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(8) その他まちづくり部の所管に関すること 

土木部 

（災対土木部） 

(1) 緊急道路障害物除去路線、準緊急道路障害物除去路線及

び避難路の確保に関すること 

(2) 道路等占有物件の対策に関すること 

(3) 応急資材及び労力の確保に関すること 

(4) 堤防、道路、橋りょう、公園、トンネル等の点検、整備

及び復旧に関すること 

(5) 障害物等の除去に関すること 

(6) 水防活動に関すること 

(7) 河川の流木対策に関すること 

(8) がけ・急傾斜地の被害状況の調査及び応急対策に関する 

こと 

(9) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(10) その他土木部の所管に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の内容 

会計管理室 

（災対会計管理室） 

(1) 金銭及び物品の出納管理に関すること 

(2) その他会計管理室の所管に関すること 

教育振興部 

（災対教育振興部） 

(1) 避難所の設置及び管理運営に関すること 

(2) 園児、児童・生徒の保護及び救護に関すること 

(3) 応急教育に関すること 

(4) 所管施設の保全及び保安に関すること 

(5) その他教育振興部の所管に関すること 

子ども未来部 

（災対子ども未来部） 

(1) 保育園児及び児童の保護及び救護に関すること  

(2) 災害遺児等の保護に関すること 

(3) 応急保育に関すること  

(4) 所管施設の保全及び保安に関すること    

(5) その他子ども未来部の所管に関すること 

区議会事務局 

（災対区議会事務局） 

(1) 区議会議員との連絡に関すること 

(2) その他区議会事務局の所管に関すること 
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第２ 都関係機関                                                 

 

機関の名称 事務又は業務の内容 

警視庁第十方面本部 

王子・赤羽・滝野川 

警察署 

(1) 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること 

(2) 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること 

(3) 行方不明者等の捜索及び調査に関すること 

(4) 遺体の調査等及び検視に関すること 

(5) 交通の規制に関すること 

(6) 緊急通行車両確認標章の交付に関すること 

(7) 公共の安全と秩序の維持に関すること 

東京消防庁 

第五消防方面本部 

王子・赤羽・滝野川 

消防署 

(1) 火災その他災害の予防、警戒及び防御に関すること 

(2) 救急及び救助に関すること 

(3) 危険物等の措置に関すること 

(4) 前三号に掲げるもののほか、消防に関すること 

王子・赤羽・滝野川 

消防団 

(1) 火災その他災害の予防、警戒及び防御に関すること 

(2) 救急及び救助に関すること 

(3) 危険物施設及び重要対象物等の状況把握に関すること 

(4) 区民の防災知識の普及及び防災行動力の向上等に関す

ること 

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること 

都建設局 

都第六建設事務所 

都東部公園緑地事務所 

(1) 河川の保全及び復旧に関すること 

(2) 砂防施設の保全及び復旧に関すること 

(3) 道路及び橋りょうの整備、保全及び復旧に関すること 

(4) 水防活動に関すること 

(5) 河川における流木対策に関すること 

(6) 河川、道路等における障害物の除去等に関すること 

(7) 公園の保全、復旧及び震災時の利用に関すること 

都交通局 

（北自動車営業所） 

(1) 都営バス施設の点検、整備及び復旧に関すること  

(2) バスによる輸送協力に関すること 

都水道局 

（北部支所 北営業所） 

(1) 応急給水に関すること 

(2) 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

都下水道局 

（西部第二下水道事務所） 

(1) 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること 

(2) 仮設トイレ等のし尿の受入れ・処理に関すること 
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第３ 指定地方行政機関                                             

 

機関の名称 事務又は業務の内容 

財務省 

 関東財務局 

 東京財務事務所 

(1) 地方公共団体に対する資金の融資のあっせん及び金融

機関の業務の監督（災害時における緊急措置等を含

む）に関すること 

(2) 国有普通財産の管理及び処分に関すること及び行政財

産の総合調整に関すること 

国土交通省 

 関東地方整備局 

 荒川下流河川事務所 

(1) 河川の保全に関すること 

(2) 災害時に関する予報及び警報の発表及び伝達、水防活

動に対する指導、災害時における応急工事、堤防、水

門及び排水機場の管理、災害応急対策に関すること 

 

第４ 指定公共機関・指定地方公共機関                                   

 

機関の名称 事務又は業務の内容 

東日本旅客鉄道㈱ 

（東京支社） 

(1) 鉄道施設等の工事計画及びこれらの施設の保全に関す

ること 

(2) 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者

の輸送の協力に関すること 

(3) 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること 

東京地下鉄㈱ 

（後楽園駅務管区） 

(1) 鉄道施設等の安全保安に関すること 

(2) 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関すること 

(3) 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者

の輸送の協力に関すること 

東日本電信電話㈱ 

（東京北支店） 

(1) 電気通信設備の建設及び施設の保全に関すること 

(2) 重要通信の確保に関すること 

(3) 気象予警報の伝達に関すること 

(4) 通信ネットワークの信頼性向上に関すること 

(5) 災害時の電気通信設備の復旧に関すること 

東京電力パワーグリッ

ド㈱（大塚支社） 

(1) 電力施設等の建設及び安全保安に関すること 

(2) 電力需給に関すること 

東京ガス㈱ 

(1) ガス供給設備の建設及びそれらの維持管理に関するこ

と 

(2) ガスの供給に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の内容 

日本郵便㈱ 

（王子・赤羽郵便局） 

(1) 郵便事業の運行管理及びこれら施設等の保全に関する

こと 

(2) 災害時における郵便事業に係る災害特別事務取扱に関

すること 

 ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

エ 被災者援助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金

の配分 

首都高速道路㈱ 

(1) 首都高速道路等の建設及び保全に関すること 

(2) 首都高速道路等の災害復旧に関すること  

(3) 災害時における緊急交通路の確保に関すること 

北区医師会 災害時における医療救護活動の協力に関すること 

北歯科医師会 歯科医療救護活動に関すること 

滝野川歯科医師会 歯科医療救護活動に関すること 

北区薬剤師会 応急医薬品の優先供給に関すること 

北区接骨師会 医療救護活動に関すること 

東京都獣医師会北支部 動物救護活動に関すること 

  

第５ 自衛隊                                                    

 

機関の名称 事務又は業務の内容 

陸上自衛隊 

 第1師団 

   第1普通科連隊 

(1) 災害派遣の計画及び準備 

 ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 災害派遣計画の作成及び地域防災計画への意見提出 

ウ 防災に関する訓練の実施 

 (ｱ)自衛隊の実施する訓練 

 (ｲ)北区地域防災計画に基づく防災に関する訓練への参加 

(2) 災害派遣の実施 

ア 人命または財産の保護のために緊急に行う必要のある応

急援護または応急復旧に関すること 

イ 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及

び譲渡に関すること 
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第６ 協力機関                                    

北区は、災害時における応急・復旧業務を円滑に進めるため、以下の団体と応援協定

等を締結し、災害時における協力を依頼している。 

 

令和5(2023)年4月現在 

団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

自治体関係  

群馬県甘楽町 
北区と甘楽町との災害時における相互応援
に関する協定 

相互応援 

群馬県中之条町 
北区と中之条町との災害時における相互応
援に関する協定 

相互応援 

群馬県前橋市 
北区と前橋市の災害時における物資等の支
援に関する協定 

物資応援 

埼玉県川口市 
災害時における情報交換に関する協定 情報交換 

北区防災行政無線局設置等に関する協定 無線設置 

埼玉県蓮田市 
北区と蓮田市との災害時における相互応援
に関する協定 

相互応援 

山形県酒田市 
北区と酒田市との災害時における相互援助
協定 

相互応援 

北海道清水町 
渋沢栄一翁でつながる東京都北区と北海道
清水町との次世代を築く連携及び協力に関
する協定 

相互応援 

特別区 

特別区災害時相互協定及び相互支援に関す
る協定 

相互支援 

災害廃棄物の共同処理等に関する協定 
災害廃棄物
処理 

東京都及び都内の区市町村 
東京都及び区市町村相互間の災害時等協力
協定 

相互応援 

応急対策業務  

北区街灯保安会 災害時における応急対策業務に関する協定 
資機材等の
提供 

北区造園協力会 災害時における応急対策業務に関する協定 
資機材等の
提供 

北区土木緊急工作隊 災害時における応急対策業務に関する協定 
資機材等の
提供 

北区管工会 
災害時における区有建築物等の応急対策に
関する協定 

区有建築物
等の応急対
策 

北区建設業協会 
災害時における区有建築物等の応急対策に
関する協定 

区有建築物
等の応急対
策 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

北区総合建設業協議会 
災害時における区有建築物等の応急対策に
関する協定 

区有建築物
等の応急対
策 

北区電設工業会 
災害時における区有建築物等の応急対策に
関する協定 

区有建築物
等の応急対
策 

東京土建一般労働組合北支部 災害時における協力に関する協定 
被災建築物
の応急修理
等 

東京都建築士事務所協会北支部 
災害時における避難所等の建築物応急危険
度判定及び点検に関する協定 

建築物応急
危険度判定
員等の派遣 

食料等の物資供給  

株式会社イオン 災害時における物資の供給に関する協定 物資の供給 

オーケー株式会社 災害時における物資の供給に関する協定 物資の供給 

東京都北区麺類組合災害対策本部 災害時における麺類等の供給に関する協定 
麺類等の供
給 

東京都麺類協同組合 
王子・赤羽・滝野川支部 

災害時における麺類等の供給に関する協定 
麺類等の供
給 

東京都麺業連合協同組合赤羽支部 災害時における麺類等の供給に関する協定 
麺類等の供
給 

東京都米穀小売商業組合北支部 
災害時における応急用精米の優先供給に関
する協定 

精米の供給 

興亜紙業株式会社 
災害時における段ボール製品等の調達業務
に関する協定書 

資機材等の
提供 

コカ・コーラボトラーズジャ
パン株式会社 

北区の防災体制強化に関する協定書 
資機材等の
提供 

飲料水及び生活用水等  

医療法人社団博栄会 赤羽中
央総合病院 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定 応急給水 

東京都公衆浴場商業協同組合北支部 
災害時における公衆浴場及び井戸の使用に関
する協定 

生活用水の
提供 

東京都水道局 

給水施設の維持管理及び運用に関する協定 

応急給水 
避難所における応急水栓の設置及び使用に
関する覚書 

消火栓等からの応急給水等の実施等に関す
る覚書 

東京都水道局及び帝京大学 
旧北区立富士見中学校における応急給水栓
の設置及び使用に関する覚書 

応急給水 

東日本旅客鉄道㈱東京支社 深井戸使用に関する協定 応急給水 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

輸送業務 

東京都トラック協会北支部 災害時における緊急輸送業務に関する協定 
輸送用車両
の供給 

赤帽首都圏軽自動車運送協同
組合城北支部 

災害時における軽自動車緊急輸送業務に関
する協定 

輸送用軽自
動車両の供
給 

タクシー・バス事業者11社 
災害時におけるタクシー・バス車両による
緊急輸送協力に関する協定 人員輸送等 

トヨタモビリティ東京株式会
社 

災害時における給電車両貸与に関する協定
書 

給電車の貸
与 

避難所施設・一時滞在施設  

予備避難所・妊婦救護所等 

 都立飛鳥高等学校 避難所施設利用に関する協定 
予備避難所
の開設 

 都立桐ケ丘高等学校 避難所施設利用に関する協定 
予備避難所
の開設 

 都立王子総合高等学校 

避難所施設利用に関する協定 
予備避難所
の開設 災害時における東京都立王子総合高等学校

の使用に関する覚書 

 
学校法人渡辺学園 

（東京家政大学） 
災害時における協力体制に関する協定 

予備避難所
の開設 

 学校法人星美学園 災害時における協力体制に関する協定 
予備避難所
及び妊婦救
護所の開設 

 学校法人帝京大学 災害時における協力体制に関する協定 
予備避難所
の開設 

 学校法人東洋大学 災害時における協力体制に関する協定 
予備避難所
の開設 

 学校法人東京成徳学園 災害時における避難場所解放に関する協定 
予備避難所
の開設 

 学校法人駿台学園 災害時等における協力体制に関する協定書 
避難所の開
設 

 東京国際フランス学園 
北区防災事業における協力体制に関する協
定 

避難所の開
設 

 東京都立赤羽北桜高等学校 避難所等施設利用に関する協定書 
避難所の開
設 

 

東京都（建設局）、 

公益財団法人東京都公園協
会 

避難場所となる都立公園における連携協力
に関する基本協定 

避難場所の
開設 

 財務省 
大規模水害時における施設等の使用に関す
る協定 

予備避難所
の開設 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

福祉避難所 

 都立王子特別支援学校 避難所施設利用に関する協定 
福祉避難所
の開設 

 都立北特別支援学校 避難所施設利用に関する協定 
福祉避難所
の開設 

 

 

介護老人保健施設はくちょ
う 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
介護老人保健施設リハビリ
パーク滝野川 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
東京北医療センター介護老
人保健施設さくらの杜 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 介護老人保健施設太陽の都 
災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホーム飛鳥晴 

山苑 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホームウエル
ガーデン西が丘園 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホームうきま 

幸朋苑 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホーム王子光
照苑 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホーム新町光 

陽苑 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホームみずべ
の苑 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 
特別養護老人ホーム赤羽北
さくら荘 

災害時における福祉避難所の設置及び運営に
関する協定 

福祉避難所
の開設 

 たいよう事業所 
災害時における福祉避難所の設置運営に関す
る協定 

福祉避難所
の開設 

 あゆみステーション 
災害時における福祉避難所の設置運営に関す
る協定 

福祉避難所
の開設 

 
就労・生活支援センター飛
鳥晴山苑 

災害時における福祉避難所の設置運営に関す
る協定 

福祉避難所
の開設 

 
介護付有料老人ホームアイ
ムス赤羽 

災害時における福祉避難所の設置運営に関す
る協定 

福祉避難所
の開設 

 
介護老人保健施設東京シニ
アケアセンター赤羽 

災害時における福祉避難所の設置運営に関す
る協定 

福祉避難所
の開設 

一時滞在施設 

 川田工業株式会社 災害時における施設利用の協力に関する協定 
一時滞在施
設の開設 

 王子地区の民間10事業者 災害時における施設利用の協力に関する協定 
一時滞在施
設の開設 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

 
トヨタモビリティ東京株式
会社 

災害時における施設利用の協力に関する協定 
一時滞在施
設の開設 

 東京冷機工業株式会社 災害時における施設利用の協力に関する協定 
一時滞在施
設の開設 

 
十条駅西口地区市街地再開
発組合 

災害時における施設利用の協力に関する協定 
一時滞在施
設の開設 

垂直避難施設 

 
東京都（住宅政策本部） 

（都営住宅） 

大規模な水害時における緊急避難に関する覚
書 

水害時の緊
急避難施設 

 独立行政法人都市再生機構 
大規模な水害時における一時的な緊急避難に
関する協定 

水害時の緊
急避難施設 

 東京都住宅供給公社 
大規模な水害時における緊急避難に関する覚
書 

水害時の緊
急避難施設 

 東京都（住宅政策本部） 
水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空
き住戸使用に関する協定書 

水害時の緊
急避難施設 

広域避難施設 

 
独立行政法人国立青少年教
育振興機構 

広域避難先としての施設利用に関する細目協
定 

水害時の緊
急避難施設 

 国立大学法人東京芸術大学 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 東京都公立大学法人 
広域避難先としての施設利用に関する細目協
定 

水害時の緊
急避難施設 

 
株式会社東京テレポートセ
ンター 

広域避難先としての施設利用に関する細目協
定 

水害時の緊
急避難施設 

 
東京都（東京ウィメンズプ
ラザ） 

広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 東京都（東京芸術劇場） 広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 東京都（東京都美術館） 広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 東京都（東京文化会館） 広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 
独立行政法人国際協力東京
センター 

広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人上智学院 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

 株式会社東京ビッグサイト 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 有明テニスの森公園 広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 東京体育館 広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 
駒沢オリンピック公園総合
運動場 

広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 
東京都多摩障害者スポーツ
センター 

広域避難先としての施設利用に関する協定 
水害時の緊
急避難施設 

 
株式会社東京国際フォーラ
ム 

広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 
ハイパフォーマンススポー
ツセンター 

広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 国立代々木競技場 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人立教学院 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人早稲田大学 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人学習院 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人法政大学 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

 学校法人中央大学 
広域避難先としての施設利用に関する細目
協定 

水害時の緊
急避難施設 

医療・薬品  

東京都北区医師会 

災害時における医療救護活動についての協
定 

医療救護 

医療救護に係る費用弁償に関する覚書 医療救護 

北区薬剤師会 

災害時における応急医薬品の優先供給に関
する協定 

医薬品の供
給 

災害時における薬剤師会の協力についての
協定 

連携協力 

公益社団法人柔道整復師会北支部 災害時における柔道整復師会の協力に関する協定 
傷病者への
応急手当 

公益社団法人東京都北歯科医
師会 

災害時の歯科医療救護活動についての協定 
歯科医療救
護 
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公益社団法人東京都滝野川歯
科医師会 

災害時の歯科医療救護活動についての協定 
歯科医療救
護 

公益社団法人東京都助産師会
北地区分会 

災害時における妊産婦等への支援活動に関
する協定 

妊産婦等の
支援 

東京都訪問看護ステーション
協会 

災害時における東京都訪問看護ステーショ
ン協会の協力についての協定 

連携協力 

公益社団法人東京都獣医師会
北支部 

災害時における動物救護活動に関する協定 
動物救護活
動 

アルフレッサ株式会社 
災害時における医薬品等の調達業務に関す
る協定 

医薬品等の
調達 

東邦薬品株式会社 

豊島・北営業所 

災害時における医薬品等の調達業務に関す
る協定 

医薬品等の
調達 

株式会社スズケン 

城北第二支店 

災害時における医薬品等の調達業務に関す
る協定 

医薬品等の
調達 

株式会社メディセオ 
災害時における医薬品等の調達業務に関す
る協定 

医薬品等の
調達 

東京北医療センター 緊急医療救護所の設置に関する協定 
緊急医療救
護所 

花と森の東京病院 緊急医療救護所の設置に関する協定 
緊急医療救
護所 

明理会中央総合病院 緊急医療救護所の設置に関する協定 
緊急医療救
護所 

赤羽中央総合病院 緊急医療救護所の設置に関する協定 
緊急医療救
護所 

王子生協病院 緊急医療救護所の設置に関する協定 
緊急医療救
護所 

情報・通信  

国土交通省関東地方整備局 
荒川下流河川事務所 

光通信ネットワークを利用した河川情報提
供に関する協定 

洪水時等の
情報交換 

国土交通省関東地方整備局 災害時の情報交換に関する協定 
各種情報の
交換 

株式会社ジェイコム東京 

災害時における臨時災害放送局開設に関す
る覚書 

臨時災害放
送 局 の 開
設・運営 

防災情報等の広報に関する覚書 
防災情報の
広報 

防災行政無線の連動サービスに関する覚書 
防災行政無
線との連動 

データ放送による北区イベント情報の配信
に関する覚書 

北区イベン
ト情報の配
信 



 
第１章 区、区民、事業者等の基本的責務と役割 

震 - 39 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

東京消防庁滝野川消防署 非常通信の運用に関する協定 
非常通信運
用の協力 

東京都北区商店街連合会 
災害時における商店街所有の放送設備を使
用した災害情報の伝達に関する協定 

放送設備の
使用 

LINEヤフー株式会社 災害に係る情報発信等に関する協定 
迅速な情報
提供 

東京都 
罹災証明書の交付に係る情報提供等に関す
る協定 

家屋台帳情
報の提供 

災害廃棄物処理  

東京廃棄物事業協同組合 
災害時における災害廃棄物の収集及び運搬
に関する協定 

災害廃棄物
収集運搬 

一般社団法人 

東京環境保全協会 

災害時における災害廃棄物の収集及び運搬
に関する協定 

災害廃棄物
収集運搬 

一般社団法人 

東京都中小建設業協会 

災害時における災害廃棄物の処理、処分等
に関する協定 

災害廃棄物
処理処分 

一般社団法人 

東京都産業資源循環協会 

災害時における災害廃棄物の処理、処分等
に関する協定 

災害廃棄物
処理処分 

宇佐見産業株式会社 
災害時におけるし尿収集車両等の供給に関
する協定 

し尿収集車
両等の供給 

株式会社タカサゴ 
災害時におけるし尿収集車両等の供給に関
する協定 

し尿収集車
両等の供給 

株式会社ヒット 
災害時におけるし尿収集車両等の供給に関
する協定 

し尿収集車
両等の供給 

東京都下水道局西部第二下水
道事務所 

災害時における下水道施設へのし尿搬入及
び受入れに関する覚書 

し尿搬入及
び受入 

一般社団法人 

東京環境保全協会 

災害時におけるし尿の収集及び運搬に関す
る協定 

し尿収集運
搬 

東京廃棄物事業協同組合 
災害時におけるし尿の収集及び運搬に関す
る協定 

し尿収集運
搬 

株式会社 京葉興業 
災害時におけるし尿の処理、処分等に関す
る協定 

し尿処理処
分 

株式会社 太陽油化 
災害時におけるし尿の処理、処分等に関す
る協定 

し尿処理処
分 

防災行政無線  

滝野川信用金庫 
東京都北区防災行政用無線（固定系）設備
の設置に関する協定 

無線設置 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

警視庁王子警察署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

警視庁赤羽警察署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

警視庁滝野川警察署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

東京消防庁王子消防署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

東京消防庁赤羽消防署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

東京消防庁滝野川消防署 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

特別養護老人ホーム王子光照
苑 

北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

社会福祉法人東京都福祉事業
協会 

北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

北区立特別養護老人ホーム 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

社団法人東京都北区医師会 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

東京都水道局北営業所 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

都立飛鳥高等学校 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 情報・通信 

都立北特別支援学校 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

都立王子特別支援学校 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

社団法人北区薬剤師会 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

東京電力パワーグリッド株式
会社大塚支社 

北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

王子郵便局 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

都立桐ケ丘高等学校 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

株式会社 赤羽ゴルフ場 
東京都北区と株式会社赤羽ゴルフ場の災害
時における協力に関する協定 

無線設置 

東日本旅客鉄道株式会社 

北区地域防災無線局の設置等に関する協定
（王子駅） 

無線設置 
北区地域防災無線局の設置等に関する協定
（田端駅） 

北区地域防災無線局の設置等に関する協定
（赤羽駅） 

都立王子総合高等学校 北区地域防災無線局の設置等に関する協定 無線設置 

学校法人星美学園 
東京都北区防災行政無線（同報系）設備の
設置に関する協定 

無線設置 

独立行政法人都市再生機構 
東京都北区防災行政無線（同報系）設備の
設置に関する協定書を一部改定する協定書 

無線設置 

資機材等設置  

十条銀座商店街振興組合 
商店街における消火器資機材の配置及び使
用に関する覚書 

資機材の設
置 

赤羽一番街商店街振興組合 
商店街における消火器資機材の配置及び使
用に関する覚書 

資機材の設
置 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

東京都（下水道局） 
北区におけるマンホール用仮設トイレに関
する覚書 

資機材の設
置 

赤羽消防団 
赤羽自然観察公園等の利用及び災害時にお
ける避難場所開放に関する協定 

資機材の設
置 

相談窓口  

有限会社東京フェミニストセ
ラピーセンター 

災害時における女性被災者等の相談窓口設
置に伴う業務等に関する協定 

相談業務 

特定非営利法人女性ネットさ
やさや 

災害時における女性被災者等の相談窓口設
置に伴う業務等に関する協定 

相談業務 

特定非営利活動法人しんぐる
まざあず・ふぉーらむ 

災害時における女性被災者等の相談窓口設
置に伴う業務等に関する協定 

相談業務 

その他  

北区リサイクラー事業協同組
合 

災害時における遺体搬送等の業務に関する
協定 

遺体搬送等
の業務 

社会福祉法人茂原高師保育園 
北区内高台地域における応急保育に関する
協定書 

応急保育 

社会福祉法人 
北区社会福祉協議会、 

特定非営利活動法人 
東京都北区市民活動推進機構 

災害時におけるボランティア活動に関する
協定 

災害ボラン
ティアセン
ターの運営
等 

社会福祉法人 

北区社会福祉協議会、 

特定非営利活動法人 

東京都北区市民活動推進機構、 

公益社団法人東京青年会議所 

災害時等における協力体制に関する協定 
災害時等に
おける協力 

城北環境衛生同友会 災害時における消毒作業活動に関する協定 
消毒作業活
動 

東京消防庁王子消防署 

震災時多機能型深層無限水利（深井戸）の
管理並びに活用に係る協定 

消防水利の
活用 

水害時等における王子消防署機能強化のた
めの施設借用に関する協定書 

消防車両等
の一時移転 

東京消防庁王子消防署、 

東京消防庁赤羽消防署、 

東京消防庁滝野川消防署 

災害時における罹災証明書発行に関する協
定書 

罹災証明書
発行のため
の情報提供 

東京都理容生活衛生同業組合
北支部 

災害時における理容サービス提供に関する
協定 

理容サービ
スの提供 

日本郵便株式会社 
北区と郵便事業株式会社との災害時におけ
る相互協力に関する協定 

郵便業務 

女子栄養大学 
東京都北区と女子栄養大学との連携協力に
関する包括協定 

連携協力 
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団体・施設の名称 応援協定等の名称 内容 

国立大学法人お茶の水女子大
学 

東京都北区と国立大学法人お茶の水女子大
学との連携協力に関する包括協定 

連携協力 

東京電力パワーグリッド株式
会社大塚支社 

災害時等における相互連携等に関する基本
協定書 

相互支援 
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第２章 区民と地域の防災力向上 
 

【基本方針】 
阪神・淡路大震災や東日本大震災などの過去の震災では、地震発生直後の住民同士に

よる助け合いによって多くの命が救われており、災害時における自助・共助の重要性が

明らかになっている。また、熊本地震では、女性の視点等を意識した避難所運営などの

重要性が再認識された。 

区民、自主防災組織、事業者等は、「自らの生命・まちは自ら守る」ことを防災の基

本理念として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、区民、事業者、区、ボラン

ティア団体等との相互連携、相互支援を強め、自助・共助による区民及び地域の防災力

の向上を推進する。 

 

予防対策 頁 

１ 自助による区民の防災力向上 

１－１ 区民による自助の備え 

１－２ 防災意識の啓発 

１－３ 防災教育・防災訓練の充実 

１－４ 外国人支援対策 

震-44 

２ 地域による共助の推進  震-58 

３ マンション防災における自助・共助

の構築 

３－１ マンション居住者による自助の備え 

３－２ 防災意識の啓発 

３－３ 防災教育・防災訓練の充実 

震-62 

４ 消防団の活動体制の強化  震-63 

５ 事業者による自助・共助の強化  震-63 

６ ボランティアとの連携  震-66 

７ 小・中学校の防災対策  震-69 

応急対策 頁 

１ 自助による応急対策の実施 
１－１ 区民自身による応急対策 

１－２ 外国人の情報収集等に係る支援 
震-71 

２ 地域による応急対策の実施  震-73 

３ 消防団による応急対策の実施  震-74 

４ 事業者による応急対策の実施  震-76 

５ マンション防災における応急対策 

の実施 
 震-76 

６ ボランティアとの連携  震-76 

７ 応急教育・応急保育 
７－１ 応急教育の実施 

７－２ 応急保育の実施 
震-78 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

学校防災マニュアル 
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【予防対策】 
 

１ 自助による区民の防災力向上 
 

１－１ 区民による自助の備え 

 

第１ 区民による自助の促進                                         

区民は、次に掲げる措置をはじめ、「自らの生命、自分たちのまちは自分たちで守

る」という観点に立ち、必要な防災対策を推進する。 

(1) 建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

(2) 日頃からの出火の防止 

(3) 消火器、住宅用火災警報器、感震ブレーカーなどの住宅用防災機器等の準備 

(4) 家具類の転倒・落下・移動防止や窓ガラス等の落下防止 

(5) ブロック塀の点検補修など、家の外部の安全対策 

(6) 自転車を安全に利用するための、適切な点検整備 

(7) 買い物や片付けなど日頃の暮らしの中でできる災害への備え 

(8) 日常備蓄（ローリングストック）の考え方を取り入れながら、在宅避難に向けた

飲料水（1日1人3リットル目安）・食料などの備蓄食料・生活用品（最低3日間分、

推奨1週間分）や、携帯ラジオなど非常持ち出し用品や簡易トイレの準備 

(9) 日常的に使用しているもので、使用対象者が限られるなどの特別なものの、1週間

分程度の備蓄（ただし、医薬品等の備蓄が難しいものは、お薬手帳の写しなど、

その手配につながるものの備蓄） 

(10) 災害が発生した場合の家族の役割分担、避難や連絡方法の確認 

(11) 区・都が行う防災訓練や防災事業への積極的な参加 

(12) 町会・自治会、自主防災組織などが行う行事への積極的な参加を通じた、近隣と

の顔の見える関係の構築 

(13) 災害時に備え、避難所、避難場所及び避難経路等の確認・点検 

(14) 過去の災害から得られた教訓の伝承等による防災への備え 

(15) 避難所への同行避難に備えたペットのしつけ、健康管理、避難所での飼育に備え

た必要な資材（ケージ・その他の飼育用具）と当面のペットフードの用意 

(16) 地震保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 
 

 

第２ 要配慮者世帯等における自助の促進                                 

区は、発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配

慮を必要とする人を「要配慮者」、要配慮者のうち円滑かつ迅速な避難を行うために特

に支援が必要となる人を「避難行動要支援者」と位置づけ、支援体制の構築を進めてい

る。 

区民においても、要配慮者がいる世帯は、次に掲げる措置をはじめとした防災対策を

推進するよう、啓発活動等を行っていく。 



第２章 区民と地域の防災力向上 
【予防対策】 

震 - 45 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

(1) 区が要配慮者向けに早めの避難を促す「高齢者等避難」等の意味を正しく理解し、

適切な避難行動を図る。また、その際に支援を求める者をあらかじめ決めておく。 

(2) 自力又は自世帯のみの力では避難が困難な世帯は、避難行動要支援者名簿に登録

し、災害時に自主防災組織や防災関係機関等による支援を受けられるよう備える。 

(3) 日常的に使用しているもので、使用対象者が限られるなどの特別なものの、1週間

分程度の備蓄を行う。ただし、医薬品等の備蓄が難しいものは、お薬手帳の写し

など、その手配につながるものを用意する。 

(4) 要配慮者が日頃から備えておくべきことや災害時にとるべき行動等を記した「東

京防災※」等を活用して、災害に対する日頃からの備えを進める。 

 ※令和5(2023)年9月東京都発行 

(5) 区の要配慮者向けの支援事業を活用し、家庭内に家具転倒防止器具や感震ブレー

カー等を設置する。 

(6) 災害時の避難支援を容易とするため、日頃から地域のイベントなどへ積極的に参

加し、身近に住む者同士の顔の見える関係を構築する。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策【予防対策】２ 要配慮者の避難等支援体制の整備 

２－２ 避難行動要支援者への支援の考え方（p震-302）参照 

 

１－２ 防災意識の啓発 

 

担当 

区各部／警視庁／東京消防庁／消防署／都水道局／都福祉局／都保健医療局／

東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱／東日本電信電話㈱／東京電力パワーグリッ

ド㈱／東京ガス㈱／首都高速道路㈱ 

 

区や各防災関係機関は、区民の危機意識を喚起することにより、区民が「自らが防災

の担い手」であるとの自覚を高め、家庭内での備蓄や自ら建物の耐震化･不燃化、家具類

の転倒・落下・移動防止、感震ブレーカーの設置、災害時の安否を確認する方法の取り

決め等の防災対策に取り組むよう、様々な機会を通じて啓発を行う。 
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機関名 対策内容 

区 

１．区民への啓発 

(1) 広報内容 

ア 地震への備え 

イ 地震発生のしくみ 

ウ 区の防災対策（避難場所）、防災施設の現況、備蓄物資の内容等 

エ 避難情報 

(2) 広報媒体 

ア 北区ニュース 

区発行の広報紙で随時防災関係記事を掲載する。 
イ パンフレット 

北区防災地図等を作成し、区内全戸に配布している。 

また、地震の科学館（東京都北区防災センター）では、啓発用パンフ

レットを作成し、来館者へ配布している。 
ウ ホームページ 

平常時から、災害時の避難手順、災害廃棄物の処分方法等、防災施設

の現況等の防災に関する情報を掲載する。 

エ Ｘ（旧twitter）・フェイスブック 

北区公式Ｘ（旧twitter）（@kitaku_tokyo）・北区公式フェイスブッ

ク（@kita.city.tokyo）を活用し、平常時から情報発信を行っている。 

オ 各種イベントの開催 

防災訓練や防災フェスタ等のイベントの開催を通じて、各防災施設等

を区民へ周知している。また、区民が集まる機会を捉えて、防災に関す

る出前講座等を行うことで、防災意識の向上を図る。 

カ 防災用品等の普及促進 

防災用品等のあっせん等を通じて、備蓄の促進、家具類の転倒・落下・

移動防止対策の実施、感震ブレーカーの設置など、家庭内における防災

対策の普及を図る。 

なお、感震ブレーカーについては、不燃化特区内の木造住宅を対象に

機器の配布事業を行い、通電火災の危険性を周知するとともに、大規模

な延焼火災が発生するリスクの低減を図る。 

キ 防災セミナー講師派遣事業等の実施 

自主防災組織等の防災講座開催を支援し、防災意識等の向上について

普及・啓発している。 

ク 東京都が公開している防災ブック「東京防災」を区民に広く周知する。 

２．区職員への啓発 

(1) 区各部は、適宜、防災に関するマニュアルの見直しを行うとともに、

当該マニュアルに基づく防災訓練を実施する。 

(2) 区職員向けに行動マニュアルを作成し、災害時における基本的な対応

を示すとともに、家庭内における防災対策を奨励していく。 

(3) 職員救急法講座を開催する。 
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機関名 対策内容 

東京消防庁 

１．広報内容 

(1) 住宅防火10の心得（日常生活における注意事項など） 

(2) 地震に対する10の備え（家具類の転倒・落下・移動防止など） 

(3) 地震 その時10のポイント（身体防護、出火防止など） 

(4) 地震から命を守る「7つの問いかけ」（要配慮者向け） 

(5) 出火防止、初期消火、救出及び応急救護の知識 

(6) 事業者の地震対策（事業所防災計画） 

(7) 消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織等の活動

紹介及び加入促進 

(8) 長周期地震動に関する防火防災対策の普及啓発 

２．広報媒体 

(1) 印刷物 

(2) ホームページ・ソーシャルネットワークサービス 

(3) 講習会等 

(4) 東京消防庁消防防災資料センター等における常設展示 

(5) 民間広報媒体 

(6)「はたらく消防の写生会」の開催及び表彰式を活用した防火防災思想

の啓発 

(7) 防火防災への参画意識を高めるための、防火防災標語の募集及び表彰

式を活用した防火防災思想の啓発 

(8) 家具類の転倒・落下・移動防止普及用リーフレットの作成・配布 

(9) 家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブックによる啓発 

(10)各家庭を訪問し、防火防災上の安全性の確認や住宅用防災機器の設置

等に関する指導助言を行う「防火防災診断」及び要配慮者を対象と

する「住まいの防火防災診断」の実施 

３．関係団体と連携した効果的な啓発活動の展開 

(1) 地域の防火防災功労賞 

「地域の防火防災功労賞制度」を活用した都民の防災意識の普及啓発 

東日本旅客

鉄道㈱ 

東京地下鉄

㈱ 

ホームページに、防災対策等の安全対策、列車の運行状況等について掲

載している。 
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機関名 対策内容 

東日本電信

電話㈱ 

１．広報の方法及び内容 

防災展及び地域防災演習時における災害用伝言ダイヤル(171)、災害

用伝言板(web171)の利用体験、災害対策関連機器の説明、防災パンフレ

ット等の配布 

２．広報媒体 

(1) NTTの災害対策 

(2) 「災害伝言ダイヤル171」 

(3) ホームページ 

災害に強い通信サービスを実現するための取り組みや、災害用伝言ダ

イヤルについて紹介 

３．災害用公衆電話 

(1) 事前設置型災害用公衆電話の運用訓練支援 

(2) 公衆電話の利用方法に関する啓発活動 

東京電力 

パワー 

グリッド㈱ 

１．広報の内容 

災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故や電気火災

を未然に防止するため、区民に対し次の事項を中心に広報活動を行う。 

(1) 無断昇柱、無断工事をしないこと。 

(2) 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等設備の異常を発見した場合は、

速やかに当社事業所に通報すること。 

(3) 断線、垂下している電線には絶対にさわらないこと。 

(4) 浸水、雨漏りなどにより冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため

使用しないこと。 

(5) 漏電による事故を防ぐための漏電遮断器の取付を推進する。 

(6) 大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付す

ること、および電気工事店等で点検してから使用することを推奨す

る。 

(7) 屋外に避難するときは安全器またはブレーカーを必ず切ること。 

(8) 電気器具を再使用するときは、ガス漏れや器具の安全を確認すること。 

(9) その他事故防止のため留意すべき事項 

２．広報媒体 

電気事故防止PRについては、日頃からテレビ、ラジオ、新聞、ウェブ、

SNS等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し、認識を

深める。 

東京ガス㈱ 

１．広報の方法及び内容 

(1) 各種業務機会を通じて、ガスメーターの復帰方法やガスの供給・復旧

状況を掲載する「復旧マイマップ」を周知し、防災意識の高揚を図っ

ている。 

(2) 地震や台風などの自然災害時の安全対策等の啓発 

(3) 防災・安全対策に関する取り組み紹介 
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機関名 対策内容 

東京ガス㈱ 

２．広報媒体 

以下のような媒体を通じて、防災と安全への取組や利用者の安全・防災

対策を紹介している。 

(1) パンフレット 

「東京ガスネットワークの防災対策」 

(2) ホームページ 

ア 超高密度リアルタイム地震防災システム 

約4,000ヶ所の全地区ガバナ（整圧器）に設置された高性能地震計（SI

センサー）によりリアルタイムに地震情報を収集し、被害推定及び遠隔

遮断が可能になったシステムの紹介 

イ ガス供給停止区域・ガス供給停止件数 

大地震によりガスの供給が停止した場合の供給停止区域、供給停止件

数情報、地震時のガスの取扱いに関するご注意等について掲載 

ウ ガスメーターの復帰方法 

ガスメーターの種類別復帰方法、ガスメーターの主な設置場所例等を

掲載 

都水道局 

１．広報内容 

(1) 地震発生に際しての都水道局の応急対策 

(2) 水の備蓄方法及び備蓄が必要な理由 

(3) その他 

２．広報の方法 

(1) Ｘ（旧twitter）の活用 

震災時の情報伝達手段として有効とされるＸ（旧twitter）を活用した

情報提供を行う。 

(2) 様々な広報施策を多角的に活用した効果的な広報の展開 

水道キャラバンやホームページ、その他配布物により分かりやすくPR

を実施していく。 

３．広報媒体 

(1) パンフレット 

「水道・くらしのガイド」 

(2) ビデオ 

「近くにあります給水拠点」 
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機関名 対策内容 

都福祉局 

・ 

都保健 

医療局 

１．医療救護活動関係マニュアルの作成と研修の実施 

災害時の医療救護活動等に関する各種マニュアルを作成し、マニュアルに

基づく研修会（トリアージ※研修会、身元確認に関する歯科医師研修会等）

を実施する。 

※傷病者の緊急度に応じた分類 

２．病院における防災意識の高揚 

(1) 「防災週間」にあわせ、都内の全病院に対し訓練指針等について周知し

ていく。 

(2) 社会福祉施設等へも同じく周知する。 

３．要配慮者への支援 

(1) 避難行動要支援者名簿の整備、支援者や避難先など避難行動要支援者一

人ひとりに対応した個別避難計画の策定など、区市町村の取組に対する

支援を実施する。 

(2) 区市町村職員を対象とした要配慮者研修を実施する。 

首都高速 

道路㈱ 

災害時における利用者等の適切な判断及び行動に資するため、各種の防災

関連行事等を通じて、特に道路交通対策、防災対策に関する知識、避難対応

等に関する事項等各種の災害・防災に関する情報を利用者に周知するよう、

パンフレットの配布等による広報を実施し、平常時における防災知識を普及

する啓発活動を推進するものとする。 
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１－３ 防災教育・防災訓練の充実 

 

担当 

区各部／警視庁／東京消防庁／消防署／消防団／都水道局／都福祉局／都保健

医療局／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱／東日本電信電話㈱／東京電力パワ

ーグリッド㈱／東京ガス㈱／首都高速道路㈱ 

 

区や各防災関係機関は、幼児期から社会人までの連続した総合的な防災教育の推進に

より、生涯にわたる自助・共助の精神が身につくように支援する。 

防災知識の普及等を推進する際には、性別や年齢、国籍による視点の違いに配慮し、

女性や子ども、外国人の参画の促進に努めるとともに、女性や青年も含めた防災リーダ

ーを育てる防災教育を実施していく。 

また、区民、自主防災組織等を対象とした防災訓練を充実させ、広報等により訓練参

加者の増加を図っていく。 

さらに、災害教訓の伝承として、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実

に後世に伝えていくため、各種資料を広く収集・整理し、自然災害伝承碑（災害に関す

る石碑やモニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

第１ 防災教育・防災訓練の基本事項                                              

区は、区民一人ひとりの防災能力の向上を図るため、主に次の事項について、防災教

育・防災訓練を行う。 

１．防災教育に関する事項 

(1) 住宅用防災機器（火災警報器、ガス漏れ警報器等）の概要・点検方法 

(2) 平常時から実施できる消火準備 

(3) 災害用品の備蓄 

(4) 家具類の転倒・落下・移動防止及び日用品等の落下防止措置 

(5) 不燃化及び可燃製品の整理整頓 

(6) 安否確認手段、災害時の集合場所、避難経路等の検討方法 

(7) 危険物（灯油等）の管理方法 

(8) その他防災能力の向上に必要な事項 

２．防災訓練に関する事項 

(1) 起震車を活用した地震体験訓練 

(2) 家屋、塀等の強度の確認訓練 

(3) 訓練用消火器、D級ポンプ、スタンドパイプ等を用いた消火訓練 

(4) 縄を用いたロープワーク訓練 

(5) 三角巾等を用いた応急手当訓練 

(6) 防災マップの作成訓練 

(7) マスメディアを活用した防災情報の収集や消防署等が実施する防災講習会への参

加による防災知識の取得 
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第２ 防災教育の充実                                              

１．小中一貫型防災教育の実施 

区は、赤羽岩淵中学校サブファミリーを防災教育重点サブファミリーに指定し、小

中連携した避難訓練等を実施している。その結果を検証した上で、全サブファミリー

での実施を目指す。 

２．中学生の防災学校 

区は、災害時に地域の力として重要な役割を担うことが期待される中学生の防災活

動への興味を高め、将来の地域防災リーダーとして育成することを目的とした「中学

生の防災学校」を、区立全中学校を対象に、消防署及び消防団と連携して行う。さら

に、地域の防災活動への参加も促すことで、地域一体での防災力の向上を図る。 

３．防災フェスタの実施 

区は、災害時において乳幼児を抱えて避難をしなければならない子育て中のファミ

リー層に向けた体験型イベントを開催し、防災知識等の習得とともに、ファミリー層

が地域の防災活動へ参加していくためのきっかけづくりを図る。 

４．起震車を活用した防災教室 

区は、区所有の起震車により、自主防災組織や学校、保育園等に出向き防災教室を

開催し、地震体験等を通じた防災意識の高揚を図る。 

５．東京都北区防災センター（地震の科学館） 

東京都北区防災センター（以下「防災センター」という。）は、地震に関する知識

を体系的に学習できる展示機器や現実感のある体験施設を備えており、この施設を拠

点として地域の防災教育を広める。 

また、施設の利用を通じて、地震についての正しい情報やいざというときにパニッ

クにならないための各種体験を提供するとともに、応急手当講習会等を開催し、防災

意識の高揚を図る。 

なお、防災センターは、区内のみならず他区市町村等からの見学・研修にも随時応

じている。 

７．救出活動技術の普及・啓発 

区は、消防署等と連携して、防火防災管理者、自衛消防隊員をはじめ、自主防災組

織の救出・救護班員をはじめ、広く区民に対し、救出活動に関する知識及び技術の普

及・啓発活動を推進する。 

８．応急救護知識及び技術の向上 

区は、消防署等と連携して、区民に対し、応急救護に関する知識及び技術を普及し、

自主救護能力の向上を図る。 

また、応急手当普及用資機材の整備・充実を図るとともに、消防署・消防団及び東

京消防庁災害時支援ボランティア等と連携した救命講習等の効果的な普及啓発活動

を展開する。 

９．災害教訓の伝承 

区は、関東地方測量部、都と連携して、自然災害伝承碑の取組など、過去に起こっ

た大規模災害の教訓や災害文化を後世に伝えていくための活動を推進する。 
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第３ 防災訓練の充実                                              

区は、全ての区民が自信をもって災害に対応できるよう、防災訓練を実施し、防災に

関する知識及び対処法の定着を図る。 

自主防災組織や事業者等は、区や防災関係機関と連携し、実践性を重視した各種訓練

を実施する。実施後は、区等とともに必ず検証を行い、必要に応じて各種計画やマニュ

アル等を修正する。 

１．合同訓練 

(1) 訓練方針 

災害対策基本法に基づき、北区における自主防災組織、防災関係機関及び住民が

一体となって震災訓練を実施することにより、北区地域防災計画の習熟を図るとと

もに、区及び防災関係機関相互の協力体制を緊密にすることを目的として実施する。 

(2) 実施内容 

ア 区防災会議において北区震災総合訓練について確認し実施する。 

イ 主な訓練内容は、発災初動期の応急対応訓練と避難所開設訓練であるが、必要に

応じて通信訓練など他の訓練を組み合わせる。 

(3) 参加機関 

自主防災組織等・事業者・民間団体・ボランティア・防災関係機関・区 

(4) 訓練の検証 

訓練後に評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じて防災体制の改善等を行

う契機とする。 

２．個別訓練 

２－１．消防訓練［区及び消防署］ 

(1) 訓練方針 

地震火災時等の各種災害に対処するため、区及び各消防署において、消防団、事

業者及び区民を対象とした基本的防災訓練を個別に行うとともに、その成果をふま

えて総合訓練を実施する。 
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(2) 震災消防訓練 

各種災害に対処するため、各消防署において、消火・救助体験ハウス、訓練用通

報装置及び応急救護訓練用人形等を整備して、消防団、事業者及び区民を対象とし

た基本的防災訓練を個別に行う。 

 

参加機関 訓練項目 実施時期等 

消防団 

(1) 情報活動訓練 

ア 参集(情報収集)･初動措置(災害対応)訓練 

イ 情報整理及び通信運用訓練 

(2) 部隊編成訓練 

(3) 消火、救出救護訓練 

(4) 消防署隊との連携訓練 

(5) 東京消防庁災害時支援ボランティア等各種団

体との連携訓練 

(6) 地域住民との協働による消火救出救護訓練 

(7) 水防訓練 

基本的訓練は、年

間防災訓練計画

を作成し実施す

るほか、防災週間

等防災キャンペ

ーンの時期をと

らえて随時実施

する。 

総合防災訓練は、

年1回以上実施す

る。 

区 民 

(1) 出火防止訓練 

(2) 身体防護訓練 

(3) 初期消火訓練 

(4) 救出救助訓練 

(5) 応急救護訓練 

(6) 通報連絡訓練 

(7) 避難訓練 

(8) 避難所運営訓練 

(9) 帰宅困難者対策訓練 

(10)水防訓練 

(11)その他の訓練 

基本的訓練は、年

間防災訓練計画

を作成し実施す

るほか、防災週間

等防災キャンペ

ーンの時期をと

らえて随時実施

する。 

総合防災訓練は、

年1回以上実施す

る。 

事業者 

(1) 出火防止訓練 

(2) 身体防護訓練 

(3) 消火訓練 

(4) 救出救助訓練 

(5) 応急救護訓練 

(6) 避難訓練 

(7) 情報収集訓練 

(8) 帰宅困難者対策訓練 

消防計画に基づ

いて訓練計画を

作成し実施する。

また、一連の訓練

を総合訓練とし

て実施する。 

東京消防庁 

災害時支援 

ボランティア 

(1) 応急救護訓練 

(2) 災害情報提供訓練 

(3) その他の訓練 

火災予防運動、防

災週間及び防災

とボランティア

週間などを捉え

て実施する。 
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(3) 救助救急訓練 

区民及び防災関係機関との協力体制を確立し、災害時の迅速かつ的確な救助・救

急活動の実現に努める。 

参加機関 訓練項目 実施時期 

区 

区  民 

事 業 者 
医 師 会 

日本赤十字社 

(1) 各種救助事象による救出訓練 

(2) 緊急医療救護所の設置・運営訓練 

(3) 医療救護所の設置訓練 

(4) 傷病者の緊急度に応じた分類（トリアー
ジ）及び救急処置並びに搬送訓練 

(5) 救急救助資機材の活用訓練 

震災訓練に合わせて

実施するほか、火災

予防週間等において

行う。 

２－２．総合的防災訓練［警視庁］ 

大震災発生の際、防災関係機関と区民が一体となり、迅速かつ的確な対応ができる

よう、各種の防災訓練を実施する。 

参加機関 訓練項目 実施時期 

防災関係機関 

自主防災組織 

区 民 

事 業 者 等 

(1) 警備要員招集及び部隊編成訓練 

(2) 情報収集伝達訓練 

(3) 各級警備本部設置訓練 

(4) 交通対策訓練 

(5) 装備資機材操作訓練 

(6) 避難誘導訓練 

(7) 広報訓練 

(8) 救出救護訓練 

(9) 津波対策訓練 

(10) 通信伝達訓練 

区及び地域住民と協

力して随時実施す

る。 

２－３．区職員訓練 

(1) 防災訓練の実施 

区は、訓練に係る年間実施計画を策定し、各部の業務分掌の確認及び習熟を目的

とする訓練を実施するとともに、事後に内容を検証する。 

(2) 区職員自衛消防隊訓練の実施 

区職員による自衛消防隊を編成し、屋内消火栓等による初期消火訓練、ケガ人の

救助訓練、来庁者及び職員の避難訓練を行う。 

(3) 区職員研修 

新規採用職員及び転入職員を対象に防災研修を実施する。各部においては、所属

職員に災害時の業務分掌を周知する研修を実施する。 

また、区職員に職員救急法講座、防災講座、資機材活用訓練、上級救命講習等を

実施し、防災力の向上を図る。 
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(4) AED保有施設職員に対する救命講習の実施 

AED（自動体外式除細動器）を保有する区施設及び区関係機関等に勤務する区職員

に対し、年1回以上、AEDの操作要領を中心とした普通救命講習を実施し、各種災害・

事故発生時の応急救護力の向上に努める。 

２－４．無線通信訓練 

(1) 訓練方針 

区は、地域防災行政無線（移動系）の操作方法及び運用の習熟化を図るため、実

施要領に基づき無線通信訓練を実施する。 

(2) 訓練項目 

ア 非常通信訓練 

イ 無線統制訓練 

ウ 本部運営訓練 

エ 定期通信訓練 

２－５．下水道施設の復旧等にかかわる訓練［都下水道局］ 

参加機関 訓練項目 実施時期及び場所 

都下水道局 

民間団体 

ほか 

下水道局防災訓練 

(1) 被災現場・事業者・本庁間の情報連絡 

(2) 緊急点検及び緊急措置訓練 

(3) 民間団体との連携による応急復旧訓練 

(4) 区との連携によるし尿投入訓練 

(5) 相互支援に関わる情報連絡訓練など 

毎年1回、本庁及び全事業

所において実施する。 

２－６．指定公共機関 

指定公共機関は、各社の業務計画に基づき、職場ごとに防災訓練を実施している。 

機関名 訓練項目 

各鉄道機関 

(1) 消火訓練 

(2) 応急救護訓練 

(3) 車両脱線復旧訓練 

(4) 情報伝達訓練 

(5) 避難誘導訓練(駅間停車列車等) 

各放送機関 

(1) 情報連絡・組織連絡訓練 

(2) 放送施設の保守・運用等 

(3) 災害時特別番組制作のための訓練 

(4) 非常無線・備品の点検 

その他の機関 

(1) 非常参集 

(2) 情報連絡訓練 

(3) 避難誘導訓練 

(4) 施設の応急復旧訓練 
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２－７．事業所防災訓練の指導［消防署］ 

(1) 事業所自衛消防組織の活性化を図るため、事業者が定期的に行う初期消火、通報、

避難等の訓練に出向し、訓練指導を行う。 

(2) 病院、ホテル等不特定多数の者を収容する事業所及び電気・ガス等大規模事業所

については、自衛消防隊を組織させ、消火訓練や避難訓練等の防災訓練を年間2

回以上実施するよう指導している。 

 

第４ 防災関係機関等における防災教育・防災訓練の充実                      

１．警察署 

テロ対策のために全警察署に展開している地域版パートナーシップを震災対策に活

用した研修会、合同訓練の実施と幼稚園、小・中・高校を対象とした防災教育の推進 

２．消防署 

(1) 女性防火組織、消防少年団及び幼年消防クラブの育成指導の実施 

(2) 区民の防災意識の調査や出火防止対策、初期消火態勢等の実態の把握、効果的な

訓練の推進 

(3) 初歩的な訓練のほか、街区を活用した発災対応型訓練等の実戦的な訓練の実施 

(4) VR防災体験車、起震車、まちかど防災訓練車を活用した身体防護・出火防止訓練

及び初期消火訓練の推進 

(5) デジタルコンテンツを活用したリモート防災学習教材の整備・充実 

(6) 防災市民組織等に対する地域特性に応じた実践的な訓練の推進 

(7) 出火防止等に関する教育・訓練の実施 

(8) 区民の自主救護能力の向上に寄与する応急手当普及用資機材の整備・充実 

(9) 区民等に対し、AEDの使用方法を含めた救命講習を実施するとともに、誰もが安

心して応急手当を実施できる環境の整備 

(10) 区民の応急救護に関する技能の向上 

(11) 幼児期からの教育機関等と連携した総合防災教育の推進 

(12) 都立特別支援学校等で行われる宿泊防災体験活動における総合防災教育の実施 

(13) 専門的な知識や技能を有する機関と連携した防災訓練を実施する都立学校にお

ける実践的な防災訓練、応急救護訓練等の実施 

(14) 小学生には救命入門コース、中学生には普通救命講習、高校生には上級救命講

習の受講を推奨 

(15) 自主防災組織本部を中心に、民生児童委員、町会員等と連携した要配慮者等へ

の防火防災啓発及び救出救護要領の確認を取り入れた防災訓練の実施 

(16) 消防団と連携した防災教育・防災訓練の実施 

(17) 要配慮者の防災行動力を高めるための訓練の推進 
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１－４ 外国人支援対策  

 

担当 総務部／危機管理室／区民部／まちづくり部 

 

区は、在住外国人及び外国人旅行者等の増加を踏まえ、都や外国人支援団体等と連携

し、外国人に対する防災知識の啓発を行うとともに、災害時における情報提供手段等の

整備を推進していく。 

また、平成30(2018)年7月に策定した「北区多文化共生指針」に基づき、在住外国人に

適切な支援を行うとともに、地域の防災訓練への参加を促すなど、自助力向上のための

意識啓発を行う。 

(1) 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及を推進 

特別区防災担当課長会を通じた在京大使館との情報交換などを通じ、関係機関と

連携しながら、多言語対応防災マニュアル、防災マップの作成などを通じて「やさ

しい日本語」を含む多言語での防災知識の普及を図る。その際、外国人が共助の担

い手にもなり得ることに留意する。 

(2) 地域の防災訓練に参加する外国人への支援 

東京都防災（語学）ボランティア等を活用し、地域の防災訓練に参加する外国人

への支援を推進する。 

(3) 外国語表記の推進 

消火器、街区表示板、避難標識や避難所施設内の掲示物などの外国語表記を推進

する。 

 

２ 地域による共助の推進 

 

担当 区各部／警察署／消防署／各防災関係機関 

 

第１ 自主防災組織等の強化                                            

１．自主防災組織 

自主防災組織は、災害時に応急活動等を行うために、町会・自治会を母体として結

成される基礎的組織である。 

自主防災組織の活動拠点は、区立の公園、児童遊園、小・中学校、区立公共施設等

とし、軽可搬消防ポンプ等の資機材倉庫を設置するとともに、訓練でも活用する。 

なお、活動区域内に公園等が存在しない場合は、新たなオープンスペースの整備が

図られるまで、隣接する自主防災組織等と共用するなどして応急対応する。 

(1) 事前対策 

ア 防災に関する知識の普及や出火防止の徹底を図る。 

イ 発災から避難所生活までを扱う自主防災組織の行動計画を区と連携して作成し、

必要に応じて検証及び見直しを行う。 

ウ 初期消火、救出・救助、応急救護、避難など各種訓練を実施する。 

エ 消火、救助、炊き出し資機材等の整備・保守及び非常食の備蓄を促す。 
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オ 地域内の危険箇所を点検・把握し、地域住民に周知する。 

カ 地域内の避難行動要支援者等の把握に努め、災害時の支援体制を整えておく。 

キ 地域内の企業・事業者との連携・協力について検討する。 

ク 行政との連携・協力について検討する。 

(2) 区が実施する自主防災組織活性化対策 

ア 組織の結成促進 

(ｱ) 未結成の地域の区民等に対して支援・助言を行い、自主防災組織の組織化を

進める。 

(ｲ) 自主防災組織の活性化を図るため、都と連携して必要な支援・助言を行う。 

イ 活動環境の整備 

スタンドパイプセット、炊き出しセット等の活動用資機材の整備を進める。 

ウ 訓練用資機材整備 

消防署と連携して、訓練の技術指導や実技体験訓練等に必要な資機材を整備

する。 

エ 組織の活性化 

(ｱ) 「防災セミナー講師派遣事業」等を通じて、防災知識の向上を図る。 

(ｲ) 自主防災組織間の情報交換並びに女性及び次世代の防災リーダーの育成等を

目的として、自主防災組織やそのリーダーを対象とした講習会や交流会を開

催する。 

(ｳ) 自主防災組織の活動の活性化を図るため、区民等に対し、自主防災組織の活

動に関する情報を提供する。 

(ｴ) 消防署と連携して、救出・救護訓練、初期消火訓練及び応急救護訓練の指導

を実施するとともに、防災講習会、座談会及び映画会の開催等並びに各種防

災訓練の技術指導等を通じて、自主防災組織の活性化に努める。 

(ｵ) 必要に応じ、組織の統合・再編、「地区防災会議活動計画」及び「自主防災

組織活動計画」の改定等を提案していく。 

(ｶ) 女性リーダーの育成・支援に取り組み、女性の参加を促すことで、自主防災

組織の活性化を促進する。 

２．地区防災会議 

地区防災会議は、地域全体の安全を確保するために、自主防災組織で構成される合

議体で、区、防災関係機関等と連携し、会議内の自主防災組織の指導及び調整を行

う。 

地区防災会議の活動拠点は、区内19か所の地域振興室とする。 

(1) 事前対策 

ア 自主防災組織相互の協力体制づくりを図る。 

イ 地区活動計画を区と連携して作成し、必要に応じて検証及び見直しを行う。 

ウ 北区内の企業・団体等との連携強化に努める。 

３．「地区防災運営協議会」の設置 

区では、地区防災会議を主体に地域の関係者が会する「地区防災運営協議会」を順

次設置し、その場を基盤とした防災活動を展開することで、地区防災会議の機能強化

及び活性化並びに地域の防災意識及び結束力の向上を図り、災害発生時における自主
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防災組織等を主体とした防災体制の迅速な構築につなげる。 

19の地区防災会議に対し、平成25(2013)年度から、順次、地区防災運営協議会の設

置を進めている。他協議会等との連携も踏まえて、全地区での設置を目標に取組を進

めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地区防災計画 

(1) 計画の作成・提案 

地区防災会議等は、地区防災運営協議会等の場を活用して、共同して行う防災活

動に関する地区防災計画を作成し、区防災会議に対し、当該計画を区地域防災計画

に定めるよう提案することができる。 

なお、地区防災計画の作成に当たっては、従前に策定している各地区防災会議活

動計画書等を基に各地区の特性に合わせた調整を行うものとする。 

また、区防災会議は、地区防災計画に係る提案があった場合、地域の自主的な防

災活動に関する計画の内容を尊重し、必要に応じて区地域防災計画にその一部又は

全部を定める。 

(2) 作成・運用の支援等 

区は、地区防災会議等による計画作成及び運用の促進を図るとともに、地区防災

会議等から計画作成及び計画に基づく訓練等の相談を受けた場合、必要な助言等を

行うものとする。 

５．防災資機材等の充実 

区では、自主防災組織の活動体制を強化するため、救助機材（ジャッキ、バール、

ノコギリ、ポンプ、バーナー、格納倉庫等）、軽可搬消防ポンプ等の支給を行ってき

た。また、既存スタンドパイプに給水機能を付与する「緊急用簡易給水栓」及び小型

消防ポンプとスタンドパイプを接続させるための「媒介金具」を配備し、資機材の機

能を強化した。 

今後は、各自主防災組織の特性に合わせた資機材の配備充実及び機能向上を計画的

に推進していくとともに、商店街を対象として、スタンドパイプの配備を進める。 

(1) 自主防災組織を対象に、軽可搬消防ポンプやスタンドパイプセットを配備してい

る。 

(2) 軽可搬消防ポンプ用として区内の耐震性地下貯水槽（容量40t以上）の蓋を利用し

やすい鉄蓋（親子蓋）に整備している。 

★役割 

・地域の防災意識の啓発 
・災害に関するネットワークの強化 
・避難所の運営マニュアルの検証 
・地区防災会議活動計画書の改定 等 

★地区防災運営協議会を設置することで
期待できる効果 

・地区防災会議の活性化策の一つとな
る。 

・地区防災会議の主体性を尊重しなが
ら、新しい活動の可能性が広がる。 

・地域防災に関わる人々の間で、顔の見
える関係ができる。 

※構成メンバーについては、各地域の実情に応じて柔

軟に構成するものとする。 
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※ 軽可搬消防ポンプ配備状況【資料編 p資-8参照】 

６．防災関係機関による対策 

(1) 警視庁では、次のような対策を行う。 

テロ対策のために全警察署に展開している地域版パートナーシップを震災対策に

活用した「地域の絆づくり」に向けた取組、地域特性に応じたモデル地区の選定、

強化の推進 

(2) 東京消防庁では、次のような対策を行う。 

ア 防災意識の啓発（再掲） 

イ 防災教育・防災訓練の充実（再掲） 

ウ 軽可搬消防ポンプやスタンドパイプ等を活用した実践的な初期消火対策を指導

し、自主防災組織等における初期消火体制の強化を推進 

エ 初期消火マニュアルを活用し、自主防災組織等への指導を実施 

オ 自主防災組織のリーダーに対する実践的な講習会等の開催 

カ 長周期地震動に関する防火防災対策の普及啓発（再掲） 

 

第２ 公共的団体等との協力体制の強化                                  

(1) 区は、区域内における公共的団体の防災に関する組織の充実を図るとともに、相

互の連絡を密にし、その機能を災害時に十分発揮できるよう体制を整備する。 

(2) 区及び防災関係機関は、その所掌事務に関係する民間団体に対し、災害時に積極

的協力が得られるよう協力体制の確立に努めるものとする。なお、この確立は、

災害時の協力業務及び協力方法等を定めた区と各種公共的団体間の協定によるこ

とを原則とする。 

 

第３ 事業者との連携強化                                           

区は、区内事業者に対して災害時等における地域への支援についての意向等の調査を

行うとともに、一般社団法人北産業連合会、東京商工会議所北支部、北区商店街連合会

等の協力を得て、防災について地域貢献の意志を有する事業者、地域と地元事業者との

連携事例等を把握し、事業者と地域の自主防災組織及び事業者と区との連携強化を推進

することにより、地域防災力の向上を図る。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第２章 区民と地域の防災力向上 

【予防対策】５ 事業者による自助・共助の強化（p震-63）参照 

 

第４ ボランティア・NPOとの協力体制の強化                                

(1) 区は、日常的に活動を行っているボランティア・NPOとの情報交換を行い、相互に

協力及び補完する体制を構築する。 

(2) 災害発生時の「災害ボランティアセンター」の設置・運営支援に向けて、平常時

から東京都北区市民活動推進機構、北区社会福祉協議会等と連携し、準備を進め

る。 

(3) 区は、迅速な受援体制の構築のため、あらかじめ災害時のボランティアの活動拠
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点を「みどりと環境の情報館（エコベルデ）」と定め、東京都北区市民活動推進

機構及び北区社会福祉協議会による災害ボランティアセンターの設置・運営支援

に向けた準備を進める。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第２章 区民と地域の防災力向上 

【予防対策】６ ボランティアとの連携（p震-66）参照 

 

第５ 相互支援ネットワークの育成                                       

(1) 区は、地域の自主防災組織、事業者、ボランティア等が相互に連携するための協

議会の設置、情報連絡体制の確保等、協力体制の構築を推進する。 

(2) 地域の自主防災組織と事業者の自衛消防組織等が相互に協力して連携できる体制

の整備を推進する。 

(3) 店舗兼住宅のような小規模事業所については、地域の自主防災組織等の一員とし

て活動し、事業者が保有する資機材を活用した体制づくりを行うよう支援・助言

する。 

 

３ マンション防災における自助・共助の構築 

 

担当 
危機管理室／まちづくり部／都総務局／都住宅政策本部／不動産会社等／マン

ション管理会社等／マンション居住者 

 

第１ マンション居住者による自助の備え                                  

マンション居住者は、本章予防対策「１-１ 区民による自助の備え」に掲げる対策を

推進するとともに、マンション特有の課題である次に掲げる対策を行う。 

・エレベーターが使用不可となることを踏まえた日常備蓄の実施 

・排水管等の修理が終了していない場合はトイレ使用不可となることを踏まえた簡易

トイレの準備 

 

第２ 防災意識の啓発                                  

行政等は、本章予防対策「１－２ 防災意識の啓発」に掲げる対策のほか、マンショ

ン居住者がマンション特有の課題に取り組むよう、啓発を行う。 

 

第３ 防災教育・防災訓練の充実                                  

本章予防対策「１－３ 防災教育・防災訓練の充実」に掲げる対策のほか、マンショ

ン居住者がマンション特有の課題に取り組むよう、防災教育を実施していく。 
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４ 消防団の活動体制の強化 

 

担当 区各部／消防署／消防団 

 

消防団は、震災初動期は自主防災組織と、震災初動期以後は段階的に消防署隊とそれ

ぞれ連携し、初期消火、消防活動、救出救護等に従事するとともに、平常時は地域住民

に対し初期消火、救出救護等の技術的な訓練指導を行うなど、地域防災の中核として重

要な役割を担っている。 

区及び消防署は、連携して、消防団員がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、活

動しやすい環境や資機材の整備など、消防団の活動を支援し、その体制の強化を推進す

る。 

(1) 女性、学生などの対象に応じたリーフレットや消防団を紹介するホームページの

活用など、多様な手法で消防団をPRし、入団等を促進する。また、大規模災害団

員などの制度の活用、消防団員の活動環境の整備、消防団の相互連携体制の構築

等を進める。 

(2) 震災時の火災対応や救助活動を実施するため、消防団活動の拠点となる分団本部

施設の整備をはじめ、活動に必要な資機材等を整備する。 

(3) 各種資機材やマニュアル等を活用して地域特性に応じた教育訓練を実施し、災害

活動能力及び安全管理能力の向上を図る。 

(4) 教育訓練の推進による消防団員の応急救護技能の向上を図る。 

(5) 新入団員への入団教育を充実させ、災害活動技能の早期習得を図る。 

(6) 消防団員が有している重機操作、自動車等運転の各種資格を震災等の大規模災害

時に有効に活用できるよう訓練を推進する。 

(7) 消防団の活動等に係る自主学習用教材を配布するなど、団員の生活に配慮した訓

練方法により、団員の仕事や家庭との両立を図る。 

(8) 消防団に積極的に協力している事業者を「消防団協力事業所」として認定し、地

域防災体制の一層の充実を図る。 

(9) 地域住民等に対する防火防災教育訓練を通じて消防団と地域住民等との連携を強

化し、地域防災力の向上を図る。また、地域と一体となった消防団募集活動を推

進するとともに、消防団活動に参加しやすい体制づくりを推進する。 

(10) 消防団員への訓練にe-ラーニングを活用するなど、能力開発の促進を図る。 

(11) 区は、活動運営費助成、資機材等の支給等を通じて、消防団活動の強化を図る。 

 

５ 事業者による自助・共助の強化 

 

担当 危機管理室／消防署／事業者 

 

第１ 事業者の役割                                                

事業者は、災害時の事業者の役割（生命の安全確保、二次災害の防止、帰宅困難者対

策、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を果たすため、自らの組織力を活用して各

種防災対策を図る。 
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(1) 帰宅困難者対策に係る「大規模な集客施設や駅等における帰宅困難者対策ガイド

ライン」を参考に、従業員及び利用者等の保護に係る計画を作成し、あらかじめ

事業所防災計画や事業継続計画（BCP）等の計画に反映する。その際、可能であれ

ば、他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難者等対策の

取組への参加等についても計画に明記する。 

(2) 社屋内外の安全性対策、防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄（従業員の3日

分が目安）等、従業員や顧客の安全確保対策に取り組み、安否確認体制を整備す

る。 

(3) 災害時等に短時間で重要な機能を再開し、事業を継続するために事前に準備して

おく対応方針に係る計画、いわゆる、重要業務継続のための事業継続計画（BCP）

を策定し、事業活動拠点である事務所、工場等の耐震化の推進、事業のバックア

ップのシステムやオフィスの確保、災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認

などの事前対策を推進する。 

(4) 地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大

防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活用を図るよう努める。 

(5) 組織力を活用した地域活動への参加、帰宅困難者対策の確立など地域社会の安全

性向上対策を講じる。 

(6) 要配慮者利用施設においては、介護保険法関係法令等に基づき自然災害からの避

難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第８章 帰宅困難者等対策（p震-269）参照 

 

第２ 事業所防災体制の充実                                          

事業者は、その事業活動に関して震災による被害を防止するため、事業所単位に事業

所防災計画の作成が義務づけられている。 

消防署は、事業者に対し、東京都震災対策条例（以下「対策条例」という。）第10条

及び第11条に基づく事業所防災計画の作成等を指導し、事業所の自主防災体制の充実強

化を図る。 

１．事業所防災計画の作成指導 

(1) 防火管理者の選任を要する事業所 

対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示で定める次の事項について消防計

画に定めるよう指導する。 

ア 震災に備えた事前計画 

イ 震災時の活動計画 

ウ 施設再開までの復旧計画 

(2) 防災管理者の選任を要する事業所 

対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示で定める前アからウの事項につい

て、事業者の実態に応じて必要な事項を防災管理に関する消防計画に定めるように

指導する。 

(3) 防火管理者及び防災管理者の選任を要しない事業所 

ア 小規模事業所については、事業所用防災計画の作成資料として、区が作成する
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「事業所防災計画 北区版」等を配布し、作成を指導する。 

イ 震災発生時には、作業員による組織的な統制ある活動が有効であることから、訓

練等の指導を推進する。 

ウ 区は、一般社団法人北産業連合会、東京商工会議所北支部、北区商店街連合会等

を通じて「事業所防災計画」の作成を支援する。 

(4) 防災対策上重要な施設の事業所防災計画 

都市ガス、電気、鉄道・軌道、高速道路及び通信等、防災対策上重要な施設を管

理する事業者に対して、事業所防災計画の作成を指導する。 

２．自衛消防組織の充実 

ホテル、旅館、百貨店など多数の収容人員を有する一定規模以上の事業所について

は、火災予防条例第55条の5の規定に基づき、自衛消防技術認定証を有する者のうちか

ら、自衛消防活動の中核となる要員（自衛消防活動中核要員）を配置することが義務

づけられ、事業所の自主防災体制の強化が図られている。 

(1) 自衛消防隊の設置 

ア 災害時には、自衛消防活動の知識・技術を持つ自衛消防活動中核要員が中心とな

って活動することが有効である。このことから、自衛消防活動中核要員を中心と

した自衛消防訓練等の指導を推進する。また、応急救護能力を向上させるため、

自衛消防活動中核要員を中心に上級救命講習等の受講の促進を図るとともに、

事業所等における応急手当の指導者の育成を行う。 

イ 自衛消防活動中核要員の装備として、ヘルメット、照明器具等のほか、携帯用無

線機等や震災時等にも有効なバールその他の救出器具、応急手当用具の配置を

推進する。 

ウ 自衛消防隊と近隣の防災関係組織との連携体制の確立を事業者へ要請し、地域

の防災力の強化を図る。 

エ 自衛消防隊が、バール、とび口等、震災に備えた装備を活用し、発災初期段階で

の救出・救護活動を行えるよう、消防計画・事業所防災計画に基づく各種防災訓

練の指導を推進し、自衛消防隊員その他の従業員等の救出技術の向上を図る。 

(2) 危険物施設の自衛消防組織等 

ア 危険物施設は、災害時に周囲に大規模な影響を及ぼすおそれがあるため、事業所

の規模に応じた自衛消防組織の強化及び危険物施設相互間の応援体制の確立を

要請する。 

イ 大規模危険物施設に対しては、「東京危険物災害相互応援協議会」と連携し、助

言及び支援を行う。 

 

第３ 事業者への啓発                                   

   区は、事業者の自助・共助の強化を目的として、次のような啓発を行う。 

(1) 説明会等で、都等が事業者による防災対策を対象に実施する補助制度等について

紹介する。 

(2) 説明会等で、事業者相互間及び事業者と防災関係機関間の災害時応援協定の有用

性について啓発を行うとともに、必要に応じて区の関連部署が協定締結に係る支

援を行う。 
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(3) 広報紙等で、法令等が事業者に求める防災対策を周知する。 

(4) 広報紙や防災展等で、事業者相互間及び事業者と自主防災組織等の連携の重要性

について、広く啓発に努める。 

 

６ ボランティアとの連携 

 

担当 
総務部／危機管理室／地域振興部／福祉部／健康部／北区保健所／まちづくり

部／土木部／消防署 

 

第１ 北区防災ボランティア                                           

(1) 区は、北区防災ボランティアに関する要綱（平成10(1998)年5月19日 10北地防セ

第6号区長決裁）に基づき、災害時に無償で応急活動等に従事し、地域の安全確保

に協力する「北区防災ボランティア」を募集し、登録する。 

(2) 北区防災ボランティアは、区の要請に基づき、災害時は地域の応急活動への従事、

災害ボランティアセンターの運営、受援物資の整理運搬その他の災害対応業務を、

平常時は災害対応業務を円滑に実施するための訓練を行う。 

 

第２ 東京都防災ボランティア等との連携                                  

都は、平成7(1995)年5月「東京都防災ボランティアに関する要綱」を策定し、事前に

講習や訓練を実施する登録制度を採用して、ボランティアの拡充を推進している。 

区は、東京都防災ボランティア等が災害発生時に迅速かつ効果的な活動を行えるよう、

日頃から連携体制の構築に努める。 

東京都防災ボランティア等の概要 

要件 活動内容 

防災（語学）ボランティア 

一定以上の語学能力を有する者(満18歳

以上の都内在住、在勤、在学者) 

大規模な災害発生時において、語学力を

活用し、被災外国人等を支援 

応急危険度判定員 

建築士法(昭和25(1950)年法律第202号)

第2条に規定する1級建築士、2級建築

士、木造建築士または知事が特に必要と

認めた者であって都内在住または在勤者 

余震等による建築物の倒壊などの二次災

害を防止するため、地震発生後できるだ

け早く、かつ短時間で建築物の被災状況

を調査し、その建築物の当面の使用の可

否を判定 

被災宅地危険度判定士 

宅地造成等規制法施行令第17条に規定す

る土木又は建築技術者 

災害対策本部が設置される規模の地震又

は降雨等の災害により、宅地が大規模に

被災した場合に、被害の発生状況を把握

し、危険度判定を実施 

建設防災ボランティア 

公共土木施設の整備・管理等の経験によ

り、同施設等の被災状況について一定の

把握ができる知識を有する者 

建設局所管施設の被災状況の点検業務支

援、都立公園等避難場所における建設局

所管施設の管理業務支援、参集途上にお

ける公共土木施設等の被災状況の把握 
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第３ 東京消防庁災害時支援ボランティアとの連携                            

(1) 東京消防庁では、災害時に消防活動を支援する専門ボランティアとして「東京消

防庁災害時支援ボランティア」の募集及び育成を平成7(1995)年から行っている。

平成18(2006)年には「東京消防庁災害時支援ボランティアに関する要綱」を制定

し、その活動範囲を震災以外の大規模自然災害等まで拡大し、災害対応の強化を

図っている。 

(2) 東京消防庁災害時支援ボランティアが災害時に減災に向けた効果的な活動を行う

ため、ボランティア活動を統率するリーダー及びコーディネーターの育成を継続

的に実施するとともに、元東京消防庁職員の登録者を積極的に活用し、東京消防

庁災害時支援ボランティアの一層の充実強化を図る。また、東京消防庁災害時支

援ボランティア用救助資機材を整備するとともに、東京消防庁災害時支援ボラン

ティア育成指針に基づき個々の知識及び技術の向上並びに震災時の消防隊と連携

した活動能力向上を図る。 

(3) 登録資格者 

原則、東京消防庁管轄区域内に居住する者又は東京消防庁管轄区域に勤務若しく

は通学する者であり、かつ震災時等において東京消防庁の支援を行う意志がある15

歳（中学生を除く）以上の者で次のいずれかの要件を満たす者 

ア 応急救護に関する知識を有する者 

イ 過去に消防団員、消防少年団として1年以上の経験を有する者 

ウ 元東京消防庁職員 

エ 震災時等、復旧活動時の支援に必要となる資格、技術等を有する者 

(4) 活動内容 

ア 災害時 

災害時には、東京消防庁管内のあらかじめ登録した部署に参集し、チームを編成

後、消防職員の指導と助言により、消防署内での後方支援活動や、応急救護活動な

どを実施する。 

イ 平常時 

消防署が区民に対して行う防火防災訓練、応急救護訓練、広報活動等の支援を実

施する。 

チームリーダー以上を目指す人に対しては、「リーダー講習」、「コーディネー

ター講習」を実施する。 

 

第４ 警視庁交通規制支援ボランティアとの連携                     

(1) 警視庁は、大震災等の発生時に交通規制を支援する「交通規制支援ボランティア」

について、平成8(1996)年8月から運用を開始している。「交通規制支援ボランテ

ィア」は、警察署長からの要請により、警察官に協力し、交通の整理誘導、交通

広報並びに交通規制用装備資器(機)材の搬送及び設置などの活動を行い、緊急交

通路等の確保や信号機滅灯時の対応の強化を図っている。 

(2) 登録資格者 

警察署の管轄区域内に居住し、又は活動拠点を有している者で、大震災等の発生
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時に、警察署長からの要請により交通規制の支援を行う者 

(3) 活動内容 

ア 大震災の発生時に、警察官に協力し、交通の整理誘導、交通広報並びに交通規

制用装備資器(機)材の搬送及び設置を行う活動 

イ 平素から、交通規制の内容を表示した案内板、垂れ幕等を保管し、大震災等の

発生時に、署長が指定する箇所にこれらの設置を行う活動 

ウ その他大震災等の発生時に実施する交通規制に関し署長が必要と認める活動 

 

第５ 赤十字ボランティアとの連携                                       

(1) 日本赤十字社東京都支部は、日頃から市民を対象に防災思想の普及に努め、災害

時にはボランティアが組織として安全かつ効果的な活動が展開できるよう体制づ

くりやボランティア養成計画などの整備を図る。 

(2) 主に災害発生直後から復旧にかけての期間において、日本赤十字社東京都支部の

調整のもとに各防災関係機関と連携し、被災者の自立支援と被災地の復興支援を

目的に、赤十字ボランティアとの連携を図る。 

赤十字ボランティアの概要 

要件 活動内容 

東京都赤十字救護ボランティア 

災害時にボランティアとして活動するた

めに必要な知識と技術に関する研修(赤十

字災害救護ボランティア養成セミナー)を

修了・登録したボランティア 

平常時には、災害救護に関する研修会・

訓練等を行い、災害時には、医療救護班

の支援活動及び赤十字ボランティアに

よる救護活動のコーディネートなど、災

害救護に必要な諸活動を実施する。 

北区赤十字奉仕団 

北区において組織された奉仕団 

災害時には、区と連携し、避難所等にお

いて被災者等への支援活動を実施する。 

特殊赤十字奉仕団 

学生及び特定の技能を有した者で組織さ

れた奉仕団 

各団の特色を生かし、避難所等における

被災者のケア等の活動を実施する。 

個人ボランティア 

日本赤十字社東京都支部及び病院・血液セ

ンター等で活動し、個人登録されたボラン

ティア 

災害時には個人の能力・技能、活動希望

などにより被災者等への支援活動を実

施する。 

青年学生赤十字奉仕団 

勤労青年や学生によって組織された奉仕

団 

災害時には、避難所等における被災者の

ケア等の活動を実施する。 
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第６ 民間機関との連携                                             

(1) 協定を締結している民間・企業団体等との訓練等を通じて、連携体制の強化を図

る。 

(2) 生鮮食料を含む食料品組合、飲食業組合、衣料品組合、自転車商組合、商店街、

葬祭業、区内に所在するスーパー等との協定の締結を推進する。 

 

７ 小・中学校の防災対策 

 

担当 教育振興部 

 

第１ 学校防災マニュアルの活用                                        

教育振興部では、特に東日本大震災を踏まえ、学校教職員の役割等を大幅に見直しを

行い、平成26(2014)年3月に「学校防災マニュアル」を改定した。 

今後とも、各学校において、日頃の防災訓練や安全指導、防災に関する研修にマニュ

アルが活用され、地域の実情を勘案した学校の防災体制の充実が図られるよう普及・啓

発に努めていく。 

 

第２ 事前対策                                                   

１．校長の役割 

「学校防災マニュアル」等に基づき、学校の立地条件等を考慮し、常に災害時の応

急計画（学校防災計画と消防計画）を樹立し、指導の方法を明確にしておく。 

２．校長が災害の発生に備えて講じるべき措置 

(1) 児童・生徒等の避難訓練を実施するほか、区または自主防災組織等が行う防災訓

練に教職員、児童・生徒等も参加し、協力する。 

(2) 在校中や休日等の部活動など、児童・生徒等が学校の管理下にある場合やその他

教育活動の多様な場面において災害が発生した際に、適切な緊急避難等の指示が

行えるよう避難計画を立案し、教育計画に位置づける。また、登下校時に災害が

発生した場合に備え、通学路や通学経路の安全性等を把握し、緊急時に適切な行

動がとれるよう避難計画を立案し、周知徹底を図る。 

(3) 教育委員会、警察署、消防署(団)及び保護者への連絡網並びに協力体制を確立す

る。 

(4) 勤務時間外における教職員の連絡・参集体制及び役割分担等の計画を作成し、教

職員に周知する。 

(5) 児童・生徒等の安全確保を図るため、保健室の資機材を充実するよう努める。ま

た、学校医や地域医療機関等との連携を図る。 

３．児童・生徒等の帰宅方法（保護者への引渡し）及び保護 

震度5弱以上の地震が発生した場合は、保護者等が引取りに来るまで、児童・生徒等

を学校で待機させる。 

引き取りに来た者以外の親族等からの照会に備え、「いつ」「誰に」引渡したかを
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記録するための引渡しカードをあらかじめ準備しておく。 

さらにその後、大きな地震が発生した場合や、大きな余震が頻発する場合などで、

児童・生徒等のほか、引取りに来た保護者等や教職員も校内に留まっていた方が安全

と見込める場合には、学校に待機することも想定される。また、保護者等が被災また

は交通網の遮断等により、長時間引取りに現れない事態も想定される。このような場

合には備蓄室にある備蓄食料や毛布等を活用する。 
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【応急対策】 
 

１ 自助による応急対策の実施 

 

１－１ 区民自身による応急対策 

 

(1) 災害時には、まず自身と家族の身を守り、次に出火防止と初期消火に努める。 

(2) 災害情報、避難情報の収集を行い、避難所においては自ら活動する。 

(3) 地震発生後数日間は、上下水道・ガス・電気・電話等ライフラインをはじめ、食

料の供給が途絶える可能性が高いため、当面は、あらかじめ各家庭で準備してお

いた食料・水・生活必需品を活用する。 

 

１－２ 外国人の情報収集等に係る支援 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）区民部／都生活文化スポーツ局／都政策企画局／都

産業労働局／観光関連事業者等 

 

(1) 区は、都が設置する「外国人災害時情報センター」と情報交換し、在住外国人に

対して情報提供を行う。 

 

機関名 対策内容 

区 

(1) 在住外国人への情報提供 

(2) 外国人災害時情報センターとの情報交換 

(3) 区の外国人支援団体等との連携 

都総務局 

(1) 東京都防災ホームページ、東京都防災アプリを介した、多言

語等での災害情報の発信等 

(2) 東京都等が保有するデジタルサイネージにおいて、災害時に

多言語での発信 

都生活文化スポー

ツ局 

(1) 外国人災害時情報センターの業務の実施 

災害時の被災外国人への対応として、都庁に外国人災害時情

報センターを設置し、（一財）東京都つながり創生財団と連携し

て、次の業務を実施 

ア 外国人が必要とする情報の収集・整理・翻訳等 

イ 区市町村等が行う外国人への情報提供に対する支援 

ウ 東京都防災（語学）ボランティアシステムを活用し、東京都

防災（語学）ボランティアを派遣 

(2)（一財）東京都つながり創生財団と連携して、他道府県等の地

域国際化協会などから広域支援の受入れ等を実施 

都政策企画局 在京大使館等との連絡調整 
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機関名 対策内容 

都産業労働局 

(1) 外国人旅行者に対する情報提供への協力 

ア 東京観光情報センター、都が設置・提供するデジタルサイネ

ージや無料Wi-Fiサービス、東京の観光公式サイト「GOTOKYO」

等を活用した情報提供 

観光関連事業者等 外国人旅行者の案内、誘導、情報提供 

 

(2) 住民登録対象外の外国人旅行者を行方不明者として把握した場合、直接又は必要

に応じ外務省を通じて在京大使館等に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避 難 所 等 通訳・翻訳 

情
報
提
供 

派
遣
要
請 

派
遣 

派
遣
要
請 

派
遣
要
請 

派
遣 

情
報
提
供 

在京大使館等 

外国人 

都政策企画局 東京都災害対策本部 

外国人が必要とする情報の収集・整理・翻訳等 

東京都防災(語学)ボランティアの派遣 

外国人災害時情報センター 

東京都防災（語学） 

ボランティア 

北区又は災害ボランティアセンター 

情報 

情
報
提
供 

派
遣 

情
報
提
供 

情報 情報 
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２ 地域による応急対策の実施 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）危機管理室／（災対）地域振興部／（災対）福祉部

／（災対）医療衛生部／消防署 

 

第１ 自主防災組織                                                

１．活動内容 

(1) 自主防災組織 

災害時に、区、防災関係機関、近隣企業等と連携し、応急活動を行う。 

(2) 地区防災会議 

ア 地区防災会議は、発災後速やかに地区本部を地域振興室内に開設する。 

イ 地区本部は、区及び防災関係機関と連携し、被害情報の収集伝達を行う。 

ウ 地区本部は、被害の最小化に必要な対応を自主防災組織に指示する。 

エ 地区本部は、区の要請に基づき、地区防災会議を構成する各自主防災組織の被

害状況を較量し、必要な調整を行う。 

２．活動業務 

(1) 初期消火活動及び出火防止 

ア 火災が発生した場合は、自主防災組織が協力して、軽可搬消防ポンプを活用し

た初期消火を実施する。 

イ 地域で行う初期消火活動は、火災の拡大防止を主眼に行い、資機材の能力や市

街地の特性を勘案して行う。消防団員や消防隊が到着後は、その指示に従う。 

ウ 消防団、消防署等と連携し、区民に対して出火防止を呼びかけるとともに、出

火警戒に努める。 

(2) 救出・救護活動 

ア 地域の資機材保管場所や最寄りの消防署等にある簡易救助資機材を活用する。

倒壊建物等の二次災害の防止を図り、負傷者の救出、応急救護、救護所への搬

送を実施する。 

イ 要配慮者のうち避難行動要支援者名簿登録者については、名簿等を基に安否確

認を行うとともに、消防団等と連携して、避難誘導や救出・救護を行う。 

(3) 避難所運営 

ア 避難所運営マニュアル等に基づき区（学校教職員・区職員）や地域住民・ボラ

ンティアと連携し、自主防災組織リーダーを中心に、女性や要配慮者等にも配

慮した避難所運営を行う。 

イ 救援物資の分配、炊き出し等の避難所運営に必要な作業を避難者等と協力して

行う。 

(4) 情報の収集・伝達 

ア 地域内を巡回し、地域住民等の状況、危険箇所の有無等の情報を収集し、定期

又は状況に応じて、区等に連絡する。 

イ 地域住民等に対して、災害防止広報を行う（出火防止広報、余震注意広報、流

言防止広報、町内の情報広報等）。 

(5) 秩序の維持 
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警察署等と連携して、地域内のパトロール等を定期的に行うことで、秩序維持に

協力する。 

３．協力方法 

各組織において定めている態勢に基づき、自主的に初期消火等の必要な応急活動に

着手する。その後、区をはじめとする防災関係機関の活動体制が確立するに従って、

逐次各震災応急対策活動主体を防災関係機関に移行し、移行後は、補充的活動として、

災害業務に協力するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の自主防災組織等の連携模式図 

 

 

３ 消防団による応急対策の実施 

 

担当 （災対）危機管理室／各防災関係機関 

 

消防団は、発災初動期の地域防災の核として、分団受持区域内の住民と、被災情報を

共有するとともに、出火防止、初期消火、救出救護等の指導を実施する。また、火災そ

の他の災害に対しては、消防署隊との連携及び地域住民との協働により、現有装備を活

用した消防活動にあたる。 

(1) 出火防止 

発災と同時に付近の住民に対して、出火防止と初期消火の呼びかけを行う。 

(2) 情報収集活動 

災害の初期対応を行うとともに、携帯無線機を活用し、消防団本部等に消防活動

上必要な情報や被害の情報収集を行う。あわせて、自主防災組織からの情報が集約

される地区本部と被害情報の交換を行う。 

(3) 消火活動 

北区災害対策本部 

企業・団体

 

○○地区防災会議 

○○地域振興室 

防災関係機関 

自主防災組織Ａ 

自主防災組織

の結集により初

期消火に成功、

被害軽微 

自主防災組織Ｂ 

家屋倒壊 

負傷者発生 

火災発生 

自主防災組織Ｃ 

負傷者 

自主防災組織Ｄ 

火災発生 

家屋倒壊 

負傷者多数 

被害大 

応
援
派
遣 

応援

  

派遣 

参集 
参集 参集 

調査報告 応援要請 

応援要請・派遣 報告・指示 

応援派遣 

災対地域振興部 

報告・指示 
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分団受持区域内にある建物等の消火活動あるいは避難行動に用いられる道路の確

保は、消防団独自若しくは、消防署隊と協力して行う。 

(4) 消防署隊への応援 

所轄消防署(所)の消火活動等の応援をするとともに、活動障害を排除する等の活

動を行う。 

(5) 救出・救護 

簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救出活動を行うとともに、負傷者に

対する応急救護処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

(6) 避難場所の防護等 

避難の指示、避難指示等が出された場合は、これを地域住民に伝達するとともに

防災関係機関と連絡を取りながら、地域住民の避難誘導、避難者の安全確保及び避

難場所の防護活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指揮系統図（水防も含む。） 

※ 消防団の現勢              【資料編 p資-8参照】  

※ 分団本部所在地及び受持区域【資料編 p資-9参照】 

 

指揮系統 

情報連携 

東京消防庁消防総監 

[警防本部長] 

第五消防方面本部方面本部長 

[第五方面隊長] 

王子・赤羽・滝野川消防署長 

[王子・赤羽・滝野川署隊長] 

王子・赤羽・滝野川消防団 

（団長） 
中隊 

各小隊 
分 団 

（分団長） 

団 員 

北区災害対策本部 

本 部 長 

地 域 振 興 室 

地区防災会議地区本部 

本 部 長 

自主防災組織 

災対地域振興部 
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４ 事業者による応急対策の実施 

 

担当 事業者 

 

事業者は、自らの組織力並びに近隣住民、自主防災組織、区及び防災関係機関等との

連携により、災害発生時の事業者の役割（生命の安全確保、二次災害の防止、帰宅困難

者対策、事業の継続、地域貢献・地域との共生）を果たすよう努める。 

(1) 来訪者や従業員等の安全を確保し、救助活動、救護活動を行う。 

(2) 出火防止措置を実施する。 

(3) 火災が発生した場合には安全確保した上で初期消火を実施する。 

(4) 正確な情報を収集、伝達する。 

(5) 施設の安全を確認した上で、従業員の一斉帰宅を抑制する。 

(6) 事業者での災害対策完了後、地域の消火活動、救助活動、救護活動を実施する。 

(7) 応急対策後は、事業の継続に努め、地域住民の生活安定化に寄与する。 

 

５ マンション防災における応急対策の実施 

 

担当 マンション管理組合・自治会等 

 

マンション管理組合等は、本章応急対策「２ 地域による応急対策の実施」に掲げる対

策のほか、次のとおり応急対策を実施する。 

 

(1) マンション居住者の安否確認 

(2) マンション共有の資器材を用いた救出活動支援 

(3) 集会室等を利用した避難所運営 

(4) 建物被害調査と二次被害防止 

(5) ライフライン復旧状況の確認 

(6) 在宅避難継続のためのマンション居住者への支援 

(7) マンションの復旧に向けた調査、診断、居住者への説明、合意形成への支援、工

事等の手配 

 

６ ボランティアとの連携 

 

担当 （災対）本部／北区社会福祉協議会／東京都北区市民活動推進機構 

 

(1) 区は、NPO・ボランティアぷらざに、ボランティアの管理運用を行う本部として、

災害ボランティアセンターを設置する。また、みどりと環境の情報館（エコベル

デ）に、各ボランティアの活動拠点を設置する。なお、災害ボランティアセンタ

ー及び各ボランティアの活動拠点の設置場所は、災害の種別等に応じて、随時変

更することとする。 
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(2) 災害ボランティアセンターは、東京都災害ボランティアセンターと連携し、ボラ

ンティア活動に対する情報収集、調整等を行う。 

(3) 災害ボランティアセンターの立ち上げ、管理及び運営は、区、北区社会福祉協議

会及び東京都北区市民活動推進機構の協働とする。ただし、管理及び運営は、可

能な限り北区社会福祉協議会及び東京都北区市民活動推進機構が行い、区は必要

な援助及び情報提供を実施する。 

(4) 外部からのボランティアは、原則として飲料水及び食料を自力で調達する。また、

災害時は、その旨をホームページ等で周知する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都災害ボランティアセンター 
 

運営：東京ボランティア市民活動センター・市民活動団体等 
（設置：東京ボランティア市民活動センター・東京都生活文化スポーツ局） 

国・地方公共団体 

一般ボランティア・ 
市民活動団体等 

市民活動 
団体等 災害ボランティアセンター 

避難所及び在宅の避難者等 

北

区

（

災

害

対

策

本

部

） 

東

京

都

（

災

害

対

策

本

部

） 

支援 

現地の要請 
ニーズ把握 

支援 

現地の要請 
ニーズ把握 

情報提供 
及び支援 

現地の被害（支援） 
状況の把握 

情報提供 
及び支援 

現地の被害（支援） 
状況の把握 

情報発信 

支援 

情報発信 
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７ 応急教育・応急保育 

 

７－１ 応急教育の実施 

 

担当 （災対）教育振興部 

 

第１ 活動方針                                                   

１．児童・生徒等の安全確保 

学校については、避難所として開設されるため、一般避難者との混乱防止を図る。 

２．応急教育の実施 

児童・生徒等の安全を確保するとともに、健康と精神の安定を維持するためにも、

教育の場をできるだけ早期に再開させることに努める。 

 

第２ 災害時の対応                                                

(1) 学校長は、平成26(2014)年3月に教育委員会がまとめた「学校防災マニュアル」

を基に、各学校の特性にあった「学校防災マニュアル」を整備し、これに基づき

対応を行う。 

(2) 学校長は、震度5弱以上の大地震が発生した際、速やかに学校災害対策本部を設置

し、学校防災計画で定められた役割分担に従い活動に従事する。 

(3) 学校長は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、保護者等が引取りに来るまで、

学校で待機させる。 

(4) 学校長は、安全確認ができた場合または確実に保護者等への引渡しができる場合

には、児童・生徒等を帰宅させる。学校職員は、引き取りに来た者以外の親族等

からの照会に備え、「いつ」「誰に」引き渡したかを引渡しカードに記録する。 

(5) また、学校長は、その後さらに大きな地震が発生した場合や、大きな余震が頻発

する場合などで、児童・生徒等のほか、引き取りに来た保護者等や教職員も校内

に留まっていた方が安全と見込める場合には、学校に待機することを検討する。

また、保護者等が被災または交通網の遮断等により長時間引き取りに現れない場

合は、備蓄食料や毛布等の配布を検討する。 

(6) 学校長は、災害の規模及び児童・生徒等や教職員並びに施設設備の被害状況を速

やかに把握し、教育委員会へ報告する。 

(7) 学校長は、状況に応じ、教育委員会と連絡のうえ、臨時休校(園)等の適切な措置

をとる。 

(8) 学校長は、学校が避難所となる場合は、教育活動再開のための場所の確保を図るほ

か、避難所として開放できる部分を指定し、住民の協力が得られるよう努める。 

(9) 学校長は、応急教育計画を作成したときは、教育委員会に報告するとともに、決

定次第、速やかに保護者及び児童・生徒等に周知徹底を図る。 

(10) 学校長は、臨時の学級編制を行い、災害状況と合致するよう速やかに調整する。 
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第３ 災害復旧の体制                                               

(1) 学校長は、教職員を掌握し校舎の整備を行い、児童生徒に対しては被災状況を調

査し、教育委員会に報告する。 

(2) 学校長は、被害報告に基づき復旧計画を作成し、速やかに復旧する。 

(3) 教育委員会は、被災学校ごとに担当職員、指導主事を定める。担当指導主事は、

被災学校の運営について助言と指導にあたる。 

(4) 学校長は、連絡網の確立を図り、指示事項伝達の徹底を期する。 

(5) 学校長は、応急教育計画に基づき、学校に収容可能な児童・生徒等を保護し、指

導する。指導に当たっては、健康、安全教育及び生活指導、また心のケア対策も

十分留意する。 

(6) 学校長は、教育活動の再開に当たっては、児童・生徒等の安否確認と通学路及び

通学経路の安全確認を行い、教育委員会に報告する。 

(7) 学校長は、避難所等として学校を提供したことにより、長期間学校が使用不可能

となる場合には、教育委員会に連絡するとともに、他の公共施設の確保を図り、

早急に授業の再開に努める。 

(8) 学校長は、災害の推移を把握し、教育委員会と緊密な連絡を図るとともに、平常

授業に戻すよう努める。平常授業に戻す時期については、早急に保護者に連絡す

る。 

(9) 学校長は、他の地区に避難した児童・生徒等については、教職員の分担を定め、

地域ごとに実情の把握に努め、避難先を訪問するなどして(5)に準じた指導を行

うように努める。 

 

第４ 避難所となった学校での児童生徒の保護                                

(1) 保護者へ引き渡した時点で、帰宅（下校）と同様の扱いとする。 

(2) 保護者への引渡しができない状況では、一時的に学校が保護し、保護者の安否確

認等の適切な措置を講じる。 

(3) 児童生徒の救護（心身のケア）に関する体制として、スクールカウンセラー、教

育相談所、児童相談所、病院等との連携を図る。 

 

第５ 学用品の給与                                               

(1) 災害により学用品をそう失し、就学上支障のある児童・生徒に対し、被害の実情

に応じ教科書、文房具、通学用品を給与する。 

(2) 学校長は、児童・生徒等の安否確認と同時に、教科書・文房具などの紛失・消失

状況を把握し、教育委員会に報告する。 

(3) 学用品の給与は、災害救助法施行細則による。 
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７－２ 応急保育の実施 

 

担当 （災対）子ども未来部 

 

第１ 基本方針                                                   

災害が発生したとき、区内の保育園児の安全を確保するとともに、緊急の場合も含め

て、保育業務を中断することなく、その実施に努める。 

 

第２ 応急保育の実施                                               

１．保育園施設で実施する場合（全保育園対象） 

(1) 施設の安全性が確保され、かつ機能が維持されている場合に、応急保育を実施す

る。 

(2) 災害遺児の一時的な受入れは、原則として未就学児を対象とする。 

(3) 適切な施設へ早急に収容するための対応について、児童相談所等関係機関と連携

を図る。 

２．それ以外の施設で実施する場合 

専門的な教育を受けた保育士を派遣する。 

 

第３ 緊急・一時的保育                                              

区は、保護者の病気、けが、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にや

むを得ない事由により緊急に又は一時的に家庭保育が困難となる場合若しくは保護者が

震災救援活動のボランティアとして参加する場合は、その子を保育する。 
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第３章 安全なまちづくりの実現 
 

【基本方針】 
防災まちづくりの最終目標は、「燃えない、壊れないまちづくり」である。 

災害から区民の生命及び貴重な財産を守るとともに、震災時における都市の機能を維

持するために、「北区都市計画マスタープラン」や東京都の「防災都市づくり推進計画」

に示された、安全で災害に強いまちの実現に向けて、防災まちづくり事業を推進し、都

市構造そのものの防災性を高める取組みを推進する。 

また、同時に、地域の防災機能の向上に有用である道路・河川の整備や、公園などの

オープンスペースの確保の取組みも推進していく。 
 
予防対策 頁 

１ 安全に暮らせるまちづくり 

１－１ 地域特性に応じた防災まちづくり 
１－２ 河川等の整備 
１－３ 高層建築物及び地下街等における安全対

策 
１－４ がけ・擁壁、ブロック塀等の崩壊の防止 

震-82 

２ 建築物の耐震化及び 
安全対策の促進 

２－１ 建築物の耐震化及び不燃化の促進 
２－２ エレベーター対策 
２－３ 落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 
２－４ 文化財施設の安全対策 

震-92 

３ 応急危険度判定のための 
体制整備 

 震-100 

４ 液状化、長周期地震動への 
対策の強化 

４－１ 液状化対策の強化 
４－２ 長周期地震動対策の強化 

震-101 

５ 出火、延焼等の防止 

５－１ 消防水利の整備、防火安全対策 
５－２ 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施

設等の安全化 
５－３ 危険物等の輸送の安全化 

震-102 

応急対策 頁 
１ 消火・救助・救急活動及び警

備活動 
 震-107 

２ 河川施設等の応急対策に 
よる二次災害防止 

２－１ 河川施設等の応急対策 
２－２ 砂防・急傾斜地崩壊防止施設等の応急対策 
２－３ 公園・児童遊園の応急対策 

震-107 

３ 社会公共施設等の応急対策  震-108 

４ 被災住宅の応急危険度判定  震-110 

５ 被災宅地の応急危険度判定  震-111 

６ 危険物等の応急措置による
危険防止 

６－１ 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施
設等の応急措置 

６－２ 危険物輸送車両等の応急対策 
６－３ 危険動物の逸走時対策 

震-111 

復旧対策 頁 

１ 公共の安全確保、施設の 
本来機能の回復 

１－１ 河川施設等の復旧 
１－２ 二次的な土砂災害防止対策 
１－３ 公園・児童遊園の復旧 

震-122 

２ 社会公共施設等の復旧  震-122 
本章の関係する関連計画・マニュアル 
東京都北区耐震改修促進計画 
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【予防対策】 
 

１ 安全に暮らせるまちづくり 

 

１－１ 地域特性に応じた防災まちづくり 

 

担当 まちづくり部／土木部／都都市整備局 

 

第１ 防災まちづくり事業の推進                                        

１．防災都市づくり推進計画 

東京都は、東京都震災対策条例（平成12(2000)年東京都条例第202号）第13条の規定

に基づき、震災を予防し、震災時の被害拡大を防ぐため、延焼遮断帯の形成、緊急輸

送道路の機能確保、安全で良質な市街地の形成及び避難場所等の確保など、都市構造

の改善に関する諸施策を推進することを目的として「防災都市づくり推進計画」を策

定している。 

令和3(2021)年3月に最新の地域危険度等の調査結果やこれまでの取組の成果や課題

に加え、新たな視点も踏まえた効果的な施策を展開するため、計画が改定された。 

首都直下地震の切迫性を踏まえ、効率的・効果的に市街地の防災性の向上を図るた

め、施策の対象区域を市街地の震災に対する危険性に応じて以下の3つのゾーニング

を行い、危険性の高い地域から優先的に整備を推進する。 

（1）木造住宅密集地域（36町丁目） 

震災時に延焼のおそれのある老朽木造住宅が密集している地域をいい、地区計画

の策定や市街地状況に応じた防火規制等を促進し、安全で良好な住環境の形成を図

る。 

（赤羽台3丁目、赤羽西2丁目～4丁目、王子本町2丁目、上十条1・2・4・5丁目、上中

里1・3丁目、岸町2丁目、栄町、志茂1・2・4・5丁目、十条仲原1丁目～4丁目、滝野

川1・2・4・5・6丁目、豊島3・6・7丁目、中十条1丁目～3丁目、西ケ原3・4丁目、

東十条5丁目、堀船3丁目） 

(2) 整備地域（5地域） 

木造住宅密集地域を中心に、地域危険度が高く、かつ、老朽化した木造建築物が

特に集積するなど、震災時に特に甚大な被害が想定される地域をいい、防災まちづ

くり事業の活用や避難路となる道路の拡幅事業を推進するなど、防災性の向上を図

る。 

ア 十条・赤羽西地域（岸町2丁目、上十条1～5丁目、十条仲原1～4丁目、西が丘1～

3丁目、赤羽西1～5丁目、中十条1～4丁目が該当） 

イ 池袋西・池袋北・滝野川地域（滝野川6～7丁目が該当） 

ウ 西ケ原・巣鴨地域（滝野川1丁目、西ケ原1～4丁目が該当） 

エ 志茂地域（岩淵町、神谷3丁目、志茂1～5丁目が該当） 

オ 荒川地域（上中里3丁目、昭和町1～3丁目、田端新町1～3丁目が該当） 
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(3) 重点整備地域（4地域） 

整備地域のうち、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するため、早期に防災性

の向上を図るべき市街地として、従来よりも踏み込んだ取組みを行う地域をいい、

防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する。 

ア 十条駅周辺地区（上十条1・2丁目、十条仲原1・2丁目、中十条1丁目の一部、中

十条2・3丁目、岸町2丁目の一部が該当） 

イ 補助81号線沿道地区（西ケ原1丁目・3丁目の一部が該当） 

ウ 赤羽西補助86号線沿道地区（赤羽西1丁目・4丁目・5丁目の一部、赤羽台2丁目の

一部が該当） 

エ 志茂・岩淵地区（志茂1～5丁目（河川区域を除く）、岩渕町の一部が該当） 
※ 整備地域・重点整備地域【資料編 p資-10参照】 

 

 

第２ 防災都市づくりに資する事業等                                     

１．沿道一体整備事業等 

東京都が行う道路整備にあわせて、民間活力を誘導した沿道建物の不燃化や共同化

など沿道でのまちづくりを実施し、避難路の確保を推進する。沿道まちづくりに当た

っては、都と区が連携しながら、道路整備によって生じる不整形で小規模な残地と沿

道宅地との有効活用による建物の共同化などに向けた地元住民の合意形成を支援する。 

ア 補助83号線（中十条1丁目～3丁目） 

イ 補助86号線（志茂1丁目） 

ウ 補助92号線（田端3丁目～5丁目） 

 

２．特定整備路線の整備推進 

東京都は、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に、災害時の延焼

遮断や避難路、緊急車両の通行路となるなど、地域の防災性向上に大きな効果が見込

まれる都市計画道路を「特定整備路線」として平成24年度に選定した。整備に当たっ

ては、民間事業者のノウハウを活用した都区共同相談窓口の設置や関係機関との連携

による移転先の確保など、関係権利者の生活再建をきめ細やかに支援することで、整

備を推進する。 

ア 補助73号線（上十条2丁目～十条仲原2丁目） 

イ 補助81号線（西ケ原3丁目） 

ウ 補助86号線（志茂1丁目、赤羽西5丁目～1丁目） 

 

３．都市防災不燃化促進事業 

防災都市づくり推進計画における延焼遮断帯の周辺区域のうち、早急に不燃化が必

要な区域を「不燃化促進区域」として指定し、区域内の不燃化率が70％になるように、

区域内おいて耐火建築物等の建築費の一部を助成し、建替え促進を図る。 

北区では、以下の地区及び周辺等で推進する。 

ア 補助83号線南地区（平成22(2010)年度～令和6(2024)年度） 
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イ 補助83号線北地区（平成28(2016)年度～令和7(2025)年度） 

ウ 補助85号線沿道地区（令和3(2022)年度～令和12(2030)年度） 

エ 補助73号線沿道地区（平成28(2016)年度～令和7(2025)年度） 

オ 補助86号線志茂地区（平成27(2015)年度～令和7(2025)年度） 

カ 補助86号線赤羽西地区（平成27(2015)年度～令和7(2025)年度） 

キ 補助81号線沿道地区（平成28(2016)年度～令和7(2025)年度） 

ク 地区防災道路志茂地区（平成27(2015)年度～令和7(2025)年度） 

ケ 延焼遮断帯※又は避難路として位置付けがあり、かつ幅員20ｍ以上の道路沿道 

コ 避難場所周辺 

サ 防災街区整備地区計画区域内の特定地区防災施設周辺 

※ 延焼遮断帯とは、東京都が定めた防災都市づくり推進計画における延焼遮断帯

をいい、骨格防災軸、主要延焼遮断帯、一般延焼遮断帯に分類されている。 

※ 延焼遮断帯の図【資料編 p資-11参照】 

 

４．市街地再開発事業 

(1) 十条駅西口地区の防災性の向上と、区の「にぎわいの拠点」としてのシンボルに

ふさわしい土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、駅前

広場や都市計画道路等の都市基盤の整備をするとともに、地域生活を支える商業・

サービス・住宅等の機能を集約させて良質な都市型住宅の整備を行う。 

(2) 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発地域の防災性の向上と、駅前立地として

ふさわしい「にぎわいの拠点」を形成するとともに、地域商業と調和する商業機

能の整備や、住宅需要を踏まえた住宅機能の整備により、多様で魅力的な複合市

街地を目指して都市機能の更新を図る。 

 

５．防災街区整備事業 

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成9年法律第49号）に基

づき、密集市街地の防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、老朽

建築物を除却し、防災機能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。区は、防災街

区整備事業組合等が施行する事業に対し、指導及び助成を行う。 

 

６．住宅市街地総合整備事業（拠点開発型） 

赤羽台団地建替事業により、敷地の高度利用及び居住水準の向上を図りながら、地

域の骨格となる道路・公園の整備を総合的に進め、活力と魅力ある美しい市街地環境

の形成及び快適で安全な居住環境を創出する。 

ア 赤羽台周辺地区（平成16(2004)年度～令和7(2025)年度） 

 

７．住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型） 

整備地域のうち、老朽化した木造住宅が密集し、かつ、公共設備等の整備が不十分

な地域において、老朽建築物の除却・建替えを促進するとともに、生活道路や公園な

どを整備し、防災性の向上と居住環境の整備とを総合的に行う。北区では、以下の5地

区で事業を推進する。 
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ア 十条駅東地区（平成18(2006)年度～令和7(2025)年度） 

イ 西ケ原地区（平成17(2005)年度～令和7(2025)年度） 

ウ 志茂・岩淵地区（平成18(2006)年度～令和7(2025)年度） 

エ 十条駅西地区（平成26(2014)年度～令和7(2025)年度） 

オ 十条北地区（平成26(2014)年度～令和10(2028)年度） 

 

８．不燃化推進特定整備事業（不燃化特区） 

東京都は、平成24(2012）年に「木密地域不燃化10年プロジェクト」を策定し、整備

地域の中で特に重点的・集中的に改善を図る地区を「不燃化特区」として指定し、都

と区が連携して不燃化を推進してきた。「木密地域不燃化10年プロジェクト」は、令

和3(2021)年3月31日に終了したが、「不燃化特区」の施策のうち、不燃化特区制度の

活用と特定整備路線の整備については、取組を5年間延長し、引き続き、整備地域の防

災性の向上を強力に進めている。 

不燃化特区内において、老朽建築物の除却や建替え促進に向けた助成、固定資産税・

都市計画税の減免措置など市街地の不燃化を強力に推進している。 

ア 志茂・岩淵地区（平成26(2014)年度～令和7(2025)年度） 

イ 十条駅周辺地区（平成25(2013)年度～令和7(2025)年度） 

ウ 赤羽西補助86号線沿道地区（平成27(2015)年度～令和7(2025)年度） 

エ 補助81号線沿道地区（平成26(2014)年度～令和7(2025)年度） 

 

９．防災生活道路整備・不燃化促進事業 

延焼遮断帯に囲まれた市街地における緊急車両の通行や円滑な消化・救援活動及び

避難を可能とする防災上重要な道路を「防災生活道路」と指定し、計画的・重点的に拡

幅整備をするとともに、道路整備と一体となって沿道の不燃化建替え等を促進する。 

 

１０．避難場所の確保 

都市の防災機能を高めるため、公園、未利用地、水路など様々な空間を活用して、

防災ネットワークを形成する。 

 

１１．防火地域等の指定 

建築物の耐火性能を強化するため、主に整備地域を対象に、東京都建築安全条例に

よる新たな防火規制の導入を図っている。 

ア 十条地区（上十条1丁目～5丁目、中十条1丁目～3丁目、十条仲原1丁目～4丁

目、岸町2丁目） 

イ 西ケ原地区（西ケ原1丁目の一部、西ケ原3丁目の一部、西ケ原4丁目の一部、滝

野川1丁目の一部） 

ウ 志茂地区（志茂1丁目の一部、志茂2丁目～5丁目） 

エ 赤羽西地区（赤羽西1丁目の一部） 

 

１２．国土調査事業（地籍調査） 

密集市街地では、土地の所有関係が錯綜(そう)しており、公共事業等の実施前に土
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地の所有関係を整理する必要がある。境界が決まることで、他の防災関連事業の推進

や震災時の境界の復元に利用される。 

 

１３．自己用住宅の不燃化促進 

都は、木造住宅密集地域のうち、早急に整備すべき市街地内における自己用木造住

宅の不燃化建替えを促進するため、その所有者が耐火・準耐火構造住宅へ建て替える

場合、建設資金の融資先を紹介し、当該金融機関が都の利子補給を受けて低利融資を

行っている。 

 

第３ その他の防災都市づくり事業等                                     

１．民間の活力も活用した防災拠点整備の促進 

区は、都と連携して、民間の開発プロジェクト等において、一時滞在施設、備蓄倉

庫、非常用電源などを備えた防災上の拠点となる施設を誘致し、災害時における宿場

的な機能を創出する。 

 

２．防災機能を有する既存の施設等の活用 

地域における防災上の拠点について、発災時に給水拠点等として活用できるものは、

その役割を明確に位置付けるとともに、貯水槽などの施設について適切に維持管理・

更新を行うなど、既存の施設を有効に活用することにより、発災時の機能の確保を図

る。 

 

３．道路のバリアフリー化 

北区バリアフリー基本構想により策定した、地区別構想の生活関連経路のバリアフ

リー化を推進する。 

 

４．道路・橋りょう等の整備 

(1) 都市計画道路の整備促進 

広幅員の道路は、震災時において火災の延焼防止効果をもつ。また避難、緊急物

資等の輸送ルートにもなるなど多様な機能を有している。 

防災上の観点からも、広幅員の道路が必要であり、今後も都市計画道路の整備を

推進していく。特に緊急道路障害物除去路線や準緊急道路障害物除去路線に指定さ

れている道路については、一層の整備促進を図っていく。 

現在事業中の都市計画道路は、区施行分が補助181号線、区画街路3号線及び鉃道

付属街路1～6号線であり、十条駅西口地区市街地再開発組合施行分が補助73号線、

補助85号線である。 

また、区施行予定路線の補助243号線、補助245号線は、今後計画的に整備してい

く予定である。 

一方、東京都施行分は、放射10号線、環状5-1号線、環状5-2号線、補助73号線、

補助81号線、補助83号線、補助85号線、補助86号線、補助88号線、補助90号線及び

補助92号線である。 
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なお、引き続き、優先整備路線である環状7号線、補助83号線、補助92号線の未着

手区間については、早期事業着手を東京都に要請していく。 

特定整備路線である補助73号線、補助81号線及び補助86号線の整備や十条駅付近

の連続立体交差事業については、東京都と連携を図りながら推進していく。 

(2) 公共施設（学校等）周辺道路の整備促進 

学校周辺の生活道路の拡幅整備及び沿道の不燃化を促進し、災害時に区民が容易

に小・中学校等へ避難できるよう検討する。 

(3) 狭あい道路拡幅事業の推進 

防災・消火活動・通行上等、支障となる4ｍ未満の道路を、家屋の建替え時に幅員

4ｍの道路として拡幅整備を進める。 

(4) 避難路の整備 

避難場所への避難は原則として自由避難であるが、避難上必要かつ重要な道路を

避難路として指定する。特に、都市計画道路で未整備なもののうち、避難上必要な

道路を避難路として位置付け計画的に整備を進める。 

※ 避難路の図【資料編 p資-12参照】 

(5) 橋りょうの整備 

ア 災害時における避難、救護、復旧活動等に支障のないよう、市街地や主要路線

で、耐震性が不足している橋りょう、交通の支障となる橋りょうについて、架

替・補強等の整備を促進する。 

イ 5年に1回の定期点検の結果に基づき、老朽化する橋りょうの補修・架替えを行

う。 

(6) 道路整備と一体的に進める沿道まちづくり 

補助83号線（十条台小学校付近～環状7号線間）整備にあわせて、民間活力を誘導

した沿道建物の不燃化や共同化など沿道でのまちづくりを実施し、避難路の確保を

推進する。沿道まちづくりに当たっては、都と区が連携しながら、道路整備によっ

て生じる不整形で小規模な残地と沿道宅地との有効活用による建物の共同化などに

向けた地元住民の合意形成を支援する。 

 

第４ 都市空間の確保                                              

１．オープンスペースの整備・活用 

(1) オープンスペースの整備推進 

ア 避難場所内又は隣接地を中心に、赤羽台団地建替事業、桐ケ丘団地再生・計画

建築事業などで、公園・緑地の整備を積極的に推進していく。 

イ 河川堤防の高規格堤防化の推進、大規模建築物や集合住宅の壁面後退による歩

道空間の拡大等、多様な整備手法で有効なオープンスペースの確保を図る。 

(2) オープンスペース利用計画の策定推進 

ア 災害時に、避難誘導、救出救護、医療搬送、物資輸送、ボランティア参集、ラ

イフライン復旧、がれき処理などの応急対策活動を迅速かつ効率的に行うこと

により、人命の保護と被害軽減を果たし、住民の生活再建と都市復興を円滑に

行うことができる。 

イ 都は、事前にこれらの活動に供する土地及び家屋の確保に努めることを、東京都
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震災対策条例に定めており、これに基づきオープンスペースの具体的な使用計

画を策定することになっている。 

ウ 区は、区内のオープンスペース利用計画策定に際し、都と協議し、区民の利益に

沿って協力していくものとする。 

２．防災公園の整備 

都市の防災機能を高めるため、公園、未利用地、水路など様々な空間を活用して、

防災ネットワークを形成する。 

(1) 新河岸東公園 

東京都下水道局の浮間水再生センターの上部を子どもスポーツ広場として整備し、

平成15(2003)年4月より開放しているが、災害時にはオープンスペースとして活用

する。 

(2) 西ケ原みんなの公園 

染井墓地・駒込中学校一帯避難場所内に約22,000㎡の都市公園として平成

22(2010)年4月に開園した。公園内には災害時に活用できるマンホールトイレやか

まどベンチの設置とともに災害用給水所（深井戸）、災害用備蓄倉庫を備え地域の

避難場所、防災拠点として活用していく。 

(3) 赤羽スポーツの森公園・赤羽自然観察公園 

赤羽スポーツの森公園は、桐ケ丘・赤羽台・西が丘地区避難場所内に約38,000㎡

の都市公園として平成22(2010)年4月に開園した。公園内に災害時に活用できるマ

ンホールトイレや生活用水用浅井戸施設を有する。 

また、隣接する区立赤羽自然観察公園には災害用給水所（深井戸）や災害用マン

ホールトイレ、かまど、かまどベンチ、同時多発する延焼火災を防御するための深

井戸無限水利を有しているなど多機能なオープンスペースとして、防災機能の充実

を図っている。 

(4) 滝野川三丁目公園 

滝野川三丁目公園は、都営滝野川三丁目団地一帯避難場所内に約5,100㎡の都市

公園として令和4(2022)年4月に開園した。公園内には災害時に活用できるマンホー

ルトイレやかまどベンチ等を備え、地域の避難場所、防災拠点として活用していく。 

(5) 赤羽台けやき公園 

赤羽台けやき公園は、桐ケ丘・赤羽台・西が丘地区避難場所内に約12,500㎡の都

市公園として令和4(2022)年4月に開園した。公園内には災害時に活用できるマンホ

ールトイレやかまどベンチ等を備え、地域の避難場所、防災拠点として活用してい

く。 

(6) 街区公園・児童遊園の利活用 

公園などオープンスペースの不足する地域を中心に、防災面にも配慮した身近に

利用できる街区公園・児童遊園の整備を推進する。 
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１－２ 河川等の整備 

 

担当 土木部／都建設局 

 

河川構造物等の耐震性を向上させ、浸水被害等を防ぐとともに、大規模地震発生時に

は、救援物資、応急・復旧用資機材及び被災者の海上輸送基地や首都圏の経済活動の停

滞を回避するなど重要な役割を担う河川等の耐震強化を図る。 

 

１－３ 高層建築物及び地下街等における安全対策 

 

担当 まちづくり部／土木部／警察署／消防署／都都市整備局 

 

高層建築物※、地下街等において、地震火災や混乱などによる被害を防ぐため、区は都

等と連携して、施設の安全化や避難誘導、救出救護体制の整備等を進める。 

※ 高層建築物：高さが31ｍを超える建築物をいわゆる高層建築物という。 

(1) 地下街等については、地下鉄、商業ビルなど、不特定多数の利用者が集まる地下

空間が広がっており、浸水が生じた場合、大きな被害が生じるおそれがある。 

区では、集中豪雨対策として、河川施設の整備や排水ポンプの貸与、浸水に強い

建物や安全に避難できる建物の整備の促進などを進めるとともに、水害に関する

情報収集・提供や、管理者等による避難確保計画の策定、避難訓練などを推進す

ることとしている。 

(2) 首都直下地震などの大地震が発生した場合、高層建築物においては、建物が倒壊

しなくても、建物の揺れによる家具類等の転倒や、エレベーター内の閉じ込め等

が生じる可能性があるほか、エレベーターの復旧までの間、居住者は階段を利用

して上下移動せざるを得ず、高層階の居住者ほど、地上階との往復が困難になり

孤立するおそれがある。 

このため、都、区、区民、関係団体等が連携し、家具類の転倒・落下・移動防止

対策やエレベーター閉じ込め防止対策を推進するとともに、自家発電機の整備や

燃料確保、飲料水や食糧などの備蓄、発災時の情報伝達、高層建築物※内や地域の

住民との間の共助の仕組みづくりなど高層建築物※の各課題に対する取組を進め

ていく。 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第３章 安全なまちづくりの実現 

【予防対策】２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

２－２ エレベーター対策（p震-96）参照 

(3) 都、区及び指定確認検査機関は、高層建築物及び地下街の建築について、建築基

準法に基づき、建築確認、中間検査及び完了検査を行い、防災上や構造上の安全

性を確保する。 

(4) 都及び区は、既存の高層建築物及び地下街に対して、建築基準法に基づく定期報

告制度により、毎年あるいは3年ごとに維持保全の状況について報告を求め、安全

性の確保を図る。 

(5) 警察署は、高層建築物等、地下街における避難誘導、救出救助活動等の適正化を
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図るため、次の対策を講じる。 

ア 高層建築物 

(ｱ) 地下街を含めた震災対策に関する管理者対策の実施 

(ｲ) 防災関係機関との連携による合同防災訓練の実施 

イ 地下街 

(ｱ) 地下街警備要図の作成 

(ｲ) 地下街関係者との合同防災訓練の実施 

(ｳ) 管理者対策の推進による防災標識等の明確化 

(ｴ) 広報媒体(パンフレット、チラシ等)の作成・配布 

(6) 消防署は、高層建築物等の新築等に際して、関係者に対し、下記の防火安全対策

を講じるように指導する。 

(ｱ) 高層の建築物の防火安全対策 

(ｲ) 乾式工法を用いた防火区画等の煙等の漏えい防止対策（100ｍ以上の高層

建築物を対象とした安全対策） 

(ｳ) 大規模建築物群等の消防アクセス確保対策 

(ｴ) 鉄道ターミナル駅に係る防火安全対策 

(ｵ) 高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策 

(7) 消防署は、関係事業者に対して次の対策を指導する。 

ア 火災予防対策 

(ｱ) 火気使用設備器具の出火防止対策の推進 

(ｲ) 火気使用場所の可燃性物品の転倒・落下・移動防止措置 

(ｳ) 内装材料、家具調度品、装飾物品の不燃化 

(ｴ) 消火設備、防火区画等の機能確保による延焼拡大防止対策の推進 

イ 避難対策(混乱防止対策) 

(ｱ) 避難施設の適正な維持管理及び避難通路の確保 

(ｲ) ビルの防災センターからの迅速な放送体制の整備 

(ｳ) ショーケース、看板、複写機等の転倒・落下・移動の防止対策の推進 

(ｴ) 避難誘導員の事前指定や訓練指導者の育成 

(ｵ) 避難口、避難階段を明示した館内図の掲示や施設利用者に対する災害発

生時の行動要領の周知徹底 

(ｶ) 警報設備、避難設備の機能確保による避難対策の推進 

ウ 防火・防災管理対策 

(ｱ) 従業員に対する消防計画の周知徹底 

(ｲ) 管理権限者が複数の建物における管理責任区分及び全体についての消防

計画の周知徹底 

(ｳ) ビル防災センターの機能強化及び要員教育の徹底 

(ｴ) 救出・救護知識の普及 

(ｵ) 防火管理業務及び防災管理業務従事者を対象とした、実務講習等による教育 

(ｶ) 実践的かつ定期的な訓練の実施 

エ 消防活動対策 

消火活動上必要な施設の機能確保による消防活動対策の推進 
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１－４ がけ・擁壁、ブロック塀等の崩壊の防止 

 

担当 危機管理室／まちづくり部／土木部 

 

第１ がけ・擁壁等の安全化                                          

がけ地に建築物や擁壁等を設ける場合、区では、建築基準法及び東京都建築安全条例

に基づき、防災上の見地から指導を行っている。新たに宅地造成等の開発行為を行う者

に対しては、都市計画法に基づき、がけ・擁壁の指導、監督を行っている。 

区は、土砂災害防止法の対象外である高さ 2.0ｍ以上・傾斜度 30度以上のがけ・擁壁

等の現況調査を平成 29(2017)年度から令和元(2019)年度にかけて実施した。その調査結

果をもとに更なる意識啓発や相談窓口の充実等に取り組むとともに、「がけ・擁壁等の

安全・安心支援事業」を推進する。 

 

第２ 擁壁等安全対策支援事業                                        

防災基盤の整備を一層推進するため、がけ・擁壁改修アドバイザーを派遣し現況調査

を行うとともに、申請者の負担を少なくする「擁壁等安全対策支援事業」を実施してい

る。また、狭あい道路拡幅整備事業によるがけ地での道路後退の場合にも、当事業を適

用している。さらに、土砂災害支援事業として、土砂災害特別警戒区域内の住宅等の土

砂災害対策工事に必要な経費の一部助成を実施している。 

 

擁壁等安全対策支援事業(令和 5(2023)年 4月時点) 

ア 擁壁新築工事事業 

イ 既存擁壁改修工事事業 

 

第３ 土砂災害防止法の運用                                         

(1) 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年

法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。）」は、土砂災害から住民の生命

を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の

整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等ソフト

対策を推進するものである。 

(2) 土砂災害防止法に基づき、都は、土砂災害のおそれがある区域を警戒区域として

指定する。 

(3) 都は、警戒区域のうち、土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域を特別警戒区域として指定し、特定

の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、移転等の勧告を実施する。 

(4) 平成28(2016)年3月、都は、北区内25か所を土砂災害警戒区域等に指定した（特別

警戒区域は23か所）。指定に伴い、平成29(2017)年3月には土砂災害ハザードマッ

プを作成し、土砂災害の危険性並びに避難場所、避難経路及び警戒避難体制に関

する事項について定め、住民に対し周知を行った。 
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(5) 都は、令和5(2023)年6月末現在、土砂災害警戒区域95か所（うち土砂災害特別警

戒区域70か所）を指定している。区は、都による区域の指定改廃が行われた際に、

迅速かつ確実に情報を伝達できる体制を整えるとともに、更なる避難場所の充実

を図る。 

 

第４ 急傾斜地の安全化                                            

都は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57号）」

に基づき急傾斜地崩壊危険区域を指定し、有害行為の制限、崩壊防止工事の施工等、斜

面崩壊を防止するための対策を推進している。 

※急傾斜地崩壊危険区域【資料編p資-13参照】 

 

第５ ブロック塀等の安全化                                          

(1) 区は、主に避難道路及び通学路沿い等のブロック塀の実態調査を平成30(2018)年

度に実施した。この結果、危険性があると判断したものについては、必要な安全

対策を実施するよう改善指導を行っている。 

(2) 新たにブロック塀を設置する者に対しては、配筋や基礎の根入れ等について、建

築基準法の規定を遵守した構造とするよう指導する。 

(3) ブロック塀の安全化を推進するために、ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業に

よりブロック塀の安全性を調査するとともに、申請者の工事費負担を少なくする

「ブロック塀等安全対策支援事業」を実施している。 

 

ブロック塀等安全対策支援事業（令和5(2023)年4月時点） 

ア ブロック塀等除却工事事業 

イ ブロック塀改善工事事業 

ウ ブロック塀等建替え工事事業 

(4) 庁舎等区有施設の接道部緑化を進めるほか、民間生垣助成など接道部緑化事業を

推進していく。 

 

２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

 

２－１ 建築物の耐震化及び不燃化の促進 

 

担当 総務部／地域振興部／区民部／まちづくり部／教育振興部／消防署 

 

第１ 基本方針                                                  

(1) 区は、「東京都北区耐震改修促進計画」（令和4(2022)年3月改定）に基づき、住

宅、建築物の耐震化を推進する。 

(2) 区は、防災上重要な区有建築物(避難施設となる学校等)について、計画的な耐震

対策を実施し、概ね完了しているが、今後、十分な耐震性が確保されていない施

設についても、必要な対策を検討し対応していく。 
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(3) 公共施設等の耐震化に際し、免震や制震工法など新しい補強技術の採用も検討す

る。 

住宅・特定建築物の耐震化の現状と目標 

建築物の種類 

耐震化率 

平成27(2015)

年度末 

令和2(2020)年

度末 

令和7(2025)年

度末目標 

住宅 79.5％ 88.3％   ※1 

民間特定建築物 87.5％ 89.3％   95.0％ 

防災上重要な区有建築物   94.4％    97.2％     ※2 

   ※1 耐震性が不十分な住宅を概ね解消 

   ※2 できるだけ早期に耐震化率100％を達成 

(4) 区は、区内建築物について、非構造部材（落下のおそれのある大規模空間の天井、

外壁タイル、はめ殺し窓ガラス等）について、建築物防災週間や建築基準法に基

づく定期報告制度等の機会を捉えて、建築物の所有者等に対し、改善指導を継続

して行っていく。 

 

第２ 公共施設等の安全化                                           

１．区有建築物の耐震対策 

(1) 平成7(1995)年1月の阪神淡路大震災を契機に施行された「耐震改修促進法」に基

づき、区では、平成7(1995)年度より、区有建築物の耐震対策として、震災時の避

難施設となる学校施設を優先し、福祉施設などの防災・復興の拠点となる公共施

設について、順次計画的に耐震診断調査を実施し、必要な耐震補強工事を実施し

てきた。 

(2) 平成22(2010)年2月には、「区有建築物の耐震化整備プログラム」を定めて、平成

20(2008)年3月に策定された「東京都北区耐震改修促進計画」に基づき、平成

18(2006)年度末における区内の防災上重要な区有建築物288棟について、平成

27(2015)年度までを計画期間として計画的に耐震化を推進し、防災上重要な区有

建築物の耐震化率は、平成27(2015)年度末時点で94.4％、令和4(2022)年度末時点

では、97.8％となっている。今後は、新庁舎建設及び公共施設再配置等の進捗を

踏まえて、必要な対策を検討した上で対応する予定となっている。 

(3) 天井材（下地材・天井ボード等）、天井器具（照明器具、天井面から吊り下げた

スクリーンやテレビモニター、空調機器等）、外壁（モルタル・タイル等）、ガ

ラス、内装材等の非構造部材の耐震性について、定期的に確認を行うとともに、

必要に応じて落下防止対策等を実施する。 

２．区有施設の安全対策 

(1) 庁舎等の区有施設の実態調査を行い、什器類、コピー機、書庫等の転倒・落下防

止やガラス飛散防止等の安全対策を実施する。なお、要配慮者等が利用する福祉

施設、避難所、医療救護所等の施設を優先するなど、安全対策を計画的に実施す

る。 
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(2) 災害時のライフライン途絶に備え、施設の役割に応じて、発電機、通信設備等を

整備するとともに、ホストコンピュータ及び端末機の位置ずれや転倒を防止等す

るなどの安全対策を実施する。 

(3) 万一、支障を生じたことを想定し、復旧要員の確保や保守業者との具体的対策を

協議しておく。 

※ 学校施設の耐震化状況 【資料編 p資-14参照】 

※ 庁舎等施設の耐震化状況【資料編 p資-14参照】 

 

第３ 民間建築物の安全化                                       

１．指導方針 

(1) 住宅・建築物の耐震化は所有者が行うことが基本である。 

(2) 建築物の位置、構造及び設備は建築基準法関係法令に基づき、消防用設備等関係

は消防法関係法令に基づき、それぞれ定められた技術上の基準に適合した状態に

施工及び維持するよう指導する。 

(3) 建築物に対して、法令に基づく立入検査を実施し、災害予防についての指導にあ

たるとともに、消防用設備等及び防火避難用設備の設置・維持管理について、防

火防災上の見地から必要な指導を行う。 

(4) 建築物周辺における「がけ・擁壁」の実態を、調査資料などを基に整理し、防災

上の見地から改修及び補修工事の指導を行う。 

(5) 災害時及び平常時における建築物から道路上等への落下のおそれのある窓ガラス、

看板、外装材等の落下物の実態調査等を必要に応じて行い、改修指導を行う。 

２．耐震診断及び耐震改修の促進 

 「東京都北区耐震改修促進計画」（令和4(2022)年3月改定）に基づき、区の実施計画

を推進する。 

(1) 木造住宅等の耐震化 

(2) 防災上重要な建築物の耐震化 

(3) マンションの耐震化 

(4) 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

(5) 木造住宅密集地域の耐震化 

(6) 耐震改修促進法に基づく認定 

※ 住宅の耐震化の現状【資料編 p資-15参照】 

※ 民間特定建築物の耐震化の現状【資料編 p資-16参照】 
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３．木造民間住宅耐震改修促進事業 

地震時における木造民間住宅の倒壊を防ぎ、人命の安全確保のため、耐震性の向上

を図る。 

(1) 旧耐震基準の木造民間住宅の耐震化促進のため、耐震診断士を派遣するとともに、

耐震補強設計、耐震改修、建替え工事を実施する者に対し、それぞれの経費の一

部を助成する。 
 

木造民間住宅耐震改修促進事業（令和5(2023)年4月時点） 

 ア 耐震診断士派遣事業 

 イ 耐震補強設計事業 

 ウ 耐震改修工事事業 

 エ 耐震建替え工事事業 

 

(2) 平成28(2016)年熊本地震において、平成12(2000)年以前に建てられた新耐震基準

の木造民間住宅の一部においても倒壊による被害が見られたことから、区では、

昭和56(1981)年6月～平成12(2000)年5月に建築された木造民間住宅の耐震化につ

いて対応を進める。 
 

４．マンションの耐震化等 

(1) 分譲マンション耐震化支援事業 

北区内にある、旧耐震基準の分譲マンションについて、耐震化に要する経費の一

部を助成し、耐震化を促進する。 

ア 耐震アドバイザー事業 

イ 耐震診断事業 

ウ 耐震補強設計事業 

エ 耐震改修工事事業 

(2) 賃貸マンション耐震化支援事業 

北区内にある、旧耐震基準の賃貸マンションについて、耐震化に要する経費の一

部を助成し、耐震診断を促進する。 

ア 耐震アドバイザー事業 

イ 耐震診断事業 

                   (事業はいずれも、令和5(2023)年4月時点) 

 

第４ 緊急輸送道路沿道建築物                                

地震発生時における建築物の倒壊により、避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び

復旧復興活動を支える道路が塞がれることを防ぎ、避難路及び輸送路を確保するため、

緊急輸送道路沿道建築物の耐震性の向上を図る。 

(1) 緊急輸送道路沿道建築物の定義 

ア 敷地が緊急輸送道路に接する建築物 

イ 昭和56(1981)年5月31日以前に建築に着手した建築物（旧耐震基準） 

ウ 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物 
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※ 緊急輸送道路沿道建築物は、特定緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第7

条第1項で規定される建築物）と一般緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第

14条第1項第3号で規定される建築物）の総称 

※ 緊急輸送道路沿道図【資料編 p資-17参照】  
(2) 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を図るため、沿道建築物の所有者に対し、耐震

化に要する費用の一部助成を行う。 

ア 耐震診断事業 

イ 耐震補強設計事業 

ウ 耐震改修工事事業及び耐震建替え工事事業 

(3) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 

特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対し、耐震診断実施等が義務化されてい

ることから、より手厚い助成を行う。（適用期間は、令和5(2023)年度までに着手す

るもの） 

ア 耐震補強設計事業 

イ 耐震改修工事事業及び耐震建替え工事事業 

ウ 除却工事事業 

（事業はいずれも、令和 5(2023)年 4月時点） 

 

２－２ エレベーター対策 

 

担当 
総務部／まちづくり部／土木部／区各部／消防署／都総務局／都都市整備局／

一般社団法人日本エレベーター協会 

 

震災時におけるエレベーター閉じ込めの防止及び早期救出の体制を確立するととも

に、エレベーター復旧を円滑に行うための体制を構築する。 

 

第１ エレベーターの閉じ込め防止機能の向上                                 

１．区有施設 

区は、都施設の対策に準じて、区有施設のエレベーター閉じ込め防止装置の設置に努

める。 

２．民間施設等 

(1) 医療機関は、災害時に医療活動を迅速に行えるよう、その施設のエレベーターの

閉じ込め防止対策を講じる必要がある。 

(2) 都は、エレベーターの地震時管制運転装置の設置の必要性及び機器改修方法の事

例等を示したリーフレットを所有者等に配布するなど、閉じ込め防止対策を推進

する。さらに、百貨店や病院など不特定多数の人が利用する一定規模以上の建物

について、改修計画の報告を求めていく。 
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(3) 一般社団法人日本エレベーター協会は、加盟各社に災害時の閉じ込め防止装置設

置を行ったエレベーターにステッカーを配布し、都と連携して民間施設における

閉じ込め防止対策の実施を誘導する。 

(4) 区は、都と連携して、所有者等への閉じ込め防止対策の実施を働きかける。 

エレベーター閉じ込め防止装置 

装置名 機能 

リスタート運転機能 

地震で停止装置が働いて緊急停止した場合に、自動

で安全を確認しエレベーターを再作動させることによ

り、閉じ込めを防止する機能 

停電時自動着床装置 

停電時に、バッテリー電源によりエレベーターを自

動的に最寄階まで低速運転で着床させた後ドアを開

き、閉じ込めを防止する装置 

P波感知型地震時管制

運転装置 

主要動（S波）が到達する前に、初期微動（P波）を

感知することにより、安全にエレベーターを最寄り階

に着床させ、ドアを開放する装置 

 

第２ エレベーターの早期復旧体制の構築                                 

ビルの機能を早期により多く復旧させるために「1ビル1台」の復旧ルールの徹底と普

及に努める。 

１．「1ビル1台」ルールの徹底 

地震発生時に、エレベーターを点検し運転を再開するための保守要員は限られてい

る。 

このため、1ビルにつき1台のエレベーターを復旧することを原則とし、できるだけ

多くのマンションやビルの機能の回復を早期に図ることが必要である。 

区は、都及び一般社団法人日本エレベーター協会などと協力して、「1ビル1台」ル

ールの徹底をエレベーター保守管理会社に要請するとともに、広く区民・事業者等に

普及啓発する。 

２．自動判断仮復旧システムの採用 

エレベーター会社では、地震で停止したエレベーターについて、保守要員による点

検をしなくても、仮復旧できる自動診断仮復旧システムの開発を行っている。 

区は、今後の開発状況を見ながら、都及び一般社団法人日本エレベーター協会と連

携し、民間施設に対して、本システムの導入の働きかけを検討する。 

 

第３ 救出体制の構築                                              

１．救出要員を増員するための講習の実施 

一般社団法人日本エレベーター協会は、エレベーター保守管理会社の保守要員のみ

ならず、ビル管理者等による救出作業（危険の伴わないものに限る。）についても講

習会等を実施する。 
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２．エレベーター内の閉じ込めの有無の確認 

(1) 一般社団法人日本エレベーター協会は、エレベーターの閉じ込めの有無をエレベ

ーター保守管理会社が直ちに把握できるよう、遠隔監視装置の普及を図る。 

(2) 区は、都及び一般社団法人日本エレベーター協会と連携し、エレベーター利用者

及び建物管理者に対して、地震時にエレベーター内の閉じ込めが確認された場合

には公的機関等の対応が困難になるため、エレベーター保守管理会社への通報を

優先することを広く周知する。 

３．緊急通行車両等事前届出済証の交付 

一般社団法人日本エレベーター協会は、エレベーターの閉じ込めからの救出を迅速

に行うことができるよう、協会加盟のエレベーター保守管理会社に対して、緊急通行

車両等事前届出済証の交付の事前申請を行うよう周知する。 

４．迅速な救助体制の構築 

(1) 東京消防庁は、日本エレベーター協会から講師を招き、エレベーター閉じ込め事

故の指導者研修を実施し、迅速な救助体制を整備する。 

(2) 日本エレベーター協会は、協会加盟各社からの閉じ込め等に関する情報を都と共

有する体制を構築する。 

(3) 都都市整備局は、日本エレベーター協会等と連携し、都内のエレベーター閉じ込

め等の情報を収集する体制を構築する。 

 

２－３ 落下物、家具類の転倒・落下・移動の防止 

 

担当 
総務部／危機管理室／地域振興部／区民部／生活環境部／福祉部／健康部／北

区保健所／土木部／教育振興部／子ども未来部／消防署 

 

第１ 屋外広告物に対する規制                                         

(1) 区は、東京都屋外広告物条例に基づき、設置者に対し、設置の許可申請及び設置

後の維持管理に際し、改善指導を行っている。 

(2) 震災対策の観点から、長期継続広告物のうち、規模の大きいものについては、屋

外広告物管理者を設置させるなど、指導の強化を図っている。 

 

第２ 自動販売機の転倒防止                                          

公道に面して設置されている自動販売機等が、災害時に転倒して、避難、救命・救護

活動の支障とならないように、転倒防止の指導を行う。 

 

第３ 家具類の転倒・落下・移動防止対策                                    

(1) 区は、パンフレット、講習等を通じて、家具の転倒・落下・移動防止対策の普及

を図る。 

(2) 消防署は、以下により転倒・落下・移動防止対策の普及・啓発を図る。 
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ア 家具類の転倒・落下・移動防止普及用リーフレットの作成・配布、家具類の転倒・

落下・移動防止対策ハンドブックを活用した防災指導の実施 

イ 防災週間等のイベントや防災訓練時の普及・啓発及び家具類の転倒・落下・移動

防止器具の取付講習の実施 

ウ 関係機関、関係団体等と連携した周知 

エ 映像、インターネット広告など多様な手法を活用し、家具類の転倒・落下・移動

防止に向けた普及啓発の実施 

(3) 区は、全区民を対象に、家具類の転倒・落下・移動防止器具をあっせんする事業

等を行うとともに、区民のうち、要配慮者世帯を対象に、家具転倒・落下・移動

防止器具の設置を代行する事業を実施することで、対策の普及を図る。 

 

第４ 収蔵品等の落下・転倒防止                                       

区教育委員会は、博物館等における収蔵品及び展示品等の転倒・落下を防止するため、

収蔵棚や展示ケース、固定具等の耐震化・免震化など、より安全な保管・展示方法への

改善を図る。 

 

２－４ 文化財施設の安全対策 

 

担当 教育振興部 

１．所蔵文化財リストの整備 

２．定期的に消防機関への通報、消火、重要物件の搬出、避難誘導等の総合訓練等の防

災訓練の実施 

３．消防用設備及び防災設備等の点検・整備 

４．文化財防災点検の実施 

点検内容（主要項目）は以下のとおりとする。 

(1) 文化財周辺の整備・点検 

ア 文化財の定期的な見回り・点検 

イ 文化財周辺環境の整理・整頓 

(2) 防災体制の整備 

ア 防災計画の作成 

イ 巡視規則や要項の作成等 

(3) 防災知識の啓発 

ア 国、都等が主催する文化財の防災に関する講習会等への参加 

イ ポスターの掲示、防災訓練への参加の呼びかけ 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災設備の整備と点検 

ア 外観点検 

イ 機能点検 

ウ 総合点検 

エ 代替措置の整備 
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(6) 緊急時の体制整備 

ア 消防機関への円滑な通報体制の確立 

イ 隣者の応援体制 

(7) 消防署による文化財の物質的な特徴をふまえた消防上必要な指導 

(8) 文化財の搬出用具等の整備及び防災関係機関との密接な連絡体制の確立 

(9) 指定文化財の所有者に対する災害による倒壊、焼失及び破損等の危険性に係る意

識啓発 

 

３ 応急危険度判定のための体制整備 

 

担当 総務部／まちづくり部 

 

第１ 民間建築物の判定のための体制整備                                 

応急危険度判定は、地震発生後、区が応急対策の一つとして行うべきものであるが、

大規模な災害の場合、判定を必要とする建築物の量的な問題等で、行政職員だけでは対

応が難しい場合がある。 

そのため、区では、東京都防災ボランティア制度に基づく応急危険度判定員に登録さ

れている者のうち、北区に在住又は在勤の方に、組織的かつ機動的に活動していただく

ために、「北区被災建築物応急危険度判定員会」を組織し体制を整備し、民間建築士等

との連携を図っていく。 

(1) 民間建築士等との災害時の連絡態勢の整備を進める。その一環として、北区被災

建築物応急危険度判定員会が既に整備している会員用連絡ツール（メーリングリ

スト）の強化等を図る。 

(2) 関係団体窓口での案内配布、また区ホームページによる周知等を通じ、民間建築

士等に対し応急危険度判定員への登録や北区被災建築物応急危険度判定員会への

加入を呼びかける。 

 

第２ 区有建築物の判定のための体制整備                                          

大規模震災時には、区有建築物の被害状況を把握し、応急危険度判定により２次災害

の防止を図り、施設使用の可否を含めた応急措置の必要性を確認するための組織体制を

整備している。特に、応急活動の拠点となる避難所等の区有建築物については、迅速な

安全点検及び必要な安全措置を実施するため、関係団体と協定を締結して、各避難所等

の点検を担当する事業者等をあらかじめ定めて、迅速に対応することとしている。 

ア 災害時における避難所等の建築物応急危険度判定及び点検に関する協定 

：東京都建築士事務所協会北支部 

イ 災害時における区有建築物等の応急対策に関する協定 

：北区建設業協会、北区総合建設業協議会、北区電設工業会、北区管工会 
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第３ 建物被災状況簡易チェックシートの活用                                

(1) 応急危険度判定前に、区有施設等の使用開始を決める必要がある場合には、施設

職員や指定管理者等でも確認可能な「建物被災状況簡易チェックシート」を活用

して判定する。 

(2) 「建物被災状況簡易チェックシート」の活用方法について、施設職員や指定管理

者等を対象とした実地研修等を行い、建物被害状況に対するスキルの向上と、チ

ェックシートの検証・充実を図る。 

 

４ 液状化、長周期地震動への対策の強化 

 

４－１ 液状化対策の強化 

 

担当 まちづくり部／都都市整備局／都建設局／都水道局／都下水道局 

 

第１ 液状化のおそれのある地域における建築物等の安全確保                    

(1) 区は、液状化のおそれのある地域における建築物を対象とした対策工法などにつ

いて情報提供するとともに、建築確認審査等を通じて液状化対策の指導の充実・

強化を図っていく。 

(2) 区は、木造住宅などの建築物について、液状化のおそれがある地域において、建

築確認審査などの機会を捉え、建築物の設計者などに対して、的確な対策を講じ

るよう促していく。 

(3) 区は、区民からの相談に対し地域の状況に即して適切に対応していくため、液状

化対策に関し必要な知識を有するアドバイザーの紹介や、「液状化による建物被

害に備えるための手引」の活用などについて、都と連携し取り組んでいく。 

(4) 都は、東京都建築物液状化対策検討委員会の検討を踏まえて作成した液状化によ

る建物被害に備えるための手引やリーフレットを活用し、既存の地盤調査データ、

地盤調査の実施方法、対策の工法などについて、都民に情報提供する。 

第２ 公共施設等に対する液状化対策                                    

液状化のおそれのある地域に公共施設等の工事をする際、液状化対策として建築物自

体を強化する方法、地盤を改良する方法などを採用し、液状化対策を促進する。 

 

４－２ 長周期地震動対策の強化 

 

担当 危機管理室／まちづくり部／消防署／都総務局／都都市整備局 

 

第１ 室内の安全確保                                              

区は、都や消防署と連携し、長周期地震動の危険性や、家具類の転倒・落下・移動防

止措置等の重要性について広く区民や事業者に周知し、高層階における室内安全対策を

促進する。 
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第２ 建築物所有者等の対策の推進                                     

都は、高層建築物について、建築主及び建築士などの団体等に対して、補強方法の事

例、家具転倒防止対策等を情報提供する。 

 

５ 出火、延焼等の防止 

 

５－１ 消防水利の整備、防火安全対策 

 

担当 危機管理室／消防署／都水道局／その他の防災関係機関 

 

第１ 出火等の防止                                               

１．出火等の防止 

(1) 火気設備・器具の安全化について、火災予防条例に基づき、石油燃焼機器類への

対震安全装置の設置の徹底、火気設備・器具周囲の保有距離の離隔及び固定等、

各種安全対策を推進する。 

(2) 電気設備等の耐震化を指導するとともに、電気機器を原因とする電気火災の防止

に向けた普及啓発を推進し、出火防止等の安全対策の強化を図る。 

(3) 地下街、飲食店、百貨店、病院等の防火対象物及び多量の火気を使用する工場、

作業場等に対して、火気設備・器具等の固定、当該設備・器具への可燃物の転倒・

落下・移動防止措置、災害時における従業員の対応要領等について指導する。ま

た、一般住宅等については防火診断を通じた同様の指導とともに、地震後の出火

防止、安全確保要領の指導を行う。 

(4) 各事業者に対して、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を確

認し、作成していない事業者に対しては、計画の作成を指導する。 

(5) 発災直後の出火以外にも、地震発生から数日後の復電により、地震で損傷した電

気機器を原因とする通電火災等が発生する可能性があることに留意し、感震ブレ

ーカーの普及とともに通電火災の危険性について区民等への指導を行っていく。 

２．消火器等の普及 

(1) 災害時における同時多発火災を防止するため、家庭に消火器及び住宅用火災警報

器を設置するよう求めていく。 

(2) 区は、家庭用消火器の取扱い事業者紹介事業を行う。 

３．街路設置消火器の保全 

街路消火器の設置を推進するとともに、既設のものについては、年1回、保守点検や

清掃等の管理を行っていく。 

 

第２ 初期消火体制の強化                                           

(1) 防火対象物に設置されている消防用設備等については、災害時においても十分に

その機能が保持され、初期消火ができるよう、耐震措置を講じるよう指導する。 

(2) 各家庭からの出火や火災の拡大を防止するため、住宅用火災警報器をはじめ住宅

用防災機器等の普及を図る。 
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(3) 過去の地震被害調査結果等を踏まえ、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等が

災害時にも機能するよう、耐震装置を講じるよう指導を強化する。 

(4) 不燃化特区など、特に漏電火災対策が必要な地域に対して感震ブレーカーを配布

するとともに、要支援者世帯を対象に設置を代行する事業を行う。 

 

第３ 火災の拡大防止                                               

１．消防水利の整備 

(1) 国が定める「消防水利の基準」に基づき、区部における消防水利の整備を推進す

る。 

(2) 震災時の同時多発火災や市街地大火に備え、耐震性を有する防火水槽や巨大水利

としての深井戸を整備する。 

(3) 木造住宅密集地域等の道路狭あい地域に設置されている消火栓・排水栓等の水道

施設について、都水道局と連携して、自主防災組織等が初期消火に使用する水源

として活用を図る。 

(4) 防火水槽の鉄蓋を軽可搬消防ポンプの吸管が容易に投入できるよう改良し、自主

防災組織等が利用しやすい防火水槽を整備する。 

(5) 経年防火水槽を再生し、震災時の消防水利を確保する。 

(6) 消防水利が不足する地域に対し、耐震性を有する防火水槽や深井戸等の整備を推

進するとともに、区や都と連携した水利整備の推進に努める。 

(7) 民間の建設工事に併せて消防水利を設置した場合に、一定の条件の下に補助金(消

防水利補助金制度)を交付することにより、消防水利の整備促進を図る。 

(8) 公共施設及び特殊建築物の整備にあわせた東京都震災対策条例第27条に基づく防

火水槽の確保に努める。また、民間の開発事業等に際しては、都市計画法の開発

行為に伴う協議や、宅地開発等に関する条例及び指導要綱に基づき防火水槽等の

確保に努める。 

(9) 区有地等の売却に際して、既存の防火水槽の存置や代替水利の確保を図る。 

※ 消防水利の現況（北区内）【資料編 p資-18参照】 

２．消防活動路等の確保 

(1) 消防活動に必要な幹線的道路の拡幅、狭あい道路の広幅員化、袋小路の解消、U

字溝等の埋設化、無電柱化、コーナー部分の隅きり整備など防災関係機関ととも

に検討する。 

(2) 障害物排除機能を有する不整地走行能力の高い車両を導入するとともに、震災消

防活動が効果的に行えるよう、道路啓開について警察署及び消防署との連携体制

を継続する。 

３．消防活動が困難な区域における対策 

(1) 消防水利の整備、消防団用可搬ポンプの整備及び消防団体制の充実などをすすめ

る。 

(2) 消火活動の阻害要因の把握・分析や、延焼火災に関する調査研究結果を活用し、

消防活動が困難な区域の解消に向けて、消防活動の円滑化を進める立場から、防

災都市づくり事業等に対して提言及び要望を行う。 
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５－２ 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の安全化 

 

担当 
危機管理室／北区保健所／消防署／都環境局／都保健医療局／都生活文化スポ

ーツ局／各学校／その他の防災関係機関 

 

第１ 石油等危険物施設の安全化                                       

区内における石油製造所・貯蔵所等の危険物施設は、761か所（令和5(2023)年4月現在。

少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所を含む。）ある。 

区は、消防署等との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制の確立によ

り安全対策を進める。 

(1) 消防署は、危険物施設に対して耐震性強化の指導、自主防災体制の整備、活動要

領の制定、防災資機材の整備促進、立入検査の推進などにより、出火防止、流出

防止対策の推進を図っていく。 

(2) 消防署は、震災を踏まえ、準特定屋外タンク貯蔵所に対する耐震性能の技術基準

への早期適合を推進するとともに、災害発生時等における施設、設備に対する応

急措置等について事業者指導を徹底し、保安管理体制の充実、強化を図る。 

(3) 消防署は、製造所、特定屋外タンク貯蔵所、給油取扱所（営業用）及び化学反応

工程を有する一般取扱所等に対しても立入検査等を実施し、適正な貯蔵取扱い及

び出火危険排除のための安全対策について指導する。 

(4) 消防署は、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成状況を確認し、未

作成の場合は作成を指導する。また、適正な貯蔵取扱、事業所防災計画の作成に

関する事業所指導を徹底し、出火防止対策や流出防止対策の推進を図る。 

(5) 消防法等に基づき、自衛消防組織の結成を指導するとともに、大規模危険物施設

については、「東京危険物災害相互応援協議会」と東京消防庁が連携し、同協議

会の活動等への助言、働きかけを行う。 

 

第２ 液化石油ガス消費施設の安全化                                    

所管する都環境局等との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制を強化

し、安全対策を進める。 

 

第３ 火薬類保管施設の安全化                                        

北区には、火薬庫外貯蔵場所が警察関係を含めて7か所が所在する。 

所管する都環境局との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制を強化し、

安全対策を進める。 

 

第４ 高圧ガス保管施設の安全化                                       

所管する都環境局との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制を強化し、

安全対策を進める。 
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第５ 毒物・劇物取扱施設の安全化                                      

所管する都保健医療局との連携を密にすると共に、防災関係機関との連絡体制を強化

し、安全対策を進める。 

※ 毒物・劇物営業者及び業務上取扱者一覧【資料編 p資-18参照】 

 

機関 対策内容 

区 

販売業についての危害の未然防止を図るため、毒物・劇物取扱施設に対

する立入検査を実施するほか、講習会等を開催し、保守点検等の励行、事

故発生時の対応措置及び定期的防災訓練の実施等を指導する。 

都 

保健医療局 

(1) 製造業・輸入業等についての危害の未然防止を図るため、毒物・劇物

取扱施設に対する立入検査を実施するほか、講習会等を開催し、保守

点検等の励行、事故発生時の対応措置及び定期的防災訓練の実施等を

指導する。 

(2) 震災時の安全性の確保のため、危害防止規定等の作成状況を確認し、

未作成の場合は作成を指導する。 

都 

生活文化 

スポーツ局 

私立学校における毒物・劇物災害を防止するため、化学実験室等の管理 

について、必要な情報を提供する。 

都 

教育庁 

学校における毒物・劇物災害を防止するため、都は「実験・実習用薬品

類の保管・管理の徹底について」を公立の小中高等学校及び特別支援学校

に周知し、事故防止に努めていく。 

学 校 

学校の実験室等には、各種の引火性物品、混合危険性物品等が保管され

ているので、危険物の容器及び収納戸棚等の転倒・落下防止並びに容器の

破損等による流出及び混合発火等の防止を図るため、収納戸棚の固定、容

器の安全措置等種々の対策を講じ実験室等の安全管理を徹底し、出火防止

及び児童・生徒の安全確保に努める。 

事業者 漏えいを防止するための体制をあらかじめ整備する。 

 

第６ 化学物質関連施設の安全化                                          

所管する都環境局との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制を強化し、

安全対策を進める。 

 

 

第７ 放射線等使用施設の安全化                                       

所管する原子力規制庁及び都をはじめ、防災関係機関との連携を図る。 
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第８ 石綿含有建築物等からの石綿飛散防止体制の構築                                          

所管する都環境局との連携を密にするとともに、防災関係機関との連絡体制を強化し、

安全対策を進める。 

 

５－３ 危険物等の輸送の安全化 

 

担当 危機管理室／消防署／都環境局／都保健医療局／その他の防災関係機関 

 

危険物積載車両等により指定数量以上の石油類を輸送、運搬又は移送する場合、当該

車両は、転倒・転落防止義務、警戒標識等の表示義務、消火器等の携行義務等の規制が

適用される。 

(1) タンクローリーについては、立入検査を適宜実施して、構造、設備等について、

法令基準に適合させるとともに当該基準が維持されるよう指導を強化する。 

(2) 鉄道タンク車により危険物を輸送する場合は、東京都震災対策条例に基づき関係

事業者が作成した防災計画の遵守、徹底を図る。 

(3) トラック等の危険物を運搬する車両についてもタンクローリーと同様に適宜立入

検査を実施し、安全対策への指導を強化する。 

(4) 「危険物の運搬又は移送中における事故時の措置・連絡用資料（イエローカード）」

の車両積載を確認するとともに、活用推進を図る。 

(5) 下水管に流入した場合には、下水道管理者に連絡する。 
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【応急対策】 
 

１ 消火・救助・救急活動及び警備活動 

 

担当 警察署／消防署／消防団／自衛隊 

 

災害発生後は、迅速・的確な消火活動及び警備活動を実施するとともに、被災者の救

助・救急活動及び警備活動を実施する。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化（p震-170）参照 

 

２ 河川施設等の応急対策による二次災害防止 

 

２－１ 河川施設等の応急対策 

 

担当 （災対）土木部／都第六建設事務所／国土交通省荒川下流河川事務所 

 

堤防・護岸施設といった公共土木施設が災害により被害を受けるおそれがあるときは、

水害を警戒、防御する。被害を受けたときは、区は都及び防災関係機関と連携して速や

かに応急対策を行い、二次災害を防止する。 

 

２－２ 砂防・急傾斜地崩壊防止施設等の応急対策 

 

担当 （災対）まちづくり部／（災対）土木部／警察署／消防署／都建設局／都環境局 

 

急傾斜地等「がけ・擁壁」の崩壊等による被害が発生する危険があるとき又は発生し

たときは、防災関係機関等は、相互の連絡協調を密にして、その有する機能を発揮して

被害の軽減に当たり、人命及び財産を保護する。 

 

第１ 情報の収集・伝達計画                                          

(1) 情報内容 

収集・伝達する情報の内容は、危険区域の範囲及びその付近の降雨量、区域内の

状況（土石の移動状況、斜面形状、地表水、湧水の状況、竹木等の傾倒、人家等の

損壊状況等の現象、被災住民の数）等とする。 

(2) 伝達方法 

ア 被害が発生する危険があるとき 

(ｱ) 情報を得た防災関係機関は、電話等により他の防災関係機関に通報するとと

もに、該当地域の住民へ防災無線放送により事前注意を呼びかける。 

 



第３章 安全なまちづくりの実現 
【応急対策】 

震 - 108 

(ｲ) 都は、土砂災害による急迫した危険が認められる場合、区が適切に避難指示

等の判断が行えるよう、情報を提供する。 

イ 被害が発生したとき 

(ｱ) 区は、土砂災害の発生状況等の情報収集を行い、都に報告する。 

(ｲ) 情報を得た防災関係機関は、救助救急活動を実施するとともに、詳細を他の

防災関係機関に通報し、被害が拡大するおそれのあるときは、避難指示等に

より人的被害の防止にあたる。 

 

第２ 人命の保護、救出                                             

(1) 避難住民の保護は、区災対本部の運用計画及び各防災機関の業務計画による。 

(2) 救出は、警察又は消防機関の救出方法による。 

(3) その他細部に至る伝達方法等については、該当地区の自主防災組織活動計画にも

とづいて行う。 

 

２－３ 公園・児童遊園の応急対策 

 

担当 （災対）土木部 

 

(1) 公園・児童遊園の被害状況を把握するため、全ての公園・児童遊園、防災広場、

遊び場等の現地調査を行う。 

(2) 調査は、避難場所に指定されている公園等、救護所に隣接・近接している公園等、

避難所に隣接・近接している公園等、その他の公園等の順に行う。 

(3) 被害状況については、明らかになり次第、防災機関に伝達する。 

(4) 被害を受けた公園等は、避難場所に指定されている公園等、救護所に隣接・近接

している公園等、避難所に隣接・近接している公園等、その他の公園等の順に応

急措置を行う。応急対策は、安全対策及び災害応急施設の機能確保を優先し、現

場調査で必要性の高い作業を順次行う。 

(5) 応急対策が終了した公園等については、その事項を防災機関等に伝達する。 

 

３ 社会公共施設等の応急対策 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）医療衛生部／（災対）まちづくり部／（災対）教育

振興部／各施設管理者 

 

第１ 社会公共施設等の応急危険度判定の実施                             

１．応急危険度判定の実施体制 

(1) 災害時の応急活動の拠点となる避難所等について、地震等による倒壊、部材の落

下等から生じる二次災害を防止するため、早期に被害状況を調査し、使用できる

かどうかを応急的に判定する。地震発生後7日以内に終了することを目標とする。 
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機関名 対策内容 

区 

(1) 所管する社会公共施設等が被災した場合、必要に応じて応急危険度判

定を実施する。 

(2) 応急危険度判定技術者が不足する場合、区長は、他団体（他自治体、

民間団体）への協力を要請する。 

なお、応急危険度判定の実施に必要な人員が充足されない場合は、区

災対本部を通じて都に支援要請を行う。 

(3) 社会公共施設（区と協定を締結している医療機関・福祉避難所等）の

管理者から判定実施の支援要請があった場合、区は、公共施設等に準

じて、社会公共施設の判定を実施する。 

社会公共 

施 設 の 

管 理 者 

(1) 所管する社会公共施設が被災した場合、必要に応じて応急危険度判定

を実施する。 

(2) 判定が困難な場合、都又は区に判定実施の支援を要請する。 

 

第２ 社会公共施設等の応急対策                                       

１．各医療機関 

(1) 事業継続計画（BCP）等あらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保護を最重

点に対応する。 

(2) 通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて必要な措置をとるなど万全を期

する。 

２．社会福祉施設等 

(1) 社会福祉施設等の責任者は被災後速やかに施設内外を点検し、落下・倒壊等の危

険箇所の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い、安全を確保する。  

(2) 業務継続計画（BCP）等あらかじめ策定した計画に基づき、利用者の安否確認や安

全確保、サービスの継続を行う。 

(3) 施設独自での復旧が困難である場合は､区が組織した｢要配慮者対策班」等、防災

関係機関に連絡し援助を要請する｡  

(4) 震災の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設の責任者に積

極的に協力し、入所者の安全を確保する。 

３．学校施設 

(1) 学校長は、児童・生徒等の安全確保を図るため、避難計画を作成し、この計画に

基づいて行動する。 

(2) 自衛防災組織を編成し、役割分担に基づき行動する。 

(3) 緊急時には、防災関係機関へ通報して臨機の措置を講じる。 

(4) 学校施設が、避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努めるととも

に、余震や火災予防についても十分な措置をとる。 

(5) 学校施設の応急修理を迅速に実施する。 
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４．文化財施設 

(1) 文化財に被害が発生した場合には、その所有者又は管理者は、直ちに消防署等の

防災関係機関に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況を速やかに調

査し、その結果を区及び区教育委員会に報告する。 

(2) 防災関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講じる。 

５．区立文化施設・社会教育施設 

区立文化施設・社会教育施設については、直ちに被害状況を調査し、被害状況によ

って使用可能な場合は、施設ごとに再開等の計画を立て、危険な場合は早急に閉館す

る。 

６．応急仮設住宅となりうる公的住宅等 

各住宅の管理者は、発災後速やかに被害の概況を調査し、必要に応じて応急措置を

講じる。 

 

４ 被災住宅の応急危険度判定 

 

担 当 （災対）まちづくり部 

 

第１ 判定制度の目的                                              

区は、地震発生後、早期に住宅の被害状況を調査し、危険性を応急的に判定すること

によって、地震等による被災住宅の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、

住民の安全確保を図る。 

 

第２ 判定対象住宅                                               

応急危険度判定の対象となる住宅は、都住宅政策本部、都住宅供給公社、都市再生機

構等が管理する住宅以外の戸建住宅・共同住宅等とする。 

 

第３ 判定の実施                                                 

(1) 区長は、その区域内において地震により多くの建物が被災した場合、応急危険度

判定実施本部の設置などの必要な措置を講じ、応急危険度判定を実施する。 

(2) 応急危険度判定の実施を決定した場合は、「東京都防災ボランティアに関する要

綱」に基づいて登録している建築物の応急危険度判定員の出動等、必要な支援を

知事に要請する。なお、民間の事業者が管理・所有する建物の応急危険度判定は、

原則として所有者・管理者の責任で行う。 

 

第４ 判定結果の表示                                              

応急危険度判定による調査結果は、「危険」「要注意」「調査済」の3種類のステッ

カーにより、建築物の出入り口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者、居住

者、歩行者等に周知を図る。 
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５ 被災宅地の応急危険度判定 

 

担 当 （災対）まちづくり部 

 

第１ 判定制度の目的                                              

区は、災害対策本部が設置される規模の地震等により、宅地が大規模かつ広範囲に被

災した場合に、ボランティアである被災宅地危険度判定士を活用して、被害の発生状況

を迅速かつ的確に把握し、危険度を判定することによって、二次災害を軽減・防止し、

住民の安全の確保を図る。 

 

第２ 判定対象宅地                                               

宅地造成等規制法（昭和36(1961)年 法律第191号）第2条第1号に規定する宅地（農地、

採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他公共の用に供する施設の用に供せら

れている土地以外の土地）のうち、住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長

が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土

地が対象となる。 

 

第３ 判定の実施                                                 

(1) 区長は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、応急危険度判

定が必要と判断した場合は、被災宅地危険度判定実施本部の設置その他必要な措

置を講じ、判定を実施する。 

(2) 判定の実施を決定した場合、都に被災宅地危険度判定士の派遣等の支援を要請す

る。 

 

第４ 判定結果の表示                                              

被災宅地危険度判定の結果については、「危険宅地」「要注意宅地」「調査済宅地」

の3種類のステッカーを宅地等の見やすい場所に表示し、当該宅地の使用者及び居住者

だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるよ

うにする。 

 

６ 危険物等の応急措置による危険防止 

 

６－１ 危険物施設、高圧ガス、毒物・劇物取扱施設等の応急措置 

 

担当 
（災対）危機管理室／（災対）生活環境部／（災対）医療衛生部／（災対）教

育振興部／警察署／消防署 

 

危険物施設等は、災害時、火災、危険物漏えい、爆発等、大規模な被害の発生が予想

される。区は、事前に事業者、周辺地域の住民及び他の防災関係機関と連携・協力体制
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を構築し、被害の最小化に努めるとともに、化学物質等による二次災害から住民及び応

急活動従事者を保護する措置を講じる。 

なお、都、区又は事業者は、有害物質の漏えい及び石綿の飛散を防止するため、施設

の点検、応急措置、関係機関への連絡、環境モニタリング等の対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な事故報告等の流れ 

 

第１ 石油類等危険物施設の応急措置                                    

機関名 対応措置 

消防署 

関係事業者の管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者に対して、次

に掲げる措置を当該危険物施設の実態に応じて講じるよう指導する。 

また、必要があると認めるときは、法令の定めるところにより応急措置

命令等を行う。 

(1) 危険物の流出、あるいは爆発等のおそれのある作業及び移送の停止、

施設の応急点検と出火等の防止措置 

(2) 混触発火等による火災の防止措置と初期消火活動並びにタンク破損等

による流出、及び異常反応、浸水等による広域拡散防止措置と応急対

策 

(3) 災害状況の把握及び状況に応じた従業員、周辺地域住民に対する人命

安全措置及び防災機関との連携活動 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示等     (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、応急措置

を実施する。 
 
 

 

 

 

事業所 

東京消防庁 

警視庁 

業界団体 都所管局 

総合防災部 

国 

区市町村 
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第２ 液化石油ガス消費施設の応急措置                                      

機関名 対応措置 

都環境局 

(1) 販売事業者等に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 

(2) 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 

(3) 被害拡大のおそれがある場合、防災事業者に緊急出動要請 

(4) 安全維持等のため必要な場合は、販売事業者等に緊急措置を講じるよ

う指示 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示等     (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、応急措置

を実施する。 

 

第３ 火薬類保管施設の応急措置                                           

機関名 対応措置 

都環境局 

(1) 危険防止措置を指導 

(2) 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 

(3) 必要に応じて、緊急措置命令等を実施 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示等     (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

関東東北

産業保安

監督部 

(1) 危険防止措置の監督又は指導 

(2) 必要に応じて、緊急措置命令等を実施 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、応急措置

を実施する。 

 

第４ 高圧ガス取扱施設の応急措置                                      

１．高圧ガス災害時応援連絡体制 

都は、高圧ガス漏えい事故が発生し、災害が拡大するおそれがある場合には、東京

都高圧ガス地域防災協議会が指定している防災事業所が応援出動する。ただし、防災

事業所自体が地震の被害を受け出動できない場合は、被害を受けていない地域の協議

会支部が、ガスの種類に応じ、支部単位で応援出動する体制をとることとし、応援の

要請を受けた支部長は、連絡網を通じて支部の会員をまとめ応援出動する。 

このとき、区は、必要に応じて、住民の避難措置を行う。 
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２．高圧ガス漏えい事故発生時の広域通報系統 

都において事故が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣接県において事故が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

（公社）東京都 
高圧ガス保安協会 

都環境局 
 環境改善部 
  環境保安課 

東 京 消 防 庁 

事

業

所 

消 防 本 部 等 

都 総 務 局 
総 合 防 災 部 

警 視 庁 

県 警 本 部 

消防防災担当課 

高圧ガス担当課 

経 済 産 業 省 

関東東北産業保安監督部 

区 市 町 村 

警 察 署 

警 察 署 

消 防 署 

市 町 村 

都県市
 

他県高圧ガス 
保 安 団 体 

他県 
高圧ガス担当課 

県 警 本 部 

事

業

所 

東 京 消 防 庁 

消防本部等 

警 視 庁 

都 総 務 局 
総 合 防 災 部 

都環境局 
 環境改善部 
  環境保安課 

経 済 産 業 省 

関東東北産業保安監督部 

市 町 村 

警 察 署 

警 察 署 

区 市 町 村 

（都県市
 

消防署 

消 防 署 

他県 
消防防災担当課 

（注）１ 太線は基幹ルートである。 

（注）２ 有線の途絶時には、総務省消防庁の無線により通報する。 

消 防 団 消 防 署 
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機関名 対応措置 

都総務局 都県市境付近での漏えい事故の際、防災関係機関へ連絡通報する。 

都環境局 

(1) 事業者に対し、災害の拡大防止及び被害の軽減を指示 

(2) 被害情報を収集し、関東東北産業保安監督部へ報告 

(3) 被害拡大のおそれがある場合、防災事業所に緊急出動要請 

(4) 安全維持等のため必要な場合は、事業者に緊急措置を命令 

警察署 

(1) ガス漏れ等の事故が発生した場合、防災関係機関と連絡通報を行う。 

(2) 区長が避難の指示を行うことができないと認めたとき、又は区長か

ら要求があったときは、避難の指示を行う。 

(3) 避難区域内への車両の交通規制を行う。 

(4) 避難路の確保及び避難誘導を行う。 

消防署 

(1) 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区への通

報 

(2) 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合における災害

対策基本法第50条に掲げる避難指示等及びその後の区への通報を行

う。 

(3) 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制を行う。 

(4) 防災関係機関との間に必要な情報連絡を行う。また、これらの施設に

対する災害応急対策については､第２部 第５章【応急対策】「２－１ 

震災消防活動（p震-200）」により対処する。 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示等     (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

関東東北産業  

保安監督部 

都及び防災関係機関と連絡の上、高圧ガス製造の施設者等に緊急保安措

置を講じるよう指導する。 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、応急措置

を実施する。 

東京都高圧ガス 

地域防災協議会 

災害拡大のおそれがある場合、指定した防災事業所等に出動要請し、災

害の拡大防止を指示する。 
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第５ 毒物・劇物取扱施設の応急措置                                     

震災による建物の倒壊等により、毒物・劇物の飛散、漏えい等の事故が発生した場合

の対応措置は、次のとおりとする。 

 

１．災害時の毒物劇物飛散・流出等に係る連絡系統図 

 

 

機関名 対応措置 

都保健医療局 

区 

(1) 毒物・劇物取扱事業者に対して、毒物・劇物の飛散、漏えい、浸透、

及び火災等による有毒ガスの発生を防止するための応急措置を講じ

るよう指示する。 

(2) 毒物・劇物が飛散、漏えいした場合には、中和剤等による除毒作業を

毒物・劇物取扱事業者に対し指示する。 

(3) 防災関係機関との連絡を密にし、毒物・劇物に係る災害情報の収集、

伝達に努める。 

都下水道局 
(1) 下水道への流入事故の際は、排出防止の応急措置を指導 

(2) 災害情報の収集、伝達 

都教育庁 あらかじめ計画した、発災時の対策に基づく行動を指導する。 

都保健医療局 

医薬局 
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機関名 対応措置 

警察署 

(1) 毒物・劇物の飛散、漏出等の事故が発生した場合、防災関係機関と連

絡通報を行う。 

(2) 区長が避難の指示を行うことができないと認めたとき、又は区長から

要求があったときは、避難の指示を行う。 

(3) 避難区域内への車両の交通規制を行う。 

(4) 避難路の確保及び避難誘導を行う。 

消防署 

(1) 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合の区への通

報 

(2) 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合における災害

対策基本法第50条に掲げる避難指示等及びその後の区への通報を行

う。 

(3) 事故時の広報活動及び警戒区域に対する規制を行う。 

(4) 防災関係機関との間に情報連絡を行う。また、これらの施設に対す

る災害応急対策については、第２部 第５章【応急対策】「２－１ 

震災消防活動（p震-200）」により対処する。 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示      (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危険が

予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、応急措置

を実施する。 

 

第６ 化学物質関連施設の応急措置                                                 

機関名 化学物質対策 PCB対策 

都環境局 

区と連絡調整し、必要に応じて

防災関係機関に情報を提供する。 

区との連絡調整により、PCB 保管事業

者に関する情報収集を行うとともに、環

境省環境再生・資源循環局へ報告する。 

区 

適正管理化学物質取扱事業者

から事故に関する情報を収集し、

必要に応じて同事業者に応急措

置を実施するよう指示するとと

もに、防災関係機関に情報を提供

する。 

PCB保管事業者等から事故に関する情

報を収集し、必要に応じて同事業者等に

破損、漏えいしている機器の調査・確認

を行うとともに、応急措置の実施及びPCB

汚染状況を表示するよう指示する。また、

防災関係機関に情報を提供する。 

事業者等 

適正管理化学物質取扱事業者

は、事故により危険が想定される

場合は速やかに区及び防災関係

機関に連絡するとともに、応急措

置を実施する。 

発災によりPCB機器が破損・漏えいして

いる場合、又は危険が予想される場合は、

速やかに防災関係機関に連絡するととも

に、応急措置を実施する。 
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第７ 放射線等使用施設の応急措置                                                 

機関名 対応措置 

消防署 

(1) 放射性物質の露出、流出による人命危険の排除を図ることを主眼とし、

使用者に次の各措置をとるよう要請する。 

ア 施設の破壊による放射線源の露出、流出の防止を図るための緊急措置 

イ 放射線源の露出、流出に伴う危険区域の設定等、人命安全に関する応

急措置 

(2) 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設定、救助、

救急等に関する必要な措置を実施 

都保健 

医療局 

RI使用医療施設での被害が発生した場合、RI管理測定班を編成し、必要

な措置を実施する。 

区 

 防災関係機関との連絡を密にし、事故時には必要に応じ、次の措置を行

う。 

(1) 住民に対する避難指示等     (2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護  (4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

 

第８ 石綿含有建築物等の応急措置                                                 

機関名 対応措置 

都環境局 

(1) 都民、作業員、ボランティア等に対し、石綿ばく露防止について注意

喚起を行う。 

(2) 区及び協定締結団体と連携して、倒壊建築物等の石綿露出状況調査及

び環境モニタリングを実施する。 

(3) 区と連携し、建築物所有者等が実施する応急措置の支援を行う。 

区 

(1) 区民、作業員、ボランティア等に対し、石綿ばく露防止について注意

喚起を行う。 

(2) 都の協定締結団体と連携して、倒壊建築物等の石綿露出状況調査及び

環境モニタリングを実施する。 

(3) 建築物所有者等が実施する応急措置の支援を行い、必要に応じて応急

措置を実施する。 

建築物所

有者等 

 アスベストの露出等が確認された場合は、速やかに飛散・ばく露防止の

応急措置を実施する。 
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６－２ 危険物輸送車両等の応急対策 

 

 

第１ 危険物輸送車両の応急対策                                                 

機関名 対応措置 

都環境局 

(1) 防災関係機関との密接な情報連携 

(2) 必要な場合、一般高圧ガス等の移動制限又は一時禁止等の緊急措

置を命令 

(3) 災害拡大のおそれがある場合、防災事業所に応援出動を要請 

警察署 

(1) 事故の状況把握に努めるとともに、把握した事故の概要、被害状

況等について都民等に対する広報を行う。 

(2) 施設管理者、運行管理者に対し、災害の発生及び被害の拡大を防

止するための応急措置を指示する。 

(3) 防災関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警

戒区域の設定、救助活動等必要な措置をとる。 

消防署 

(1) 防災関係機関と密接な情報連絡を行う。 

(2) 災害応急対策は、第２部 第５章【応急対策】「２－１ 震災消防

活動(p震-200）」により対処する。 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示 

(2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護 

(4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

関東東北産業 

保安監督部 

(1) 都及び防災関係機関との密接な情報連絡 

(2) 高圧ガス輸送者に対して、必要に応じ、移動制限又は一時禁止等

の緊急措置命令 

関東運輸局 危険物輸送の実態に応じた対策を推進する。 

第三管区 

海上保安本部 

(東京海上保安部) 

関係事業者等に対し災害の実態に応じた措置を指導する。 

事業者等 

発災により施設が被害を受けた場合や事故が発生した場合、又は危

険が予想される場合は、速やかに防災関係機関に連絡するとともに、

応急措置を実施する。 

JR貨物 
(1) 事故の拡大等防止のため、立入禁止等の措置 

(2) 消防、警察等の防災関係機関への通報 

 

  

担当 （災対）医療衛生部／警察署／消防署／消防団 
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第２ 核燃料物質輸送車両等の応急対策                                              

核燃料物質の輸送中に、万一事故が発生した場合のため、国の関係省庁からなる放射

性物質安全輸送連絡会（昭和58(1983)年11月10日設置）において安全対策を講じる。 

機関名 対応措置 

原子力規制委員会 

国土交通省 

厚生労働省 

総務省 

環境省 

警察庁 

総務省消防庁 

海上保安庁 

(1) 放射性物質輸送事故対策会議の開催 

(2) 派遣係官及び専門家の対応 

警察署 

(1) 事故の状況把握及び都民等に対する広報 

(2) 施設管理者等に対し、被害拡大等防止の応急措置を指示 

(3) 関係機関と連携を密にし、事故の状況に応じた交通規制、警

戒区域の設定、救助活動等必要な措置 

消防署 

(1) 事故の通報を受けた旨を都総務局に通報 

(2) 事故の状況に応じ、火災の消火、延焼の防止、警戒区域の設

定、救助、救急等に関する必要な措置を実施 

都総務局 
(1) 事故の通報を受け、直ちに防災関係機関に連絡 

(2) 国への専門家の派遣要請や住民の避難等の措置 

第三管区 

海上保安本部 

(1) 事故の状況に応じ、原子力事業者等と協力して、現場海域へ

の立入制限、人命救助等に関する必要な措置を実施 

(2) 都知事からの要請を受け、動員されたモニタリング要員等を

搭載しての海上モニタリングの支援 

事業者等 

(1) 関係機関への通報等、応急の措置を実施 

(2) 警察官等の到着後は、情報を提供し、指示に従い適切な措置

を実施 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を行う。 

(1) 住民に対する避難指示等 

(2) 住民の避難誘導 

(3) 避難所の開設、避難住民の保護   

(4) 情報提供、防災関係機関との連絡 
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６－３ 危険動物の逸走時対策 

 

 

区民が飼養している特定動物等（特定動物及びその他人に危害を加えるおそれのある

危険動物）の逸走の通報があった場合は、関係各局の協力のもと、動物の保護、収容場

所の確保、飼い主情報の収集等を行う。 

機関名 対応措置 

都総務局 情報収集並びに国及び他府県等との連絡調整等の運営管理 

都保健医療局 
情報収集、特定動物等の捕獲等に関する措置及び関連局(庁)との

連絡調整 

都産業労働局 産業動物の飼い主に対する逸走した家畜の捕獲等を指導 

都建設局 都立動物園の逸走動物の捕獲等必要な措置 

警察署 情報の受理及び伝達並びに必要な措置（警察官職務執行法） 

消防署 情報の受理及び伝達並びに被災者の救助及び搬送 

区 

事故時には必要に応じ、次の措置を実施 

(1) 住民に対する避難指示等 

(2) 住民の避難誘導  

(3) 避難所の開設、避難住民の保護 

(4) 情報提供、防災関係機関との連絡 

 

  

担当 （災対）医療衛生部／警察署／消防署 
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【復旧対策】 
 

１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 

 

１－１ 河川施設等の復旧 

 

 

河川管理施設について、氾濫水による被害の拡大を防止するために、速やかに施設の

復旧に努める。 

 

１－２ 二次的な土砂災害防止対策 

 

 

区は、地震による地盤の緩みにより、土砂災害の危険性が高まっている箇所について、

二次災害防止の観点から、可能な限り安全対策を行う。 

 

１－３ 公園・児童遊園の復旧 

 

 

(1) 区は、避難所又は救護所に隣接・近接する公園等、避難場所に指定されている又

は隣接・近接している公園等、その他の公園等の順に、給水管、配水管、ます、

電気系統及びトイレの点検を行うとともに、必要に応じて、応急復旧工事を街灯

保安会、造園協力会又は管工会の協力を得て行う。 

(2) 避難所・救護所に隣接する公園等については、トイレ及びそれに付随する設備の

応急復旧を最優先で行う。 

 

２ 社会公共施設等の復旧 

 

 

区立施設については、災害後直ちに被害状況を調査し、被害状況によって再開が可能

なものについては、速やかに再開する。また、被害が大きく、再建又は廃止する必要が

ある施設については、復興計画を策定する。 

(1) 学校施設 

公立学校の施設が甚大な被害を受け､教育活動ができないと判断した場合に、区

担当 （災対）土木部／都第六建設事務所／国土交通省荒川下流河川事務所 

担当 
（災対）まちづくり部／（災対）土木部／都第六建設事務所／国土交通省荒川下

流河川事務所 

担当 （災対）土木部 

担当 （災対）総務部／（災対）まちづくり部／（災対）教育振興部／（災対）各部 
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教育委員会は、学校長及び都教育委員会と協力し、応急教育計画等を作成する。児

童・生徒の不安を解消するため、教育活動に中断がないように努める。 

(2) 文化財施設 

文化財管理者は、被災した文化財等の廃棄、散逸を防止するため、被害状況と文

化財等の重要度に応じて、区教育委員会、都教育委員会及び文化庁と修復等におい

て協議を行う。 

(3) 区立文化施設・社会教育施設 

ア 区教育委員会は、区立文化施設・社会教育施設について、災害後直ちに被害状況

を調査し、被害状況によっては、施設ごとに再開等の計画を立て、早急に開館す

る。  

イ 当面の応急措置が終了し、社会一般が安定し日常生活が平常に戻れば、復旧計画

を立て、本格的な復旧を行う。 
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第４章 安全な交通ネットワーク及び
ライフライン等の確保 

 

【基本方針】 
道路、鉄道といった交通関連施設は、都市の活動を支える基盤として重要な役割を担

っており、人命救助や消火活動、物資輸送等を円滑に行い、区民の生命を守るため、発

災時においてもその機能を確保する必要がある。 

また、発災後の都民の暮らしを支え、都市機能を維持するためには、上下水道をはじ

めとした各種ライフラインの機能の確保が不可欠である。 

そこで本章では、区民のくらしや都市機能を支える交通ネットワークやライフライン

確保についての対策を示す。 
 

予防対策 頁 
１ 道路・橋りょう  震-125 
２ 鉄道施設  震-128 
３ 河川施設等  震-132 

４ 緊急輸送ネットワークの整備 
４－１ 緊急輸送ネットワーク 
４－２ 緊急道路障害物除去等 
４－３ 地域内輸送拠点の設置等 

震-132 

５ 水道  震-135 
６ 下水道  震-137 

７ 電気・ガス・通信等 

７－１ 電気施設の安全化 
７－２ ガス施設の安全化 
７－３ 通信施設の安全化 
７－４ 共同溝の整備促進 
７－５ 電線類の地中化推進 

震-138 

８ ライフラインの復旧活動拠点の確保  震-143 
９ 電源等の確保  震-144 
応急対策 頁 

１ 道路・橋りょう 
１－１ 道路・橋りょうの応急対策 
１－２ 交通規制 
１－３ 輸送ルートの確保 

震-145 

２ 鉄道施設  震-153 

３ 河川施設等 
３－１ 河川及び内水排除施設 
３－２ 防災用船着場の運用 
３－３ 河川障害物の除去 

震-156 

４ 水道  震-159 
５ 下水道  震-160 

６ 電気・ガス・通信等 
６－１ 電気 
６－２ ガス 
６－３ 通信 

震-131 

復旧対策 頁 
１ 道路・橋りょう  震-165 
２ 鉄道施設  震-165 
３ 河川施設等  震-166 
４ 水道  震-167 
５ 下水道  震-167 

６ 電気・ガス・通信等 

６－１ 電気 
６－２ ガス 
６－３ 通信 
６－４ ライフライン復旧関係者の受入れ 

震-168 

本章の関係する関連計画・マニュアル 
―  
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【予防対策】 
 

１ 道路・橋りょう 

 

担 当 

土木部／警視庁／東京消防庁／都建設局／都水道局／都下水道局／都都市整備

局／都青少年・治安対策本部／関東地方整備局／東京電力パワーグリッド㈱／

東京ガス㈱／首都高速道路㈱ 

 

第１ 基本方針                                                        

機関名 耐震性と施設の安全対策 

区 

・ 

都建設局 

・ 

東京消防庁 

・ 

首都高速 

道路㈱ 

・ 

関東地方 

整備局 

道路の構造物については、「橋、高架の道路等の技術基準について」

（国土交通省道路局長、都市局長通知）及び「道路橋示方書」（平成

29(2017)年7月改定）に従い、地質・構造などの状況に応じ、東日本大震

災級の地震でも落橋や倒壊が生じないよう、安全性を強化する。 

自動車専用道路のトンネル、高架橋などには、非常口を整備し、災害

時においても利用者等が安全に脱出できるようにしている。 

一定規模以上の洞道（通信ケーブル専用の地下道）・共同溝及び道路

トンネル等については、火災予防条例（昭和37年3月東京都条例第65号）

で消防活動上必要な事項の届出を義務付けるとともに、当該届出に非常

用施設の設置状況等の添付を求めることで、情報の把握に努めている。 

 

第２ 各機関の対策内容                                            

機関名 対策内容 

区 

(1) 広幅員の歩道における街路緑化の推進 

(2) 道路擁壁の健全度調査の実施 

ア 擁壁の現況調査を行い、補修計画を策定し、施工を実施する。 

イ 張出し歩道の補修計画を策定し、その整備を行う。 

(3) 施工の実施 

健全度調査・詳細調査・耐荷耐震診断の結果を踏まえた改修計画に基

づき、落橋防止工事、補強工事及び架替工事等を実施する。 

(4) 道路等の補修 

日常的な巡回調査を実施するとともに、定期的な路面下空洞調査など

により、現状及び危険箇所の把握を行う。また、交通安全施設をはじめ

とする道路付属物の整備及び補修を実施する。 

(5) 道路敷や水路敷の管理 

災害時に避難通路として活用できるよう管理する。 
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機関名 対策内容 

都建設局 

(1) 連続立体交差事業等、道路整備を推進 

(2) 骨格幹線道路をはじめとした第四次事業化計画優先整備路線に位置

付けられた都市計画道路の整備を推進 

(3) 東京都緊急輸送道路ネットワーク計画の見直しを実施 

(4) 重点整備エリア等の無電柱化事業を推進 

(5) 緊急輸送道路等の橋りょうについて、必要な耐震化を推進 

(6) 情報収集用資機材や、障害物除去※用資機材を確保 

(7) 分かりやすい標識整備等 

首都高速 

道路㈱ 

安全性・信頼性の高い首都高速道路の確立 

１．道路施設等関連対策 

(1) 災害時において、安全性・信頼性の高い首都高速道路網を確保する

ため、代替性の確保及び多重化の観点からネットワーク等の充実に

努める。また、首都高速道路及び関連施設の整備に当たっては、地

質、構造等の状況に応じ、防災上充分な安全を見込むとともに、ト

ンネル防災設備、緊急避難用非常口その他の防災設備の整備に努め

る。 

(2) 点検要領等に基づき巡回点検等を実施するなど、緊急性の高い箇所

から計画的・重点的に道路防災対策等を推進することで、高レベル

の地震動に際しても人命に重大な影響を与えない道路施設等の構築

を目標としつつ、災害時に緊急交通路及び緊急輸送路として機能す

るよう努める。 

(3) 橋脚の耐震性向上補強対策を計画的に実施するとともに、支承及び

連結装置に耐震性向上対策に取り組む。 

２．防災中枢機能の確保 

    災害応急等の防災機能を果たす施設及び設備の充実並びに災害に対

する安全性の確保に努める。 

３．利用者の安全確保 

(1) 各種施設等における安全確保対策及び発災時の応急体制の強化を図

るとともに、お客様の避難誘導計画等の作成及び訓練の実施に努め

る。 

(2) 避難誘導計画等の作成に当たっては、多数の避難者の集中やそれに

伴う混乱等の発生などを想定するとともに、高齢者、障害者、外国

人、乳幼児等への配慮を考慮に入れ、的確な対応を可能とするよう

努める。 

４．道路通行規制の基準等 

異常気象時又は災害発生時において、道路の通行が危険であると認め

られる場合における道路通行規制に関する基準等を定める。また、迅

速に道路交通規制が実施できるよう、事前に関係都県公安委員会等へ

必要な協議調整を実施し、国、関係都県等及び関係防災諸機関等と緊

密な連携を保つことで、体制の構築に努める。 

お客様等へは、基準等の周知を図る等、必要な措置を講じる。 
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※ （道路）障害物除去 

災害時に道路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物、放置された車両などの交通障

害物により通行不可能となった道路において、それらの障害物を除去、簡易な応急

復旧の作業をし、避難･救護･救急対策等のための初期の緊急輸送機能の回復を図る

こと。道路啓開ともいう。 

 

第３ 道路占用物件の安全対策                            

１．公道上突出看板等の落下防止 

公道上に突出した看板等が災害時に落下し、人の生命及び身体に被害を与えたり、

交通機能を阻害したりしないよう調査し、是正指導する。なお、調査・指導は、避難

道路、緊急道路障害物除去路線等の優先順位に従って行う。 

２．避難道路、緊急道路障害物除去路線等の道路パトロールの強化 

災害時を念頭に、道路の不法占用、不法使用、屋外広告物の取締・指導、道路付属

物の損傷発見等の道路パトロールを強化する。 

３．放置自転車等の撤去及び啓発活動 

避難道路、緊急道路障害物除去路線等を確保するとともに、救護・救援活動が円滑

に行えるように、引き続き放置自転車等の撤去と啓発活動に努める。 

 

第４ 道路占用施設の安全対策                                        

(1) 道路占用施設の安全対策は、占用企業者等が行う。 

(2) 道路管理者は、区内の企業者占用物配置図面を常備するとともに、地震発生後は、

防災関係機関との連絡調整を図り、ライフラインの復旧を支援する。 

 

第５ 自動販売機の転倒防止                             

災害時に公道に面して設置されている自動販売機等が転倒し、避難及び救命・救護活

動の支障とならないように、転倒防止の指導を行う。 
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第６ 避難道路沿いの施設の安全化                                    

機関名 対策内容 

都水道局 水道施設の耐震化や耐震継手管への取替えの推進を図る。  

都下水道局 

避難所等からの排水を受ける管きょや避難道路に埋設されている管

きょについて、マンホールと管きょの接続部分の可とう化やマンホー

ル浮上対策など、耐震性の向上に努める。 

東京電力パワ

ーグリッド㈱ 

ア 配電設備は、感電・火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に
損傷を与えるおそれがないように電気設備の技術基準に基づいた

設備形成をしている。 

イ 設備の健全性を維持するため、電力設備の巡視や点検を実施して
いる。 

ウ 万が一、配電設備の故障や損壊があった場合は、電気を送ってい
る変電所の保護装置が動作して電気の供給を停止し二次災害防止

措置を実施している。 

東京ガス㈱ 

導管の耐震性の向上を図るとともに、導管網のブロック化、緊急遮断

装置、放散設備、無線設備等を整備し、二次災害防止と早期復旧のため

の防災システムの確立を図る。 

 

２ 鉄道施設 

 

担 当 都交通局（都電荒川線）／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱ 

 

第１ 基本方針                                             

各鉄道機関は、地震災害が発生した場合の設備の故障や利用者の混乱を防止するた

め、施設の強化や防災設備の改良整備を推進し、人命の安全確保及び輸送の確保を図

る。 

 

機関名 対策内容 

都交通局 

各鉄道事業者 

ア 鉄道駅や駅間施設の耐震化を促進 

イ 内部での情報連絡のほか、運行再開に当たって、国や各鉄道
事業者等と再開時刻等必要な調整をするための通信手段を確

保 

ウ 気象庁等から配信される「緊急地震速報」を活用し、大きな
揺れが到達する前に列車無線で乗務員に通報し、列車を停止 

エ エレベーターの安全対策の推進 

都都市整備局 鉄道施設の耐震対策を支援 

東京消防庁 
東京都震災対策条例第10条及び第11条に基づく事業所防災計画の

作成を指導 

 

 



第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 
【予防対策】 

震 - 129 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

第２ 各機関の安全対策                                  

１．都営交通施設 

(1) 防火設備の配置 

建築物には火災感知器、消火ポンプ等を、車両には消火器を設置し、交通施設を

災害から防護して、輸送の確保を図る。 

(2) 現況施設災害予防計画の策定 

ア 乗客輸送に関する諸施設、建物、車両等及びそれに付随する防災設備の充実を促

進する。 

イ 災害による被害を最小限に抑えるため、営業所長は、あらかじめ危険箇所に対す

る予防対策を立て、当該対策を職員に周知徹底する。 

ウ 災害時の指令系統の組織を再確認する。 

エ 各取扱責任者において、防災設備の適切な管理を行わせる。 

(3) 災害予防体制の確立 

ア 地震による災害又は大規模な火災などが発生するおそれのある場合には、その

災害に対する未然防止策を図る。 

イ 災害が発生した場合には、その被害の軽減及び迅速かつ的確な復旧を図るため、

非常災害対策本部を設置する。 

ウ 運行中の電車が停止した場合、車内マイク等を活用して利用者の動揺防止に努

めるとともに、車外の安全を確認のうえ、避難場所を案内する。 

２．東日本旅客鉄道㈱施設 

(1) 施設の現況 

ア 区内における線名及び線路の延長 

(ｱ) 東北本線       7.9km 

(ｲ) 京浜東北線      7.7km 

(ｳ) 埼京線        5.9km 

(ｴ) 山手線（貨物線） 1.5km 

(ｵ) 東北新幹線    9.5km 

イ 区内の鉄道高架橋、電気施設 

(ｱ) 高架橋   55か所 

(ｲ) 架道橋   51か所 

(ｳ) 河川橋      6か所 

(ｴ) 変電所   2か所（赤羽、王子） 

ウ 施設の耐震性 

(ｱ) 耐震設計は、条件に応じた震度法、修正震度法、動的解析法及び応答変位法

を採用している。 

(ｲ) 主要構造物は関東大震災クラスの地震に耐えられるように設計されている。 

エ 事業計画 

(ｱ) 鉄道沿線に設置した地震計からの情報及び緊急地震速報の情報を活用した防

災情報システムの導入により、リアルタイムの情報を感知し、列車防護が速

やかにできる体制をとっている。 

(ｲ)「運輸省鉄道施設耐震構造検討委員会」の答申を踏まえ、耐震補強が必要な構
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造物については、補強工事を実施している。 

(ｳ) 列車の緊急停止装置の整備と並行して、停止後の運転再開の指示及び列車の

被害状況の報告等を的確かつ迅速に行うため、運転士と指令間の無線による

情報連絡設備が整備されている。 

(2) 災害予防計画 

ア 災害に対する防災体制の確立 

(ｱ) 本社、東京支社及び各地区・駅に災害対策本部を設置する。 

(ｲ) 各災害対策本部の組織及び業務分担内容は、社内規定による。 

イ 情報収集体制の整備 

JR専用電話回線網が整備されているほか、各対策本部に通信衛星による電話回線

が配備されている。 

ウ 施設の点検整備 

(ｱ) 保守点検の実施 

平常から、土木構造物等の検査員が耐震性能及び環境条件の変化等により生

じる危険箇所の発見のため、定期又は随時点検を行い、改良補強に努めている。 

(ｲ) 駅舎及び車両の防火対策 

・駅舎の防災対策：消防設備等の強化、防災訓練の実施等により、駅舎の防

災能力の向上に努めている。 

・車両の防火対策：危険物持込禁止の徹底等、車内における人的・物的被害

を最小限にとどめるための対策を引き続き推進する。 

エ 放送設備 

異常事態発生時に備え、乗客に対する情報の提供及び避難誘導のための放送設備

の有効活用並びに視覚的に情報を提供するシステムを確立する。 

(ｱ) 放送案内文の検討、アナウンス教育、情報の集約等､異常時の情報管理体制の

確立 

(ｲ) 大型ディスプレイの設置等視覚的な情報提供手段の整備 

オ 地震発生時の運転取扱 

地震の揺れを感じた区間及び規模等に応じ、列車の速度規制又は運転中止を行

い、列車運行の安全を確保する。 

(3) 防災知識の普及計画 

ア 社員に対する教育 

大地震発生時の対応マニュアルを全社員に配布し、社員の責任分野を明確にさせ

るとともに、非常参集、人命救助及び情報の収集・報告等について教育を行ってい

る。 

イ 乗客に対する災害時の広報 

駅、列車等における二次的災害の発生及び混乱防止を図るため、それぞれの状況

に応じた災害時の対応についての広報に努めている。 

(4) 訓練計画 

系統別に地震総合防災訓練、非常招集訓練、非常参集訓練、避難誘導訓練、救出

救護訓練、初期消火訓練及び応急復旧訓練等を計画し、定期又は随時に実施してい

る。 
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(5) 災害用資機材等備蓄計画 

資機材を分散して常備しておき、災害の規模に応じて不足する分を他の方面から

集結するシステムを取っている。 

３．東京地下鉄㈱施設 

(1) 計画方針 

災害による被害の未然防止を図るとともに、発生した災害により鉄道施設等に被

害があった場合は、その被害の迅速かつ的確な復旧を図り、もって輸送の安全確保

に努めるものとする。 

(2) 施設の現況 

北区内の南北線は約6.0kmであり、区内の駅は、西ケ原、王子、王子神谷、志茂、

赤羽岩淵の5駅である。一日平均約10万人の乗降客がある。 

(3) 災害予防計画 

ア 防災体制の確立 

営業線における防災施設を検討し、所要の改善方策を講じるとともに、防災体制

を確立する。 

イ 排水施設 

東京地下鉄㈱における排水施設は、850ｍ～1.5kmごとに設備している。各ポンプ

室には排水能力毎分1.0tのポンプ3台を標準設置し、交互自動運転を行っている。 

ウ 停電対策 

(ｱ) 東京電力パワーグリッド㈱から複数系統で電力の供給を受けている。全ての

系統の供給が停電する事態を除いて、駅及びトンネル内が長時間停電するこ

とはない。 

(ｲ) 万一に備えて、駅及び列車内は蓄電池により照明を確保している。 

(ｳ) 駅間のトンネル内は、非常用発電機を集約設置方式で設備し、非常灯による

照明を確保している。 

エ 構造物の耐震性 

(ｱ) 構造物は「鉄道構造物等設計標準（耐震設計）」（平成10(1998)年12月運輸

省通達）及び「既存鉄道構造物に係る耐震補強について」（平成13(2001)年

6月国土交通省通達）により、適切に対応する。 

(ｲ) トンネルは、大正関東地震級相当の地震に耐えられる構造になっている。 

オ 建築施設等の耐震性 

(ｱ) 地上構造物は、法規で定められた構造・強度基準で設計・建造してある。 

(ｲ) 変電所設備用鉄構は水平震度0.3（震度階級6相当）で建造してある。 

カ 防火対策 

(ｱ) 地下構内では、都市ガスや油脂類等の可燃物の使用を禁止しており、地震に

よる出火可能性はほとんどない。 

(ｲ) 地下鉄車両の防火対策は、国土交通省「普通鉄道構造規則」及び国土交通省

の通達に基づき整備する。 

(ｳ) 車両に使用する材料は、難燃性以上の判定を受けたものを使用する。 

(ｴ) 各車両には、消火器（中性強化消火器）を2本設置する。 
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３ 河川施設等 

 

担 当 土木部／都第六建設事務所／都建設局／関東地方整備局 

 

区及び各機関は、資機材の備蓄、設備・施設の整備等により、災害を予防するととも

に、発災時に対応できる体制を整える。 

区は、管内における水防活動を十分に行うことができるよう、土のう、水防資機材及

び施設の整備並びに輸送の確保に努める。また、管内の水防活動に直ちに対応できるよ

う、車両等の確保、輸送経路等を確認しておく。 

 

４ 緊急輸送ネットワークの整備 

 

４－１ 緊急輸送ネットワーク 

 

担 当 各防災関係機関／都各局 

 

(1) 各防災関係機関、都各局は、震災時の緊急輸送を円滑に行うため、指定拠点と他

県及び指定拠点相互間を結ぶ緊急輸送ネットワークの整備を行う。 

(2) 「発災時における緊急輸送ルート確保に向けた基本方針」を踏まえ、国・各道路

管理者・関係機関が一体となった緊急輸送ルート確保に向け、実践的な訓練や事

例検討を積み重ね、国の啓開計画等と連携した体制を構築していく。また、防災

船着場等の整備に加え、近隣の防災拠点までのルートの状況をあらかじめ把握す

るとともに、施設の被害状況把握や船舶確保などの運用体制を構築し、訓練等に

より水上ルートの活用の実効性を高めていく。 

(3) 震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、第一次(区市町村、他県との連絡)、

第二次(主要初動対応機関との連絡)、第三次(緊急物資輸送拠点との連絡)の緊急

輸送ネットワークを整備する。 

【第一次緊急輸送ネットワーク】 

応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、区市町村庁舎、輸

送路管理機関及び重要港湾、空港等を連絡する輸送路 

【第二次緊急輸送ネットワーク】 

第一次緊急輸送路※1と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関等の主要初

動対応機関、ライフライン機関、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地等を

連絡する輸送路 

【第三次緊急輸送ネットワーク】 

トラックターミナルや駅等の広域輸送基地、備蓄倉庫と区市町村の地域内輸

送拠点等を連絡する輸送路 

(4) 輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空・水上・地下にわたる輸送ネットワ

ークを整備する。 
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(5) 緊急輸送ネットワークの実効性を担保するため、交通規制を実施する「緊急自動

車専用路※2」、「緊急交通路」及び道路障害物の除去や応急補修を優先的に行う

「緊急道路障害物除去路線」との整合を図る。 

(6) 海上輸送基地については、耐震強化岸壁の整備を拡充するとともに、災害時の航

路機能を確保するため、民間事業者の港湾施設の耐震改修を促進する。また、水

上輸送基地についても、防災関係機関と連携して、必要な整備等を図る。 

※1 緊急輸送路 

知事が指定する拠点(指定拠点)への輸送路、又は、指定拠点を相互に連絡する

輸送路 

※2 緊急自動車専用路 

発災直後に道路交通法による交通規制を行い、人命救助、消火活動等を行う緊

急自動車等のみを通行させる路線 

 

４－２ 緊急道路障害物除去等 

 

担当 
土木部／警視庁／都第六建設事務所／関東地方整備局／首都高速道路㈱／東日

本高速道路㈱ 

１．緊急道路障害物除去路線 

都は、緊急輸送路等を確保するため、緊急道路障害物除去路線を選定しており、災

害時、各道路管理者は、この選定路線における障害物の除去及び路面の亀裂等の応急

補修を優先的に行うこととしている。 

(1) 緊急交通路等の交通規制を行う路線 

(2) 緊急輸送ネットワークの路線（緊急輸送路） 

(3) 避難場所に接続する応急対策活動のための道路の路線 

(4) 上記(1)～(3)は、原則として、幅員15ｍ以上の道路の路線 

２．緊急道路障害物除去路線の作業体制 

(1) 緊急道路障害物除去路線の作業分担 

機関名 実施内容 

都第六建設事務所 都道 環状七号、環状八号、明治通り他 

国土交通省 

関東地方整備局 
国道 十七号（中山道） 

首都高速道路㈱ 中央環状線 
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(2) 緊急道路障害物除去 

都は、緊急道路障害物除去作業マニュアルを作成するなど体制の充実を図る。

被害の規模や状況によっては、知事は自衛隊に支援を要請する。 

機関名 実施内容 

都第六建設事務所 
 「災害時における応急対策業務に関する協定」及び協力承諾

書に基づき、道路上の障害物除去等を実施する。 

警視庁 

 緊急交通路確保のため、各警察署及び交通機動隊に放置車両

対策班を編成し、放置車両の排除にあたるほか、道路管理者及

び防災関係機関に協力し、道路上の障害物の除去にあたる。 

国土交通省 

関東地方整備局 

 道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、防災関係

機関と協力のうえ、所管する道路の障害物の除去等を実施する 

東日本 

高速道路㈱ 

 道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、防災関係

機関と協力のうえ、所管する道路の障害物の除去等を実施する 

首都 

高速道路㈱ 

 残置車両や道路上の障害物の状況を調査し、防災関係機関等

と協力のうえ、所管する道路上の障害物等の除去を実施する。 

 

(3) 障害物除去用資機材の整備 

機関名 実施内容 

都第六建設事務所 
 協力業者が災害時に使用できる建設機械等の把握を行うな

ど、平素から資機材の確保に努める。 

国土交通省 

関東地方整備局 

 発災直後の混乱期に緊急復旧のための資機材を確保するた

め、直轄備蓄及び建設業者との協力協定のほか、首都近隣区域

において防災資機材備蓄基地の整備を計画的に進める。 

※ 緊急道路・準緊急道路障害物除去路線図【資料編 p資-19参照】 

 

３．準緊急道路障害物除去路線（北区が優先的に障害物を除去する路線） 

区では、より効果的で円滑な緊急輸送を実施するため、都の指定する緊急道路障害

物除去路線を補完する路線を、準緊急道路障害物除去路線に指定している。区の準緊

急道路障害物除去路線については、災対土木部が土木緊急工作隊の協力を得ながら、

早期に障害物を除去し、災対生活環境部と連携して、応急集積場所等へ運搬する。 

準緊急道路障害物除去作業に当たって、道路に倒壊するおそれのある障害物がある

場合は、法令上の取扱いを含めて防災関係機関が協議して処理する。併せて、作業マ

ニュアルを作成するなど体制の充実を図る。なお、被害の規模や状況によって、区長

は、知事又は自衛隊に支援を要請する。 
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４－３ 地域内輸送拠点の設置等 

 

担 当 地域振興部 

 

(1) 地域内輸送拠点とは、他自治体、民間機関等からの支援物資及び調達物資の集積・

輸送拠点を指す。 

(2) 幹線道路及びヘリコプターの離発着可能場所近辺に事前確保する。 

(3) 救援物資等の緊急輸送手段として、河川を利用した水上輸送拠点を利用する。 

(4) へリコプターの離発着場所をあらかじめ調査する。 

(5) 車両及び要員の確保等、救援物資等の輸送体制を確立する。 

(6) 荒川の緊急用河川敷道路や河川敷へリポート（場外離着陸場・災害時臨時離着陸

場）等を活用する。なお、各施設の運用については、荒川下流防災施設運用協議

会が定める「荒川下流防災施設活用計画」に従う。 

 

５ 水道 

 

担 当 都水道局 

 

第１ 基本方針                                                     

地震による水道施設の被害を最小限にとどめ、都民に対する給水をできる限り確保す

るため、施設の耐震性を強化するとともに、災害時における飲料水を確保するために必

要な施設を整備する。 

 

第２ 水道システムの耐震強化                                              

震災時においても給水を可能な限り確保するため、水道施設の耐震化や管路の耐震継

手化の推進を図るとともに、バックアップ機能の強化対策等を推進する。 

(1) 震災時における安定的な給水の確保のため、浄水場や給水所等の耐震化について、

それぞれの重要度や更新時期等に配慮しながら、計画的に進めていく。また、そ

の他の水道施設についても耐震化を一層推進する。 

(2) 管路については、より効果的に震災時の断水被害を軽減できるよう、首都中枢・

救急医療機関や災害拠点連携病院等への供給ルートの耐震継手化を令和10年度

までに100%完了する。また、液状化危険度や想定地震動、耐震継手化の進捗等を

考慮し、被害が大きいと想定される地域においても、耐震継手化を推進する。 

(3) 震災などで個別の施設が停止しても給水が継続できるよう、導水施設の二重化、

広域的な送水管のネットワーク化などを進め、水道施設全体としてのバックアッ

プ機能を強化する。 

(4) 大規模停電時など、不測の事態が生じた場合でも安定給水を実現するため、浄水

場等に自家発電設備を増強して電力の自立化を推進し、浄水処理及び配水ポンプ

等の運転が継続できるようにするとともに、配水本管テレメータについて、停電

時にも機能を維持できるよう順次バッテリーを配置し電源の確保を図っていく。 
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(5) 震災時における材料の調達は、迅速・確実に確保する観点から、水道局が直接民

間事業者から調達して、復旧活動に従事する請負者に支給する方式(支給材方式)

で行う。（水道局は、民間事業者から迅速に調達していくため、関係団体と協定

を締結している。) 

(6) 医療施設等への応急給水については、人命に関わることから、都は、応急給水を

迅速に行うことを目的に、緊急給水車の拡充を行った。 

 

第３ 災害時給水ステーション（給水拠点）の整備                                                            

(1) 都は、震災時の飲料水等を確保するため、居住場所から概ね半径2㎞の距離内に1

か所の災害時給水ステーション（給水拠点）の設置を目標とし、浄水場・給水所

等の施設を活用するとともに、給水拠点がない空白地域の早期解消を図るため、

応急給水槽の建設を行ってきた。その結果、これまでに215か所の災害時給水ステ

ーション（給水拠点）となる施設（浄水場、給水所、応急給水槽等）を確保して

いる。なお、区内には、災害時給水ステーション（給水拠点）が3か所整備されて

いる。 

(2) 災害時給水ステーション（給水拠点）が遠い地域等への対応を図るため、現行の

応急給水拠点の配置状況の再検討を行い、地域特性を踏まえた多面的な飲料水等

の確保に向けて、必要な取組みを行う。 

(3) 応急給水槽については、電気設備や自家用発電設備などの老朽化に対応して計画

的な更新を図る。 

(4) 応急給水槽に仮設給水栓など応急給水用資機材の計画的な更新を図り、資機材の

整備を推進するとともに、これら資機材を収納する倉庫を整備する。災害時に迅

速かつ的確な給水活動の実施を確保するため、設置場所、地勢及び施設水準など

を考慮し、応急給水用給水設備の改良を行う。 

(5) 区職員及び自主防災組織が、水道局職員の参集を待たずに応急給水活動ができる

よう、浄水場、給水所の災害時給水ステーション（給水拠点）において、施設用

地内に応急給水エリアを区画し、給水ユニット式応急給水ポンプ、給水栓、照明

設備等の整備及び施錠方法の変更を行う。 

(6) 防災都市づくり施策として整備してきた地域における防災上の拠点について、発

災時に災害時給水ステーション（給水拠点）として活用できるものは、その役割

を明確にするとともに、貯水槽などの既存の施設の維持管理・更新を適切に実施

し、発災時における機能の確保を図っていく。 

(7) 万全な応急給水を期するため、水道局北営業所と区危機管理室との間で、平成

24(2012)年9月に「東京都水道局・北区震災対策連絡調整会議」を設置した。以

降、定期的に意見交換を行い、実践的な応急給水訓練を推進している。 
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６ 下水道 

 

担 当 都下水道局 

 

第１ 基本方針                                                  

首都直下地震などの地震や津波への対策を推進することで、災害時においても安定し

た下水道機能を確保する。 

 

第２ 施設の現況                                                 

区内の公共下水道は、平成元年度末で100％普及達成しており、令和5(2023)年4月現在

では、以下のとおりである。 

１．下水道管 

総延長：幹線27,613ｍ、枝線444,316ｍ、計471,929ｍ 

２．ポンプ所 

(1) 王子ポンプ所（北区堀船3-7-7） 

(2) 神谷ポンプ所（北区神谷3-10） 

３．終末処理場 

(1) みやぎ水再生センター（足立区宮城2-1-4） 

(2) 浮間水再生センター（北区浮間4-27-1） 

 

第３ 下水道施設の震災対策                                         

１．下水道の耐震化 

(1) 避難所や災害復旧拠点などの施設から排水を受け入れる下水道管を対象に、下水

道管とマンホールの接続部の耐震化を推進する。 

(2) 避難所などと緊急輸送道路を結ぶ道路の液状化によるマンホールの浮上抑制対策

を推進する。 

(3) 地区内残留地区において、下水道管とマンホールの接続部の耐震化及びマンホー

ルの浮上抑制対策を推進する。（※令和5年4月現在、区内において地区内残留地

区の指定はない。） 

２．水再生センター等の耐震化 

(1) 設備の再構築に合わせて、効率的に耐震化していく。 

(2) 耐震診断を行い、施設の重要性、再構築や更新の時期などを勘案しながら耐震化

補強を推進する。 

(3) 断水などにより、ポンプ運転時の冷却用水の供給が停止した場合においても、運

転可能な無注水形ポンプを再構築や改良に合わせて導入する。 

(4) 電力供給が途絶えたときの非常用発電設備として、ガスタービン発電設備と電力

貯蔵用電池とを組み合わせて活用する。 

(5) 水再生センター・ポンプ所等について、想定される最大級の地震動に対し、最低

限の下水道機能（揚水、沈殿及び消毒機能）に加え、水処理施設の流入きょ、導

水きょなどを対象としたほか、汚泥処理関連施設についても対象とし、震災時に
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必要な下水道機能を全ての系統で確保する耐震化を推進する。 

３．下水道施設の防災施設としての活用 

(1) 下水道施設の上部利用 

区は、都が下水道施設の増設や再構築を実施する際に協議を図り、施設の上部利

用及びオープンスペースの確保に努める。 

(2) 下水道を利用した仮設トイレ対策 

避難所などの周辺において仮設トイレが設置可能なマンホールの指定を促進し、

トイレ機能の確保を図る。 

(3) 災害復旧用資機材の備蓄及び民間団体との協定締結 

迅速に応急措置活動を実施するため、水再生センター及びポンプ所に災害復旧用

資機材を備蓄するとともに、災害時の応急復旧に関する協定を締結している民間団

体に対し資機材の提供について協力を求める。 

 

７ 電気・ガス・通信等 

 

７－１ 電気施設の安全化 

 

担 当 東京電力パワーグリッド㈱ 

 

第１ 基本方針                                                     

(1) 電気施設の耐震性強化及び被害軽減のための諸施策を実施し、災害時の被害を最

小限にとどめるよう、万全の予備措置を講じる。 

(2) 電気設備の技術基準を定める省令（平成9年通商産業省令第52号）等に適合するよ

う、定期的に各設備の点検巡視を行う。 

 

第２ 施設防災対策の現況                                           

震災時の被害を最小限にとどめるよう、電力設備の耐震性能を確保している。具体的

な設計等は、次の表のとおりである。 

 

施設名 耐震設計基準 

変電設備 
機器の耐震は、予想される地震動などを勘案するほか、電気技術指針で

ある「変電所等における電気設備の耐震設計指針」に基づいた設計とする。 

地中送配電 

設備 

地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震性を

配慮した設計とする。 

架空送配電 

設備 

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を

上回るため、同基準に基づき設計を行う。 

通信設備 電力保安通信規定に基づいて耐震設計を行う。 
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第３ 日常における電気設備の保守点検                                                     

電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持するとともに、事故の

未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合に

は特別の巡視）及び自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電

事故の防止を図るほか、漏電等の出火にいたる原因の早期発見とその改修を行っている。 

 

第４ 整備計画                                                     

電気の供給信頼度の一層の向上を図るため、災害時においても、系統の切り替え等に

より、早期に停電が解消できるよう系統連携の強化に努める。 

 

７－２ ガス施設の安全化 

 

担 当 東京ガス㈱ 

 

第１ 基本方針                                                     

ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、及び発生した被害を早期に復旧するた

め、災害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、防災対策の

推進を図る。 

 

第２ 施設の機能の確保                                             

既存の予防措置を活用しつつ、以下のとおり施設の機能の確保に努める。 

１．系統の多重化・拠点の分散 

ガス供給のため、系統の多重化、拠点分散などに努める。 

２．代替施設の整備 

臨時供給のための移動式ガス発生設備などの整備に努める。 

 

第３ 整備計画                                                     

１．整圧所設備 

(1) 重要度及び災害危険度の大きい設備の耐震性を向上させ、安全性を確保する。 

(2) 防消火設備、保安用電力等の強化を行い、二次災害防止に努める。 

２．供給設備 

(1) 導管を高・中・低圧に区分し、それぞれの状態に応じた最適な材料･継手構造等を

採用し、耐震性の向上に努める。 

(2) 全ての地区ガバナにSIセンサーを設置し、揺れの大きさ(SI値)・ガスの圧力・流

量を常時モニタリングする。 

(3) この情報を解析し高密度に被害推定を行い、迅速な供給停止判断及び遮断する体

制を整備する。 
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第４ 防災教育訓練の実施                                             

各事業所は、ガス供給設備又はガス供給上の事故による二次災害の防止に努めるため、

非常災害対策関係諸規則等に基づき防災訓練を実施する。 

 

第５ 平常時における広報宣伝                                          

ガスの使用者に対し、ガス施設及び消費機器の取扱い及び注意事項等に関して、平素

より周知に努める。 

施設名 安全化対策 

ガス 

製造設備 

消防関係法令、ガス事業法等に基づき所要の対策を講じるとともに、消

火設備の整備・点検・火気取締等の実施により火災防止を図る。 

ガス 

供給設備 

大規模なガス漏えい等を防止するため、ガス供給設備の技術上の基準等

に基づきガス遮断装置の設置、導管防護装置、他工事に係る導管事故防止

措置等を行う。 

需要家の建物内でのガス漏えいを防止するため、感震遮断機能を有する

ガスメーター（マイコンメーター）又は緊急遮断装置の設置を推進する。 

通信施設 
災害時の情報連絡、指令及び報告を迅速に行うとともに、ガス供給設備の

遠隔監視・操作を的確に行うため、無線通信設備等の通信設備を整備する。 

その他の 

安全設備 

(1) コンピューター設備 

災害に備え、バックアップする体制を整備する。 

(2) 自家発電設備等 

常用電力の停止時において防災業務設備の機能を維持するため必要に

応じて自家発電設備などを整備する。 

(3) 防災中枢拠点整備 

災害対策本部の機能を果たす施設については、通信設備の充実や代替

施設の確保等の措置を講じる。 
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７－３ 通信施設の安全化 

 

担 当 各通信事業者 

 

第１ 基本方針                                                     

通信設備及び付帯設備の防災設計(耐震・耐火・耐水設計等)を実施するとともに、通

信施設が被災した場合においても、応急の通信が確保できるよう通信設備の整備を行う。 

 

第２ 施設の安全対策等                                               

(1) 防災を円滑かつ迅速に実施するため、状況に応じ、随時防災訓練を実施する。な

お、必要に応じ、区等の防災関係機関の防災訓練に積極的に参加する。 

(2) 防災業務が円滑かつ効果的に行われるよう、平素から防災関係機関と防災計画に

ついて連絡調整する。 

(3) 避難所等に特設公衆電話を事前に設置する。 

(4) 耐震・耐火性の強い共同溝へのケーブル収容並びに洞道（通信ケーブル専用の地

下道）の建設を推進し、営業所間を結ぶ地下ケーブル及び東京以外と結ぶ地下ケ

ーブルを収容する。 

(5) 軟弱地盤や液状化地域に対して、差し込み継手、離脱防止継手等を設置する。 

(6) 公共機関等必要な通信を確保するため、ケーブルのルートと回線の分散使用を図

る。 

(7) 地下化の望ましい区間は、地下化を推進する。 

(8) 震災による孤立地帯対策として、携帯用無線機、移動電源車、TZ403無線車、ポー

タブル衛星局を主要地区に配備する。 

(9) 緊急防護設備の確保 

ア 交換設備、電力設備その他所内主要設備の倒壊防止のための措置を実施する。 

イ 防火扉、消火栓、消火器等の点検整備をする。 

ウ 台風や洪水等、異常気象情報等の収集を行い、災害を予測し、時期を逃さず準

備警戒体制を発動する。また、事前に災害対策機器等の点検を実施する。 
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機関名 安全化対策 

日 本 郵 便 ㈱ 

東 京 支 社 

(1) 局舎等の不燃堅牢化改善計画の推進 

(2) 防災中枢機能等の確保・充実 

(3) 局舎等における災害予防措置 

(4) コンピュータシステムの安全確保 

東日本電信電話㈱ 

N T T コ ミ ュ ニ 

ケ ー シ ョ ン ズ 

N T T ド コ モ 

電気通信設備等の高信頼化 

次のとおり電気通信設備とその付帯設備（建物を含む。以下

「電気通信設備等」という。）の防災設計を実施する。 

(1) 豪雨、洪水、高潮又は津波等のおそれがある地域にある

電気通信設備等について、耐水構造化を行うこと 

(2) 暴風又は豪雪のおそれのある地域にある電気通信設備等

について、耐風又は耐雪構造化を行うこと 

(3) 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐

震及び耐火構造化を行うこと 

K D D I 

(1) 通信設備の災害予防対策 

震災等の災害時における通信サービスを確保するため、平

素から以下に掲げる災害予防対策を進めている。 

ア 通信設備及び建物の防災設計 

イ 通信設備の信頼性向上 

ウ 中央局の分散配置 

エ 伝送路の多ルート化及び回線の分散収容 

オ 通信用電源の確保 

カ 設備安全点検の実施 

キ 災害対策設備の配備 

(2) 災害時の措置計画(通信疎通の管理) 

通信サービスの疎通状況を 24 時間体制で監視し、被害の

状態から、交換迂回ルートの措置、疎通量の制御及び伝送路

の代替設定措置等の網管理措置を緊急に実施する。 
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７－４ 共同溝の整備促進 

 

担 当 東京消防庁／都第六建設事務所／関東地方整備局 

 

共同溝は、地下埋設物の破壊防止に有効であるばかりでなく、地盤が安定し、地震に

よる道路の陥没、亀裂等の大きな被害を避ける効果もあることから、事業の促進を図る。 

機関名 現況及び整備計画 

都第六建設事務所 経年変化により安全性の低下したものについては、適切に補修する。 

関東地方整備局 
地震に対する安全性向上を図るため、幹線のライフラインを収容す

る共同溝整備を推進する。 

東京消防庁 

(1) 一定規模以上の洞道・共同溝及び道路トンネル等については、火

災予防条例で消防活動上必要な事項について届出を義務付けてい

る。また、届出には、洞道等の経路概略図、消火、電気、換気設備

等の概要書、火災に対する事項を記載した安全管理対策書その他

安全管理に関する図書を添付しなければならない。 

(2) 通信ケーブル等を収容する洞道・共同溝及び道路トンネル等につ

いては、その内容物の不燃化・難燃化を行うとともに、防災関係

機関と連絡を密にし、施設の安全性の確保を推進する。 

 

７－５ 電線類の地中化推進 

 

担 当 土木部／都建設局 

 

道路上の電線類を地中化することにより、災害時の救助活動の円滑化や避難道路機能

の充実など都市防災の一層の向上を図るとともに、高度情報化社会において不可欠な電

力の安定供給と通信の信頼性の向上を実現するため、整備を進める。 

 

東京都無電柱化方針       平成19(2007)年6月 

東京都無電柱化推進計画     平成26(2014)年12月 

北区無電柱化推進計画      平成31(2019)年3月 

 

 

８ ライフラインの復旧活動拠点の確保 

 

担当 土木部 

 

広域応援を受け入れるためのライフライン復旧活動拠点をあらかじめ確保し、災害時に

必要に応じて活用する。 
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９ 電源等の確保 

 

担当 総務部／危機管理室／地域振興部／福祉部／教育振興部／都各局 

 

区、都及び災害応急対策に係る機関は、都市機能の維持に向けたエネルギーの確保を

推進するため、発電設備を備えた防災拠点の整備、公共施設や拠点施設の機能を維持す

るための自立･分散型電源の整備などにより電力の確保を図り、保有する電源設備等に

ついて、安全性の確保や平常時からの点検、操作訓練等に努めるとともに、コージェネ

レーション（※）の導入やLPガスの活用を促進するなど、民間事業者との連携を推進す

る。 

※ コージェネレーション（熱電併給）は、天然ガス、石油、LPガス等を燃料として、

エンジン、タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生じる廃熱も同時

に回収するシステム。 

 

第１ 基本方針                                                     

区は、各庁舎、学校等、地域振興室その他の災害対応業務に利用する施設の機能維持

を図るため、非常用電源の整備・拡充を促進する。 

※ 72時間以上運転可能な非常用発電機を有する区有施設一覧【資料編 p資-21参照】 

 

第２ 区の現況と今後の方針                                                      

区は、避難所等に小型発電機、LED式バルーン照明等の照明器具及びソーラー式ランタ

ンを、地区本部となる19の地域振興室にソーラー式ランタン及び小型発電機を配備して

おり、今後は、災害時の拠点となる施設等に自立・分散型電源等の設置を目指す。 

なお、平成29(2017)年度末に竣工したなでしこ小学校以降、学校を改築する場合は、

非常用発電機を整備することとしている。 

 



第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 
【応急対策】 

震 - 145 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

【応急対策】 
 

１ 道路・橋りょう 

 

１－１ 道路・橋りょうの応急対策 

 

担当 （災対）土木部／都第六建設事務所／首都高速道路㈱ 

 

第１ 基本方針                                                   

地震が発生した場合、道路管理者等は、所管の道路及び橋りょうについて、被害状況

を速やかに把握し、収集した被害状況を取りまとめ、災害対策本部へ連絡する。そして、

道路交通の安全確保を図るため、所轄警察署と協議のうえ交通規制等の措置や通行止め、

迂回道路の選定及び指示など、通行者の安全対策を講じる。 

被災道路及び被災橋りょうについては、応急措置及び応急復旧対策を実施し、緊急物

資等の輸送路を確保する。その後、生活安定の早期回復を図るため、本格的な復旧作業

に着手するものとする。 

 

第２ 区の応急対策                                                

１．応急措置（地震発生直後） 

(1) 道路、橋りょうに関する被害状況を把握するため、「道路橋りょう被害状況調査

要領」に基づき調査を実施する。 

(2) 被害状況に応じて、二次被害防止のために、「道路法第46条」の規定に基づき通

行止めや迂回措置等の交通規制を行う。（公安委員会へ事後通知） 

(3) 被害状況の調査結果を基に、応急作業計画を立て、防災関係機関（道路公園管理

事務所、土木緊急工作隊、街灯保安会、造園協力会、占用企業者及び公共交通機

関）に指示する。 

(4) 緊急道路障害物除去路線、準緊急道路障害物除去路線、避難所周辺道路の応急措

置及び障害物の除去を下記の要領に従い実施する。 

ア 「応急措置及び応急復旧対策作業要領」に基づく応急措置作業の実施。 

イ 「道路障害物除去作業要領」に基づく道路障害物の除去。 

(5) 二次災害が生ずるおそれのある箇所の応急措置を行う。 

２．応急復旧（発生後2～4週間程度） 

(1) 復旧作業は、緊急道路障害物除去路線及び準緊急道路障害物除去路線を最優先に

行う。 

(2) 「応急措置及び応急復旧対策作業要領」に基づく応急復旧作業を実施する。 

(3) 「道路障害物除去作業要領」に基づく道路障害物を除去する。 

(4) 橋りょうや歩道橋については、「橋りょう等応急復旧対策作業要領」に基づき、

応急復旧作業を実施する。 

(5) 一般道路においては、道路の陥没や損壊で、放置すると二次災害を生ずるおそれ
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がある箇所の応急復旧作業を行っていく。 

(6) 道路管理者は、区内全域の占用物配置図面を基に、防災関係機関との連絡調整及

び必要な情報の提供を行う。あわせて、都市施設の被害発生状況図を作成し、各

占用企業者の円滑な復旧作業を支援する。 

 

第３ 都の応急対策                                               

１．応急措置 

(1) 都第六建設事務所所管の道路・橋りょうについては、東京都建設防災ボランティ

アなどと連携して緊急点検を行う。 

(2) 被災状況や交通状況を把握し、道路交通を確保するため、通行規制の措置やう回

道路の選定など、通行者の安全対策を行う。 

(3) 「災害時における応急対策業務に関する協定」及び「協力承諾書」に基づき、協

力業者が道路における緊急点検及び損壊箇所の応急措置等を実施する。 

２．応急復旧 

(1) 被害を受けた道路の応急復旧計画を速やかに策定し、応急復旧工事を行う。 

(2) 都道上の障害物除去作業及び障害物の搬出を行う。 

 

第４ 首都高速道路㈱の応急対策                                          

災害応急対策を実施するに当たっては、首都高速道路が関係都県等の地域防災計画に

おいて災害時の緊急交通路及び緊急輸送路としての指定を受けていることの重要性に鑑

み、発災後速やかに首都高速道路等に係る被害規範等を把握し、的確に受伝達するとと

もに、役員及び社員の速やかな非常参集の実施により災害の規模に応じた適切な対応体

制を構築し、迅速な緊急道路啓開及び災害復旧へ向け、二次災害等に留意しつつ必要な

諸施策を順次実施していくよう努める。このため、日頃から国、関係都県等及び関係防

災諸機関等との緊密な連携を保つように努め、災害時の応急復旧等が迅速かつ的確に実

施できるよう諸般の整備を図る。 

また、実施に当たっては、利用者等の安全に最大限配慮するとともに、利用者等への

各種情報提供も時機に応じて適切に行っていくよう努める。 

１．災害情報等の収集・連絡 

(1) 災害情報等の収集・連絡 

(2) 通信手段の確保 

２．災害対応の実施 

(1) 対応体制の構築 

(2) 相互調整の実施 

３．災害応急対策 

(1) 災害発生直後の緊急点検等 

(2) 災害発生時における応急措置 

(3) 自衛隊の応援派遣等 
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４．災害時における緊急交通路及び緊急輸送路の確保 

(1) 迅速な道路啓開の実施 

(2) 措置等の事前検討等 

(3) 利用者に対する広報の実施 

 

第５ 関係団体との連携                                             

区及び都は、人材・資材・重機等の確保を図るため、関係団体との間で災害時におけ

る応急対策業務に関する協定を締結している。 

(1) 区が締結している協定 

「災害時における応急対策業務に関する協定」 

（北区土木緊急工作隊、北区街灯保安会、北区造園協力会） 

(2) 都が締結している協定 

「災害時における応急対策業務に関する協定」 

（(一社)日本道路建設業協会、(一社)東京建設業協会、(一社)東京都中小建設業

協会、東京しゅんせつ工事安全衛生連絡協議会） 
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１－２ 交通規制 

 

担当 警視庁／警察署／都災対本部 

 

第１ 交通規制の内容                                              

１．第一次交通規制（災害発生直後） 

道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動

車等の円滑な通行を確保するため、速やかに次の交通規制を実施する。 

(1) 環状七号線内側への一般車両の流入禁止 

(2) 環状八号線内側への一般車両の流入抑制 

(3) 緊急自動車専用路指定予定路線を緊急自動車専用路として指定し、緊急自動車等

以外の車両の通行禁止 

(4) 都内に極めて甚大な被害が生じている場合には、被災状況に応じて、一般車両の

交通規制を実施 

注 自転車・路線バス 

環状七号線から都心方向への車両流入禁止の対象車両から除外。ただし、「緊急

自動車専用路」上は通行禁止。 

 

 【大震災時における交通規制図［第一次］】 
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２．第二次交通規制 

被災地域・被災状況等の実態に対応した交通規制を実施（第一次交通規制において

実施中の規制は、状況に応じ、その一部を変更又は解除）する。 

前述の「緊急自動車専用路指定予定路線」を「緊急交通路」とするほか、その他の

路線についても、被災状況に応じて緊急交通路に指定する。 

注 自転車・路線バス 

環状七号線から都心方向への車両流入禁止の対象車両から除外。ただし、「緊急

交通路」上は通行禁止。 

 【大震災時における交通規制図［第二次］】 

 

 

３．緊急交通路等の実態把握 

緊急交通路等の交通情報の収集は、ヘリコプター及び現場警備本部長(各警察署長)

等からの報告によるほか、白バイ、パトカー等による緊急交通路等の視察、交通テレ

ビシステムによる情報収集及び東京消防庁、道路管理者等の関係機関との情報交換等

により、全般的な状況の把握に努める。 

 

第２ 交通規制の実効性を確保する手段・方法                               

(1) 主要交差点への規制要員の配置 

緊急交通路等の主要交差点に重点的に規制要員を配置して、緊急交通路の確保に

努める。 

(2) 広域緊急援助隊（交通部隊）の配置運用 

道府県公安委員会から広域緊急援助隊（交通部隊）の派遣があった場合は、視察・

移動規制、緊急交通路の確保、緊急通行車両の先導等特別派遣部隊の機動性に配慮

した効果的な配置運用を図る。 

(3) 警備員、ボランティア等の協力の受入れ 

規制要員は、制服警察官を中心に編成するが、警察署長は、規制要員が不足する

ことを考慮し、平素から警備業者、交通安全協会、地域交通安全活動推進委員会等
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の民間の協力団体、交通規制ボランティア等の協力を得るよう配慮する。 

(4) 装備資器(機)材等の効果的な活用 

交通規制の実施に当たっては、サインカー等の規制用車両を有効的に活用するほ

か、規制資器(機)材用簡易倉庫に収納している移動標識、セイフティコーン等の装

備資器(機)材を効果的に活用する。 

(5) 交通管制システム等の適切な運用 

交通管制センターをはじめ、防災型信号機、可変式規制標識、交通情報板、路側

通信装置等の交通管制システムの適切な運用に努める。 

 

第３ 緊急物資輸送路線の指定                                        

都災対本部は、避難、救助、消火等の初期活動が一段落したところで、緊急交通路の

中から緊急物資輸送のための路線を指定する。 

 

第４ 緊急通行車両等の確認                                          

第二次交通規制実施時には、災害対策基本法施行令(昭和37(1962)年7月9日政令第288

号)第33条に基づく緊急通行車両を優先して通行させる。 

緊急通行車両等であることの確認は、原則として警視庁が行う。ただし、やむを得な

い場合は、他道府県の警察で行うことができる。 

１．緊急通行車両等の種類 

(1) 災害対策基本法第50条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用され

る計画がある車両 

(2) 道路交通法第39条に定める緊急用務を行う機関が当該目的のために使用する車両 

(3) 医師・歯科医師、医療機関等が使用中の車両 

(4) 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送するため使用中の車両 

(5) 患者等搬送車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 

(6) 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 

(7) 災害応急対策に従事する指定行政機関等の職員が、当該勤務場所に参集するため

使用中の二輪の自動車又は原動機付自転車 

(8) 災害応急対策に従事する者が参集又は当該目的のために使用中の自転車 

(9) 緊急の手当を要する負傷者又は病院の搬送のため使用中の車両 

(10)歩行が困難な者又は介護を必要とする者の搬送のため使用中の車両 

(11)報道機関の緊急取材のため使用中の車両 

(12)災害対策に従事する自衛隊、米軍及び外交関係の車両であって特別の自動車番号

標を有している車両  

(13)交通対策本部長又は警察署長が必要と認めた車両 

２．事前届出車両の確認 

緊急通行車両の確認事務は、警視庁が行い、公安委員会が決定する。 

(1) 事前の確認  

       都市交通対策課長又は警察署長を窓口として行う。 

(2) 緊急通行車両の災害現場での確認 
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都市交通対策課長、警察署長、交通機動隊長及び高速道路交通警察隊長が警視庁

本部、警察署、隊本部、交通検問所等で行う。 

(3) 確認機関の審査の結果、緊急通行車両等に該当すると認められ、「緊急通行車両

等事前届出済証」（以下「届出済証」という。）の交付を受けている車両につい

ては、届出済証の提示により、確認に係る審査は省略し、緊急通行車両等の標章

及び確認証明書（以下「標章等」という。）を交付する。 

３．広域応援の車両 

事前届出済証を所持しているライフライン復旧などの広域応援の車両については、

その所管する道府県公安委員会から標章の交付を受ける。ただし、やむを得ない場合

は、届出済証の提示により都公安委員会で標章の交付を受けることができる。 

４．交通規制除外車両 

民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使

用される車両であって、公安委員会の意思決定に基づき、通行禁止の対象から除外す

る。 

５．広報活動  

(1) 報道機関への広報要請 

新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関に対して、運転者や一般家庭に向けた避難時

の車利用抑制や交通規制への協力呼びかけ等についての広報の要請を行う。 

(2) 運転者等に対する広報 

現場の警察官は、交通規制の実施について、サインカー、パトカー、白バイ、広

報車等による現場広報を行うとともに、運転者のとるべき措置について広報を行う。 
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１－３ 輸送ルートの確保 

 

担当 
（災対）土木部／警視庁／都第六建設事務所／関東地方整備局／首都高速道路

㈱／東日本高速道路㈱ 

 

第１ 輸送ルートに関する情報収集                                

機関名 実施内容 

区 

(1) 道路被害の状況 

道路の被害状況を自ら調査するとともに、防災関係機関、自主防災組

織、都建設局等を通じて、道路の被害情報を収集する。 

(2) 交通情報 

警察署から交通規制や交通状況に関する情報を収集する。 

(3) 道路障害物除去状況 

都建設局等から道路の復旧状況及び障害物除去状況について情報を収

集する。 

 

機関名 実施内容 

都第六建設事務所 

(1) 震災初期における被害状況の情報収集は、緊急点検等により、迅

速かつ的確に集約して行う。 

(2) 警視庁等の防災関係機関と連絡調整を図る。 

警視庁 

 道路交通に関する被害状況等については、ヘリコプター、パトカー、

白バイ、交通テレビシステム及び警察署等からの報告によるほか、東京

消防庁、自衛隊、道路管理者等の防災関係機関の現場担当者と緊密な情

報交換を図り、実態把握に努める。 

国土交通省 

関東地方整備局 

 震災後においては、緊急道路パトロールや道路情報モニター等による

情報の収集に努めるとともに、道路関係機関やライフライン各機関と緊

密な連絡を図り、迅速な情報収集体制をとる。 

 地震計を整備し、より迅速で密度の高い地震情報収集体制を確立す

る。 

首都高速道路㈱ 

 震災後、直ちに状況把握のため点検を実施し、道路の損壊状況、道路

利用者の被害状況、沿道の状況等の把握に努めるとともに、他の防災関

係機関と緊密な連携を図る。 

 

第２ 輸送ルートの決定                                                            

(1) 輸送の優先性（緊急性）及び目的地等の情報を基に、輸送路を確認し、設定する。 

(2) 設定した輸送路は、災対各部及び防災関係機関に速やかに伝達する。 
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２ 鉄道施設 

 

担当 都交通局(都電荒川線)／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱ 

 

第１ 基本方針                                  

(1) 震災後の都市機能の確保や各種復旧対策に寄与するため、速やかに応急復旧を行

って輸送の確保に努める。 

(2) 初動措置として運転規制や乗客の避難誘導を行うほか、浸水事故発生対応や駅な

どでの各種情報提供等を行う。 

 

第２ 災害時の活動体制                         

(1) 震災が発生した場合、各鉄道事業者は全機能を挙げて、旅客及び施設等の安全確

保を行うため、災害対策本部等を設置する。 

(2) 災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無

線、指令電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて、移動用無線機等

の無線設備を利用する。 

(3) 各鉄道事業者は、震災初動期に列車及び旅客の安全を確認するため、各社の規定

に従い徐行等の運転規制を実施する。 

 

第３ 乗客の避難誘導                                  

(1) 震災時に予想される駅における旅客の集中による混乱防止や、列車内の乗客の安

全確保のため、各鉄道事業者は各社の規定により速やかに避難誘導を実施する。 

(2) 駅にいる乗客に対しては、混乱防止のため案内放送等による情報提供を行い、あ

らかじめ定めた場所に誘導する。 

(3) 列車内の乗客に対しては、混乱防止のため案内放送等による情報提供を行い、安

全な場所又は最寄駅まで、駅長(運転司令等)と連絡の上、誘導する。 

(4) 外国人の旅客に対しては、多言語を用いた文字や音声による情報提供を行い、適

切な避難誘導を実施する。 

(5) 自家発電設備、蓄電池設備等により、停電時であっても、乗客の避難誘導に必要

な照明、非常灯等最低限の電力を確保する。 

 

第４ 事故発生時の救護活動                              

(1) 各鉄道事業者は、災害時に事故が発生した場合、負傷者や障害者・高齢者等の避

難行動要支援者の救護を優先に実施する。 

(2) 併発、続発事故等の二次災害の防止に万全を講じるとともに、引き続き旅客の安

全確保を図り輸送力の確保に努める。 
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第５ 浸水事故発生時の対応                               

 

機関名 活動内容 

都交通局 

(1) 土のうにより浸水を防止するとともに、車両を浸水しない区間へ移

動をさせる。 

(2) 旅客を安全な場所に避難させる等の措置をとる。 

東日本旅客鉄

道㈱ 

(1) 防水扉、止水板、土のう等を配備し、地下駅、トンネル内の浸水防

止に備えるとともに、浸水により列車の運行に支障があると予想さ

れるときは指令室に連絡し、必要な措置をとる。 

(2) トンネル立坑に設置してある排水設備により排水に努める。 

東京地下鉄㈱ 

(1) 止水板、防水扉、換気口浸水防止機及び防水ゲート等により浸水を

防止する。  

(2) トンネル内に浸水した場合は、排水ポンプにより排水する。 

(3) 万一浸水した場合は、直ちに旅客を安全な場所へ誘導し安全を図る。 
 

 

第６ 都営交通施設の応急対策                                           

１．応急措置 

(1) 営業所の取扱い 

営業所長は、地震計が震度4以上の連絡を受けたときは、次の運転規制を実施し

なければならない。 

ア 震度4の場合 

直ちに全電車に対し20km以下の徐行運転をするよう指令し、先行する電車の

停止した地点まで連続徐行運転し、運転手からの通報に基づき、安全を確認し

た後、運転規制を逐次緩和又は解除する。 

イ 震度5弱以上の場合 

直ちに全線に対して、運転中止の指令をした後、関係区に点検を依頼する。

営業所長は、この点検完了に基づいて、運転規制を逐次緩和又は解除する。 

(2) 乗務員の取扱い 

ア 乗務員は、電車を運転中に強い地震を感知し、運転を継続することが危険と

認めたとき又は電車無線により運転中止の指令を受けたときは、以下のとお

り対応する。 

・橋りょうや勾配の急な坂路を進行中のときは、特に電車の動揺に注意して、

危険防止に努める。 

・がけ付近を運転するときは、側壁のくずれ、落下物等に注意して停車は極

力さける。 

・運転を再開するときは、営業所長の指示による。 

イ やむを得ず停留場間に停車する場合は、安全な場所に停車し、停止位置を確

認の上、電車無線等により営業所へ連絡する。 

２．旅客の避難誘導 

乗務員は、車内放送などにより状況を説明し、お客様の混乱及び下車を防止すると
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ともに、負傷者がいる場合は救護を行う。その後、車外の安全を確認し、最寄りの避

難場所を案内する。 

 

第７ 東日本旅客鉄道㈱施設の応急対策                                          

１．応急措置 

地震その他の災害により線路、橋りょうその他の鉄道施設及び車両等に被害を生じ

たときは、東京支社に支社対策本部を、現地に事故復旧本部を設置し、速やかに関連

会社等の協力を得て復旧に努め、人員及び救援物資等の輸送にあたる。 

２．乗客の避難誘導 

災害時に予想される駅における旅客の集中による混乱防止や、列車内の乗客の安全

確保のため、速やかに避難誘導を実施する。 

(1) 駅における避難誘導 

乗客に混乱防止の案内放送を行い、あらかじめ定められた場所に誘導する。 

(2) 列車における避難誘導 

乗客に混乱防止の案内放送を行い、安全な場所又は最寄りの駅まで駅長（輸送指

令）と連絡のうえ誘導する。 

 

第８ 東京地下鉄㈱施設の応急対策                                  

１．応急措置 

(1) 列車の取扱い 

ア 総合指令所は、強い地震が発生し、地震警報装置に地震警報の表示があった場合

は、直ちに一斉発車待ち装置及び無線装置等により、全列車を一旦停止させた後、

地震警報に応じた運転規制を行う。 

イ 乗務員は、列車運転中、異常な動揺、線路の蛇行、架線の動揺等により地震を感

知し危険と認めた場合又は総合指令所から緊急停止の指示があった場合は、直

ちに列車を停止させた後、乗客に混乱防止の案内放送を行い、総合指令所に状況

を報告し、列車の進退について指示を受ける。 

(2) 駅の措置 

駅係員は、旅客の安全を第一とし、利用客に混乱防止の案内放送を行い、沈着冷

静な行動により、旅客の避難誘導、救出及び救護に努める。 

(3) 火災発生時の措置 

火災が発生した場合は、消防署、警察署等へ通報するとともに、初期消火に努め、

状況によっては、旅客の避難誘導、救出及び救護に努める。 

(4) 浸水の措置 

駅出入口は止水板、換気口は浸水防止機により浸水を防止するとともに、万一、

トンネル内に浸水した場合は、排水ポンプにより排水する。 

(5) 停電の措置 

ア 列車内停電の場合には、自動的に列車積載の蓄電池に切り替わり、1時間程度予

備灯を点灯させ、旅客の混乱防止に努める。 

イ 駅構内停電の場合には、予備電源を付着した非常灯及び誘導灯が蓄電池に切り
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替わり、非常灯は1時間、誘導灯は20分以上点灯する。また、携帯用の照明器具

は、合図灯、探見灯、サーチライト等を常備し、避難誘導を図る。 

２．旅客に対する避難誘導 

駅係員は、次により旅客の避難誘導にあたる。この場合、高齢者、小児等単独で避

難することが困難な旅客に対しては、他の旅客の協力を得る。 

負傷のため単独避難が不可能な旅客に対しては、構内の安全な場所に一時避難させ

る。 

(1) 地下よりも地上が安全と認めたとき 

あらかじめ定めた場所を放送等で案内し、その方向の出口へ誘導する。 

(2) 地上よりも地下が安全と認めたとき 

駅構内の安全な場所に避難させ、状況により誘導する。 

 

３ 河川施設等 

 

３－１ 河川及び内水排除施設 

 

担当 
（災対）土木部／都第六建設事務所／都下水道局／国土交通省荒川下流河川事

務所 

 

第１ 基本方針                                                      

地震により、堤防、護岸、排水施設等に破損等の被害が発生した場合、各施設の管理

者は、被害状況を速やかに調査し、その施設の応急復旧に努める。 

 

第２ 応急措置                                        

機関名 対策内容 

災対 

土木部 

(1) 水防活動と並行して管内の河川管理施設、特に工事中の箇所及び危

険箇所を重点的に巡視し、被害箇所については、直ちに都第六建設

事務所に報告するとともに必要な措置を実施する。 

(2) 区内の河川管理施設の応急・復旧を、都の助言のもとに実施する。 

都第六 

建設事務所 

(1) 災害が発生した場合、直ちに、堤防、護岸、排水施設等の河川管理

施設及び工事箇所の被災の発見に努める。 

(2) 堤防、護岸の崩壊による災害の発生を防止するため、また崩壊の拡

大防止のため緊急的に応急措置が必要な場合は、応急対策工事を実

施する。 

(3) 区の実施する応急措置に関し、技術的助言及び総合調整を行うほ

か、応急復旧対策を総合的判断のもとに実施する。 

(4) 区の管理する河川について、大規模な応急復旧については、第六建

設事務所が特例条例により対処する。 

(5) 巡回・点検及び応急対策については、災害時における応急対策に関

する協定により対処する。 

都下水道局 
(1) ポンプ所等の排水施設に被害を受けた場合は、特に氾濫水による

被害の防止拡大に重点をおき、速やかに施設の復旧に努める。 
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機関名 対策内容 

(2) 水再生センター内で備蓄している資機材を駆使し、排水対策に努め

るとともに、区、関係部局及び消防団との連絡体制を密にし、相互

の協力及び応援体制の確立を図る。 

(3) 被害が大規模で、復旧活動が都下水道局だけでは実施困難であり、

かつ緊急を要する場合には、災害時における応急対策に関する協定

等により対処する。 

(4) 管路や防潮扉、水再生センター、ポンプ所等の被害状況を確認し、

必要な応急措置を講じる。 

国土交通省 

荒川下流 

河川事務所 

(1) 地震が発生した場合、直ちに、堤防、護岸、排水施設等の河川管理

施設及び工事箇所の被災の発見に努める。 

(2) 破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、特に氾濫水による被害の拡

大防止に重点を置き速やかに施設の復旧に努めるとともに、都及び

区の行う応急対策に関し、要請があれば技術的指導を行う。 

 

第３ 緊急に復旧すべき施設等の復旧                                        

河川及び内水排除施設の管理者は、管理する施設が被害を受けた場合、被害状況を速

やかに調査し、被害を受けた施設を復旧する。なお、公共の安全確保上、特に緊急に復

旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。 

(1) 堤防の破堤、護岸の決壊で住民の日常生活に重大な影響を与えているもの 

(2) 堤防護岸等の決壊で破堤のおそれがあるもの 

(3) 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

(4) 河川の埋そくで流水の疎通を著しく阻害するもの 

(5) 護岸、床止の全壊又は決壊で、放置すると著しい被害を生ずるおそれがあるもの 
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３－２ 防災用船着場の運用 

 

担 当 （災対）土木部／都災策本部／都建設局 

 

平常時には、水上バスの発着場として使用し、災害時においては水上輸送基地として

使用する。現在、荒川の岩淵船着場（国・北区）、隅田川の神谷船着場（北区）・豊島

船着場（北区）、新河岸川の北赤羽船着場（北区）・志茂（志茂5丁目）船着場（国）・

志茂（神谷3丁目）船着場（北区）が整備されており、他に浮間・堀船にも防災船着場の

設置を計画している。 

●防災船着場一覧 

 船着場名称 河川名 設置者 管理者 整備年度 所在地 坂路の有無 
背後地 

スペースの 
有無 

整備済 

神谷 隅田川 北区 北区 平成2年度 北区神谷1丁目 △ × 

岩淵 荒川 国 国 平成11年度 北区志茂5丁目 〇 〇 
岩淵 荒川 北区 北区 平成11年度 北区志茂5丁目 〇 〇 

北赤羽 新河岸川 東京都 北区 平成15年度 北区浮間1丁目 × △ 
志茂 新河岸川 国 国 平成19年度 北区志茂5丁目 × △ 

豊島 隅田川 北区 北区 平成21年度 北区豊島5丁目 △ 〇 
志茂 隅田川 北区 北区 平成31年度 北区神谷3丁目 〇 △ 

整備予定 
浮間 新河岸川 北区 北区 未定 北区浮間5丁目 × × 
堀船 隅田川 北区 北区 未定 北区堀船3丁目 × × 

 

坂路の有無 ○：車両坂路、△：人坂路、×坂路なし（階段のみ） 

背後地スペースの有無 ○：物資等搬出入の円滑な活動が可能、△：活動が可能、×：活動が制限 

※ 防災船着場整備計画（東京都建設局、平成28年1月改定）表6「防災船着場設置状況」を編集。 

 

都所有の防災船着場についての発災時の運用は、統一的な運用の観点から、次のとお

りとする。 

機関名 都・区災対本部等設置期間中 都・区災対本部等立ち上げ時 

都災対本部 

運用指示主体 

(都全体の災害対策活動の中で調整

を行い、必要がある場合、区災対

本部に運用の指示をする。) 

都災対本部は、区災対本部が防

災船着場の運用主体になり、防災

船着場として利用が可能になった

ことを防災関係機関に周知する。 

都建設局 
運用支援主体 

(損傷等に対する修繕・補修) 

損傷の有無の点検を行い、安全を

確認し、区災対本部へ引き継ぐ。 

都港湾局 
運用支援主体 

(損傷等に対する修繕・補修) 

損傷の有無の点検を行い、安全

を確認する。 

区 
運用主体 

(一切の運用管理権限を掌握) 

建設局の安全確認点検後、運用

主体として、引継ぎを受け、都災

対本部に報告する。 
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３－３ 河川障害物の除去 

 

担 当 都第六建設事務所／都建設局／関東地方整備局 

 

機関名 実施内容 

都第六建設事務所 
東京建設業協会等との協定に基づき、河道内の障害物除去等を実施

する。 

都建設局 
(1) 舟航河川における障害物を除去する。 

(2) 清掃船の航行可能河川における浮遊物を除去する。 

国土交通省 

関東地方整備局 

 河川の機能を確保するため、防災関係機関と協力し、土砂、流出油

等の障害物を除去する。 

 

４ 水道 

 

担 当 都水道局 

 

第１ 対策内容                                                      

(1) 異常箇所等についての情報収集及び連絡を徹底  

(2) 施設の点検・被害調査を実施  

(3) 被害箇所の復旧までの間、二次災害発生のおそれがある場合及び被害の拡大する

おそれがある場合の応急措置を実施 

 

第２ 詳細な取組内容                                              

(1) 地震発生後、速やかに浄水場、給水所等のポンプ運転状況、管路に設置されたテ

レメータやスマートメータ等の記録等から異常箇所の情報を把握するとともに、

水道施設及び工事現場等を点検し、被害状況を把握する。 

(2) 給水所等の被害調査は、速やかに施設ごとに行う。 

(3) 管路については、あらかじめ定めた重要点検箇所の巡回点検を実施し、管路の水

圧、漏水、道路陥没等の有無及びその程度のほか、地上構造物にあっては被害の

程度等の把握に努める。 

(4) お客さまセンターが、水道施設や給水に関する異常等の情報を、住民等から寄せ

られる通報によって把握する。 

(5) 漏水により道路陥没等が発生し、道路交通上非常に危険と思われる箇所について

は、断水後、保安柵等による危険防止措置を可能な限り実施する。 

(6) 管路の被害による断水区域を最小限にとどめるため、速やかに配水調整を行う。 

(7) 配水調整作業は、浄水場から給水所への送水及び主要幹線機能の確保を優先し、

各路線の上流側から順次進める。 

(8) 浄水場及び給水所の運転状況や管路復旧作業の進捗にあわせ、再調整を実施する。 

(9) 倒壊家屋、焼失家屋及び所有者が不明な給水装置の漏水は、仕切弁により閉栓す
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る。 

 

５ 下水道 

 

担 当 都下水道局 

 

第１ 基本方針                                    

(1) 下水道施設の被害に対し、汚水、雨水の排水及び処理に支障のないように応急措

置を講じ、施設の機能保持に努める。 

(2) 下水道施設の調査、保安点検等を実施し、被害情報の収集及び連絡を徹底する。 

(3) 復旧までの間、二次災害発生のおそれがある場合、被害の拡大するおそれがある

場合の応急措置を講じるとともに、工事現場の応急対策を実施する。 

(4) 水再生センター・ポンプ所等におけるポンプ及び諸機械の運転を継続する。 

 

第２ 対策内容                                          

(1) 下水道管の緊急調査、水再生センター・ポンプ所等の緊急調査、工事現場の点検

等を行う。 

(2) 各施設の点検を行い、施設の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を実

施する。 

(3) 応急復旧に当たっては、災害時における応急復旧業務に関する協定を締結してい

る民間団体と連携して対処する。 

(4) 被害状況に応じ、他の大都市等へ支援を要請し、その受入れに対応する。 

 

１．下水道管 

(1) 緊急輸送道路等を地上巡視し、下水道施設が起因する道路陥没等を早急に把握し、

損傷状況に応じた応急復旧を実施する。 

(2) 速やかに震災復旧活動の拠点を設置し、下水道管の被害状況及び高潮防潮扉の操

作状況など、防災上重要な施設について重点的に被害状況及び措置状況を集約す

る。 

２．水再生センター・ポンプ所等 

(1) 各施設の点検を行い、施設の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を実

施する。 

(2) 万一機能上重大な被害が発生した場合は揚水施設の復旧を最優先する。これらと

並行して各施設の損壊箇所を直ちに処置し、流下機能の確保と沈殿、消毒、放流

などの機能の回復を図る。 

(3) 水再生センター・ポンプ所等において、停電のためポンプの機能が停止した場合、

ガスタービン発電機などの非常用発電機によってポンプ運転を行い、揚水不能の

事態が起こらないよう対処する。 

(4) 停電が続く場合には、非常用発電設備の燃料油について、石油会社との優先供給

協定により、確保に努める。 
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３．工事現場 

(1) 工事中の箇所においては、受注者との緊密な連携の下、速やかに被災状況を把握

し、被害を最小限に抑えるとともに二次災害の発生を防止するための緊急措置を

実施する。また、避難路等での工事箇所については、道路管理者並びに交通管理

者の指示に従い応急措置等を行う。 

(2) 発災後の緊急措置や応急復旧を迅速に実施するために、現場要員や資機材の現状

把握に努めるとともに、必要に応じて他の現場への支援にも備える。 

 

６ 電気・ガス・通信等 

 

６－１ 電気 

 

担 当 東京電力パワーグリッド㈱ 

 

第１ 基本方針                                                      

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案

して、二次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 

 

第２ 対策内容                                                

１．設備の運転保持 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消

防機関等から要請があった場合等には、送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

２．被害状況の収集・周知 

あらゆる方法により被害状況の早期把握に努めるとともに、収集した情報を防災関

係機関等へ周知する。 

３．復旧資機材の確保 

(1) 調達 

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、次のいずれかの

方法により可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 他支部相互との相互流用 

ウ 他電力会社等からの融通 

(2) 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、原則としてあらかじめ調達契約をしている請負会

社の車両を活用するほか、状況に応じて舟艇、ヘリコプター等の活用を検討する。 

４．応急復旧 

人命に係る箇所、復旧対策の中枢となる官公庁等の機関、避難所等を優先すること

を原則とするが、各設備の復旧は、災害状況や被害状況、復旧の難易度を勘案して、

電力供給上、復旧効果の大きいものから、あらかじめ定めた手順により実施する。 

５．電力の融通 
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各電力会社と締結した「全国融通契約」及び隣接する各電力会社と締結した「二社

融通電力受給契約」及び広域機関の指示に基づき、電力の緊急融通を行う。 

 

６－２ ガス 

 

担 当 東京ガス㈱／ガス事業者 

 

第１ 基本方針                                                      

ガス施設の被災による二次災害の防止及び速やかな応急復旧を行うことにより、公共

施設としての機能を維持する。 

 

第２ 対策内容                                                      

地震の規模に応じて、本社に非常事態対策本部を設置するとともに、必要な要員は自

動参集する。 

なお、被害状況に応じてあらかじめ定めた事業継続計画（BCP）を発動し、災害対応業

務と最低限必要な通常業務の両立を図る。 

１．災害時の初動措置 

(1) 官公庁、報道機関及び社内事業所等から、被害情報等の情報収集 

(2) 事業所設備等の点検 

(3) 製造所、整圧所における送出入量の調整又は停止 

(4) ガス導管網の地域ブロック化及び被害状況に応じた減圧措置 

２．応急措置 

(1) 施設を点検し、機能及び安全性を確認するとともに、必要に応じて調整修理する。 

(2) ガス供給設備等に設置した地震センサーの観測状況に応じて、迅速な被害把握に

努め適切な応急措置を行う。 

(3) 被害が軽微な供給停止地域については、遠隔再稼働等を行い、速やかなガス供給

再開に努める。 

(4) その他現場の状況により、二次災害防止のため適切な措置を行う。 

３．災害時における応急工事 

応急の復旧に当たっては、復旧に従事する者の安全の確保に配慮した上で、非常事

態発生後可能な限り迅速・適切に施設及び緊急点検を実施するとともに、これらの被

害状況を把握し、二次災害の発生防止、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優

先に行う。 

４．資機材等の調達 

復旧用資機材を確認し、調達を要する資機材は、平素から分散して備蓄する。 

５．災害時における復旧資機材置場等の確保 

災害復旧は、復旧用資機材置場及び前進基地が必要となるため、あらかじめ調査し

た用地等の利用を検討する。また、この確保が困難な場合は、区災対策本部に依頼し

て、迅速な確保を図る。 
６．車両の確保 
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常時稼働可能な体制にある。また、主要な車両には、無線機を搭載している。 

 

７．広報活動 

(1) 災害の発生が予想される場合又は災害が発生した場合は、災害発生前、災害発生

直後、復旧作業中等の各時点において、状況に応じた広報活動を行う。 

(2) 災害発生後、ガスの供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安

確保のための広報活動を行う。 

(3) 広報については、テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関を通じて行うほか、必要に

応じ直接当該地域へ周知する。また、区等、防災関係機関とも必要に応じて連携

を図る。 

８．通報・連絡 

社内及び外部機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルートの

多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など、体制の確立に努めるもの

とする。 

災害が発生した場合は、災害情報、被害情報等を巡回点検、出社途上の調査等によ

り迅速・的確に把握する。 

９．危険予防措置 

ガスの漏えいにより被害の拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の

使用禁止等の適切な危険予防措置を講じる。 

１０．ＬＰガスの活用 

震災により都市ガス施設に被害が生じた場合、都と一般社団法人東京都LPガス協会

が協力し、避難所等にLPガスを救援物資として供給するよう努める。  

 

６－３ 通信 

 

担 当 通信事業者 

 

第１ 基本方針                                                      

災害の発生に際しては、電気通信施設等を災害から防護するとともに、応急復旧作業

を迅速かつ的確に実施し、公共機関等重要回線の確保はもとより、被災地域における通

信の孤立を防ぎ、一般公衆通信回線の確保を図る。 

 

第２ 対策内容                                                      

災害が発生したときは、災害の規模及び状況により災害対策本部を設置し、北区役所

内に設置される区災対本部と連携を密にするとともに、情報の収集、伝達及び応急対策

計画等の総合調整を図り、速やかに応急復旧を実施する。 

(1) 災害（災害救助法が適用される規模）が発生した場合又は発生のおそれがある場

合は、次の各号に定める応急措置を実施する。 

ア 緊急通信確保 

イ 被災エリアへの特設公衆電話の設置 
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ウ 移動無線車の発動依頼 

エ 移動電源車の発動依頼 

オ 災害時の停電時公衆電話無料化 

カ 電話回線混雑緩和のための全国利用型災害用伝言ダイヤル（171）の設置 

（災害時に被災された方等がメッセージを登録すれば、全国どこからでもメッセ

ージを再生して聞くことができ、安否等の確認がスムーズに行なえるボイスメー

ルシステム） 

(2) 災害が発生し又は発生のおそれのある場合は、動員を円滑に実施するため、災害

の状況等に応じて非常呼集の動員数を決定し、呼び出しを行う。 

(3) 災害状況の把握と速報については、上部機関及び北区等防災関係機関に通報する。 

※ 対象処理施設配置図【資料編 p資-20参照】 
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【復旧対策】 
 

１ 道路・橋りょう 

 

担 当 （災対）土木部／都第六建設事務所／都建設局／首都高速道路㈱ 

 

第１ 区の対応                                                      

区は、区道上の障害物除去及び応急復旧を実施する。 

 

第２ 都の対応                                                      

被害を受けた道路の応急復旧計画を速やかに策定し、応急復旧工事を行う。 

なお、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、緊急災害対策本部が設置された災害（以

下「特定大規模災害」という。）等を受けた地方公共団体又はその団体の長から要請が

あり、かつ当該地方公共団体の工事の実施体制等の地域の実情を勘案して円滑かつ迅速

な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲で、当該地

方公共団体又はその団体の長に代わって工事を行うことができる権限代行制度により、

被災地方公共団体に対する支援を行う。 

 

第３ 首都高速道路㈱                                                  

(1) 首都高速道路等の機能を速やかに回復するため、現地調査を実施し、被害状況及

びその原因を精査し、復旧工法等を決定する。 

(2) 災害復旧に当たっては、現状復旧を基本にしつつも、災害の再度発生防止等の観

点から、可能な限り改良復旧を行うよう努める｡ 

 

２ 鉄道施設 

 

 

(1) 鉄道事業者は、震災後の都市機能の確保や各種の復旧対策に寄与するため、速や

かに応急復旧を行って輸送の確保に努める。 

(2) 各鉄道事業者は、応急対策の終了後、被害原因等の調査分析を行い、この結果に

基づき、再び同様な被害を受けないよう、本復旧計画を立て実施する。 
 

  

担 当 都交通局／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱ 
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３ 河川施設等

 

 

第１ 区の対応                                                      

(1) 排水場施設に被害を生じた場合は、直ちに都建設局に報告し、移動式排水ポンプ

車の派遣を求め、これにより排水作業を継続し、内水の氾濫による被害の拡大を

防止する。 

(2) 区内の河川管理施設の応急復旧対策については、大規模なものを除き、都の助言

の下にこれを実施する。 

 

第２ 都の対応                                                      

１．第六建設事務所／都建設局 

(1) 都が管理する河川管理施設については、応急復旧対策を全般的に実施する。 

(2) 排水機場施設の被害を取りまとめるほか、総合的判断の下に、移動式排水ポンプ

車の派遣を決定する。 

(3) 区が管理する河川管理施設の応急・復旧対策について区に技術的助言を行うほか、

大規模なものについては直接実施する。 

２．都下水道局 

(1) 水再生センター・ポンプ所等の排水施設に被害を受けた場合は、特に、氾濫水に

よる被害の拡大防止に重点を置き、区関係部局及び水防団体との相互の協力及び

応援体制の確立を図り、速やかに施設の復旧に努める。  

(2) 復旧活動に当たっては、災害時における水再生センター等の応急復旧業務に関す

る協定を締結している民間団体と連携して対処する。 

 

第３ 国（関東地方整備局）の対応                                          

(1) 破損等の被害を受けた場合には、特に、氾濫水による被害の拡大防止に重点を置

き、速やかに施設の復旧に努める。 

(2) 都及び区の行う応急対策に関し、要請があれば技術的助言を行う。 

(3) 国が緊急に復旧すべき施設は以下のとおり 

ア 堤防の破堤、護岸、天然河岸の決壊で住民の日常生活に重大な影響を与えている

もの 

イ 堤防護岸等の決壊で破堤のおそれがあるもの 

ウ 河川の堤防護岸等の脚部の深掘れで、根固めをする必要があるもの 

エ 河川の埋そくで流水の疎通又は船舶の航行を著しく阻害するもの 

オ 護岸、床止、水門、樋門、樋管又は天然河岸の全壊又は決壊で、これを放置する

と著しい被害を生ずるおそれがあるもの 

カ 防災船着場本体、堤内地から防災船着場本体までのアクセス路、斜路 

 

 

担 当 （災対）土木部／都第六建設事務所／都建設局／都下水道局／関東地方整備局 
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４ 水道

 

担 当 都水道局 

 

第１ 送・配水管路、給水装置の復旧                                        

(1) 管路の復旧に当たっては、随時、配水系統などの変更等を行いながら、あらかじ

め定めた順位を基に、被害の程度及び復旧の難易度、被害箇所の重要度、浄水場・

給水所の運用状況等を考慮して給水拡大のために最も有効な管路から順次行う。 

なお、資機材の調達、復旧体制及び復旧の緊急度等を勘案し、必要に応じて仮配

管、路上配管等の仮復旧を実施する。 

(2) 送・配水管路における復旧活動は、断水区域を限定し、可能な限り給水を継続し

ながらあらかじめ定めた優先施設から順次復旧する。 

(3) 公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧及び通水と並行して実施する。 

(4) 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧及び通水状況にあ

わせ、機能が回復するよう優先して復旧に当たり、順次その他の給水管について

も復旧を行う。 

(5) 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等が自ら行うことを原則とする。た

だし、配水に支障を及ぼす給水装置の破損等については、応急措置を実施する。 

(6) 都水道局では、必要に応じて区への技術支援を実施する。 

 

 

５ 下水道 

 

 

下水道施設の被害を起因とした道路陥没や液状化によるマンホールの浮上などが発生

したときは、区民の安全を最優先に下水道施設の復旧を実施する。なお、復旧の順序に

ついては、水再生センター、ポンプ所、幹線等の基幹施設から復旧に努め、その後、枝

線、ます・取付管の復旧作業を実施する。 

 

  

担当 都下水道局 
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６ 電気・ガス・通信等 

 

６－１ 電気 

 

担当 東京電力パワーグリッド㈱ 

 

(1) 災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を

勘案して、二次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 

(2) 各設備の復旧は、災害状況、被害状況、復旧の難易度を勘案して、電力供給上復

旧効果の大きいものから、復旧要員の確保、復旧資機材の確保など、あらかじめ

定めた手順により実施する。 

 

６－２ ガス 

 

担当 東京ガス㈱ 

 

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、被災した地域施設又は設備の復旧

を可能な限り迅速に行うとともに、二次災害を防止するため、あらかじめ定めた手順に

より実施する。 

 

６－３ 通信 

 

 

第１ 基本方針                                                      

各社の計画に基づき、応急復旧に必要な資材等を備蓄するとともに、災害による通信

断絶時は、現状復旧工事、本復旧工事の順で復旧工事を実施する。また、被災状況及び

復旧・回復状況について、区等、防災関係機関へ定期的に報告する。 

  

担当 通信事業者 
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第２ 実施内容                                                      

機関名 実施内容 

東日本電

信電話㈱ 
(1) 災害復旧 

ア 応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、この結果に

基づき必要な改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計する。 

イ 被災地における地域復興計画の作成・実行に当たっては、これに積極

的に協力する。 

(2) 復旧の順位 

順位 復旧する電気通信設備 

１ 

・ 気象機関に設置されるもの 

・ 水防機関に設置されるもの 

・ 消防機関に設置されるもの 

・ 災害救助機関に設置されるもの 

・ 警察機関に設置されるもの 

・ 防衛機関に設置されるもの 

・ 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

・ 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

・ 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ 

・ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

・ 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

・ 選挙管理機関に設置されるもの 

・ 新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 

・ 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

・ 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第1順位とな

るものを除く。） 

３ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 
 

※他の通信事業者については、各社の応急計画に基づいて活動する。 

 

６－４ ライフライン復旧関係者の受入れ 

 

区は、ライフラインの早期復旧に当たり、復旧資材や車両等の置き場、作業人員の受入

スペースなどを確保し、ライフライン復旧関係者が効率的に作業を行えるような応援受入

拠点を設ける。 

担当 （災対）土木部 
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第５章 広域的な視点からの応急対
応力の強化 

 

【基本方針】 
大規模な震災が発生した場合、発災直後の的確かつ迅速な初動対応が多くの命を救うこ

とに繋がる。このため、区災対本部においても、被害の状況に応じた機動的な対応や、庁

内、東京都、防災関係機関等との迅速かつ円滑な連携ができる体制の強化が必要になる。

一方で、一自治体単独での対応には自ずと一定の限界もあり、近年の災害での教訓を踏ま

えると、初動時からの円滑な広域応援の調整が必要であり、また、応援部隊が円滑に活動

できる拠点施設等の確保も必要になる。 

そこで本章では、大規模な地震が発生した場合における、区災対本部の態勢や、他自治

体などとの広域的な連携及び応援部隊の活動拠点の整備等について示す。 
 

予防対策 頁 

１ 初動態勢の整備 

１－１ 活動庁舎等の設備 

１－２ 初動態勢の強化 

１－３ 地区本部態勢の強化 

１－４ 夜間・休日等勤務時間外の態勢 

１－５ 夜間・休日等の発災に備えた避難所の初

期運営の支援態勢の強化 

１－６ 平日昼間の発災に備えた避難所の初期運

営の支援態勢の強化 

１－７ 福祉避難所の（初期）運営態勢の強化 

１－８ 防災職員住宅居住者の活用 

１－９ 各種訓練の充実 

１－10 庁舎が被害を受けた場合の代替庁舎 

震-171 

２ 業務継続体制の確保  震-174 

３ 消火・救助・救急活動態勢

及び警備態勢の整備 

３－１ 消火・救助・救急活動態勢 

３－２ 警備態勢の整備 
震-175 

４ 広域連携体制の構築  

（災害時相互応援協定の締結の推進） 
 震-179 

５ 応急活動拠点の整備 

５－１ オープンスペースの確保 

５－２ 大規模救出救助活動拠点等の確保・整備 

５－３ ボランティアの活動拠点の明確化 

震-179 

応急対策 頁 

１ 初動態勢 

１－１ 区の責務 

１－２ 区の活動態勢 

１－３ 防災機関の活動態勢 

震-181 

２ 消防・救助・救急及び警備活

動 

２－１ 震災消防活動 

２－２ 救助・救急活動 

２－３ 警備 

震-200 

３ 応援協力・派遣要請  震-204 

４ 応急活動拠点の調整  震-208 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

北区対策本部長の補佐機能運営初動マニュアル、職員行動マニュアル、北区業務継続計画 
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【予防対策】 
 

１ 初動態勢の整備 

 

１－１ 活動庁舎等の設備 

 

担当 区各部 

 

(1) 構造、敷地面積、延床面積等の規模、平常時及び非常時の設備等、庁舎等の現状

について把握に努める。 

(2) 発災直後から円滑な応急対策活動を実施するため、非常用発電設備、飲用水及び

生活用水の供給設備等、非常時に必要な設備を整える。 

(3) 電気、給水衛生等の設備や備蓄の状況を踏まえ、業務の継続が可能な日数をあら

かじめ把握する。 

 

１－２ 初動態勢の強化 

 

担当 区各部 

 

(1) 区は、各種訓練の実施結果及び北区業務継続計画を踏まえて、区災対本部並びに

災対各部の業務及び必要人員等を継続的に見直す。 

(2) 区は、災害対策本部に関する組織を整備し、区災対本部の設置又は廃止、非常事

態に応ずる配備態勢、職員の配置及び服務等に関する基準を区職員に周知する。 

(3) 区は、夜間休日等の勤務時間外の地震発生に備え、情報連絡体制を確保する。 

 

１－３ 地区本部体制の強化 

 

担当 地域振興部 

１．地区本部の体制・役割等の見直し 

(1) 災害時、地区防災会議は、管轄内の被害状況の調査、避難所の情報集約及び本部

報告を行う地域の拠点として、地域振興室内に「地区本部」を設置する。この地

区本部は、地区防災会議が運営し、地域振興室長を始めとした地区本部参集職員

が運営支援を行う。 

(2) 区は、地区本部への支援体制を強化するため、所管地域の面積、避難所数等に応

じて地区本部参集職員数を見直すとともに、災害発生時における地域振興室長の

代行者を明確にする。 

(3) 地域振興室長等は、日頃から地区防災運営協議会等に参加し、自主防災組織等と

円滑に協力できる関係を築いておく。 
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２．地区本部参集職員の活動支援 

(1) 区は、地区本部の設置から対応を時系列に沿って記した「地区本部運営マニュア

ル」を作成する。 

(2) 各地区本部は、地域の実情や地区防災運営協議会での協議等を反映した地区本部

別のマニュアルを作成した上で、当該マニュアルを用いた参集訓練や地区本部設

置・運営訓練を行い、運営能力の向上とマニュアルの検証・充実を図る。 

 

１－４ 夜間・休日等勤務時間外の態勢 

 

担当 区各部 

１．災害警戒態勢 

災害警戒態勢は、「東京都北区災害警戒態勢に関する宿日直勤務規程」（昭和59年

10月東京都北区訓令甲第19号）に基づき実施しており、概要は以下のとおりである。 

勤務時間 職員の勤務時間外及び休日 

従事者 副参事又は専門副参事以上の職層にある者 

勤務場所 防災センター2階宿直室 

主な任務(事務) 
災対本部長への災対本部の設置の要請、災害に関する情報の収集、

整理及び伝達、その他災害対策 

２．職員の自動参集態勢 

(1) 指定幹部職員 

平成13(2001)年4月から、夜間・休日等勤務時間外における区災対本部立ち上げ等

の初動態勢確保を目的として、「緊急非常配備指定参集幹部職員（以下「指定幹部

職員」という。）」制度を設けた。本制度は、あらかじめ北区内又は近隣区在住管

理職員を「指定幹部職員」として指定し、災害時に自動参集を求めるものである。 

令和5(2023)年4月現在は、災対各部の部長が到着するまで当該部における指揮を

代替することを主な役割として位置付けており、災対各部に1名ずつ指定している。 

(2) 指定職員 

指定職員は、夜間・休日等勤務時間外に震度5弱以上の地震又はこれに準ずる程度

の災害が発生したとき、速やかに定められた場所に参集し、東京都北区災害対策本

部条例施行規則（昭和40年8月東京都北区規則第36号）及び各部要領に基づく事務を

分掌する。指定職員は、指定場所に、徒歩又は自転車等で、概ね60分以内に参集可

能な職員（再任用職員を含む。）のうちからあらかじめ指定する。 
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１－５ 夜間・休日等の発災に備えた避難所の初期運営の支援態勢の強化 

 

担当 教育振興部 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策 【予防対策】３ 避難所の管理運営体制の整備等 

３－１ 避難所の開設・管理運営 

第３ 夜間・休日等の発災に備えた避難所の初期運営に対する支援体制 

（p震-307）参照 

 

１－６ 平日昼間の発災に備えた避難所の初期運営の支援態勢の強化 

 

担当 教育振興部 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策 【予防対策】３ 避難所の管理運営体制の整備等 

３－１ 避難所の開設・管理運営 

第４ 平日昼間の発災に備えた避難所の初期運営に対する支援体制 

（p震-307）参照 

 

１－７ 福祉避難所の（初期）運営態勢の強化 

 

担当 福祉部 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策 【予防対策】３ 避難所の管理運営体制の整備等 

３－３ 福祉避難所の運営体制（p震-308）参照 

 

１－８ 防災職員住宅居住者の活用 

 

担当 総務部 

 

区は、通常業務と兼務して夜間・休日等における防災業務に従事する職員を対象とした

防災職員住宅を整備しており、その居住者を指定職員として活用していく。 

 

１－９ 各種訓練の充実 

 

担当 危機管理室 

 

区は、防災関係機関等と連携し、実践性を重視した各種訓練を実施する。実施後は、

検証を行い、必要に応じて地域防災計画や各種マニュアル等に反映させる。区職員にお

いては、適切に引継ぎを実施し、人事異動等で担当者が変更となっても災害対応に支障

が無いよう努める。 
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(1) 震災総合訓練 

(2) 避難所運営訓練 

(3) 災害対策本部、各部設置訓練、業務継続計画(BCP)に基づく訓練 

(4) 職員参集訓練、職員避難訓練、一斉防災行動訓練（シェイクアウト訓練） 

(5) 帰宅困難者対策訓練 

(6) 罹災証明書交付訓練 

(7) 水防訓練 など 

 

１－10 庁舎が被害を受けた場合の代替庁舎 

 

担当 危機管理室 

 

区は、北区業務継続計画において、本庁舎が使用不能となった場合の執務場所となる

代替庁舎を定める。 

 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化【応急対策】１ 初動態勢 

１－２ 区の活動態勢 第１ 災害対策本部 

６．区災対本部の設置場所（p震-194）参照 

 

２ 業務継続体制の確保 

 

担当 区各部 

 

(1) 事業継続計画（BCP）とは、Business Continuity Planの略であり、大規模災害

発生時に優先的に取り組むべき重要業務（以下「非常時優先業務」という。）を

あらかじめ特定し、業務を実施するために必要な執行体制や執行環境、継続に必

要な資源を確保すること等、大規模災害発生時においても適切な業務遂行を確保

するための対応方針を計画として作成するものである。 

(2) 区政のBCPでは、① 区民の生命・身体・財産等の保護、② 緊急時優先業務のため

の資源確保、③ 緊急時優先業務のための体制確保、④ 他機関と連携した事業継

続という、4つの緊急時優先業務継続基本方針を定めている。 

(3) 「情報システムのBCP対策」として、災害による被害を受けない外部データセンタ

ーへの情報システムの移設、区施設被災時用バックアップ情報システムの外部デ

ータセンターへの配置による二重化等の情報システムの可用性を高める対策を検

討・整備していく。 

(4) 業務継続の取り組みは、以下の特徴を持っている。 

ア 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、非常時優先業務を絞りこむ。 

イ 非常時優先業務の特定に当たっては、業務の継続に著しい影響を与えかねない

最大規模の被害を引き起こす災害を想定し、想定とは異なる災害についても、最

大規模の災害を想定した非常時優先業務を基本として、災害の種類や規模に応
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じた対応ができるよう、実効性の確保に向けた取組を推進していく。 

ウ 非常時優先業務は、全ての業務を洗い出し、タイムラインに応じて着手すべき業

務を絞り込み、特に発災後1週間以内に着手する業務を非常時優先業務として区

分する。 

エ 各非常時優先業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその業務の継続が

危うくなるかを抽出して検討する。 

オ 非常時優先業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な

要素を洗い出し、重点的に対処する。 

カ BCPに定める主な内容としては、権限の代行、職員の参集体制、代替庁舎の特定、

電気・水・食料等の確保、情報通信手段の確保、重要な行政データのバックアッ

プ、非常時優先業務の特定、受援応援体制の整備、執行環境の確保など、発災時

の業務継続の上で欠かすことのできない要素を含むこととする。 

(5) 北区業務継続計画の管理（以下「BCM」という。）の取組みは、以下の特徴を持っ

ている。 

ア 区は、平成23(2011)年3月に北区業務継続計画を策定し、事業継続体制の確保を

明文化した。同計画では、北区地域防災計画を補完する計画として、災害対応を

主とする応急対策業務を限られた要員で実施する上で、停止又は休止できない

通常業務の継続等を定めている。 

イ 区は、平成25(2013)年3月に北区業務継続計画を改定した。緊急時優先業務の対

象となる業務を災対各部職員行動マニュアルや停止又は休止できない通常業務

手順表に整理するとともに、災害対応及び各種訓練を実践する中で課題を抽出

し、BCMの推進体制のあり方について検討を進めるなど、PDCAサイクルに則った

災害対応を定めている。 

ウ 区は、熊本地震での教訓や「市町村のための業務継続計画作成ガイド」（内閣府、

平成27(2015)年5月）及び「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続

の手引き」（内閣府、平成28(2016)年2月）を踏まえ、本庁舎が使用できなくな

った場合の代替庁舎の特定、非常用発電機とその燃料の確保、業務を遂行する職

員等のための水、食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確

保について、北区業務継続計画改定の中で充実を図る。 
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早期復旧に向けた区職員の行動マニュアルのイメージ図 

 

 

 

発災後に区が実施する業務の推移 

 

※ 時間の経過とともに

応急業務は縮小していく

が、図に記載されている

以外の復旧・復興業務が

徐々に増加していくこと

に留意する。 
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BCP策定による事業の確保と早期復旧のイメージ図 

出典：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き（内閣府、令和5(2023)年5月） 
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３ 消火・救助・救急活動体制及び警備体制の整備 
 

３－１ 消火・救助・救急活動体制 

 

担当 消防署／消防団 

１．区における現況 

王子・赤羽・滝野川の3消防署は、ポンプ車、化学車、はしご車、照明電源車、補給

車、人員搬送車、救急車等の車両を配備し、災害に備えている。 

平常の消防力を災害時においても最大限に活用するため、各消防署は、地震被害の

態様に対応した震災消防計画等を樹立し、有事即応体制の確立を図っている。 

また、王子・赤羽・滝野川の3消防団に23の分団を組織し、可搬ポンプ等の消火設備

を配置している。各消防団は、管轄する消防署と連携し、地震後に予想される市街地

大火等に備えている。 

２．東京消防庁（消防署）の体制 

(1) 消火・救助・救急体制の整備 

ア 平常時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、過去の主な震災に

おける地震被害状況、活動状況を踏まえた各種の計画等を策定し、有事即応体制

を強化する。 

イ 震災時に同時多発する救助事象に対応するため、整備計画に基づいて救助体制

の強化を図るとともに、消防署に救助用資機材を配置する。 

ウ 長期間に及ぶ消防活動を間隙なく継続するため、震災時等における職員の後方

支援体制や、消防車両の整備体制の充実強化を図る。 

エ 救急・救護活動を効果的に実施するため、救急救命士等救急隊員を養成するとと

もに、職員の教育訓練をさらに充実する。 

オ 高度救急資器材や消防隊用応急救護資器材を活用し、救急現場での救命効果向

上を図る。 

カ 傷病者の速やかな搬送及び都民への情報提供を的確に行うため、「広域災害・救

急医療情報システム（EMIS）」を活用し、医療情報収集体制の強化を図る。 

キ 東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会と連携し、多数傷病者の搬

送補完体制の確立を図る。 

ク 多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」を活用し、外国人への救急対応の充実

強化を図る。 

(2) 全庁的に総合震災消防訓練を毎年行い、震災消防活動体制の強化を図る。 
 

３－２ 警備体制の整備 

 

担当 警視庁／警察署 

 

(1) 災害時に必要な装備資機材の充実強化を図り、効果的に資機材を活用した迅速、

的確、安全な救出救助活動体制を整備する。 

(2) 発災時に迅速な救出救助活動が実施できるよう、警察署に平素から、機動隊等の



第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
【予防対策】 

震 -179 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

レスキュー隊経験者を中心とした救出救助部隊を編成し、各種訓練を反復、継続

して実施することにより、署員の災害対処能力の向上に努める。 

(3) 大震災等発災時における集団警備力としての機動隊の更なる災害対応力の向上を

図るため、被災者の救出救助等に関する実践的・効果的訓練を行うとともに、各

種震災対策用資機材の整備を図る。 

(4) 警視庁特殊救助隊の対処能力の向上、航空隊と連携した救出救助活動の強化等を

図る。 

(5) 発災直後から緊急自動車専用路を速やかに確保するため、継続して交通規制訓練

を実施するとともに、交通規制用資機材の整備を図る。 

 

 

４ 広域連携体制の構築（災害時相互応援協定の締結の推進） 

 

担当 区各部 

 

(1) 区は、他自治体、事業者、協会・団体等との災害時応援協定の締結を推進する。

協定の締結に当たっては、通常業務を通じて各団体等と関わりを持つ各所管部と

危機管理室が連携するとともに、想定する災害規模、北区との位置関係及び地域

特性等を考慮し、有効な協定の締結につなげる。 

(2) 区は、他自治体や防災関係機関からの応援職員や応急危険度判定員等の受入に備

えて、備蓄や宿泊スペース等の検討を進める。 

 

５ 応急活動拠点の整備 

 

５－１ オープンスペースの確保 

 

担当 まちづくり部／土木部／都都市整備局 

１．オープンスペースの整備推進 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第３章 安全なまちづくりの実現  

【予防対策】１ 安全に暮らせるまちづくり 

１－１ 地域特性に応じた防災まちづくり 

第４ 都市空間の確保（p震-87）参照 

２．オープンスペース利用計画の策定推進 

→  同上 
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５－２ 大規模救出救助活動拠点等の確保・整備 

 

担当 危機管理室 

 

(1) 自衛隊、警察災害派遣隊（警察）、緊急消防援助隊（消防）、その他の広域支援・

救助部隊等のベースキャンプとして活用するオープンスペースを、国や都及び防

災関係機関と協議の上、あらかじめ確保する。 

(2) 迅速な救出・救助、消防活動、物資輸送等に資するため、ヘリコプターの緊急離

着陸場所を、国や都及び防災関係機関と協議の上、あらかじめ確保する。 

(3) 区は、避難所となる学校の改修や改築にあわせて、ヘリサインの整備を進める。 

(4) 区は、迅速な受援体制の構築のため、自衛隊の災害時の活動拠点を「赤羽スポー

ツの森公園」と定める。 

(5) ライフラインの復旧拠点と重複する大規模救出救助活動拠点については、ライフ

ラインの復旧活動での利用にも考慮する。 

※ 災害時臨時離着陸場候補地         【資料編 p資-21参照】 

※ ヘリコプター発着場基準及び表示要領 【資料編 p資-22参照】 

※ ヘリサイン表示施設一覧       【資料編 p資-23参照】 

※ 九都県市公共建築物におけるヘリサイン表示に関する 

申し合わせ事項                      【資料編 p資-24参照】 

 

５－３ ボランティアの活動拠点の明確化 

 

担当 危機管理室 

 

(1) 区は、災害時の災害ボランティアセンターの設置・運営支援に向けて、平常時か

ら東京都北区市民活動推進機構（北区NPO・ボランティアぷらざ）、北区社会福祉

協議会等と連携を深める。 

(2) 区は、迅速な受援体制の構築のため、あらかじめ災害発生時のボランティアの活

動拠点をみどりと環境の情報館（エコベルデ）と定める。 

 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第２章 区民と地域の防災力向上【応急対策】 

６ ボランティアとの連携（p震-76）参照 
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【応急対策】 
 

１ 初動態勢 

 

１－１ 区の責務 

 

担当 （災対）各部 

 

(1) 区は、区域に自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、第

一次的防災機関として、法令、都地域防災計画及び区地域防災計画の定めるとこ

ろにより、都、他の区市町村及び指定地方行政機関等並びに区域内の公共的団体

及び区民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努

める。 

(2) 区は、上記の責務を遂行するため必要があるときは、災害対策本部を設置し、災

害応急対策に従事する職員を配置する。 

(3) 区は、災害対策本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに、都にその旨を報告

するとともに、警察署、消防署等の防災関係機関に通報する。 

(4) 区は、災害対策本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対策

の実施は、東京都北区危機管理基本指針に基づき、区災対本部が設置された場合

に準じて処理する。 

(5) 区の地域に災害救助法が適用されたときは、区長（災対本部長）は、知事（都災

対本部長）の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。  

 

１－２ 区の活動態勢 

 

担当 （災対）各部 

 

区は、上記の責務を遂行するため必要がある場合、災害対策本部を設置し、災害応急

対策に従事する職員を配置する。職員は、防災機関業務大綱に示された災対各部の事務

又は業務を、職員行動マニュアルに従い、状況に合わせて的確かつ迅速に実施する。 

 

第１ 災害対策本部                                                

１．区災対本部の組織 

東京都北区災害対策本部条例及び同条例施行規則に基づく区災対本部組織は、次に

示すとおりである。 
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災対政策経営部（政策経営部） 

災対総務部（総務部） 

災対地域振興部（地域振興部） 

災対区民部（区民部） 

災対生活環境部（生活環境部） 

災対福祉部（福祉部） 

災対医療衛生部（北区保健所/健康部） 

災対まちづくり部（まちづくり部） 

災対土木部（土木部） 

災対教育振興部（教育委員会事務局教育振興部） 

災対子ども未来部（教育委員会事務局子ども未来
部） 

災対区議会事務局（区議会事務局） 

統括班 

対策班 

情報班 

本部長室 

本部長  区長 

副本部長 副区長・教育長 

部員   技監 

政策経営部長 

政策経営部しごと連携担当室長 

     総務部長 

     総務部新庁舎整備担当部長 

     危機管理室長 

        地域振興部長 

     区民部長 

        生活環境部長 

        福祉部長 

     健康部長 

        北区保健所長 

     まちづくり部長 

     まちづくり部防災まちづくり担

当部長 

まちづくり部都市拠点デザイン 

担当部長 

     まちづくり部鉄道駅関連 

プロジェクト担当部長 

     土木部長 

     会計管理室長 

         教育委員会事務局教育振興部長 

     教育委員会事務局子ども未来 
部長 

         区議会事務局長 

災対危機管理室（危機管理室） 

災対会計管理室（会計管理室） 

受援班 
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【災対本部の組織】 

役職 構成員 

災対本部長 区長 

災対副本部長 副区長、教育長 

災対本部員 
技監、区災対本部を構成する部の部長、東京都北区組織規程第9条第

2項に規定する担当部長、危機管理室長 

本部長室長 危機管理室長 

本部長室班長 防災・危機管理課長、地域防災担当課長、広報課長、職員課長 

本部長室班員 

生活安全担当課長、シティプロモーション推進担当課長、区長室長、

監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、産業振興課長、東京都北区

組織規程第9条第3項に規定する副参事（医療職は除く。） 

危機管理室職員、広報課職員、シティプロモーション推進担当課職員、

区長室職員、監査事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、その他区

長が区の職員の中から指名した者 

災対各部職員 各部指定職員 

 

【災対本部長等の職務】 

役職 機能 

災対本部長 区災対本部の事務を総括する。 

災対副本部長 災対本部長を補佐する。 

災対本部員 
災対本部長の命を受け、本部長室の事務に従事し、部の事務を掌理す

る。 

本部長室長 
災対本部長の命を受け、本部長室の事務を掌理するとともに、各部を

総合調整する。 

本部長室班長 本部長室長の命を受け、班の業務を掌理する。 

本部長室班員 班長の命を受け、班の業務に従事する。 

災対各部職員 部長の命を受け、部の事務に従事する。 
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【災対本部長の補佐機能】 

班名 機能 構成員 

統括班 

・ 災対本部会議の運営に関する事項 

・ 情報班が収集した情報を踏まえた災対本部
長の重要な意思決定に係る補佐 

・ 災対本部長が決定した方針に基づく各班に
対する具体的な指示 

班長 防災・危機管理課長 

副班長 
選挙管理委員会事

務局長、区長室長 

班員 
危機管理室職員、区

長室職員、指定職員 

対策班 

・ 統括班の指示に基づく情報班や災対各部の
業務の支援 

・ 初動段階での各部の参集職員の調整 

・ 都を通じた自衛隊の部隊等の派遣要請に関
する事項 

・ 災対本部員や災対本部職員のローテーショ
ン管理 

・ 区災対本部の食料の調達等庶務に関する事項 

班長 地域防災担当課長 

副班長 

監査事務局長、生活

安全担当課長、医療

職を除く副参事 

班員 

危機管理室職員、監

査事務局職員、選挙

管理委員会事務局

職員、指定職員 

情報班 

○ 国、都、他の区市町村、防災関係機関、地
区本部、避難所等からの以下の情報の収集、

整理及び集約 

 被災情報  

 避難や救援の実施状況  

 安否情報 

 災害への対応状況 

 その他統括班等から収集を依頼された情
報 

○ 区災対本部の活動状況や実施した措置等の
記録 

○ 通信回線や通信機器の確保 

○ 被災状況や区災対本部における活動内容の
公表、報道機関との連絡調整、記者会見等

対外的な広報活動 

班長 広報課長 

副班長 
シティプロモーシ

ョン推進担当課長 

班員 

危機管理室職員、広

報課職員、シティプ

ロモーション推進

担当課職員、指定職

員 

受援班 

○ 人的・物的受援に関する担当窓口の設置 

○ 災対各部の受援担当との連絡調整 

○ 応援職員の配置調整及び受入手配 

○ 物資供給元との連絡調整 

○ 支援物資に関する情報の把握 

○ 輸送に関する災対各部との連携 

班長 職員課長 

副班長 産業振興課長 

班員 
危機管理室職員、指

定職員 

２．区災対本部の所掌事務等 

本部長室の所掌事務及び各部の分掌事務は、東京都北区災害対策本部条例施行規則

のとおりとする。 
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震災対策編 

    

風水害対策編 本編 

    

資料編 

  

 

 

第１部 第２部 第３部 担当表 

  

第１部 第２部 第３部 担当表 

 

震災対策編 風水害対策編 

 

《応急活動の分掌事務》 

災対各部の分掌事務優先度及び活動開始時期の目安を示す。 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

政策経営部 

企画課 

財政課 

情報政策課 

広報課 

シティプロモーション推

進担当課 

経営改革・公共施設再配

置推進担当課 

しごと連携担当課 

災害時における広報活動 １      

災害情報の収集及び整理 １      

報道機関への連絡体制 ２      

写真等による情報の収集及び記録 ３      

災害関係対策予算 ３      

震災復興本部事務局の体制整備 ４      

震災復興計画の総合調整 ４      

電子計算システムの復旧 ４      
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対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対総務部 

総務課 

区長室 

職員課 

契約管財課 

営繕課 

多様性社会推進課 

新庁舎整備担当課 

区災対本部の職員の動員 １      

区災対本部の人員の配置及び調整 １      

被災した庁舎、校舎等の応急危険度判定

と修理 
２ 

     

車両、船艇等輸送機関の調達 ２      

外国人への情報支援 ３      

女性被災者等に係る相談に関すること ３      

流通物資の調達の指導、協力及び総合調

整 
４ 

     

他の自治体への応援要請及び収容要請 ４      

区職員及び他自治体の応援職員の宿泊施

設の確保 
５ 

     

区災対本部の職員の服務及び給与 ５      

 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

危機管理室 

防災・危機管理課 

地域防災担当課 

生活安全担当課 

都、その他防災関係機関との連携 １      

区災対本部の通信情報の総括 １      

本部長室の庶務 ２      
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震災対策編 

    

風水害対策編 本編 

    

資料編 

  

 

 

第１部 第２部 第３部 担当表 

  

第１部 第２部 第３部 担当表 

 

震災対策編 風水害対策編 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

危機管理室 

（広報課、シ

ティプロ

モーショ

ン推進担

当課、区長

室、監査事

務局及び

選挙管理

委員会事

務局を含

む。） 

 

※災対本部

長の補佐

機能 

統括班 

区災対本部の運営に関する事項 １      

情報班が収集した情報を踏まえた災対本

部長の重要な意思決定に係る補佐 
１      

災対本部長の決定方針に基づく各班への

指示 
１      

対策班 

初動段階における各部の参集職員の調整 １      

統括班の指示に基づく情報班や各部業務

の支援 
１      

都を通じた自衛隊の部隊等の派遣要請に

関する事項 
２      

区災対本部の食料の調達等庶務に関する

事項 
２      

災対本部員や災対本部職員のローテーシ

ョン管理 
３      

情報班 

国、都、他の区市町村等や防災関係機関

及び地区本部等からの情報収集、整理及

び集約 

１ 
     

区災対本部の活動状況や実施した措置等

の記録 
１      

通信回線や通信機器の確保 ２      

被災状況や活動内容の公表、報道機関と

の連絡調整、記者会見等対外的な広報活

動 

３ 
     

受援班 災対各部の受援担当との連絡調整 ２      

応援職員の配置調整及び受入手配 ３      

物資供給元との連絡調整 ３      

支援物資に関する情報の把握 ３      

輸送に関する災対各部との連携 ４      
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対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

地域振興部 

地域振興課 

（地域振興室） 

大規模区民施設整備担当

課 

文化施策担当課 

産業振興課 

スポーツ推進課 

地区本部に関すること １      

地区本部と自主防災組織との連携 ２      

被害概況の把握と報告 ２      

帰宅困難者に関すること ２      

流通物資の調達、流通物資及び救援物資

の管理並びに配給計画  
３ 

     

災害時の体育施設等の利用 ３      

生活相談総合窓口の開設準備 ４      

 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対区民部 

戸籍住民課 

税務課 

収納推進課 

国保年金課 

給水計画に関すること １      

物資等の管理・輸送 ２      

生活相談総合窓口の開設と運営 ２      

被災者台帳の作成 ３      

罹災証明書の交付 ３      

義援金の受領及び配分並びに被災者生活

再建支援金等の支給 
４ 
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震災対策編 

    

風水害対策編 本編 

    

資料編 

  

 

 

第１部 第２部 第３部 担当表 

  

第１部 第２部 第３部 担当表 

 

震災対策編 風水害対策編 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

生活環境部 

リサイクル清掃課 

環境課 

北区清掃事務所 

行方不明者の捜索・遺体の収容及び埋火

葬 
１ 

     

ごみ処理及びし尿収集 ２      

廃棄物処理 ２      

放射性物質対策（測定）に関すること ２      

 
 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対福祉部 

地域福祉課 

生活支援臨時特別給付金

担当課 

生活福祉課・北部地域保護

担当課 

高齢福祉課 

長寿支援課 

障害福祉課 

介護保険課 

障害者福祉センター 

要配慮者の災害対策に関すること １ 
     

福祉避難所の設置及び管理運営 ２ 
     

避難場所に関すること ３ 
     

災害時のボランティア(医療以外)に関す

ること 
４ 
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対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

医療衛生部 

北区保健所 

生活衛生課 

保健予防課 

新型コロナウイルスワ

クチン接種担当課 

健康部 

健康推進課 

地域医療連携推進担当

課 

避難所医療救護所及び緊急医療救護所並

びに医療救護活動拠点の開設 
１ 

     

医療及び助産救護 ２      

防疫 ３      

医療救護協定に関する要請及び医療機関

との連絡 
１ 

     

医薬品の調達及び配給 ４      

災害時のボランティア（医療）に関する

こと 
４ 

     

健康相談（放射性物質に係るもの含

む。）に関すること 
４ 

     

動物の救護に関すること ４      

 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

まちづくり 

部 

都市計画課 

まちづくり推進課 

住宅課 

建築課 

防災まちづくり担当課 

都市拠点デザイン担当課 

鉄道駅関連プロジェクト

担当課 

被災建築物の応急危険度判定 １ 
     

建築物の被害状況調査 １ 
     

がけ・急傾斜地の被害状況の調査及び応

急対策 
１ 

     

応急仮設住宅 ４      
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震災対策編 

    

風水害対策編 本編 

    

資料編 

  

 

 

第１部 第２部 第３部 担当表 

  

第１部 第２部 第３部 担当表 

 

震災対策編 風水害対策編 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対土木部 

土木政策課 

交通事業担当課 

事業用地担当課 

土木管理課 

道路公園課 

障害物等の除去 １      

緊急・準緊急道路障害物除去路線及び避

難路の確保 
１ 

     

応急資材及び労力の確保 ３      

堤防、道路、橋りょう、公園、擁壁、ト

ンネル等の点検、整備及び復旧 
４ 

     

道路等占有物件の対策 ４      

河川の流木対策 ４      

がけ・急傾斜地の被害状況の調査及び応

急対策 
４ 

     

 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

会計管理室 
会計課 金銭及び物品の出納保管  
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対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

教育振興部 

教育政策課 

学び未来課 

学校改築施設管理課 

学校支援課 

生涯学習・学校地域連携

課 

教育指導課 

教育総合相談センター 

飛鳥山博物館 

中央図書館 

避難所の設置及び管理運営 １ 

     

園児、児童及び生徒の保護並びに 

救護 
２ 

     

応急教育 ３ 

     

 

 

対策部 課 分掌事務 
優先 

順位 

発災後の活動開始時期の目安 

1時間後 3時間後 6時間後 24時間後 72時間後 

災対 

子ども未来 

部 

子ども未来課 

児童相談所開設準備担当

課 

子どもわくわく課 

保育課 

子ども家庭支援センター 

保育園児及び児童の保護並びに救護 １ 
     

災害遺児等の保護 ２ 
     

応急保育 ３ 
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３．区災対本部の設置及び廃止 

(1) 区災対本部の設置 

ア 区長は、区の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい

て、防災の推進を図るため必要があると認めたときは、区災対本部を設置する。 

イ 区災対本部の組織等は、東京都北区災害対策本部条例（昭和38年7月東京都北区

条例第9号）及び同施行規則（昭和40年8月東京都北区規則第36号）に定める。 

(2) 区災対本部設置の通知 

ア 区災対本部が設置されたときは、直ちにその旨を都知事に報告するとともに、各

部長及び警察署・消防署等の防災関係機関並びに自主防災組織及び区民に通知

しなければならない。 

イ 各部長は、上記の通知を受けたときは、所属職員に対し周知徹底しなければなら

ない。 

(3) 区災対本部の廃止 

ア 区長は、区の地域について災害が発生するおそれが解消したと認めたとき又は

災害応急対策が概ね完了したときは、区災対本部を廃止する。 

イ 区災対本部の廃止の通知は、上記(2)に準じて処理する。 

４．区災対本部の非常配備態勢 

(1) 非常配備態勢の種別 

種別 時期 態勢 

初動態勢 
区内で震度5弱以上の地震が発生した

とき、自動的に参集する。 

各部原則3名の職員及び指定参

集職員とする。 

第 1 次 

非常配備 

態 勢 

区内で震度5弱以上の地震が発生し、

区長が必要と認めたとき又は区内で震

度5弱以上の地震と同程度の被害をもた

らす災害が発生し、区長が必要と認めた

とき、参集する。 

災対各部別に震度5弱以上の地

震が発生した場合の対応業務を検

討し、当該業務に対応できる配備

人員を決定する。全区職員の概ね3

割程度とする。 

第 2 次 

非常配備 

態 勢 

(1) 区内で震度5強以上の地震が発生し

たとき、自動的に参集する。 

(2) 大規模地震対策特別措置法第9条第1

項の規定により、内閣総理大臣が警

戒宣言を発令したとき、自動的に参

集する。 

(3) 区内で震度5強以上の地震と同程度

の被害をもたらす災害が発生し、区

長が必要と認めたとき、参集する。 

災対各部別に震度5強以上の地

震が発生した場合の対応業務を検

討し、当該業務に対応できる配備

人員を決定する。全区職員の概ね7

割程度（第1次非常配備態勢を構成

する職員を含む。）とする。 

第 3 次 

非常配備 

態 勢 

(1) 区内で震度6弱以上の地震が発生し

たとき、自動的に参集する。 

(2) 区内で震度6強以上の地震と同程度

の被害をもたらす災害が発生し、区

長が必要と認めたとき、参集する。 

全区職員とする。 
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(2) 部内への周知 

各部長は、あらかじめ職員行動マニュアルを定め、所属職員に対し非常配備態勢

等を周知徹底しなければならない。 

(3) 非常配備態勢の特例 

区長は、災害の状況等により必要があると認めたときは、特定の部のみ非常配備

態勢を発令し、又は種別の異なる非常配備態勢を発令することができる。 

５．例外措置 

区職員のうち、次に掲げるものは、非常配備態勢から除外する。 

(1) 妊娠中の職員 

(2) 世帯内に小学生以下の子がおり、他に保護者がいない職員 

(3) 世帯内に介護を必要とする者がおり、他に介護する者がいない職員 

(4) 定期的な通院による療養を必要とする疾病（人工透析、心臓病等）又は障害を有

する職員 

(5) 病気休暇、妊娠出産休暇、介護休暇、育児時間等の承認を得て休暇中の職員 

(6) 結核休養、育児休業及び部分休業等で休業中の職員並びに休職中の職員 

６．区災対本部の設置場所 

区災対本部は、区役所別館2階研修室に設置する。なお、本庁舎に区災対本部の設置

が不可能なときは、北区防災センター大研修室に設置する。 

 

第２ 夜間・休日等勤務時間外の態勢                                

１．指定参集職員の動員態勢 

(1) 本庁舎等における動員 

ア 指定幹部：災対各部の長が到着するまで指揮を執るため、災対各部に1名ずつ管

理職を指定する。 

イ 災対本部統括班：職員の統制のため、10名程度を指定する。 

ウ 災対本部対策班：統括班が決めた対策を遂行するため、35名程度を指定する。 

エ 災対本部情報班：情報収集及び伝達を担当するため、30名程度を指定する。 

オ 災対本部受援班：受援を担当するため、15名程度を指定する。 

(2) 防災拠点における動員 

ア 地区本部（地域振興室）：各地域振興室に6名ずつ指定し、うち2名を係長級職員

とする。職員の役割は、主に情報収集及び自主防災組織との連携とする。 

イ 避難所（小・中学校等）：各避難所に3名ずつ指定する。職員の役割は、主に避

難所の運営体制構築及び運営支援とする。 

２．指定参集職員以外の職員の動員態勢 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化【応急対策】１ 初動態勢 

１－２ 区の活動態勢 第１ 災害対策本部  

４．区災対本部の非常配備態勢（p震-193）参照 
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第３ 職員の配置及び服務                                              

１．職員の配置 

(1) 災対各部の長は、所属職員のうち、区災対本部の事務に従事する職員の名簿を備

えておかなければならない。 

(2) 災対各部の長は、あらかじめ非常配備態勢別の職員の動員表を作成し、防災・危

機管理課へ報告するとともに、所属職員に対し周知徹底しておかなければならな

い。 

(3) 災対各部の長は、あらかじめ所属職員の参集方法及び参集に要する時間を調査し、

記録しておかなければならない。 

２．職員の服務 

(1) 区職員は、区災対本部が設置された場合は、次の事項を遵守しなければならない。 

ア 災害に関する情報及び本部関係の指示に注意すること 

イ 不急の行事、会議、出張等を中止すること 

ウ 正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと 

エ 出張等の場合においては、常に所在を明らかにしておくこと 

オ 区長による帰宅の許可があるまで、職場に待機すること 

(2) 区職員は、自らの言動によって区民に不安を与え、又は区民の誤解を招き、区災

対本部の活動に支障をきたすことのないよう注意しなければならない。 

 

第４ 都災対本部派遣員                                                  

(1) 区は、都の災害対策本部長室の事務に協力するため、必要に応じて、あらかじめ指

定した職員を都災対本部へ派遣する。 

(2) 前項の規定による派遣は、主として局地的な災害や事故を対象としたものである

が、地震災害においても派遣を行う場合がある。 

 

第５ 活動要員の供給                                                

１．計画方針 

災害対応業務の遂行に当たり、区職員のみでは人的資源が不足するときは、作業員

を雇い上げ、又は都等へ人的支援を要望し、必要な体制を確保する。災対総務部は、

平常時から建設業協会等と連携し、災害時の人員の確保に努めることとする。 

２．引渡し方法 

作業員の待機及び災対各部への引渡方法は、次のとおりとする。 

(1) 災対各部は、必要な作業員を災対総務部へ要求する。 

(2) 災対総務部は、作業員を確保し、要求した部へ派遣する。 

(3) 経費の負担は、区災対本部の財務に規定するところによる。 

 

第６ 東京都防災センターとの連携                                       

東京都防災センターは、東京都を中核とする防災機関の情報連携及び情報分析並びに

災害対策の審議、決定及び指示を行う中枢の施設である。区は、東京都防災センターの
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指令室と情報共有を図り、連携を強化する。 
 

１－３ 防災機関の活動体制 

 

担 当 
（災対）危機管理室／警視庁／警察署／消防署／消防団／都交通局／東日本旅

客鉄道㈱／首都高速道路㈱ 

 

第１ 責務                                                      

自然災害が発生した場合、防災関係機関等は所管に係る災害応急対策を実施するとと

もに、区が実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務について協力する。 

 

第２ 警備体制                                                   

１．警備本部等の設置 

警視庁管内に大地震が発生した場合には、警備本部を設置して指揮体制を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察の活動体制 

 

２．部隊運用等 

(1) 警視庁は、警視庁管内に大地震が発生した場合には、警備本部を設置して指揮体

制を確立する。 

(2) 警備要員は、東京都（島しょ部を除く。以下同じ。）に震度6弱以上の地震が発

生した場合には、自所属に参集する。 

(3) 東京都に震度5強の地震が発生した場合、当務員以外の指定警備要員は自所属に

参集し、警備本部の設置、関係防災機関との連絡調整等にあたる。 

(4) 各警察署は、災害事務の処理に必要な最小限の要員を除いて部隊を編成し、被害

実態の把握、交通規制、救出救護、避難誘導等の措置をとる。 

(5) 機動隊、警察災害派遣隊は、被害の発生状況、態様等に応じて最高警備本部長(

警視総監)が運用する。  

(6) 交通機動隊及び高速道路交通警察隊は、速やかに道路の被災状況及び道路交通

実施幕僚  
交通幕僚  
公安幕僚  
捜査幕僚  
総務幕僚  
警務幕僚  
組織犯罪対策幕僚 

生活安全幕僚 
通信幕僚  
特命幕僚  

最高警備本部 

本部長 警視総監 

方面警備本部 

(本部長各方面本部長(10)) 

現場警備本部 
(本部長各警察署長(102)) 

 

機動隊・特科車両隊(10) 

幕 僚 
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状況の視察を行うとともに、警察署と連携して交通規制を実施する。  

(7) 警視庁本部部隊は、最高警備本部長の命により激甚被災地等に出動し、警備にあ

たる。  

(8) 建物倒壊、火災、津波等により発生する被害の拡大防止のため、次の警備活動等

を行う。  

ア 被害実態の把握及び各種情報の収集 

イ 交通規制  

ウ 被災者の救出救助及び避難誘導 

エ 行方不明者の捜索及び調査  

オ 遺体の調査等及び検視 

カ 公共の安全と秩序の維持 

(9) 震災が発生した場合、総力を挙げて、被災地における治安維持に万全を期するた

め、必要な装備資機材の整備を図る。 

 

第３ 消防活動体制                                                             

１．震災署隊本部の設置 

消防署は、災害活動組織として署隊本部を常設し、常時震災に即応できる体制を確

保している。地震発災時には、これらの機能を強化し、震災消防活動体制を確立する。 

２．初動態勢 

(1) 震災第一非常配備態勢 

東京都23区、東京都多摩東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度5強の地震が

発生した場合、又は地震により火災若しくは救助・救急事象が発生し必要と認めた

場合は、直ちに震災第一非常配備態勢を発令し、事前計画に基づく活動を開始する。 

(2) 震災第二非常配備態勢 

東京都23区、東京都多摩東部及び東京都多摩西部のいずれかに震度6弱以上の地

震が発生した場合、又は地震により火災若しくは救助・救急事象が発生し必要と認

めた場合は、直ちに震災第二非常配備態勢を発令し、事前計画に基づく活動を開始

する。 

(3) 非常招集 

ア 震災第一非常配備態勢を発令したときは、招集計画に基づき、所要の人員は、直

ちに所定の場所に参集する。 

イ 震災第二非常配備態勢を発令したときは、全消防職員及び全消防団員が、招集計

画に基づき、直ちに所定の場所に参集する。 

 

第４ 消防団の活動体制                                          

消防団は、発災初動期の地域防災の核として、分団受持区域内の住民と被災情報を共

有するとともに、出火防止、初期消火、救出救護等の指導を実施する一方、火災その他

の災害に対しては、消防署隊と連携し、及び地域住民と協働し、現有装備を活用した消

防活動にあたる。 

(1) 出火防止 
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発災と同時に付近の住民に対して、出火防止と初期消火の呼びかけを行う。 

(2) 情報収集活動 

災害の初期対応を行うとともに、携帯無線機を活用し、消防団本部等に消防活

動上必要な情報や被害の情報収集を行う。あわせて、自主防災組織からの情報が

集約される地区本部と被害情報の交換を行う。 

(3) 消火活動 

分団受持区域内にある建物等の消火活動及び避難道路の確保は、消防署隊と協

力して行う。 

(4) 消防署隊への応援 

所轄消防署（所）の消防署隊応援要員として消火活動の応援をするとともに、

道路障害排除等の活動を行う。 

(5) 救出・救護 

簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救出活動を行うとともに、負傷者

に対する応急救護処置を行い、安全な場所への搬送を行う。 

(6) 避難場所の防護等 

避難の指示等が出された場合は、これを地域住民に伝達するとともに防災関係

機関と連絡を取りながら、避難者の安全確保と避難場所の防護活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防団 指揮系統図（水防を含む。） 

※ 消防団の現勢              【資料編 p資-8参照】 

※ 分団本部所在地及び受持区域【資料編 p資-9参照】 

  

指揮系統 

情報連携 

東京消防庁消防総監 

[警防本部長] 

第五消防方面本部長 

[第五方面隊長] 

王子・赤羽・滝野川消防署長 

[王子・赤羽・滝野川署隊長] 

王子・赤羽・滝野川消防団 

（団長） 

中隊 

各小隊 分 団 

（分団長） 

団 員 

北区災害対策本部 

本 部 長 

地 域 振 興 室 

地区防災会議地区本部 

本 部 長 

自主防災組織 

災対地域振興部 
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第５ 首都高速道路㈱の活動体制                           

警戒宣言が発令された場合又は災害が発生した場合等にあっては、警戒体制、緊急体

制又は非常体制のうち、災害の種類及びその程度に応じた適切な規模及び内容のものを

選択し、速やかに役員及び社員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部の設

置等必要な措置を講じる。また、緊急点検等により収集された情報等に基づき、国、関

係都県及び防災関係機関と連携し、対応及び情報共有等を実施する。 
 

第６ 都営交通の活動体制                              

１．配備 

(1) 営業所長は、あらかじめ災害時の非常配備態勢に係る動員計画を作成するととも

に、災害時の活動計画を定め、職員に示達する。 

(2) 営業所長は、非常配備態勢に基づき参集した職員に必要な業務を指示し、未参集

の職員には状況確認を行うなど、時点の推移に応じた措置をする。 

２．乗務員の確保 

(1) 勤務時間中に災害の発生が予測されるときは、乗務員の一部を仮泊待機させる。 

(2) 徒歩通勤可能者には、あらかじめ災害時の対応について予告し、災害が発生した

ときは直ちに参集させる。 

 

第７ 東日本旅客鉄道㈱の活動体制                             

(1) 東京30㎞圏で震度5弱以上の地震が発生した場合は、設備の安全確認やお客様の

安全確保を最優先する。また、運転中止によるお客様等の混乱防止に対処するた

め、防災業務実施計画等あらかじめ定められたマニュアル等により、東京支社対

策本部を設置し、被災状況等の情報収集にあたるとともに、所要の社員を非常参

集させる等により、必要な復旧作業及び救助活動等を実施する。 

(2) 東京30㎞圏に震度6弱以上の地震が発生した場合は、全社員を非常参集させ、人命

救助を最優先に、全社を挙げて最大限の救助活動を行うとともに、救助活動完了

後は、被災状況に応じて順次応急復旧等運転再開に向けての活動を展開する。 

 

第８ その他の機関の活動体制                            

防災関係機関等は、あらかじめ災害時に行う業務を整理した上で、当該業務の遂行に

必要な人員体制を計画する。 
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２ 消防・救助・救急及び警備活動 

 

２－１ 震災消防活動 

 

担当 消防署／消防団 

 

第１ 活動方針                                                   

大震災発生時には、家屋の倒壊等による人命損傷の危険はもとより、同時多発火災によ

り極めて大きな人命への危険が予想されるので、区民や事業者に出火防止と初期消火の徹

底を呼びかけるとともに、消防団を含め消防機関の全機能を挙げて、延焼の拡大防止に当

たり、地震災害から区民の生命と身体の安全を図る。 

 

第２ 活動内容                                                   

１．活動の基本 

(1) 延焼火災が多発したときは、全消防力を挙げて消火活動を行う。 

(2) 震災消防活動態勢を確立したときは、消火活動と並行して救助・救急活動等、人

命の安全確保を最優先とした活動を行う。 

(3) 延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主力に活動する。 

２．部隊の運用 

(1) 災害の規模等に応じて、所定の計画に基づき部隊運用及び現場活動を行う。 

(2) 地震被害予測システム、延焼シミュレーションシステム、震災消防活動支援シス

テム等の震災消防対策システムを活用し、効率的な部隊運用を図る。 

３．消防団の活動 

(1) 出火防止 

発災と同時に付近の住民に対して、出火防止と初期消火の呼びかけを行う。 

(2) 情報収集活動 

ア 災害の初期対応を行うとともに、消防活動上必要な情報や被災状況の情報収集

を行い、携帯無線機等を活用し、消防団本部等に伝達する。 

イ 自主防災組織からの情報が集約される地区本部と被害情報の交換を行う。 

(3) 消火活動 

ア 分団受持区域内にある建物等の消火活動及び避難道路の確保を行う。 

イ 消防団独自若しくは、消防署隊と協力して行う。 

(4) 消防署隊への応援 

ア 多発火災の拡大防止を図るため、消防署隊との連携を一層強化するとともに、

分団受持区域内の建物等の消火活動及び避難道路防護活動を消防団独自に、若

しくは消防署隊と連携して行う。 

イ 道路障害排除等の活動を行う。 

(5) 救出・救護 

ア 簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救出活動を行う。 

イ 負傷者に対する応急救護処置を行う。 
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ウ 安全な場所への搬送を行う。 

(6) 避難場所の防護等 

ア 避難指示等が出された場合は、これを地域住民に伝達する。 

イ 関係機関と連絡を取りながら、避難者の安全確保と避難場所の防護活動を行う。 

 

第３ 情報収集等                                                 

(1) 署隊本部は、所定の計画に基づき、地震被害予測システムの結果、119番通報、高

所見張り・情報活動隊による情報、参集職（団）員情報等を活用し、積極的な災

害情報収集を行う。 

(2) 震災消防対策システムを活用し、円滑な情報伝達・管理を行う。 

(3) 防災機関に職員を派遣し、相互に知り得た災害情報の交換を行う。 
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２－２ 救助・救急活動 

 

担当 警察署／消防署／自衛隊 

 

第１ 活動方針                                                   

災害時には、火災、建物・ブロック塀の倒壊、看板・窓ガラス等の落下物、水害等に

よる多数の救助・救急事象等が発生するため、防災関係機関と連携し、救助・救急活動

の万全を期す。 

 

第２ 活動内容                                                   

機関名 活動内容 

消防署 

(1) 現行の消防力を最大限に活用し、消防活動を実施する。 

(2) 警視庁、自衛隊、東京DMAT、自主防災組織等と連携協力し、救助・救

急の万全を期する。 

(3) 所定の計画に基づき、多様な手段を活用して、災害情報の収集伝達、

関係防災機関との情報交換等を行う。 

(4) 区災対本部に参画し、消防的見地から情報提供や助言等を行う。 

(5) 救助・救急活動は消防隊及び救急隊が連携し、救助・救急資機（器）

材を活用して組織的な人命救助・救急活動を行う。 

(6) 救助・救急活動に必要な重機、救急資機材等に不足を生じた場合は、

関係事業者との協定等に基づく迅速な調達を図り、実効性のある活動

を行う。 

(7) 救急活動に当たっては、医療救護所が開設されるまでの間、消防署に

仮救護所を設置するとともに、救助・救急現場に現場救護所を設置

し、医療関係機関、消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア等

と連携し、救急資機材等を有効に活用して傷病者の救護にあたる。 

(8) 傷病者の搬送は、救急救命士等のトリアージに基づき、緊急度の高い

傷病者を最優先とし、医療機関へ迅速に搬送する。 

警察署 

(1) 救出救助活動は、生存者の救出を最優先に行う。 

(2) 救出した負傷者は速やかに医療救護所等に引き継ぐ。  

(3) 救出救助活動に当たっては、重機類等装備資機材等を有効に活用する。  

(4) 救出救助活動を速やかに行うため、第一次交通規制及び第二次交通規

制を実施する。  

(5) 消防署、自衛隊、自主防災組織等と連携協力し、救出救助に万全を期

する。  
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機関名 活動内容 

自衛隊 

(1) 都の要請に基づき、警視庁、自主防災組織、ボランティア等と連携協

力し、行方不明者等の救助・救出を行う。 

(2) 主な活動は下記のとおり。 

ア 被害状況の把握 

イ 避難の援助 

ウ 避難者等の捜索援助 

エ 人員及び物資の緊急搬送 

オ 応急医療、救護及び防疫 など 

区 

(1) 第一次的防災機関として、都、他の区市町村及び指定地方行政機関等

並びに区域内の公共的団体及び区民等の協力を得て、その有する全機

能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

(2) 区長が必要と認めるときは、区災対本部を設置し、直ちに、知事にそ

の旨を報告するとともに、警察署、消防署等の防災関係機関に通報す

る。 

(3) 区に災害救助法が適用されたときは、区長（災対本部長）は、知事（都

災対本部長）の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。 

 

２－３ 警備 

 

担当 警察署 

 

第１ 警備方針                                                   

大震災が発生した場合は、迅速かつ適正な警備活動を実施し、区民等の生命、身体及

び財産の保護並びに治安の維持に万全を期す。 

 

第２ 警備活動                                                   

大地震が発生した場合の警察の警備活動は、次のとおりである。 

(1) 被害実態の把握と各種情報の収集 

(2) 被災者の救出及び避難・誘導 

(3) 行方不明者の調査 

(4) 遺体の調査等及び検視 

(5) 交通規制 

(6) 公共の安全と秩序の維持 
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３ 応援協力・派遣要請 

 

担当 （災対）総務部／（災対）危機管理室 

 

第１ 計画方針                                                   

災害時は、各機関が応急対策活動を実施するが、人員等が不足するときは、他機関に

協力を求め、活動の円滑化を図るものとする。各機関は、平常時から法令又はこの計画

の定めるところに従って、防災関係機関と協議し、協力体制を確立しておくものとする。 

 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 

第13章 人的・物的受援（応援の受け入れ）体制 

【応急対策】（p震-382）参照 

 

第２ 東京都への応援要請                                           

東京都への応援要請は、東京都災害時受援応援計画（東京都、平成30年1月策定）に

基づき実施する。 

 

１．応急措置等の要請要領 

区長は、知事に応援又は応援の斡旋を要請するに当たっては、都災対本部に対し、

次にあげる事項について、口頭又は電話をもって要請し、後日改めて処理するものと

する。 

都総務局総合防災部防災対策課連絡先 

電話番号         5388－2455～9 

無線電話番号       70213～70228 

無線FAX番号       70011～4 

 

(1) 都に応急措置の実施又は応援を求める場合 

ア 災害救助法の適用要請 

(ｱ) 災害発生の日時及び場所 

(ｲ) 災害の原因及び被害の状況 

(ｳ) 適用を申請する理由 

(ｴ) 適用を必要とする期間 

(ｵ) 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

(ｶ) その他必要な事項 

イ 被災者の他地区への移送要請 

(ｱ) 被災者の他地区への移送を要請する理由 

(ｲ) 移送を必要とする被災者の数  

(ｳ) 希望する移送先  

(ｴ) 被災者の収容を要する期間  

(ｵ) その他必要な事項  
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ウ 都各部局への応援要請又は応急措置の実施の要請 

(ｱ) 災害状況及び応援（応急措置の実施）を要請する理由 

(ｲ) 応援を希望する物資、資材、機械器具等の品名及び数量 

(ｳ) 応援（応急措置の実施）を必要とする場所、期間 

(ｴ) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容） 

(ｵ) その他必要な事項  

(2) 指定地方行政機関、他府県等からの応援のあっせんを都に求める場合等 

ア 指定地方行政機関、他府県等からの応援のあっせんを求める場合 

(ｱ) 災害の状況及び応援のあっせんを求める理由  

(ｲ) 応援を希望する機関名  

(ｳ) 応援を希望する物資・資材・機械・器具等の品名及び数量 

(ｴ) 応援を必要とする場所、期間 

(ｵ) 応援を必要とする活動内容  

(ｶ) その他必要な事項  

イ 指定地方行政機関、他府県等からの職員派遣のあっせんを求める場合（災害対策

基本法第30条、地方自治法第252条の17） 

(ｱ) 派遣のあっせんを求める理由  

(ｲ) 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数 

(ｳ) 派遣を必要とする期間  

(ｴ) 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

(ｵ) その他参考となるべき事項 

ウ 日本放送協会又は民間放送への放送依頼のあっせんを求める場合 

(ｱ) 放送要請の理由  

(ｲ) 放送事項  

(ｳ) 希望する放送日時及び送信系統  

(ｴ) その他必要な事項 

２．派遣職員の処遇及び経費の負担 

派遣職員の処遇及び経費の負担については、災害対策基本法第32条及び第92条並び

に同施行令第17条から第19条までに定めるところによる。 

 

第３ 特別区への応援要請                              

(1) 協定に基づき、被害の軽微な区が被害の大きい区に対し、物的・人的な支援を図

る。 

(2) 災害時の区間支援における連絡調整機能を持った「特別区支援対策本部」を発災

直後に立ち上げる。 

 

第４ 他自治体への応援要請                                        

大災害時の応急・復興対策において、相互応援協定等を締結した自治体（山形県酒田

市、群馬県中之条町、群馬県甘楽町、群馬県前橋市、埼玉県蓮田市）に要請を行う。 

また、「東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定」に基づき、都及び他区市町
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村に対しても応援要請を行う。 

 

第５ 自衛隊への派遣要請                                        

１．災害派遣要請の要求（災害対策基本法 第68条の2第1項） 

災対本部長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため必要があると認めるときは、都知事に対し、自衛隊法第83条第

1項の規定による要請をするよう求めることができる。 

なお、この場合は、自衛隊法施行令第106条に準じて、下記の各事項を明確にし、要

請を行う。 

(1) 災害の状況及び派遣を要請する理由 

(2) 派遣を希望する期間 

(3) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(4) その他参考となるべき事項 

災対本部長は、災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができない場合には、直接関

係部隊に通報する。この場合、速やかに知事に通知する。 

２．自衛隊への災害状況の通知（災害対策基本法第68条の2第2項） 

通信の途絶等により、都知事へ自衛隊派遣の要請を求めることができない場合には、

その旨と区における災害の状況を自衛隊の部隊に通知する。この場合、区は、都知事

との連絡が可能となり次第、速やかにその旨を都知事に通知しなければならない。 

また、この場合において、通知を受けた部隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、

都知事からの要請を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のた

め、要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 

  ※ 自衛隊 部隊名称・住所（駐屯地名等）【資料編 p資-25参照】 
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３．自衛隊災害派遣部隊の活動内容 

区分 活動内容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を

行い、被害の状況を把握する。 

避難の援助 

避難指示等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で

必要があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助

する。 

遭難者等の捜索救助 
安否不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動

に優先して捜索活動を行う。 

消防活動 
火災に関しては、利用可能な消防車その他の防火用具をも

って、消防機関に協力して消火にあたる。 

道路又は水路の啓開 
道路若しくは水路が損壊し、又は障害がある場合は、それら

の啓開又は除去にあたる。 

応急医療、救護及び防疫 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う。 

人員及び物資の 

緊急輸送 

緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資

の緊急輸送を実施する。航空機による輸送は特に緊急を要す

ると認められるものについて行う。 

被災者生活支援 被災者に対し、炊飯､給水､入浴、宿泊等の支援を実施する。 

救護物資の無償貸付 

又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する

省令」（昭和33(1958)年総理府令第1号）に基づき、被災者に

対し、救援物資を無償貸付又は譲与する。 

危険物の保安及び除去 
能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安

措置及び除去を実施する。 

広報活動 

人命財産の保護等に関わる情報、自衛隊及び防災関係機関

の活動状況、都、区及び防災関係機関の告示事項等について広

報活動を実施する。 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なもの

については臨機に所要の措置をとる。 

 

４．派遣部隊の受入態勢 

(1) 作業分担 

自衛隊の災害派遣を要請した場合は、防災機関との効率的な作業分担に配慮する。 

(2) 協力態勢 

派遣部隊が到着した場合は、部隊の責任者と作業計画について協議調整の上、必

要な措置をとる。 

(3) 派遣部隊の活動拠点 

派遣部隊の活動拠点は、「赤羽スポーツの森公園」を原則とする。ただし、不足

等が生じた場合は、災害応急措置に必要な期間に限り、他の区立施設等を利用する

ことができる。このとき、活動拠点の選定に当たっては、被災者の避難生活の状況

等に配慮するものとする。 
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(4) ヘリコプター発着予定地点 

ヘリポートは、(3)の活動拠点を利用し、不足する場合は都と協議する。 

(5) 経費の負担 

自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として都及び区が負担する

ものとし、2以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、防災関係機関が協議

して定める。 

なお、これによりがたい場合、都は、陸上自衛隊第1師団長又は海上自衛隊横須賀

地方総監及び航空自衛隊航空総隊司令官等と協定を締結する。 

ア 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資機材（自衛隊装備品を除く。）等の

購入費、借上料及び修繕費 

イ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用及び借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費・電話料等 

エ 天幕等の管理換に伴う修理費 

オ その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と派

遣を受けた機関が協議するものとする。 

 

 

４ 応急活動拠点の調整 

 

担当 （災対）危機管理室／都災対本部 

１．区の対応 

(1) 区は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、都災対

本部に報告する。 

(2) 地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役

割を果たすオープンスペースの使用について、必要に応じて、都と調整を図り、

使用に当たって、オープンスペースの利用要望を都に提出する。また、使用状況

を定期的に都へ報告する。 

２．都の対応 

(1) 地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役

割を果たすオープンスペースや航空機の使用について、必要に応じて、都災対本

部で総合的に調整する。 

(2) 都災対本部は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、

現地機動班、都各局、区市町村、防災関係機関等から情報収集し、その状況につ

いて継続的に把握する。 

(3) オープンスペースを使用する機関は、使用状況を定期的に都災対本部へ報告する。 

(4) 都災対本部は、報告に基づき、時系列に応じたオープンスペースの有効活用を図る。 

(5) 都災対本部は、航空機使用について東京航空局等と連携・協力し、次の調整を行う。 

ア 離発着場の指定 

イ 応急対策に使用する航空機の需給調 
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第６章 情報通信の確保 
 

【基本方針】 
被災状況などの災害関連情報は、防災関係機関による応急対策などの具体的な活動を展

開する上で欠かせない。このような必要な情報を伝達するためには、発災時に機能する通

信網を確保していく必要がある。さらには、行政機関等における通信だけではなく、家族

との安否確認のための情報通信も、発災時の混乱を避けるために必要となる。 

そこで本章では、発災後の情報通信の確保に向け、防災関係機関等の相互の通信、区民

及び外国人を含めた来訪者への情報提供、住民相互の情報伝達についての対策を示す。 

 

予防対策 頁 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制 

の整備 
 震-210 

２ 区民等への情報提供体制の整備  震-212 

３ 区民相互の情報連絡等の環境整備  震-212 

応急対策 頁 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡態勢 

（警報及び注意報などの第一報） 
 震-213 

２ 緊急地震速報の利用  震-215 

３ 防災関係機関相互の情報通信連絡態勢 

（被害状況等） 

３－１ 基本方針 

３－２ 情報収集・伝達態勢の確立 

３－３ 区の被害調査要領 

３－４ 都への報告 

震-216 

４ 広報態勢  震-225 

５ 相談窓口態勢  震-230 

６ 区民相互の情報連絡等  震-230 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

― 
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【予防対策】 
 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制の整備 

 

担当 危機管理室／都総務局 
 

第１ 区の整備状況                                           

１．北区地域防災行政無線 

(1) 移動系無線設備 

ア IP無線及びMCA無線から構成され、特定の個人又は集団との相互通信が可能であ

り、音声通信のほか、ショートメッセージ及び画像の送受等を行うことができる。 

イ 平常時は、一般の行政事務連絡での活用や定期通信訓練を実施し、取扱いの習熟

を図る。 

ウ 警察署、消防署、医師会、鉄道事業者、区施設等に配備している。 

(2) 同報系無線設備 

ア 拡声子局（屋外スピーカー）は、区内に110基整備（令和5(2023)年4月現在）し

ている。 

イ 自主防災組織、区立小・中学校、幼稚園、保育園、認定こども園、都立学校、区

施設等に災害情報を表示するポケベル波式戸別受信機の配備を行っている。 
 

第２ 都の整備状況                                        

１．基本方針 

(1) 行政機関内の情報連絡において、発災直後でも迅速、確実な連絡体制を確保でき

るよう、通信手段の多様化を図る。 

(2) 防災関係機関との情報連絡において、専用電話や衛星携帯電話、光ファイバー網

による回線、災害時優先電話、業務用MCA無線等、重層的な情報連絡を行う。  

(3) 中央防災無線、消防防災無線及び地域衛星通信ネットワーク等を活用し、国の現

地対策本部、総務省消防庁及び他府県等との通信連絡体制を構築する。 

(4) 東京都防災行政無線は、総合的な防災行政無線網として、東京都防災センター、

区市町村、警視庁、東京消防庁、気象庁、災害拠点病院、ライフライン機関、放

送機関等の防災関係機関及び建設事務所、東京都立病院機構、水道施設等の都の

主要出先機関との間に整備している。 

(5) 東京都防災行政無線は、電話、FAX機能のほか、データ通信、画像通信及び衛星通

信を導入し、都全域における防災情報通信ネットワークを構成している。なお、

無線局が被災した場合に備え、可搬型の衛星通信設備を整備している。 

２．東京都災害情報システム（DIS） 

災害時に防災関係機関等から収集した被害・措置情報等を都災対本部が一元的に管

理し、都の災害対策活動に資するとともに、端末設置機関が、これら災害情報を活用

し各機関の災害対策活動に役立てる。 

また、被害箇所や気象情報、被害想定などの防災基礎情報を地図情報上にレイヤ表
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記し、作戦地図機能を活用することで、災害対策の意思決定を支援する。 

クラウド技術の活用や区等の保有するシステム、都民向け東京都防災ホームページ

等との連携を強め、行政機関内の効果的な連携や、都民への防災情報提供の充実を図

る。 

３．画像伝送システム 

区及び建設事務所等には画像伝送システム端末を整備しており、これにより被害状

況の伝送やテレビ会議を行う。また、災害現場から衛星中継車で、現地の状況を映像

で東京都防災センターに送信する衛星通信システムを整備している。 

４．地震被害判読システム 

警視庁及び東京消防庁のヘリコプターからのテレビ映像を受信し、被災地域の特定

と被災状況を迅速に把握する地震被害判読システムを整備している。 

 

第３ 区における整備計画                                     

区は、防災関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・

要約・検索するために、最新の情報通信関連技術の導入に努める。 

１．北区地域防災行政無線の充実 

(1) 無線従事者の養成に努める。 

(2) 移動系無線設備及び同報系無線設備についてもデジタル化を完了している。同報

系無線設備については、マルチメディアへ同時配信できるよう機能拡充するとと

もに、拡声子局のハイブリッド化、音搬改善に努め、難聴地域の解消に努める。 

２．災害時特設電話等の活用 

(1) 東日本電信電話㈱及び各施設管理者と連携し、災害時特設電話、非常(緊急)電報

及び移動系無線を活用することで、災害時における防災関係機関との連絡手段を

確保する。 

(2) 区は、前記以外の連絡手段が必要と認めるときは、あらかじめ防災関係機関の責

任者と協議し、定めておくものとする。なお、自衛隊との連絡は、連絡幹部（リ

エゾン）が携行してきた自衛隊の無線網を活用するものとし、区は庁舎屋上への

アンテナ設置など通信確保のための必要な協力を行う。 

３．新たな災害情報システム等の導入 

(1) 区は、災害時における情報共有の円滑化・正確化を図るため、新しい災害情報シ

ステムの導入による情報の一元管理について検討し、防災のDXを推進する。 

(2) 区は、物資調達、避難所管理、被害及び対応状況記録、人員管理その他の災害対

応業務に係る報告、連絡及び記録方式について、デジタル化を推進し、電力復旧

後における業務の効率化・正確化を図る。 

(3) 区は、避難所等において日本語以外による意思疎通の手段を確保するため、外国

語通訳、手話通訳等を行うことが出来るタブレット端末及びサービスを導入する。 
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２ 区民等への情報提供体制の整備 

 

担当 政策経営部／危機管理室 

１．各種情報伝達手段の整備と活用 

(1) 区は、区民等に対して、次に掲げる手段を用いて、災害に関する情報を提供して

いる。 

ア 防災行政無線、全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

イ ホームページ、Ｘ(旧twitter)、フェイスブック、メールマガジン(LINE連携) 

ウ 防災気象情報メール、緊急速報メール（エリアメール） 

エ 自動電話応答サービスの提供 

防災無線で放送された内容を電話で再確認することができる自動応答サービス

を提供している。TEL.0120－061－724（フリーダイヤル） 

(2) 情報提供体制の強化を図るため、防災ポータルサイト、防災アプリ、デジタルサ

イネージ（電子掲示板）、公衆無線LANなど多様な媒体の活用を検討する。 

２．CATV企業体との連携 

平常時及び災害時に防災情報を提供するため、CATV企業体と協定による連携体制を

構築する。 

３．アマチュア無線の活用 

アマチュア無線家の自発的な協力によって、通信網を構築する。 

４．臨時災害FM放送局システムの運用 

災害時に防災情報を提供するため、必要により臨時災害FM放送局システムを

77.1MHzにて運用する。 

５．民間企業（LINEヤフー株式会社）との協定による連携 

(1) 区内で災害が発生した際、北区公式ホームページへのアクセス集中によるサーバ

ーダウンを防ぐため、民間企業と連携し、インターネット上にキャッシュサイト

を構築する。 

(2) ヤフー防災速報アプリ（スマートフォン対応）による情報を広く区民等へ提供する。  

(3) 区内の避難所等の防災情報を民間企業に提供し、平常時からインターネット上に

掲載するなどして、一般に広く周知する。 

 

３ 区民相互の情報連絡等の環境整備 

 

担当 政策経営部／危機管理室 

 

(1) 区民は日頃から、安否確認など発災時の行動を家族とよく相談するよう努める。 

(2) ソーシャルネットワークサービスなど、民間の通信基盤を活用した情報提供体制

の整備を推進する。 

(3) 通信事業者と連携し、広く住民等に安否確認手段や災害時の情報入手手段の多様

化を周知する。  

(4) 鉄道事業者と連携し、駅での情報提供など発災時における利用者への情報提供体

制を検討する。 
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【応急対策】 
 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報）  

 

担当 
（災対）危機管理室／（災対）土木部／警察署／消防署／都総務局／都各局出

先機関／東日本電信電話㈱ 

 

第１ 一般的な災害原因に関する情報の通報                           

都又は防災関係機関から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに区域内の

公共的団体その他重要な施設の管理者、自主防災組織及び一般住民等に周知する。 

 

第２ 津波の予警報の伝達                                       

都、警察署又は東日本電信電話㈱からの通報を受けたとき、又は自らその発表を知っ

たときは、直ちに管内の公共的団体その他重要な施設の管理者、自主防災組織等に伝達

するとともに、警察機関、消防機関、都災対本部等の協力を得て、住民に周知する。 

 

第３ 防災関係機関の警報及び注意報などの発表・伝達                         

機関名 内容 

都総務局 

(1) 災害原因に関する重要な情報について、気象庁、都各局、区及びその

他の防災関係機関から通報を受けたとき、又は自ら収集するなどし

て知ったときは、関係のある都各局、区、防災関係機関等に通報す

る。 

(2) 津波警報及び注意報について、気象庁から通報を受けたとき、又は

自らその発表を知ったときは、関係のある都各局及び区に通知する。 

都 各 局 

出先機関 

 都各局は、自ら収集した災害原因に関する情報を、直ちに都総務局に通

報するとともに、都総務局その他の防災関係機関から通報を受けた重要な

情報、注意報及び警報については直ちに所属機関に通報する。 

警察署 
警察署長は、異常現象を認知したとき、又は異常現象を発見した者から

通報を受けたときは、速やかに区に通報する。 

消防署 

(1) 津波等の通報及び伝達 

地震による津波等発生に関する一斉通報を受けたときは区民に周知

する。 

(2) 水防に関する通報及び伝達 

地震に起因する水防に関する情報を得たときは、直ちに区民に周知す

る。 
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機関名 内容 

東日本電信 

電話㈱ 

(1) 警報の伝達 

ア 気象業務法に基づいて気象庁からさいたまメディアウェーブに伝達

された各種警報を、区及び防災関係機関に通報する。 

イ 津波警報以外の警報の伝達は、FAXにより区に通報する。 

ウ 津波警報の伝達は、FAXにより防災関係機関に通報する。 

(2) 警報の取扱い順位等 

警報は、全ての通信に優先して取扱い、警報のうち、津波警報は、他の

警報に優先して取扱う。津波警報（「津波警報解除」を除く。）は15分、

その他の警報は30分以内に通報する。なお、警報の伝達料金は、無料とす

る。 
  

 

情報通信連絡体制 

 

第４ 都災対本部等への連絡                                             

(1) 区は、都災対本部に対する情報連絡は、東京都防災行政無線を使用する。 

(2) 災害の状況により都災対本部に連絡することができない場合は、国の現地対策本

部又は総務省消防庁等に対して直接連絡する。 

(3) 災害が発生するおそれのある異常な現象を発見した者又はその発見者から通報を

受けた警察官等から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに都及び気

象庁に通報する。 

(4) 災害原因に関する重要な情報について、都又は防災関係機関から通報を受けたと
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き、又は自ら知ったときは、直ちに区域内の公共的団体その他重要な施設の管理

者、自主防災組織及び一般区民等に周知する。 

(5) 津波の注意報及び警報について、都又は東日本電信電話㈱からの通報を受けたと

き、又は自らその発表を知ったときは、直ちに区内の公共的団体その他重要な施

設の管理者、自主防災組織等に伝達するとともに、警視庁、東京消防庁、都政策

企画局等の協力を得て、住民に周知する。 

 

第５ 各放送機関との連携                                       

(1) 災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、本部

設置に至らない場合でも、区民等に対し各放送機関等と連携した避難指示等に関

する情報提供を行う。報道機関への情報提供は、東京都DIS（Lアラート）による

ものを基本とする。 

(2) 具体的な対応については、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申し合わせ」

の内容による。 

(3) 実施機関 

東京都、都内区市町村、東京都域又は都域を超える広域区域を事業区域とする各

放送機関 

(4) 伝達する情報 

ア 高齢者等避難 

イ 避難指示 

ウ 警戒区域の設定 

 

２ 緊急地震速報の利用 

 

担当 （災対）各部 

 

第１ 緊急地震速報                                               

緊急地震速報は、地震の発生をすばやく検知し、震源や地震の規模、各地の震度等を

短時間で推定し、地震による強い揺れが始まる数秒から数十秒前に、地震の到来を周知

することを目指した情報である。 

震度5弱以上や長周期地震動階級3以上の大きな揺れが予測された場合に発表される。 

 

第２ 情報の利用                                                

(1) 区は、気象庁が提供する「緊急地震速報」を利用し、地震発生時における対応力

を高める。 

(2) 区は、区民や事業者の緊急地震速報に対する理解を深めるために、広報・周知を

行う。 

(3) 区は、テレビ・ラジオ、防災行政無線、施設の館内放送等、一般的な情報収集方

法等について区民に周知する。  
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対応の例 

家庭、職場、学校等 

・ 頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる。あわてて外に飛
び出さない。 

・ 大規模施設においては、施設の係員の指示に従う。落ち着
いて行動し、あわてて出口に走り出さない。 

屋外 
・ ブロック塀の倒壊やガラスの落下等に注意して、建物から
離れる。 

自動車運転中 
・ あわててブレーキをかけない。ハザードランプを点灯し、
揺れを感じたらゆっくり停止する。 

鉄道やバスなどに

乗車中 
・ つり革や手すりにしっかりつかまる。 

エレベーターに 

乗車中 
・ 最寄りの階で停止させ、すぐに降りる。 

 

 

３ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等）  

 

３－１ 基本方針 

 

担当 （災対）各部／東京都／警察署／消防署／自衛隊／その他の各防災関係機関 

災害時に的確な応急活動を迅速に展開するためには、正確な情報を迅速に把握し、区

及び防災関係機関の相互連絡を円滑に行うとともに、正確な情報を伝達することが必要

である。 

 

第１ 速やかな情報の収集・伝達                                       

区災対本部及び各防災関係機関は、入手可能な情報の速やかな収集を図り、区内出先

施設、都及び他の防災関係機関との相互連絡を密にし、他の機関に収集した情報を伝達

する。 

 

第２ 北区地域防災行政無線（移動系）等の活用                             

災害時には、電話の途絶や輻輳が予想されるため、使用可能な回線を最大限活用する

とともに、地域防災行政無線（移動系）等の積極的な運用を図る。 
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３－２ 情報収集・伝達体制の確立 

 

担当 （災対）各部／東京都／警察署／消防署／自衛隊／その他の各防災関係機関 

区災対本部における連絡系統は、下図のとおりである。なお、夜間・休日において、

区災対本部の態勢が整うまでの情報収集・伝達は、北区防災センターの警戒待機者及び

指定参集職員等が行う。 

 

【都・防災関係機関】  【区本庁舎】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第１ 区災対本部と防災関係機関との間の情報伝達体制                      

本庁舎3階に設置される情報連絡室、情報収集員席で、情報班が中心となり、都及び防

災関係機関との通信連絡、一般通報の受理等を行う。 

 

第２ 連絡責任者の配置                                            

情報の重複、錯誤等を避けるため、区、都関係機関及び防災関係機関に情報受発の総

括者として、あらかじめ連絡責任者を指定する。 

東京都 

警察署 

消防署 

自衛隊 

関係機関 

災害対策本部 
情報班 
統括班 
対策班 
受援班 

災対危機管理室 

災対教育振興部 

災対政策経営部 

災対総務部 

災対地域振興部 

災対区民部 

災対生活環境部 

災対福祉部 

災対医療衛生部 

災対子ども未来部 

災対まちづくり部 

災対会計管理室 

災対区議会事務局 

北とぴあ・会館・ふれあい館・ 
体育館 

地区本部（地域振興室） 

地区防災会議・自主防災組織 

区民事務所 

清掃事務所 

特養ホーム・障害者福祉センタ
ー・福祉工房・福祉園・福祉作業
所 

保健所・健康支援センター 

避難所（小・中学校等） 

道路公園管理事務所 災対土木部 

情報収集・伝達体制 

保育園・児童館等 

本部長室 
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第３ 連絡員の派遣                                               

区災対本部又は各防災関係機関は、必要があると認めるときは、本部長室に連絡員の

派遣を要請し、又は派遣する。 

 

第４ 防災関係機関の情報連絡体制                                      

機関名 内  容 

区 

(1) 各出先施設との連絡は、原則その施設を管轄する災対部が担当する。 

(2) 各施設の職員等は、有線通信及び無線通信を最大限活用し、情報の収

集を行うとともに、取得した情報を区災対本部へ報告する。 

(3) 災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで都

へ報告する。 

都各局 

東京都防災行政無線、都各部局保有の無線、有線電気通信設備、非常無線

通信等、各通信連絡手段を活用し、各防災関係機関と情報連絡を行う。 

(1) 所在区市町村別の被害状況等を調査する。 

(2) 国（総務省消防庁）への報告と他防災関係機関への通報を行う。 

(3) 被害状況等の取りまとめを行う。 

(4) 東京都災害情報システム等の運用及び補完する多様な通信手段による

行政機関内の情報連絡を行う。 

(5) 重層的な連絡体制による外部機関との情報連絡を行う。  

警視庁 

警察無線、警察電話及び防災行政無線等を活用し、各方面本部、警察署及

び各防災関係機関と情報連絡を行う。 

(1) 都への通報、関係機関との情報交換を行う。 

(2) 安否・被害情報確認システムによる参集途上の職員からの被害状況等

を収集する。 

(3) 地震被害判読システム等により災害情報を収集する。 

東 京 

消防庁 

消防・救急デジタル無線、消防電話及び防災行政無線等を活用し、各方面

本部、消防署、消防団及び各防災関係機関と情報連絡を行う。 

(1) 地震被害予測システム等により被害予測を行う。 

(2) 高所カメラ、早期災害情報システム等により災害情報を収集する。 

(3) 各消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況等についての都への

通報、防災関係機関との情報交換を行う。 

その他 

の機関 

それぞれの通信連絡系統のもと、無線通信及び各種の連絡手段の活用によ

り通信連絡を行う。 
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東京都災害情報システム（DIS）の場合 

（災害情報システム（DIS）／災害情報提供システム（防災ホームページ・防災マップ）関連図） 

 

※ 北区防災無線システムの全体像【資料編 p資-26参照】 
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第５ 都への情報連絡                                              

通信連絡は、原則として東京都防災行政無線の電話、FAX、データ端末及び画像端末を

使用して行う。なお、通信網の多ルート化を進めるため、防災無線に加え、各種最新の

通信手段の活用も図る。 

 

 
通信連絡系統図 

 

 

３－３ 区の被害調査要領 

 

担当 （災対）各部 

 

第１ 被害調査体制                                               

１．区災対本部・災対各部 

(1) 災対各部は、分掌事務に関する被害状況について、調査班を組織し現地調査を実

施するとともに、所管する施設からの報告を基に、定められた様式に従って被害

情報を取りまとめる。 

(2) 区災対本部は、派遣職員（リエゾン）や無線等を通じて、警察、消防、ライフラ

イン関係機関等の防災関係機関から情報を収集する。 

  

(戸別) 
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２．地区本部 

(1) 各地区本部は、管轄する区域の被害状況について、自主防災組織からの連絡員に

よる報告等から定められた様式に従って被害情報を取りまとめる。 

(2) 消防団の各分団と連携し、被害情報を共有する。 

(3) 調査結果は、速やかに災対地域振興部を通じて区災対本部に報告する。 

 

第２ 調査事項                                                  

・災害原因 ・災害地住民の動向及び要望事項 

・被害状況 ・現地活動の障害事項 

・応急措置状況 ・その他必要な事項 

 

第３ 調査班の活動内容                                            

調査班は、本部長の命により出動し、現地の状況を調査する。現地調査に当たっては、

通信機材の有効適切な活用を図り、災対各部を通じて調査結果を区災対本部に報告する。

なお、調査の際、調査事項以外でも重要な情報を得たときは、直ちに報告するものとす

る。 

※ 被害の認定基準【資料編 p資-27参照】 

 

第４ 被害状況等の報告及び伝達                                            

１．本部長室への報告 

災対各部は、災害が発生したときから、当該災害に関する応急対策が完了するまで、

次の要領により本部長室に報告する。 

(1)報告の種類 

区分 状況 内容 

速 報 
(発生報告) 

被害状況 
 被害の大小にかかわらず所掌事項に関して、状況を把
握次第直ちに報告する。 

措置状況  災害対策の実施の都度、報告する。 

中間報告 

被害状況 
  災害発生後被害状況が確定するまで所掌事項につい
て、所定の報告様式を取りまとめ、翌日報告する。 

措置状況 
  災害応急対策活動を実施している間、毎日、前日の分
について取りまとめ報告する。 

決定報告 

被害状況 
  被害状況が確定したときは、電話又は口頭により報告
し、後日文書により報告する。 

措置状況 
  災害応急対策活動が完了した後、速やかに文章により
取りまとめて報告する。 
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(2)報告事項及び報告主管部一覧表 

報告事項 報告主管部 

発 

災 

直 

後 

各地区別被害状況 
自主防災組織→地区本部→災対地域振

興部 

職員動員数 災対各部→災対総務部（職員課） 

区有施設被害状況 災対各部→災対総務部 

避難者収容状況 避難所→災対教育振興部 

主要道路・橋りょう・河川・公園等 

被害状況及び障害物除去状況 
災対土木部（道路公園課） 

医療・救護状況 
災対医療衛生部（保健所・健康支援セン

ター） 

物資需給状況 避難所等→災対教育振興部 

防災関係機関活動状況 防災関係機関→災対本部情報班 

人的被害状況 警察署・消防署→災対本部情報班 

発 

災 

後 

数 

日 

以 

降 

区有施設被害状況 災対各部→災対総務部 

公共的建築物（区有施設を除く。）被害

状況 

災対まちづくり部・災対土木部・防災関

係機関 

主要道路・橋りょう等被害状況及び 

障害物除去状況 
災対土木部（道路公園課） 

文教施設（区有施設を除く。）被害状

況 
各施設→区災対本部情報班 

住家等被害状況 災対まちづくり部（都市計画課） 

河川・公園被害状況 災対土木部（道路公園課） 

がけ・擁壁等被害状況 
災対まちづくり部（建築課） 

災対土木部（道路公園課） 

医療機関被害状況 災対医療衛生部 

商工被害状況 災対地域振興部 

防災関係機関活動状況・鉄道不通状況 防災関係機関→区災対本部情報班 

人的被害状況 警察署・消防署→区災対本部情報班 

 

２．地区本部への伝達 

区災対本部が集約した情報は､災対地域振興部を通じて、各地区本部及び自主防災

組織（地区防災会議）の代表者に伝達する。 
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３．各機関の情報収集・伝達体制 

機関名 内容 

都各局 

(1) 都各局は、所管施設及び所管業務に関する所在区市町村別の被害状況

等を調査し、災害の原因、災害が発生した日時、災害が発生した場所

又は地域、被害状況（被害の程度は、認定基準、災害に対して既にと

った措置及び今後とろうとする措置、災害救助法適用の要否及び必要

とする救助の種類、その他必要な事項）を都総務局に報告する。 

(2) 都各局の出先事業所は、周辺地域の被災状況や参集した職員から収集

した被害状況を、別に定める報告要領に基づき、都総務局に報告する。 

警察署 

主な収集事項は次のとおりとする。 

(1) 家屋の倒壊状況     (5) 火災の拡大状況 

(2) 死者・負傷者等の状況  (6) 堤防・護岸等の破損状況 

(3) 住民の避難状況          (7) 電気・水道・ガス・通信施設状況 

(4) 主要道路・高速道路・橋及び交通機関の状況  (8) その他 

消防署 

(1) 被害状況及び消防活動状況の早期収集 

災害発生後、各消防署管内の被害状況及び各種消防活動の状況等につ

いて、情報を収集し防災関係機関との相互の情報交換を図る。 

ア 119番通報、加入電話及び駆付による被害状況の把握 

イ 地震計、地震被害予測システム、延焼シミュレーション等を活用し

た、被害状況の予測 

ウ 消防車両、情報活動隊、広報車隊、巡回情報収集班等による早期災

害情報システム等を活用した被害状況の把握 

エ 消防職（団）員の参集者が早期災害情報システム等を活用して収集

した被害状況の把握 

(2) 主な情報収集事項 

ア 火災発生状況及び消防活動状況 

イ 救助・救急発生状況及び救助・救急活動状況 

ウ 避難道路及び橋りょうの被災状況  

エ 避難の必要の有無及び状況 

オ 救急告示医療機関等の診療状況 

カ その他消防活動上必要ある状況 

国土交通省 

荒川下流 

河川事務所 

河川の被害状況を把握するため、巡視を行う。また、CCTV等による情報

収集にも努め、必要に応じ関係各機関に速やかに連絡する。 

その他の

防災関係

機関 

(1) 各防災関係機関は、所管施設に関する情報を、所定の方法により、本

社等に報告する。 

(2) 各防災関係機関は、区の被害、実施済みの措置、実施予定の措置その

他必要事項について、都に報告する。 
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３－４ 都への報告 

 

担当 （災対）危機管理室 

区は、災害が発生したときから当該災害に関する応急対策が完了するまで、次の要領

により都に報告する。なお、報告様式等は、「災害報告取扱要領」（昭和45年4月10日

消防防第246号消防庁長官）の定めるところによる。 

なお、家屋の倒壊、火災が多発する災害が発生した場合及び災害対策基本法第53条に

基づく被害状況報告が東京都に対してできない場合は、国（総務省消防庁）に報告する。 

 

第１ 報告すべき事項                                              

(1) 災害の原因 

(2) 災害が発生した日時 

(3) 災害が発生した場所又は地域 

(4) 被害状況（被害の程度は、認定基準とする救助の種類に基づき認定する。） 

(5) 災害に対して既にとった措置及び今後とろうとする措置 

(6) 災害救助法適用の要否及び必要とする救助の種類 

(7) その他必要な事項 

 

第２ 報告の方法                                                

原則として、東京都災害情報システム（DIS）への入力による(ただし、システム障害

等により入力できない場合は、東京都防災行政無線、電話、FAXなどあらゆる手段により

報告する。)。 

 

第３ 報告の種類、期限等                                            

報告の種類 入力期限 入力画面 

発 災 通 知 即時 被害第1報報告 

被害措置概況速報 即時及び都が通知する期限内 
被害数値報告 

被害箇所報告 

要 請 通 知 即時 支援要請 

確

定

報 

災害確定報告 応急対策が終了した後20日以内 被害数値報告 

各種確定報告 同      上 被害箇所報告 

災 害 年 報 翌年度4月20日 被害数値報告 

 

第４ 災害救助法に基づく報告                                          

災害救助法に基づく報告は、第２部 第12章 【予防対策】６ 災害救助法等（p震-358）、

及び【応急対策】７ 災害救助法等の適用（p震-365）に定めるところによる。 
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４ 広報体制 

 

担当 

（災対）政策経営部／（災対）危機管理室／警視庁／警察署／東京消防庁／消

防署／都水道局／都下水道局／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄㈱／東日本電信

電話㈱／東京電力パワーグリッド㈱／東京ガス㈱／首都高速道路㈱ 

 

第１ 基本方針                                             

区及び防災関係機関は、災害時に区民が混乱することなく適切な判断による行動がと

れるように、一体となって正確な情報を速やかに伝達することに努める。 

 

第２ 区からの広報体制                                 

区内及び区の所管施設において災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直

ちに警察署、消防署その他現地機関と連携して、必要な広報活動を実施する。報道機関

等の取材に対する広報窓口は、電話取材も含めて一本化した対応を図る。 

１．広報車による広報 

(1) 避難指示等、誘導等に関する事項 

(2) 災害状況に関する事項 

(3) 食料・物資の配給状況 

(4) 救護・衛生に関する状況 

(5) ごみ処理・災害廃棄物処理に関する事項 

(6) その他必要に応じて適切な事項 

２．同報系無線による広報 

区は、災害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき、同報系無線を活用し、

拡声子局（屋外スピーカー）及びポケベル波式戸別受信機等によって区民等に対する

広報活動を行う。 

※ 東京都、北区の防災行政無線の詳細情報【資料編 p資-29参照】 

３．インターネット等による広報 

(1) 区は、災害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき、ホームページ、防災

気象情報メール、緊急速報メール等を活用し、区民等に対する広報活動を行う。 

(2) CATV等との連携を図り、区民等に対する広報活動を行う。 

(3) Ｘ（旧twitter）、フェイスブックなどの民間広報媒体を活用する。 

４．防災関係機関への広報 

区は、被害状況や避難者情報、応急活動状況について、防災行政無線を利用して各

防災関係機関へ共有するととともに、当該機関を通じて現場への広報を実施する。 

５．その他の広報手段 

(1) 「災害対策本部ニュース（仮称）」を発行し、区施設、駅、店頭等で配布する等、

多様な手段で広報を行う。 

(2) ホームページを利用して「災害対策本部ニュース（仮称）」などを公開し、広域

的な情報提供に努める。 

６．避難指示等の情報伝達 
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災害発生時、本部設置時には、放送要請による対応を行う場合があるほか、本部設

置に至らない場合でも、区民等に対しＬアラートを活用したマスコミと連携した避難

指示等に関する情報提供を行うなど、より一層の災害対応を実施する。 

(1) 実施機関 

都、区、東京都域又は都域を超える広域区域を事業区域とする放送事業者各社 

(2) 伝達する情報 

ア 高齢者等避難 

イ 避難指示 

ウ 警戒区域の設定 

７．要配慮者への情報提供 

区は、多様な広報手段を活用するとともに、民生児童委員など地域の人材と連携を

図ることで、要配慮者の属性に応じた方法で情報提供を行うように努める。 

 

第３ 防災関係機関による広報                                         

機関名 広報内容等 

警視庁 

１．広報内容 

(1) 避難を必要とする情報 

ア 火災の発生及び延焼状況 

イ 高圧ガスの保管場所等の爆発及びそのおそれ 

ウ 津波のおそれ 

エ がけ（山）崩れのおそれ 

オ その他避難を必要とする事象の発生及びおそれ 

(2) 混乱防止及び人心の安定を図るための情報 

ア 余震、津波等の気象庁の情報 

イ 地域の被害状況、被害の拡大予想及び復旧の見通し 

ウ ライフライン等の被害状況及び復旧の見通し 

エ 主要道路、高速道路及び橋の被害状況並びに復旧見通し 

オ 交通機関の被害状況及び復旧の見通し 

カ 交通規制の実施状況及び渋滞情報 

キ 被災地域・避難場所等に対する警戒状況等 

ク その他混乱防止等を図るための情報 

(3) デマ・流言打ち消し情報 

２．広報手段 

ア トランジスターメガホン 

イ 交番(駐在所)備付けマイク 

ウ パトロールカー、白バイ、広報車、サインカー 

エ ヘリコプター、警備艇 

オ 交通情報板、光ビーコン、ラジオ 

カ ホームページ等 
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機関名 広報内容等 

消防署 

１．広報内容 

ア 「地震その時10のポイント」等の周知 

イ 火災、水災に関する情報 

ウ 東京版救急受診ガイド及び救急告示医療機関等の診療情報 

エ 出火防止、初期消火の呼びかけ 

オ 救出救護及び要配慮者への支援の呼びかけ 

カ 避難指示に関する情報 

キ その他区民が必要としている情報 

２．広報手段 

ア 消防車両等の拡声装置等 

イ 消防署、消防団の掲示板への掲示 

ウ テレビ、ラジオ等報道機関への情報提供 

エ ホームページ・SNS・消防アプリ等を活用した情報提供 

オ 消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織を

介しての情報提供 

東日本旅

客鉄道㈱ 

１．広報内容 

災害の規模、被害範囲、駅周辺や沿線の被害状況、列車の不通線区

や開通見込み等を掲示や放送等により行う。 

２．広報手段 

(1) 被災線区等の輸送状況、被害状況等を迅速かつ適切に把握し、旅客

等に周知・案内を行い、テレビ・ラジオ・ホームページ等で区民へ

の情報提供に努める。 

(2) 乗務員は、輸送指令から災害の規模、被害状況、運転再開の見通し

等の指示を受け、放送等により案内を行う。 

東京 

地下鉄㈱ 

１．広報内容 

駅においては被災状況、列車の不通線区や開通見込みを列車内にお

いては乗り換え線の情報提供等を行う。 

２．広報手段 

駅利用者に対しては掲示や構内放送等で、駅利用者以外にはテレ

ビ・ラジオ・ホームページ等にて情報提供を行う。 

東日本電

信電話㈱ 

１．広報内容 

(1) 通信の疎通状況、利用制限の措置状況及び被災した電気通信設備等

の応急復旧状況等の広報を行う。 

(2) 以下の措置等を行ったときは、広報を実施する。 

ア 公衆電話の無料化 

イ 災害時用公衆電話の開設 

ウ 避難所Wi-Fi等の開設 

エ 料金減免 

２．広報手段 

公式ホームページのほか、報道機関、自治体との協力による。 
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機関名 広報内容等 

東京電力

パワーグ

リッド㈱ 

１．広報内容 

(1) 電気による二次災害等を防止するための方法 

(2) 避難時の電気安全に関する心構えについての情報 

(3) 電力施設の被害状況、復旧予定等についての情報 

２．広報手段 

(1) テレビ、ラジオ（ラジオ・ライフラインネットワーク）、新聞等の

報道機関及びホームページ、SNS等を通じた広報 

(2) 広報車等による直接当該地域への周知 

東京ガス

㈱ 

１．広報内容 

(1) ガス供給状況、供給停止地区の復旧状況や見通し 

(2) マイコンメーター復帰方法 

(3) ガス機器の使用上の注意事項 

２．広報手段 

(1) ホームページ・SNS・テレビ・ラジオ・新聞等の広報媒体とする。 

(2) NHK及び民報各社に「マイコンメーター復帰方法の映像」を配布し

ている。大地震発生時に放映を依頼し、マイコンメーターが作動し

てガスが止まったお客様が、ご自身で復帰できる手順を案内する。  
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機関名 広報内容等 

都水道局 

１．広報内容 

(1) 地震発生直後の広報 

ア 水道施設の稼働状況 

イ 浄水場・給水所の状況 

ウ 応急対策の基本方針 

エ その他区民への協力要請等 

(2) 応急対策開始後の広報 

ア 水道施設の被害概要及びおおよその復旧見込み 

イ 復旧作業の実施方針 

ウ 応急給水の実施方針及び災害時給水ステーション（給水拠点）で

の応急給水実施状況 

エ 住民の注意すべき事項及び協力要請 

(3) 応急対策の進ちょくに伴う広報 

ア 水道施設の被害詳報及び復旧見込み 

イ 前日までの作業状況及び新たに給水可能になった地域 

ウ 当日の復旧活動の概要 

エ 水質についての注意 

オ 住民への協力要請 

２．広報手段 

(1) 広域的広報は、給水対策本部広報担当が都災対本部を通じ、報道

機関の協力を得て実施する他、ホームページ・SNSを活用して行

う。 

(2) 水道局事業所の各所管区域内を対象とする広報は、拡声機付き自

動車による路上広報を実施する。区の協力を得て、区の防災行政

無線により実施する。 

都下水道局 
 区・防災関係機関と連携を密にして、下水道施設の被害状況や復旧状

況、下水道の使用制限や使用自粛等について住民に広報する。 

日本郵便

㈱ 

１．広報内容 

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

ウ 被災地宛救助用郵便物の料金免除 

エ 被災者援助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の配分 

２．広報手段 

ア 郵便局窓口や局前等に掲出 

イ 放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得る。 
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機関名 広報内容等 

首都高速 

道路㈱ 

１．広報内容 

応急対策の措置状況、交通規制状況、避難方法等 

２．広報手段 

ラジオ等各種メディア、首都高ホームページ、各種道路情報提供

設備（標識・情報板・料金所看板等） 
 
 

５ 相談窓口体制 

 

担当 （災対）各部／警察署／消防署 

 

第１ 区の対応                                                  

区は、区内3か所（赤羽会館、北とぴあ、滝野川会館）の生活相談総合窓口をはじめ

とする相談所を適宜開設するとともに、巡回相談・出前型相談を実施し、区民等の相談

対応にあたる。また、広聴内容を防災関係機関に連絡する。 

 

第２ 警察署の対応                                                  

警察署又は交番その他必要な場所に臨時相談所を設置して、警察関係の相談にあたる。 

 

第３ 消防署の対応                                                  

災害の規模に応じて、消防庁舎その他必要な場所で各種相談等に応じる。 

 

 

６ 区民相互の情報連絡等 

 

担当 （災対）政策経営部／（災対）危機管理室 

 

(1) 区は、個人・企業等に対する一斉帰宅抑制の呼びかけや安否確認方法の周知を行

い、防災関係機関と連携して、避難所や一時滞在施設の開設状況など、災害関連

情報等を提供する。 

(2) 区は、通信事業者と連携し、区民、事業者及び帰宅困難者に災害情報、一時滞在

施設等の情報提供を行う。 

(3) 区は、報道機関や交通機関等と連携して、交通機関の運行情報や安否確認の方法

等について、区民、事業者及び帰宅困難者に提供する。 

(4) 区民等は、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等を利用し、家族等の安否を確認

する。 
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第７章 医療救護・保健等対策 
 

【基本方針】 
震災時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷者が発生する

ことが想定されるため、災害発生直後から多数の負傷者に対し迅速に医療救護活動を行わ

なければならない。また、遺体については、死者の尊厳と遺族の感情を十分に考慮し、迅

速かつ適切に対応する必要がある。 

そこで本章では、発災時における初動医療体制の確立や医薬品・医療資機材の確保、災

害拠点病院の整備や医療施設の耐震化等の基盤整備、遺体の火葬について示す。 

 

予防対策 頁 

１ 初動医療体制等の整備 

１－１ 情報連絡体制等の確保 

１－２ 医療救護活動等の確保 

１－３ 負傷者等の搬送体制の確保 

１－４ 防疫体制の整備 

１－５ 在宅難病患者への対応 

震-232 

２ 医薬品・医療資機材の確保  震-239 

３ 医療施設の基盤整備  震-240 

４ 遺体の取扱いに関する体

制整備 
 震-242 

応急対策 頁 

１ 初動医療体制等 

１－１ 医療情報の収集伝達体制 

１－２ 初動期の医療救護活動 

１－３ 負傷者等の搬送体制 

１－４ 保健衛生体制 

震-245 

２ 医薬品・医療資機材の供給  震-255 

３ 医療施設の確保  震-256 

４ 行方不明者の捜索、遺体の

検視・検案・身元確認等 
 震-257 

復旧対策 頁 

１ 防疫体制の確立  震-264 

２ 火葬  震-267 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

― 
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【予防対策】 
 

１ 初動医療体制等の整備 

 

１－１ 情報連絡体制等の確保 

 

担当 

北区保健所／健康部／都保健医療局／東京都立病院機構／北区医師会／北歯科

医師会／滝野川歯科医師会／北区薬剤師会／柔道整復師会北支部／北区訪問看

護ステーション連絡協議会／東京都助産師会北地区分会 

 

第１ 都全域及び各二次保健医療圏における情報連絡体制の構築                   

(1) 都は、東京都災害医療コーディネーター及び東京都地域災害医療コーディネータ

ーが、都全域や二次保健医療圏内の被災状況や医療機関の活動状況等について迅

速に把握できるように、区や防災関係機関等と連携し、情報連絡体制を構築する。 

(2) 東京都地域災害医療コーディネーターは、地域災害医療連携会議を開催し、東京

DMATや地域災害時小児周産期リエゾンの支援を受け、圏域内の医療資源の把握や

医療機関及び行政機関等との連携など、地域の特性に応じた具体的な方策を検討

する。 

(3) 都は、二次保健医療圏ごとに、傷病者の搬送や受け入れ医療機関の調整、関係機

関同士の連絡体制などを確認・検証するための図上訓練を実施する。 

 

 

第２ 区における情報連絡体制の構築                                    

(1) 区は、区内の医療救護活動等を統括・調整するために医学的な助言を行う「北区

災害医療コーディネーター」を委嘱又は任命している。 

(2) 区は、地域の災害医療が円滑に進むように、北区災害医療コーディネーター等に

協力して薬事に関する調整を行う「北区災害薬事コーディネーター」を委嘱して

いる。 

(3) 北区災害医療コーディネーターがその機能を発揮するためには、区内の被災状況

や医療機関の活動状況等について迅速に把握することが重要である。そのため、

区は、緊急医療救護所となっている医療機関等に北区地域防災行政無線（移動系）

を配備するとともに、更なる情報連絡体制を構築する。 
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災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネーター 

名 称 説 明 

東京都災害医療 

コーディネーター 

都全域の医療救護活動等を統括・調整するため、都に対し

医学的な助言を行う、都が指定する医師 

東京都地域災害医療 

コーディネーター 

各二次保健医療圏域の医療救護活動等を統括・調整するた

め、都が指定する医師 

北区災害医療 

コーディネーター 

区内の医療救護活動等を統括・調整するため、区に対し医

学的助言を行う、区が指定する医師 

北区災害薬事 

コーディネーター 

薬事の観点から北区災害医療コーディネーターをサポート

し、医療救護活動を円滑に行うため、区が指定する薬剤師 

 

災害時小児周産期リエゾン 

名 称 説 明 

東京都災害時小児周 

産期リエゾン 

都内全域の小児周産期領域に係る医療救護活動を統括・調整

するため、都及び東京都災害医療コーディネーター等に対し

て助言を行う、都が指定する医師 

地域災害時小児周産 

期リエゾン 

各二次保健医療圏域の小児周産期領域に係る医療救護活動

を統括・調整するため、都が指定する医師 

 

医療対策拠点等 

名 称 説 明 

二次保健医療圏 

医療対策拠点 

都が、二次保健医療圏ごとに災害拠点中核病院等において、

圏域内の区市町村から情報収集を行い、地域災害医療コーデ

ィネーターとともに医療救護活動の統括・調整を行う場所 

地域災害医療連携 

会議 

都が、二次保健医療圏ごとに設置し、地区医師会、地区歯科

医師会、地区薬剤師会、災害拠点病院、区市町村、保健所等

の防災関係機関を地域災害医療コーディネーターが招集し

て、情報共有や災害医療にかかる具体的な方策の検討、医療

連携体制の構築を目的に平常時・発災時に開催する会議 

※上記のほか、区は、平成24(2012)年度より災害医療運営連絡会を定期的に開催し、災害医療に関する方策を検討して

いる。 
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１－２ 医療救護活動等の確保 

 

担当 

北区保健所／健康部／消防署（東京消防庁）／都保健医療局／東京都立病院機

構／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科医師会／北区薬剤師会／柔道整復

師会北支部／北区訪問看護ステーション連絡協議会／東京都助産師会北地区分

会 

 

第１ 東京DMATとの連携                                            

(1) 都は、東京DMATを擁する東京DMAT指定病院25病院の機能を確保できるように、隊

員養成を行う。 

(2) 東京消防庁は、東京DMAT連携隊を編成し、東京DMATと一体的に活動することを原

則とし、平常時からの連携訓練・情報共有等を図る。 

(3) 区は、災害時の被害状況等に応じて迅速な対応支援ができるよう、日頃から防災

関係機関との連携に努める。 

※ 東京DMAT（東京Disaster Medical Assistance Team：ディーマット） 

東京DMATとは、大震災等の自然災害や交通事故等の災害現場で救命処置等を行

うための専門知識を習得した医師、看護師等で編成される災害医療派遣チームの

ことをいう。チーム編成は原則として医師1名、看護師等2名の計3名を基準とする。

ただし、必要に応じて業務調整員を含めることができる。 

 

第２ 東京DPATとの連携                                            

(1) 都は、東京DPAT隊員の養成を行う。 

(2) 区は、災害時の被害状況等に応じて迅速な対応支援ができるよう、日頃から防災

関係機関との連携に努める。 

※ 東京DPAT（東京Disaster Psychiatric Assistance Team:ディーパット） 

東京DPATとは、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連

携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神医療の提供と精神保健

活動の支援を行うために、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームの

ことをいう。チーム編成は精神科医師、看護師、業務調整員等を含めた4名を標準

とする。 

 

 

第３ 医療救護班等の確保                                            

(1) 災害時の速やかな医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班等の編成に向けて、

北区医師会、北歯科医師会、滝野川歯科医師会及び北区薬剤師会等との間に締結

した「東京都北区内における災害時の医療救護活動についての協定書」等を基に、

協定内容の実効性を高めるため、災害時の対応について平常時より協議を進める。 
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(2) 区は、発災後速やかに、緊急医療救護所及び避難所医療救護所の医療救護活動や、

在宅療養者の医療を支援する「医療救護活動拠点」を北区保健所等に設置する。

区災害医療コーディネーターを中心として活動し、地域医療情報の集約、連絡調

整、医薬品等の中継、応援医師やDMATの活動の拠点として活用する。 

(3) 区は、発災後速やかに、主に傷病者のトリアージ、軽症者に対する応急処置及び

搬送調整を行う「緊急医療救護所」の設置場所を、災害拠点病院等との間に締結

した「緊急医療救護所の設置に関する協定書」等に基づき災害拠点病院等の近接

地等（病院開設者の同意がある場合は、病院敷地内を含む。）に、確保する。 

(4) 区は、急性期以降に、地域医療が回復するまでの間の医療機能を確保し、軽症者

（慢性疾患等を含む。）への対応や避難者の健康相談等に対応するための「避難

所医療救護所」の設置場所を、学校避難所に確保する。 

(5) 区は、災害時に妊婦への適切な対応を行うため、東京都助産師会北地区分会等と

連携し、妊婦救護所を設置する。 

 

【医療救護活動におけるフェーズ区分】 

区分 想定される状況 

０ 
発災直後 

（発災～6時間） 

建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が多数発生

し、救出救助活動が開始される状況 

１ 
超急性期 

（6～72時間） 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、

ライフラインや交通機関が途絶し、被災地外からの人

的・物的支援の受入れが少ない状況 

２ 
急 性 期 

（72時間～1週間程度） 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復旧

し始めて、人的・物的支援の受入体制が確立されてい

る状況 

３ 
亜急性期 

（1週間～1か月程度） 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復

旧している状況 

４ 
慢 性 期 

（1～3か月程度） 

避難所生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ

復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開してい

る状況 

５ 
中 長 期 

（3か月以降） 

医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ再開し

ている状況 
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医療救護所等の区分 

名 称 説 明 

緊急医療救護所 

発災後速やかに、区が災害拠点病院等の近接地等（病院開設者

の同意がある場合は、病院敷地内を含む。）に設置・運営する

医療救護所で、主に傷病者のトリアージ、軽症者に対する応急

処置及び搬送調整を行う。急性期以降、近接病院等の状況から

閉鎖を判断する。 

避難所医療救護所 

概ね急性期以降に、区が学校避難所等に設置・運営する救護所

で、地域医療が復旧するまでの間の医療機能を確保し、軽症者

（慢性疾患等を含む。）への対応や避難者の健康相談等を実施

する。地域の医療機能や避難所の状況から、巡回による活動の

実施や閉鎖を判断する。 

医療救護活動拠点 

緊急医療救護所及び避難所医療救護所の医療救護活動や、在宅

療養者の医療を支援する場所として設置する拠点で、地域医療

情報の集約、連絡調整、医薬品等の中継、応援医師やDMATの活

動の拠点として活用する。 

 

医療救護所等一覧 

分類 組織・施設 所在地 備考 

緊急医療救護所 

東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 

医療機関 

花と森の東京病院 北区西ケ原2-3-6 

明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 

赤羽中央総合病院 北区志茂1-19-14 

王子生協病院 北区豊島3-4-15 

避難所医療救護所 

西浮間小学校 北区浮間2-7-1 

学校避難所 

赤羽岩淵中学校 北区赤羽2-6-18 

桐ケ丘中学校 北区桐ケ丘2-6-11 

明桜中学校 北区王子6-3-23 

十条富士見中学校 北区十条台1-9-33 

滝野川第五小学校 北区昭和町3-3-12 

飛鳥中学校 北区西ケ原3-5-12 

医療救護活動拠点 

北区保健所 北区東十条2-7-3 

区施設 
王子健康支援センター 北区東十条2-7-3 

赤羽健康支援センター 北区赤羽南1-13-1 

滝野川健康支援センター 北区西ケ原1-19-12 
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第４ 医療機関等の機能維持に向けた取組み                                

(1) 都は、医療機関等が事業継続計画（BCP）を策定できるように、支援する。 

(2) 病院、診療所、歯科診療所及び薬局は、災害時においても医療機能を維持できる

ように、あらかじめ事業継続計画（BCP）を策定するとともに、訓練等を定期的に

実施する。 

 

１－３ 負傷者等の搬送体制の確保 

 

担当 

地域振興部／北区保健所／健康部／都総務局／都保健医療局／都港湾局／北区

医師会／北歯科医師会／滝野川歯科医師会／北区薬剤師会／柔道整復師会北支

部／北区訪問看護ステーション連絡協議会／東京都助産師会北地区分会 

 

(1) 搬送は、原則として被災現場から緊急医療救護所及び避難所医療救護所（以下「医

療救護所等」という。）までは自主防災組織が対応し、医療救護所等から災害拠

点病院などの医療機関までは都及び区が対応する。 

(2) 区は、都、国、防災関係機関等と協議の上、自衛隊、警察災害派遣部隊（広域緊

急援助隊）、緊急消防援助隊、その他の広域支援・救助部隊等の活動拠点として

使用するオープンスペースをあらかじめ確保する。 

(3) 都及び区は、車両や船舶等を保有する防災関係機関との新たな協定締結に向けて

取り組み、更に搬送手段の拡充を図る。 

(4) 国及び都は、災害拠点病院等への傷病者数を踏まえ、航空搬送拠点臨時医療施設

（SCU：Staging Care Unit)を確保・運営するなどして、航空搬送拠点臨時医療施

設（SCU）から非被災自治体医療施設への円滑な重症者等の搬送体制の確保に努め

る。 

 

１－４ 防疫体制の整備 

 

担当 北区保健所／健康部／都保健医療局／東京都獣医師会北支部 

 

第１ 防疫用資機材の備蓄等                                           

(1) 初期防疫活動は、保健所等の現有防疫用資材を使用することから、防疫用資機材

の備蓄及び調達・配布計画を策定しておく。 

(2) 都は、薬品等が不足した場合に備え、民間薬品会社及び他県市等からの受入・調

達計画を策定しておく。 

(3) 都は、防疫に関して周知するためのリーフレットを作成する。 

 

第２ 被災動物の保護体制の整備                                       

(1) 区は、動物愛護及び危害防止の観点から、負傷又は放し飼い状態の動物の保護や

適正な飼養に関して、東京都獣医師会北支部、都、動物保護団体、ボランティア

等の協力を得ながら、被災動物のための救護所の開設等、動物救護活動体制を整
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備する。 

(2) 飼い主は、自助の観点から、ペットフードやケージ等を備えるとともに、災害時

の対応について近隣や獣医師等と話し合いをしておく。 

 

１－５ 在宅難病患者への対応 

 

担当 福祉部／北区保健所／健康部 

 

(1) 区は、平常時から在宅人工呼吸器使用者や透析患者等の在宅難病患者を把握し、

都や医療機関等と連携した救護体制や搬送体制を検討する。 

(2) 特に、在宅人工呼吸器使用者については、「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時

支援指針」に基づき、都や医療機関等とも連携し、避難するタイミングや、人工

呼吸器関連の情報を盛り込んだ「災害時個別支援計画」の作成等を進める。 

 

２ 医薬品・医療資機材の確保 

 

担当 
北区保健所／健康部／都保健医療局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科

医師会／北区薬剤師会／日本赤十字社 

 

第１ 区における医薬品・医療資機材の確保対策                             

(1) 災害時のより一層の迅速な対応等に向けて、北区薬剤師会等との間に締結した「災

害時における応急医薬品の優先供給に関する協定書」を基に、協定内容の実効性

を高めるため、災害時の対応について平常時より協議を進める。 

(2) 北区医師会、北歯科医師会、滝野川歯科医師会、北区薬剤師会等と協議の上、医

療救護所等で使用する医薬品等を備蓄するよう努める。備蓄量は発災から3日間

で必要な量を目安とする。 

(3) 北区薬剤師会及び災害薬事コーディネーターと連携して、災害薬事センターの設

置場所（状況に応じて複数か所設置する。）や運営方法、医薬品・医療資機材の

納入先や搬送方法等、具体的な活動内容について協議しておく。 

(4) 医薬品等の調達方法（卸売販売業者への発注方法等）について、あらかじめ具体

的に北区薬剤師会及び卸売販売業者と協定締結も含め協議しておく。 

 

第２ 災害拠点病院等における医薬品・医療資機材の確保対策                    

(1) 災害拠点病院及び災害拠点精神科病院は、3日分程度の医薬品等を備蓄する。 

(2) 災害拠点連携病院、災害拠点精神科連携病院、災害医療支援病院、診療所、歯科

診療所及び薬局は、災害時においても診療を継続できるよう事業継続計画（BCP）

を作成し、それに基づき医薬品等の備蓄に努める。 
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第３ 都における医薬品・医療資機材の確保対策                             

(1) 都医療救護班や医療救護所等に医薬品等を供給できるよう、災害用救急医療資機

材・単品補充用医薬品を備蓄する。 

(2) 災害拠点病院等が収容力を臨時的に拡大するために必要な応急用資機材の備蓄及

び医薬品等を確保する。 

(3) 医薬品集積センターの設置場所の要件や運営方法をあらかじめ防災関係機関と協

議しておく。 
 

医薬品等の支援物資を受け入れる際の基本方針 

ア 個人からの支援物資は基本的に受け入れない。 

イ 必要に応じて国やメーカーへ支援を要請する。 

ウ 都が要請した物資以外で製薬団体等から支援の申し出があった物資は、都

が必要と判断したものを受け入れる。（都に事前連絡が必要） 

エ 都は発災後、医薬品集積センターを設置し、イ及びウによって提供された

支援物資を医薬品集積センターで受け入れ、仕分けをした上で区市町村の

災害薬事センターへ提供する。 
 
 

３ 医療施設の基盤整備  

 

担当 都総務局／都保健医療局／東京都立病院機構 
 

広域的な連携体制の下、迅速かつ的確に医療の提供を行うため、都が主体となって災

害拠点病院を強化し、災害時医療体制の充実を図る。 
 

災害拠点病院等の定義 

指定区分 位置づけ 病院の指定 

災害拠点 

病院 

主に重症者の収容・治

療を行う病院 

基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地

域災害拠点病院として都が指定する病院 

災害拠点病院の指定要件 

ア 原則として200床以上の病床を有する救急救命

センター若しくは第二次救急医療機関 

イ 建物が耐震・耐火構造 

ウ 多数の患者を受入れるスペースや備蓄スペース

を有する 

エ 通常時の6割程度の発電容量を確保できる非常

用発電設備を保有し、3日程度の燃料を確保 

オ 3日分程度の食料、飲料水、医薬品等を備蓄 

カ ヘリコプター臨時離着陸場を確保 

災害拠点 

連携病院 

主に中等症者や容態の

安定した重症者の収

容・治療を行う病院 

救急告示を受けた病院等で都が指定する病院 
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指定区分 位置づけ 病院の指定 

災害医療 

支援病院 

専門医療、慢性疾患へ

の対応、区市町村地域

防災計画に定める医療

救護活動を行う病院 

災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全ての

病院 

 

災害拠点精神科病院等の定義 

指定区分 説明 

災害拠点精神科病院 
措置入院患者及び隔離・拘束中の患者の受入れを行う病院

で、国の示した基準等に基づき都が指定する病院 

災害拠点精神科連携病院 医療保護入院患者の受入れを行う都が指定する病院 

 

(1) 都の指定病院等 

※ 北区内の救急病院【資料編 p資-32参照】 
 

都の指定病院等一覧（平成29(2017)年4月現在） 

分類 組織・施設 所在地 

地域災害拠点中核病院 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 

区内の災害拠点病院 東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 

区内の災害拠点連携病院 

花と森の東京病院 北区西ケ原2-3-6 

赤羽中央総合病院 北区志茂1-19-14  

浮間中央病院 北区赤羽北2-21-19 

王子生協病院 北区豊島3-4-15 

神谷病院 北区神谷1-27-14 

赤羽東口病院 北区赤羽1-38-5 

明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 

近隣区の災害拠点病院 

都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 

東京女子医科大学附属足立 

医療センター 
足立区江北9-33-1 

 

都の災害拠点精神科（連携）病院一覧（令和4(2022)年10月現在） 

分類 組織・施設 所在地 

近隣区の災害拠点 

精神科病院 

地方独立行政法人 

東京都立病院機構東京都立松沢病院 
世田谷区上北沢2-1-1 

近隣区の災害拠点 

精神科連携病院 

一般財団法人 

精神医学研究所附属東京武蔵野病院 
板橋区小茂根４-11ｰ11 

医療法人社団翠会成増厚生病院 板橋区三園1-19-1 

医療法人社団厚生協会大泉病院 練馬区大泉学園町6-9-1 

慈雲堂病院 練馬区関町南4-14-53 

医療法人社団翠会陽和病院 練馬区大泉町2-17-1 
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４ 遺体の取扱いに関する体制整備 

 

担当 区民部／生活環境部／警察署／都保健医療局／陸上自衛隊 

 

行方不明者や死亡者の捜索、遺体の収容、検視・検案※等の各段階において、区及び

防災関係機関が相互の役割を理解し、連携して取り組む体制を整備する。 

１．遺体安置場所の確保 

被害想定を前提に、以下の要件を踏まえ遺体安置場所の確保について検討しておく。 

(1) 安置するスペース 

(2) 安置する期間 

(3) 水等ライフラインの確保 

(4) 必要な資機材の確保と搬入 

２．遺体安置のための資機材の確保 

区は、棺、ドライアイスなど必要な資機材について、備蓄の活用並びに葬祭関係事

業者等及び他自治体への協力要請により調達確保する。 

なお、必要な資機材については、被害想定等を踏まえ、必要数量を試算しておくと

ともに、葬祭関係事業者等との事前協定、他自治体との応援協定等により、調達・確

保する体制を構築しておく。 

※１ 検視 

検視とは、検察官又は警察官等が、犯罪性の有無を明らかにするため遺体等を調査

することをいうが、本計画においては「警察官が、死因及び身元を明らかにするため、

遺体の外表について観察・記録等すること」を含むものとする。 

※２ 検案 

検案とは、監察医（医師）が、死亡原因を調べることをいう。 
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【応急対策】 
 

【医療救護活動におけるフェーズ区分】 

区分 想定される状況 

０ 
発災直後 

（発災～6時間） 

建物の倒壊や火災等の発生により、傷病者が多数発生

し、救出救助活動が開始される状況 

１ 
超急性期 

（6～72時間） 

救助された多数の傷病者が医療機関に搬送されるが、

ライフラインや交通機関が途絶し、被災地外からの人

的・物的支援の受入れが少ない状況 

２ 
急 性 期 

（72時間～1週間程度） 

被害状況が少しずつ把握でき、ライフライン等が復旧

し始めて、人的・物的支援の受入体制が確立されてい

る状況 

３ 
亜急性期 

（1週間～1か月程度） 

地域医療やライフライン機能、交通機関等が徐々に復

旧している状況 

４ 
慢 性 期 

（1～3か月程度） 

避難所生活が長期化しているが、ライフラインがほぼ

復旧して、地域の医療機関や薬局が徐々に再開してい

る状況 

５ 
中 長 期 

（3か月以降） 

医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診療がほぼ再開し

ている状況 
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１ 初動医療体制等 
 

１－１ 医療情報の収集伝達体制 

 

担当 

（災対）医療衛生部／都福祉局／都保健医療局／北区医師会／北歯科医師会／

滝野川歯科医師会／北区薬剤師会／柔道整復師会北支部／北区訪問看護ステー

ション連絡協議会／東京都助産師会北地区分会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災直後の連携体制（イメージ） 
 

第１ 医療情報の一元化                                             

(1) 医師会館に設置した地域防災無線等を利用して、災対医療衛生部が医療情報を管

理する。 

(2) 北区保健所に、区民に医療情報を提供するための窓口を設置する。 

(3) 北区保健所の無線設備等が使用できない場合は、無線設備等が復旧するまで災害

対策本部で情報の管理を行う。 
 

第２ 医療機関等の被害情報の収集                                     

(1) 都は、東京都災害医療コーディネーターを中心に、区市町村、東京消防庁、都医

師会、都歯科医師会及び都薬剤師会など防災関係機関と連携して、被害状況及び

医療機関の活動状況、他県のDMAT・DPAT・医療チームの派遣状況などの情報を一

元的に収集する。 

(2) 都は、二次保健医療圏ごとに医療対策拠点を設置し、東京都地域災害医療コーディ

ネーターを中心に圏域内の被害状況や医療機関の活動状況等の情報を収集する。 

(3) 都は、収集した医療情報を区等の防災関係機関に提供する。 

(4) 都は、各種広報媒体や報道機関等を通じて都民に対し、医療救護所の設置状況や

北区（災対）医療衛生部 

本部長：北区長 

DMAT隊員 

DMAT隊員 

DMAT隊員 

東京DMAT 

連携隊 

現場指揮 

本部長 

東
京
Ｄ
Ⅿ
Ａ
Ｔ
登
録
機
関 
 

東
京
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
登
録
機
関 

都
立
病
院 

北区 

災害対策本部 

北区災害医療 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・ 

 

他県等（被災地外） 

指定公共機関、 

指定地方公共機関等関係機関等 

内
閣
府 

警

視

庁 

東

京

消

防

庁 

そ

の

他

各

局 

方
面
本
部
・
警
察
署 

消
防
方
面
本
部
・
消
防
署 

政 府 
（緊急災害対策本部等） 

厚
生
労
働
省 

防
衛
省 

そ
の
他
各
省
庁 

自
衛
隊 

被災現場 

（東京DMAT） 

北
区
医
師
会 

北
歯
科
医
師
会 

北
区
薬
剤
師
会 

災
害
拠
点
連
携
病
院 

災
害
医
療
支
援
病
院 

日
本
赤
十
字
社 

東
京
都
支
部 

東
京
都
医
師
会 

東
京
都
歯
科
医
師

 東
京
都
薬
剤
師
会 

献
血
供
給
事
業
団 

そ
の
他 

協
定
締
結
団
体 

滝
野
川
歯
科
医
師
会 

柔
道
整
復
師
会
北
支
部 

災害拠点病院 

二次保健医療圏 

医療対策拠点 

（基幹・中核病院に設置） 

地域災害医療 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

東京都災害対策本部 

福祉局・保健医療局 

 

災害薬事センター 

北区災害薬事 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

周産機母子医療ｾﾝﾀｰ、 
こども救命ｾﾝﾀｰ等 

東京DMAT 地域災害時 

小児周産期ﾘｴｿﾞﾝ 

本部長：知事 

副本部長：副知事、警視総監、消防総監

本 部 員：局長、危機管理監 

本部各局 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

小児周産期ﾘｴｿﾞﾝ 

東京DPAT 
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医療機関の活動状況などを周知する。 

(5) 災対医療衛生部は、北区医師会、北区災害医療コーディネーター、北区災害薬事

コーディネーター等や防災関係機関と連携して、人的被害、診療所、歯科診療所、

病院及び薬局の被害状況や活動状況について情報収集し、区災対本部及び二次保

健医療圏域内の東京都地域災害医療コーディネーターに対して報告する。 

 

第３ 区民への情報提供                                             

(1) 北区保健所の情報提供窓口、災害広報車、ホームページ等、様々な情報提供ツー

ルを通じて、医療情報（医療救護所、診察可能病院・医院）を区民に提供する。 

(2) 医療情報提供は、避難所や地区本部においても行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
情報提供の流れ 

 

１－２ 初動期の医療救護活動  

 

担当 

（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／消防署（東京消防庁）／都福祉局／都

保健医療局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科医師会／北区薬剤師会／

柔道整復師会北支部／北区訪問看護ステーション連絡協議会／東京都助産師会

北地区分会／東京DMAT／東京DPAT／日本赤十字社 

 

第１ 都における初動期の医療救護活動の流れ                                     

(1) 都は、医療機関に対して、空床の確保や収容能力の臨時拡大等の対応を行うよう

要請する。 

(2) 東京DMATを被災現場に派遣し、救出救助の部隊と連携して多数傷病者等の救命処

置等を実施する。都から出場要請を受けた東京DMATは、東京消防庁とともに被災

現場へ出場し、東京消防庁の指揮下で救命処置等の医療救護活動を行う。 

(3) 都は、都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会及び日本赤十字社東京都支部に対し

て、都医療救護班、都歯科医療救護班及び都薬剤師班（以下「都医療救護班等」

という。）や日本赤十字社救護班の編成を要請し、派遣する。 

(4) 都の医療救護班等は、区の計画等に基づき、区が設置した医療救護所等において

医療救護活動を実施する。 

被害情報収集 東京都（福祉局・保健医療局） 被害情報収集 

情報の整理 

情報提供 

相  談 

防災無線 

情報提供 

 

各種広報媒体・報道機関 

(知事本部・東京消防庁) 

都民電話相談窓口 

（保健医療情報センター） 

  区情報提供窓口
（北区保健所） 

 
区 民 

情報の提供 

（災対本部を経由） 
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(5) 都は、都内被害状況に応じ精神保健医療ニーズ把握や精神科医療の提供等のため

に東京DPATを派遣する。 

 

 

災害時医療救護の流れ 

 

※ 災害拠点病院は主に重症者を、災害拠点連携病院は主に中等症者を受入れる。 

災害医療支援病院は、専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行う。 

 

第２ 区における医療救護の流れ                                       

(1) 災害時における医療救護は、区が一次的に実施する。その際、北区災害医療コー

ディネーター及び北区災害薬事コーディネーター等の助言を受け、医療救護活動

等を統括・調整する。 

(2) 区は、北区医師会等との協定により、災害時の医療救護体制を整える。 

(3) 北区医師会等が緊急を要すると判断し、要請を待たずに医療救護活動を実施した

場合については、北区医師会は初動後直ちに区に報告する。この報告があったも

のについては、区の要請があったものと見なす。 

(4) 区が応援の必要性を認めた場合又は東京都が応援の必要性を認めた場合には、東

京都が編成する医療救護班を、区が設置する医療救護所などに派遣し、医療活動

を実施する。 
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第３ 医療救護所等の開設                                           

(1) 緊急医療救護所の設置：災害拠点病院等の近接地等あらかじめ指定する場所 

             （次表のとおり） 

(2) 避難所医療救護所の設置：学校避難所7校（区内7地区に各1校） 

 (3) 医療救護活動拠点の設置：区施設3か所 

 

医療救護所等一覧 

分類 組織・施設 所在地 備考 

緊急医療救護所 

東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 

医療機関 

花と森の東京病院 北区西ケ原2-3-6 

明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 

赤羽中央総合病院 北区志茂1-19-14 

王子生協病院 北区豊島3-4-15 

避難所医療救護所 

西浮間小学校 北区浮間2-7-1 

学校避難所 

赤羽岩淵中学校 北区赤羽2-6-18 

桐ケ丘中学校 北区桐ケ丘2-6-11 

明桜中学校 北区王子6-3-23 

十条富士見中学校 北区十条台1-9-33 

滝野川第五小学校 北区昭和町3-3-12 

飛鳥中学校 北区西ケ原3-5-12 

医療救護活動拠点 

北区保健所 北区東十条2-7-3 

区施設 
王子健康支援センター 北区東十条2-7-3 

赤羽健康支援センター 北区赤羽南1-13-1 

滝野川健康支援センター 北区西ケ原1-19-12 

 

災害拠点病院等一覧 

分類 組織・施設 所在地 

地域災害拠点中核病院 
帝京大学医学部附属

病院 
板橋区加賀2-11-1 

区内の災害拠点病院 東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 

区内の災害拠点連携病院 

花と森の東京病院 北区西ケ原2-3-6 

赤羽中央総合病院 北区志茂1-19-14 

浮間中央病院 北区赤羽北2-21-19 

王子生協病院 北区豊島3-4-15 

神谷病院 北区神谷1-27-14 

赤羽東口病院 北区赤羽1-38-5 

明理会中央総合病院 北区東十条3-2-11 

近隣区の災害拠点病院 

都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 

東京女子医科大学附

属足立医療センター 
足立区江北4-33-1 
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第４ 医療救護班等の編成・派遣                                       

(1) 北区医師会への派遣要請 

ア 区は、北区医師会に対し、医療救護班の派遣を要請する。 

イ 北区医師会の活動は、別に定める「災害時の医療救護活動についての協定書」
によるものとする。 

(2) 歯科医師会への派遣要請 

ア 区は、北歯科医師会及び滝野川歯科医師会に対し、歯科医療救護班の派遣を
要請する。 

イ 歯科医師会の活動は別に定める「災害時の歯科医療救護活動についての協定
書」によるものとする。 

(3) 北区薬剤師会への派遣要請 

ア 区は、北区薬剤師会に対し、薬剤師班の派遣を要請する。 

イ 北区薬剤師会の活動は、別に定める「災害時における応急医薬品の優先供給
に関する協定書」によるものとする。 

(4) 柔道整復師会北支部 

ア 柔道整復師会北支部に対し、柔道整復師の派遣を要請する。 

イ 柔道整復師会の活動は、別に定める「災害時における接骨師会の協力に関す
る協定書」によるものとする。 

(5) 北区訪問看護ステーション連絡協議会 

ア 北区訪問看護ステーション連絡協議会に対し、看護師等の派遣を要請する。 

イ 北区訪問看護ステーション連絡協議会の活動は、別に定める「災害時におけ
る東京都訪問看護ステーション協会の協力についての協定書」によるものと

する。 

(6) 東京都助産師会北地区分会 

ア 東京都助産師会北地区分会に対し、助産師の派遣を要請する。 

イ 東京都助産師会北地区分会の活動は、別に定める「災害時における妊産婦等
への支援活動に関する協定書」によるものとする。 

(7) 東京都に対する応援救護医療班の派遣要請 

医療救護体制が不足する場合は、東京都地域災害医療コーディネーターに応援

を求める。 
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医療救護班等の活動内容 

区 分 内 容 

医療救護班 

(1) 傷病者に対するトリアージ 

(2) 傷病者に対する応急処置及び医療 

(3) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の決定 

(4) 死亡の確認及び遺体の検案への協力 

(5) 助産救護 

(6) その他、都と協議の上必要と認められる業務 

歯科医療救護班 

(1) 傷病者に対するトリアージ 

(2) 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

(3) 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

(4) 避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する

歯科治療、衛生指導 

(5) 検視・検案に際しての法歯学上の協力 

薬剤師班 

(1) 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

(2) 医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品等の仕

分け・管理及び受発注、救護所での調剤等 

(3) 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

(4) 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 

 

 

第５ 医療体制の充実                                              

応急医療体制の充実を図るため、次の防災関係機関等に人員の派遣を要請する。 

(1) 消防団、東京消防庁災害時支援ボランティア 

(2) 赤十字奉仕団 

(3) 他自治体 

(4) ボランティア医療関係者 
 

第６ 東京消防庁の支援                                             

東京消防庁は、都から医療救護所等の救護活動に関する要請があった場合には、可能

な範囲で救急隊を派遣し、以下の内容について支援する。 

(1) 傷病者の収容先医療機関の選定 

(2) 収容先医療機関への搬送 

(3) 傷病者の応急処置 
 

第７ 東京DMATとの連携                                            

(1) 医療救護班は、災害現場において東京DMATと連携した救助及び傷病者の救護体制

を確立する。 

(2) 都は、必要に応じて東京DMAT指定病院へDMAT出動要請を行い、各病院は、東京DMAT
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を編成・待機する。東京DMATは、東京消防庁とともに被災現場へ出動し、東京消

防庁の指揮下で救命処置等の医療救護活動を行う。 

 

第８ 東京DPATとの連携                                            

(1) 医療救護班は、東京DPATと連携した精神保健医療活動等の救護体制を確立する。 

(2) 災対福祉部は、必要に応じて、災対医療衛生部と連携し、福祉避難所等における

精神保健医療を要する者に対して東京DPATによる救護活動を提供する。 
 

１－３ 負傷者等の搬送体制 

 

担当 

（災対）地域振興部／（災対）医療衛生部／消防署（東京消防庁）／都総務局

／都保健医療局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科医師会／北区薬剤師

会／柔道整復師会北支部／北区訪問看護ステーション連絡協議会／東京都助産

師会北地区分会 
 

第１ 負傷者等の搬送                                              

(1) 搬送は、原則として被災現場から医療救護所までは自主防災組織が対応し、医療

機関又は医療救護所から災害拠点病院等の病院までは、都及び区が対応する。 

(2) 医療機関や医療救護所で対応できない重症者は、日本DMATなどの医療従事者によ

る医療搬送を中心とする。搬送車両がない場合は、都又は区が調達する。 

(3) あらかじめ定められた基準に基づく搬送順位に従って、搬送先施設等の受入体制

を確認して搬送する。 

(4) 区は、搬送手段を有する機関と連携し、緊急度や搬送人数等に応じて、次により

搬送手段を確保する。 

ア 医療救護班が使用した自動車で搬送する。 

イ 庁有車等による搬送を行う。 

ウ 東京消防庁等に搬送を要請する。 

(5) 災害拠点病院等へ患者の転送を行う場合、転送を行う患者データを病院間で共有

しあう。 

(6) 国及び都は、災害拠点病院等への搬送患者数を踏まえ、航空搬送拠点臨時医療施

設（SCU）を確保・運営するなどして、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）から被

災地外の医療施設への円滑な重症者等の搬送に努める。 

 
 

第２ 医療スタッフの輸送                                             

(1) 原則として区が派遣する医療救護班等については区が対応し、都が派遣する医療

救護班等については都が対応する。 

(2) 車両や船舶等を保有する防災関係機関との新たな協定締結に向けて取り組み、さ

らに輸送手段の拡充を図る。 
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１－４ 保健衛生体制 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／都福祉局／都保健医

療局／東京都獣医師会北支部 
 

第１ 保健活動                                                   

(1) 巡回健康相談等を行うため、保健師・管理栄養士その他必要な職種からなる保健

活動班を編成して避難所等に派遣する。 

(2) 保健活動班は、環境衛生指導班や食品衛生指導班、防疫班と連携し、避難住民等

の健康管理に関する活動を行う。 

(3) 保健活動班は、避難所における健康相談、地域における巡回健康相談、その他必

要な保健活動を行う。 

(4) 区単独では対応が困難な場合は、都に対して応援を要請するほか、区が独自に他

県市等と結ぶ応援協定に基づき、保健活動班の派遣を要請する。 

(5) 都は、関係県市等との応援協定に基づき、保健活動班の派遣を要請する。 

(6) 都と連携して、派遣職員の受入れ及び輸送体制の確立、並びに活動拠点の確保を

図る。 

(7) 保健活動班における災対医療衛生部の役割は、次のとおりである。 

ア 保健衛生を中心とした地域の災害対策の拠点として防災関係機関と積極的に連

携を図り、保健師活動等を通じて避難所や保健医療福祉関連施設等の被災状況

の把握に努める。 

イ 避難者や在宅生活者の健康相談を行う。 

ウ 食品営業施設等の監視指導等を行う。 

エ 医師、保健師、環境・食品衛生監視員等各種活動班に必要な人員を確保する。 

オ 被災状況に応じた活動内容及び活動班（応援班を含む）の派遣先を決定する。 

カ 保健衛生全般に関する「情報センター」として被災住民や営業施設等に必要な情

報を速やかに提供する。 

キ 各種活動を通じて収集した情報を分析し、その結果に基づいて地域の被災者に

対する適切な保健衛生活動が行われるよう防災関係機関との連携を図る。 

 

第２ 医療相談体制                                                

区は、都と協力して心身の健康障害や在宅療養者の病状悪化を防ぐため、次のような

対応をとる。 

(1) 本庁舎又は医療救護所等拠点となる施設に、必要に応じて医療相談窓口を設置し、

保健活動班を派遣する。 

(2) 保健活動班は、医療相談、健康相談及び被災者の状況把握に努める。 

 

第３ 精神医療体制の確保                                                 

被災のショックや長期間強いられることになる避難生活のストレス等は、心身の健康

に多大な影響を及ぼす。 
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被災後の混乱状況下において、被災住民に心的外傷後ストレス障害（PTSD）を視野に

据えた適切なメンタルヘルスケアを提供し、精神障害者・精神疾患患者には必要な医療

を確保し、被災前と変わらない生活ができるよう支援する必要がある。 

(1) 保健活動班は、避難所において、保健師とボランティアの連携による被災患者と

の対話でのケアを中心に実施する。 

(2) 避難所や自宅等で急性憎悪した患者等については、区、医療救護チーム等の支援

者の協力・連携をもとに、東京DPATが対応する。 

(3) 必要に応じて電話相談窓口や外来相談窓口を設置する。 

(4) 精神科病院・診療所の外来実施状況について、状況の把握・提供ができるよう努

める。 

 

第４ 在宅難病患者への対応                                          

(1) 区は、在宅難病患者の状況把握に努める。 

(2) 区は、医療機関等及び都と連携し、在宅難病患者の搬送及び救護体制の支援に努

める。 

 

第５ 在宅人工呼吸器使用者への対応                                    

(1) 区は、「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」を活用して作成した「在

宅人工呼吸器使用者災害対策リスト」を基に、「災害時個別支援計画」で定めた

方法により、医療機関等と連携して在宅人工呼吸器使用者の安否確認を行う。 

(2) 人工呼吸器使用者及び家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供する

とともに、できるだけ在宅療養が継続できるよう支援する。 

(3) 在宅療養の継続や避難等に際し、「災害時個別支援計画」による支援が困難な場

合は都へ支援を要請する。 

 

第６ 透析患者等への対応                                           

１．都の対応 

(1) 東京都透析医会及び日本透析医会災害時情報ネットワーク等との連携により、透

析医療機関の被災の状況、透析医療の可否について情報を収集し、防災関係機関

に情報を提供する。 

(2) 被災状況に応じ、水の供給、患者搬送について防災関係機関と調整する。 

(3) 他県市への支援要請について、必要な調整を図る。 

 

２．区の対応 

都が作成した「災害時における透析医療活動マニュアル」に基づき保健衛生対策の

充実に努める。 

(1) 区は、都、医師会及び透析医療機関等と協力して、透析医療機関の被災の状況、

透析医療の可否について情報を収集し、東京都に報告する。 

 

(2) 透析医療機関及び患者からの問合せがあった場合、区は都を経由して情報を収集
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し、提供する。 

(3) 「東京都区部災害時透析医療ネットワーク」の情報等を参考にする。 
 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

透析患者の災害時透析医療情報連絡体制系統図（ビル診療所の場合） 

 

第７ 被災動物の保護                                              

災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い

主とともに避難所に避難することが予想される。 

区は、動物愛護の観点から、東京都獣医師会北支部や東京都・動物保護団体・ボラン

ティア等の協力を得ながら、動物の保護や適正な飼育について、対策を講じる。 

(1) 被災地域における動物の保護 

被災した動物のための救護所を3か所開設し、都及び都獣医師会等関係団体をは

じめ、動物愛護ボランティア等と協力して、被災動物の保護を行う。 

(2) 避難所における動物の適正な飼育 

区は、都と協力して、飼い主とともに避難した動物の飼育について適正飼育の指

導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の維持に努める。保護施設への動物の受

入れ及び譲渡等については、都に要請する。 

(3) 動物愛護の活動方針 

区は、東京都獣医師会、動物関係団体等の設置する「動物救援本部」を支援する

立場から、情報の提供、「動物保護班」「動物医療班」の援護活動への応援及び活

動の拠点としての場の提供を行う。 

  

東京都 

福祉局・ 

保健医療局 

北 区 

北区医師会 

患者団体等 

 

災害時情報 

ネットワーク

等 

日本透析医会

等 

透析医療機関 

被災患者 

ビル所有者 

ビル管理者 

被災して 

いない患者 透析医療機関 

安否確認 

協力医療機関の紹介 安否確認 

協力医療機関の紹介 

安否確認 

協力医療機関の紹介 

被災状況 

代替医療 

機関紹介 

患者受入可

能状況等 

被災地内 

被災地外 
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２ 医薬品・医療資機材の供給  

 

担当 
（災対）医療衛生部／都保健医療局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科

医師会／北区薬剤師会／日本赤十字社／献血供給事業団 

 

(1) 区は、北区薬剤師会と連携して、薬剤師班活動や医療救護所等への医薬品等の発

注・供給を調整し、災害時の薬事の拠点となる「災害薬事センター」を発災後速

やかに設置する。なお、災害薬事センターのセンター長は災害薬事コーディネー

ターが務めるものとする。 

(2) 災害薬事コーディネーターは、区災害医療コーディネーター及び地域災害医療コ

ーディネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。 

   【災害薬事コーディネーターの業務】 

   災害医療コーディネーター及び災害拠点病院薬剤部等に協力し、地域の災害医

療が円滑に進むよう薬事に関する調整を行う。 

① 医薬品等の管理に関する調整業務：医療救護所等で必要になる医薬品等の
受給状況の把握、卸売販売業者への発注、在庫管理等 

② 薬剤師班に関する調整業務：薬剤師班の差配、支援要請等 

③ 薬事関係者の関係業務：病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事関係
者の復旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等 

(3) 北区医師会、北歯科医師会、滝野川歯科医師会及び北区薬剤師会と協議の上、医

療救護所等において、発災直後は区の備蓄を使用する。不足する場合は、北区と

北区薬剤師会の間で締結した「災害時における応急医薬品の優先供給に関する協

定書」に基づき調達する。なお不足する場合は、都に対し、都の備蓄を供出する

よう協力を要請する。都の備蓄は、都が区へ配送する（状況に応じて都への備蓄

供出要請の前に卸売販売業者からの調達を行う）。 

(4) 備蓄及び北区薬剤師会からの提供だけでは医薬品等が不足する場合には、北区薬

剤師会と協議の上、医薬品等の卸売販売業者に発注し調達する。区が自ら調達を

行うことが不可能な場合には、都保健医療局へ調達を要請する。 

(5) 医薬品等の卸売販売業者等は、都と協働し早期に機能を復旧させ、都や区からの

要請に基づき、医薬品等を供給する。また、東京都災害医療コーディネーターや

東京都地域災害医療コーディネーターの情報収集に協力する。 

(6) 災害拠点病院が使用する医薬品等は、原則として、平常時と同様に各医療機関に

おいて医薬品等の卸売販売業者から購入する。卸売販売業者が復旧し適切に供給

されるまでは備蓄している医薬品等を使用する。 

(7) 病院、診療所、歯科診療所及び薬局で使用する医薬品等は、原則として、平常時

と同様に医薬品等の卸売販売業者から購入する。災害時においても診療を継続で

きるよう事業継続計画（BCP）を作成し、それに基づき医薬品等の備蓄に努める。 

  



第７章 医療救護・保健等対策 
【応急対策】 

震 - 256 

３ 医療施設の確保 

 

担当 
（災対）医療衛生部／都保健医療局／都総務局／東京都立病院機構／自衛隊／

第三管区海上保安本部 

 

(1) 災害時には、多くの負傷者等に対応するため、都が主体となって、災害拠点病院

等に対し空床利用や収容能力の臨時拡大等を図る。 

(2) 災害拠点病院は、重症患者等の収容力の臨時拡大、ライフラインの機能停止時の

応急的な診療機能を確保する。 

(3) 陸上自衛隊は、大規模救出救助活動拠点等に救護所を設営、負傷者等の受入れ及

び医療処置等を行う。 

(4) 海上自衛隊は、東京湾に、傷病者搬送のための船舶又は傷病者を受け入れる能力

のある船舶を出動させ、重症者等の受入れ及び医療処置等を行い、併せて重傷者

を受け入れた船舶により被災地域外への搬送を行う。 

(5) 第三管区海上保安本部（東京海上保安部）は、傷病者搬送のための巡視船艇、航

空機又は医療施設を有する巡視船を出動させる。 
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４ 行方不明者の捜索、遺体の検視・検案・身元確認等 

 

担当 
（災対）区民部／（災対）生活環境部／警察署（警視庁）／都保健医療局／都

総務局／陸上自衛隊／各防災関係機関 

 

行方不明者の捜索、遺体の検視・検案には、多くの遺体を一時的に安置する場所が必

要となるため、都と区は連携して遺体収容所を確保し、開設し、火葬手続を迅速に実施

する。遺体の取扱いについては、死者の尊厳に十分配慮することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺体取扱いの流れ 

※1  警察署は、区が実施する遺体の捜索・収容等に協力する。自衛隊は、都の要請に

基づき、行方不明者の救助・救出、遺体を関係機関へ引き継ぐ。 

※2  区の要請に基づき、都保健医療局が関係機関（一般社団法人全国霊柩自動車協会

等）に協力を要請する。 

  

引渡し 

負傷者 ※1 
被災現場 医療機関 

（医療救護所） 

遺体収容所 

○検視・検案 

○一時保存 

○洗浄等 

遺体引渡所 

○遺体の引き渡し 

○検案書の交付 

○火葬許可証等の交付等 

身元不明遺体安置所 

○身元確認調査 

○火葬許可証等の交付等 

遺  族 

○遺骨の引取り 

火 葬 場 

○火葬 

遺骨遺留品保管所 

○区が管理 

遺体 ※1 

身元判明遺体 身元不明遺体 

身元不明遺体 

身元不明遺骨 

１年以内に 
引 取 人 が 
判明しない 
場 合 

都営納骨堂 

搬送 ※2 

遺体 ※1 
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第１ 遺体及び行方不明者の捜索                                       

遺体及び行方不明者の捜索は、迅速な対応が求められる。区、警察、自衛隊、ボラン

ティア等防災関係機関が連携し、協力を得て実施する。 

機関名 活動内容 

区 

(1) 防災関係機関と連携し、行方不明者の捜索の総括、遺体の収容を

実施する。 

(2) 必要な場合、作業員の雇い上げ、資機材等借り上げを行う。 

(3) 行方不明者の捜索を行い、及び遺体を発見・収容した場合には、区

は次の書類を整備する。 

ア 救助実施記録日計表 

イ 遺体捜索状況記録簿 

ウ 捜索用機械器具燃料受払簿 

エ 遺体捜索用関係支出証拠書類 

警 察 署 

(1) 救出救助活動に伴い発見・収容した遺体を適切に取扱う。 

(2) 区が実施する遺体の捜索・収容に協力する。 

(3) 各警察署において、行方不明の届出受理の適正を期するととも

に、情報の入手に努め、調査を実施する。 

陸上自衛隊 

第１師団等 

災害派遣部隊 

(1) 都の要請に基づき、警視庁、自主防災組織等（ボランティアを含

む。）と連携協力し、行方不明者等の救助・救出に万全を期すと

ともに、救助・救出活動に伴い発見した遺体に関し、関係機関へ

引き継ぐなど適正な処理を行う。 

(2) 状況に応じて、遺体の搬送に協力する。 

 

【遺体の捜索期間と国庫負担】 

遺体の捜索期間や国庫負担の対象となる経費等については、内閣府告示「災害救助法

による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」に基づき、下表のとおり定め

られている。 

区 分 内 容 

捜索の期間 災害発生の日から10日以内とする。 

期間の延長 

（特別基準） 

災害発生の日から11日以上経過してもなお遺体を捜索する必要

がある場合は、捜索の期間内（10日以内）に下記の事項を明らか

にして、都に申請する。 

・延長の期間 

・期間の延長を要する地域 

・期間の延長を要する理由（具体的に記載すること。） 

・その他（期間延長によって捜索されるべき遺体数等）  
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区 分 内 容 

国
庫
負
担 

対象となる 

経費 

(1) 船舶その他捜索に必要な機械器具の借上費又は購入費で、直

接捜索の作業に使用したものに限り、その使用期間における

借上費又は購入費 

(2) 捜索のために使用した機械器具の修繕費 

(3) 機械器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代及び捜

索作業を行う場合の照明用の灯油代等  

費用の限度

額 

金額の多寡にかかわらず「真にやむを得ない費用」の範囲  

その他 (1) 捜索のために要した人件費及び輸送費も国庫負担の対象 

(2) いずれも経理上、捜索費と分け、人件費及び輸送費として、

それぞれに一括計上  

 

【遺体処理の期間等と国庫負担】 

区分 内容 

遺体処理の期間 災害発生の日から10日以内とする。 

期間の延長 

（特別基準） 

災害発生の日から11日以上経過してもなお遺体を処理する必要が

ある場合は、期間内（10日以内）に都に申請する。  

国庫負担の対象

となる経費 

遺体の一時保存のための経費 

(1) 既存建物を利用する場合：借上費は通常の実費 

(2) 既存建物を利用できない場合：一体当たり5,000円以内 

(3) 遺体の洗浄・縫合・消毒の処理等のための費用：遺体一体当

たり3,300円以内（平成18(2006)年度基準） 

 

第２ 遺体の搬送（遺体収容所まで）                                     

(1) 遺体収容所の管理者に連絡の上、遺族等による搬送が困難な遺体を遺体収容所に

搬送する。 

(2) 搬送は、警察署への通報や状況に応じて、防災関係機関への協力依頼、作業員の

雇上げ、ボランティアの活用等を行う。 

(3) 遺体収容所における遺体の受付に支障のないよう、遺体発見者・日時・場所・状

況・身元認知の有無等について、可能な限り確認する。 

(4) 都は、区及び防災関係機関等との連絡調整を実施する。 

(5) 都は、状況に応じて、陸上自衛隊に対して、行方不明者の救出・救助、遺体の搬

送協力の要請を行う。 
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遺体検視・検案活動等の発令、要請、情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

北区 

災害対策本部 
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第３ 遺体収容所の設置                                             

区は、災害発生後、速やかに遺体収容所を開設し、都及び警察署に報告するとともに、

住民等への周知を図る。 

(1) 区の業務 

ア 遺体収容対策本部の設置、広報、防災関係機関との連絡調整等 

イ 遺体収容所への管理責任者の配置    

ウ 遺体搬入、収容受付、遺体処理票のチェック 

エ 身元確認、身元不明遺体の管理、引取不可の遺骨の管理 

オ 検視の補助、遺体洗浄、腐敗防止 

カ 検案・遺体検案書の発行の補助 

キ 遺体検案書の受取、死亡届の受理及び埋火葬許可証の発行 

ク 火葬場への遺体の搬送及び随行、遺体(遺骨)の引渡し、遺体処理票回収 

ケ 本部との情報交換、遺体処理票整理、収容所内情報伝達 

コ 物資の調達及び管理、協定業者からの受入れ 

サ 区の対応のみで十分でないと認められるときの都及び防災関係機関への応援要

請 

(2) 遺体の一時保存・管理 

遺体の安置・保存に必要な柩等の物品を事前に備蓄、調達等により確保する。遺

体の腐敗防止のため、都と連携して必要に応じて作業員を雇い上げるなどして要員

を確保し、遺体の洗浄・縫合・消毒の処置を実施する。遺体収容状況に関し、報道

機関への情報提供など、住民広報に努める。 

    なお、遺体の一時保存・管理に関しては、事前に次の書類を用意する。 

ア 救助実施記録日計表 

イ 遺体処理台帳 

ウ 遺体処理費支出関係証拠書類 
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第４ 検視・検案・身元確認等                                            

検視・検案は、原則として遺体収容所において集中的に実施することとし、区は、医

療活動との秩序ある分担の下に、円滑な検視・検案活動が行えるように都及び警察署と

連携を図る。 

機関名 活動内容 

区 

(1) 遺体収容所における検視・検案を含めた運営の準備を行う。 

(2) 検視・検案は、同一場所で集中的に実施できるよう、遺体収容

所の配置区分、業務の体制整備等を決定する。 

警察署 

(1) 遺体収容所において、遺体の受付、検視、所持品等からの身

元確認等を行う。 

(2) 検視班は、法令及び警視庁の内規に基づき、遺体の検視及び

身元確認に必要な資料の採取等を行う。 

(3) 検視班は、各遺体収容所等における遺体の収容状況を集約・

調整の上、監察医務院長に検案を要請する。 

都保健医療局 

(1) 監察医務院長に命じ、監察医等による検案班を編成させ、遺

体収容所等に派遣し、速やかに遺体の検案及びこれに必要な

措置を講じる。 

(2) 検案体制が都の対応能力のみでは十分でないと認められると

きは、必要に応じて日本法医学会、都医師会等に応援を要請

するとともに、東京都の委嘱等、必要な措置を講じる。 

(3) 検視・検案に必要な資機材が不足する場合、関係団体に支援

を要請する。 

北区医師会 区の要請に応じて、遺体の検案に協力する。 

北歯科医師会 

滝野川歯科医師会 
区及び警察署の要請に応じて、遺体の身元確認に協力する。 

 

第５ 遺体の身元確認                                              

遺体の身元確認に当たっては、各防災関係機関が協力し、効率的に実施する。 

機関名 活動内容 

区 

(1) 身元不明者の周知と身元不明遺体の保管について周知する。 

(2) 警察署（身元確認班）より引き継いだ身元不明遺体の適正な保

管に努め、一定期間（概ね1週間程度）を経過した身元不明遺体

を火葬する。 

(3) 引取人のない焼骨については、火葬場から引き取り、引取人が

現れるまでの間、保管する。 

(4) 身元不明遺体の遺骨を遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保管

し、1年以内に引取人が判明しない場合は、身元不明者扱いと

し、都営納骨堂等に保管する。 
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機関名 活動内容 

警察署 

(1) 行方不明者と身元不明者の照合、ＤＮＡ型鑑定等の身元調査を行
う。 

(2) 身元が判明したときは、着衣・所持金品と共に「遺体引渡班」に
引き継ぐ。 

(3) 概ね2日間調査を行っても身元が判明しない場合は、所持金品と

共に遺体を区長に引き継ぐ（引き継いだ後も身元調査は継続す

る。）。 

 

第６ 区民への死亡者に関する情報提供                                   

区は、大規模災害に伴う死者に関する広報に関して、都及び警察署と連携を保ち、区

役所庁舎・遺体収容所等への掲示、報道機関への情報提供、問合わせ窓口の開設等、地

域住民等への情報提供を行う体制を準備する。 

 

第７ 遺体の遺族への引き渡し                                         

区は、警察署や防災関係機関と連携し、警察署の「遺体引渡班」の指示に従って、遺

体の遺族への引渡しを実施する。 

 
第８ 死亡届の受理、火葬許可証等の発行等                               

(1) 遺族等に引き渡された検視・検案を終えた遺体について、遺体収容所等において

死亡届を受理する。 

(2) 死亡届を受理した後、速やかに火葬許可証又は火葬許可証に代わる証明書として

特例許可証を発行する。 

 

第９ 遺体の搬送（遺体引渡所及び身元不明遺体安置所から火葬場まで）              

(1) 遺体を火葬に付する場合は、遺体収容対策本部が災害遺体送付票を作成の上、指

定された火葬場に送付する。 

(2) 遺留品は、包装し、氏名札及び遺留品処理票を付し遺骨遺留品保管所に送付する。

遺骨及び遺留品の引き取りを希望するものがあるときは、遺骨及び遺留品処理票

によって整理の上、引き渡す。 

(3) 火葬場までの搬送に必要な霊柩車、寝台車を葬祭業者等に依頼し、確保（燃料の

確保も考慮）する。また、他の車両の活用も図る。 

(4) 各収容所の火葬班は、遺体・遺骨の紛失等が起きないよう、遺族とともに火葬場

までの搬送に随行する。 
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【復旧対策】 
 

１ 防疫体制の確立 

 

担当 （災対）医療衛生部／都保健医療局 

 

第１ 各班の役割                                                 

(1) 区は、所属職員や他自治体の応援職員等の中から、「防疫班」、「消毒班」、「防

疫検水班」、「食品衛生指導班」及び「環境衛生指導班」を編成、又は担当者を

配置して、都と連携をとりながら、防疫活動を推進する。 

(2) 防疫活動の実施状況について、都保健医療局に対し、迅速に連絡する。 

(3) 防疫活動の実施に当たって区の対応能力では十分でないと認める場合は、都保健

医療局又は北区医師会、北区薬剤師会等に協力を要請する。また、都が実施する

防疫活動について協力する。 

１．防疫班 

(1) 避難所等の感染症発生状況を把握するとともに、必要に応じて応急治療等を行う。 

(2) 医療救護班、保健活動班と緊密に連携をとりながら、被災住民の健康調査を行い、

患者の早期発見に努める。特に、避難所開設後は、速やかに行う。 

(3) 健康調査等を行った結果、必要があると認めるときは、就業制限・入院勧告など

を行う。 

(4) 食品衛生監視員及び環境衛生監視員等の協力を得て、感染症予防のための広報及

び健康指導を行う。なお、実施に当たっては、都と協力してポスターの掲示、ビ

ラの配布、拡声器を用いた呼びかけ等により周知の徹底を図る。 

(5) 避難所において、給食施設、トイレ等の生活施設の衛生的管理及び消毒、手洗い

の励行等の感染症予防のための広報及び健康指導を行う。 

２．消毒班 

(1) 感染症の蔓延を防止するために必要がある場合は、患者宅や避難所の消毒の実施

及び指導を行う。 

(2) 避難所開設後、直ちにトイレやごみ保管場所等の要消毒場所の消毒を行い、以後

適宜消毒を実施する。 

３．防疫検水班 

(1) 被災家屋、避難所、下水、トイレ、ゴミ保管場所その他の要消毒場所を消毒し、

又は区民等に消毒薬を配布し消毒させる。 

(2) 被災地の井戸が汚染された場合は、直ちにクロール石灰等による消毒を行う。な

お、初回以後は、原則として区民に消毒薬を配布して自主的に行わせた上で、防

疫検水班が消毒状況の確認を行う。 

４．食品衛生指導班 

保健所長等の指揮のもとに、次の活動を行う。 

(1) 炊飯所、弁当・給食調理場等の衛生確保 
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(2) 仮設店舗等の衛生指導 

(3) 食品集積所の衛生確保 

(4) 避難所の食品衛生指導（以下は、主な留意点） 

ア 避難所における食品取扱管理者の設置促進等、食品衛生管理体制の確立 

イ 食品の衛生確保、日付管理等の徹底 

ウ 手洗いの励行 

エ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底 

オ 残飯、廃棄物等の適正処理の徹底 

カ 情報提供 

キ 殺菌・消毒剤の適切な使用 

(5) 食中毒発生時の対応 

(6) その他食料品に起因する危害発生の防止 

５．環境衛生指導班 

都が示した「災害時における避難所等の衛生管理マニュアル」を基に、マニュアル

を作成し、保健衛生対策の充実に努める。 

(1) 住民の避難所への適正誘導及び収容並びに過密状況の把握 

(2) 土足禁止区域・喫煙（分煙）区域の設定 

(3) 避難住民の生活環境上必要な物品の確保 

(4) 避難住民間のプライバシーの確保 

(5) ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法、室内環境の保持や寝具類の衛生確保

などのための助言・指導 

(6) 避難所におけるハエや蚊の防除方法についての助言・指導 

 

第２ 感染症対策                                                 

(1) 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症が発生した場合や勧告入院中の患

者に転院の必要が生じた場合などには、区は、都と連携して、受入先医療機関の

確保及び移送・搬送手段の確保を行う。 

(2) 区及び都は、被災地や避難所における感染症の発生状況を把握し、評価・分析し

た情報を提供するとともに、必要に応じて感染拡大防止に向けた注意喚起を実施

する。 

(3) 区は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、予防接種を実施する。 

(4) 都は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、区に対して、予防接

種の実施に関する指導・調整を行う。 

(5) 区は、避難所等において感染症の集団発生が確認された際には、防疫班と連携し

て疫学調査及び感染拡大防止対策を迅速かつ的確に実施する。 
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第３ 入浴サービスの提供                                            

１．基本方針 

避難所で生活する被災者及び自宅が被害を受けライフラインの長期停止により入浴

できない被災者に対し、入浴サービスを提供し、被災者の衛生状態と心身の疲労回復

を図る。 

災対医療衛生部等は、公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状況等

を把握し、関係防災機関を通じて区民へ情報の提供を実施する。 

２．提供方針 

(1) 公衆浴場の再開支援 

ア 区内において業務再開可能な公衆浴場を把握する。 

イ 再開可能な公衆浴場に対し給水等の支援を行い、入浴環境を確保する。 

ウ 被災者に対する入浴施設情報の広報を行う。 

(2) 宿泊施設への協力要請 

区内のホテル等の宿泊施設への協力要請を行う。 

(3) 要配慮者への配慮 

ア 入浴施設までの交通手段を確保する。 

イ 要介護者等の利用可能な入浴施設や移動入浴車等を確保するとともに、区によ

る確保が困難であるときは、都へ協力を要請する。 

ウ 要配慮者への入浴施設情報の広報を徹底する。 

(4) 夏季における対応 

夏季には、発汗等の影響による衛生環境の悪化が顕著となるため、入浴サービス

の強化を図る。 

 

第４ 被災動物の保護                                              

区は、被災動物の保護に関して都、関係団体等が設置する「動物救援本部」を中心と

した保護活動へ協力する。 
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２ 火葬

 

担当 （災対）区民部／（災対）生活環境部／警察署／都保健医療局／都建設局 

 

第１ 広域火葬の実施                                              

広域火葬とは、大規模な災害により都内市区町村が有する火葬能力だけでは遺体の火

葬が不可能である場合に、都が都内全域及び近隣県の火葬場を活用して広域的に実施す

る火葬をいう。区は、都と調整し、広域火葬の円滑な実施に助力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火葬体制 

  

被災区市町村 

都災対本部 

（都保健医療局） 

・都に被災状況の報告 

・区域内の火葬場、搬送手段の確保 

応援要請 施設割当

 
・都内施設の被災状況調査 

・遺体総数の把握 

・国に状況報告 

・広域火葬への応援・協力要請 

都内公営・民間火葬場 

葬祭関係事業団体等 

協力要請 応援要請 

他府県 

（公営火葬場） 

広域火葬体制 
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機関名 活動内容 

区 

(1) 平常時に使用している火葬場の被災状況を把握するとともに、

棺や火葬場を確保する。 

(2) 平常時の使用している火葬場で火葬を行うことが困難と判断し

た場合は、搬送も含め、都や応援協定に基づく他自治体に広域

火葬の応援・協力を要請する。 

(3) 都内で広域火葬が実施される場合、都と調整を図り、広域火葬

の円滑な実施と住民への広域火葬体制の広報に努める。 

(4) 都の調整により割り振られた火葬場に、火葬に必要な事項、手

順等を確認する。 

(5) 遺体の搬送に必要な車両を確保する。交通規制が行われている

場合には、災害対策基本法施行令第32条の2第2号に定める車両

（以下「緊急通行車両」という。）により行う。 

(6) 交通規制が行われている場合には、緊急通行車両の標章の交付

を受ける。遺体収容所から受入火葬場まで遺体搬送のための措

置を講じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に

対して遺体搬送手段の確保を要請する。 

都保健医療局 

(1) 広域火葬が必要と判断した場合には、「東京都広域火葬実施計

画」に基づき、都災対本部に広域火葬の対策に専従する班を編

成し、広域火葬体制を整備する。 

(2) 区からの応援・協力要請に基づき、必要性を検証した上で、広

域火葬の実施を決定する。速やかに区及び関係団体に周知する

とともに、近隣県に今後の応援・協力の必要性を含めて通知す

る。 

(3) 対応可能な都内の火葬場に対し、応援を要請し、広域火葬の受

入れについての報告を求める。また、都内で対応が困難な場合

には近隣県に対し、応援・協力を要請する。 

(4) 各火葬場の受入可能数に応じ、各区市町村に割り振るとともに、

当該火葬場及び当該県に対し協力を依頼する。 

(5) 火葬場経営者からの応援要請に基づき、他の区市町村及び近隣

県等に火葬要員の派遣を要請する。 

(6) 遺体の搬送について区から要請を受けた場合は、輸送車両等の

確保について、関係機関等へ協力要請する。 

都建設局 

(1) 管理する火葬場（瑞江葬儀所）や都納骨堂での受入れを実施す

る。 

(2) 火葬体制の整備に当たり、施設を管理している立場から、関係

機関に対して助言、協力を行う。 
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第８章 帰宅困難者等対策 
 

【基本方針】 
大規模な震災が発生した場合、区内においても大きな混乱が生じることが想定される。

一方、帰宅困難者による混乱が最も懸念される発災直後から3日間程度は、行政や救出救助

機関等の「公助」の機能は、救出救助活動や人命救助活動等を最優先としてその資源を振

り向けていく必要があり、さらに膨大な数の帰宅困難者に対応するには限界がある。また、

大勢が一斉に動くことによる群集事故や、余震等による二次災害の危険性など、帰宅困難

者自身の安全が脅かされるおそれがある。 

このようなことから、「公助」に限らず民間事業者や学校などにおいては、「自助」「共

助」が連携した総合的な取組が必要になる。例えば、従業員や児童・生徒等を職場や学校

等に待機させ、一斉帰宅を抑制し、帰宅困難者自身の安全を確保しながら社会としての混

乱を防止する必要がある。また、要配慮者を対象とする帰宅困難者の搬送についても、国

や都を中心とした広域的な応援調整が必要となる。 

そこで本章では、地震が発生した場合における帰宅困難者についての対策を示すととも

に、行政機関だけではなく外出者、事業者、学校など社会全体で連携した取組を示してお

り、これらを進めることにより、駅周辺をはじめとした混乱の防止や帰宅困難者の安全な

帰宅の実現を目指す。 

 

予防対策 頁 

１ 「東京都帰宅困難者対策条例」に

基づく取組の周知徹底 
 震-270 

２ 帰宅困難者への情報通信体制整備  震-276 

３ 一時滞在施設の確保  震-277 

４ 徒歩帰宅支援のための体制整備  震-278 

応急対策 頁 

１ 帰宅困難者対策オペレーションシ

ステム等を活用した初動対応 

１－１ 情報収集と判断 

１－２ 一時滞在施設の開設・帰宅困難者

の受入れ 

１－３ 帰宅困難者・一時滞在施設等への

情報提供 

震-281 

２ 事業者等における帰宅困難者対策  震-285 

３ 駅周辺での混乱防止 

３－１ 駅周辺の混乱防止 

３－２ 集客施設及び駅等における利用

者保護 

震-288 

復旧対策 頁 

１ 徒歩帰宅者の代替輸送 
１－１ 鉄道運行情報等の提供 

１－２ 代替輸送手段の確保 
震-292 

２ 徒歩帰宅者の支援  震-294 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

北区帰宅困難者対策基本方針 
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【予防対策】 
 

１ 「東京都帰宅困難者対策条例」に基づく取組の周知徹底 

 

担当 

危機管理室／地域振興部／教育振興部／警察署／消防署／都総務局／都教育庁

／都生活文化スポーツ局／区民／事業者／学校等／集客施設及び駅の事業者／

東京商工会議所北支部／一般社団法人北産業連合会／北区商店街連合会 

 

第１ 「東京都帰宅困難者対策条例」に基づく取組の周知徹底                              

首都直下地震等への備えを万全とするためには、「自助」「共助」「公助」による総

合的な対応が不可欠である。帰宅困難者等の発生による混乱を防止するための一斉帰宅

の抑制などの条例に基づく取組の内容を周知徹底する必要がある。 

そこで、都及び区は、区民や事業者、そして行政機関が取り組むべき基本的事項につ

いて定めた、東京都帰宅困難者対策条例及び東京都帰宅困難者対策実施計画の内容につ

いて、ホームページ、パンフレットの配布、講習会の実施等により普及啓発を図る。 

東京都帰宅困難者対策条例の概要 

● 企業等従業員の施設内待機の努力義務化 

● 企業等従業員の3日分の備蓄（飲料水、食料等）の努力義務化 

● 駅、大規模な集客施設等の利用者保護の努力義務化 

● 学校等における児童・生徒等の安全確保の努力義務化 

● 官民による安否確認と災害関連情報提供のための体制整備等 

● 一時滞在施設の確保に向けた都、国、区市町村、民間事業者との連携協力 

● 帰宅支援（災害時帰宅支援ステーションの確保に向けた連携協力等） 
 
 

第２ 「北区帰宅困難者対策基本方針」の策定                                    

区は、都が公布した「東京都帰宅困難者対策条例」を踏まえて、次のように｢北区帰宅

困難者対策基本方針｣を定めるとともに、この方針に基づいて、各種対策を推進していく。 

１．区民、区内事業者向けの方針 

(1) 一斉帰宅抑制実現のための区内事業者等の備蓄対策の推進 

区は、区内事業者に対して、従業員分に加えて10％程度余分に備蓄を行うよう促

すとともに、各帰宅困難者対策を事業所防災計画に反映するよう求める。また、区

民に対しては、家族の3日分の備蓄に加え、職場における個人備蓄を推奨する。 

(2) 家族との連絡手段・発災後の行動を考えておくなどの事前準備の啓発 

帰宅行動の端緒となるのは離れた場所にいる家族の安否確認がとれないことが主

な原因であることから、あらかじめ家族内で安否確認方法や災害時の対応を話し合

うことの必要性を周知する。 

 

２．徒歩帰宅者向けの方針 
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(1) 帰宅支援対象道路の指定及び滞留者等への案内・広報 

徒歩帰宅者の安全を確保するために、都で指定する帰宅支援対象道路以外に、区

で帰宅支援対象道路を指定するとともに、駅前滞留者、徒歩帰宅者等に一時滞在施

設等で帰宅手法等の案内及び広報を行う。 

(2) 徒歩帰宅者への案内・広報 

帰宅支援対象道路沿道の災害時帰宅支援ステーション等の活用、デジタルサイネ

ージ（電子看板）やインターネット等通信媒体を使った情報提供ツールを整備する

ことで、徒歩帰宅を支援する。 

 

第３ 事業者における施設内待機計画の策定                                

１．従業員等の施設内待機に係る計画の作成 

(1) 事業者は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「事業所におけ

る帰宅困難者対策ガイドライン」を参考に、従業員等の施設内待機に係る計画を

作成し、あらかじめ事業所防災計画及び事業継続計画（BCP）に反映させておく。 

(2) 他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難者等対策の取組

みへの参加等についても可能な範囲において計画に明記する。 

(3) テナントビルの場合や入居者が複数存在する複合ビルの場合、企業等はビルの施

設管理者や他の入居者と連携し、建物ごとの個別の事情に応じて、あらかじめ役

割分担を取り決める。 

(4) 事業者は、冊子等（電子媒体も含む。）により、施設内待機計画に係る計画を従

業員等に周知する。 

(5) 事業者は、都からの防災情報等を活用するために、事業所防災リーダーへの登録

を行う。 

２．備蓄の推進 

(1) 事業者は、「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」の一斉帰宅抑制のた

めの従業員等の備蓄の考え方を踏まえ、従業員等が企業等の施設内に一定期間待

機するために必要な水、食料、毛布、簡易トイレ、衛生用品（トイレットペーパ

ー等）、燃料（非常用発電機のための燃料）等をあらかじめ備蓄しておく。 

※「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」より           

一斉帰宅抑制における従業員等の備蓄の考え方について【資料編 p資-34参照】 

(2) 備蓄品の配布が円滑にできるよう、備蓄場所についても考慮する。 

(3) 高層ビルに所在する企業等は、エレベーターが停止した場合に備え、備蓄品の保

管場所を分散させておくことも考慮する。また、配布場所の軽減や従業員等の防

災意識向上等の視点から、事前に備蓄品を従業員等へ配布しておく方法も検討す

る。 

(4) 発災後3日間は、救出・救助活動を優先する必要があるため、従業員等の一斉帰宅

が救出・救助活動の妨げとならないよう、事業者が従業員等を施設内に待機させ

る必要がある。このことから、備蓄量の目安は3日分となる。 

ただし、震災の影響の長期化に備え、3日分以上の備蓄についても検討していく。 

(5) 事業者は、共助の観点から、外部の帰宅困難者（来社中の顧客・取引先や発災時
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に建物内にいなかった帰宅困難者など）のために、例えば、10％程度の量を余分

に備蓄することも検討していく。 

３．施設の安全確保に向けた取り組みの実施 

(1) 事業者は、施設内に従業員等が留まれるよう、日頃から耐震診断・耐震改修やオ

フィスの家具類の転倒・落下・移動防止措置、事務所内のガラス飛散防止対策等

に努める。 

(2) 災害発生時の建物内の点検箇所をあらかじめ定めておくとともに、安全点検のた

めのチェックリストを作成する。また、停電時の対応も含め、建物及び在館者（発

災時建物内にいた従業員等及び従業員等以外の来所者）の安全確保の方針につい

て、事業所防災計画等で具体的な内容をあらかじめ定めておく。 

(3) 高層ビルでは、高層階で大きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を講じ

ておく。  

４．発災時における従業員等との連絡手段・手順の検討 

(1) 事業者は、発災時における従業員等との連絡の手段・手順をあらかじめ定めてお

くとともに、従業員等が安心して施設内に待機できるよう、家族等との安否確認

手段を従業員等へ周知する。 

ア 外出する従業員等の所在確認 

(ｱ) 従業員等は、訪問先の事前連絡、訪問先変更の連絡を行うことなどにより、

発災時に企業等が、従業員等の所在を把握できるような対応に努める。 

(ｲ) 被災した場所から会社若しくは自宅の距離に応じて従業員等が取るべき対応

を検討しておくことが望ましい。 

イ 安否確認手段 

安否確認については、電話の輻輳や停電等の被害を想定し、複数の手段を使うこ

とが望ましい。 

(ｱ) 固定及び携帯電話の音声ネットワークを利用するもの 

（例）災害用伝言ダイヤル171 

(ｲ) 固定及び携帯電話のデータ通信ネットワークを利用するもの 

（例）災害用伝言板、web171、SNS、IP電話、専用線の確保 等 

(2) 事業者は、従業員等に対し家族等との安否確認の訓練を行うように努める。 

（例）毎月1日・15日は、NTTの安否確認サービスの体験利用が可能であること

を、社内報等を活用し従業員へ周知する。 

５．施設内待機等に係る訓練の実施 

事業者は、地震を想定して自衛消防訓練等を定期的に実施する。あわせて施設内待

機に関する手順等についても確認し、必要な場合は改善を行うとともに、施設内待機

等に係る計画等に反映させる。 

６．関係団体との連携 

(1) 東京商工会議所北支部、一般社団法人北産業連合会、北区商店街連合会等は、ポ

スター・パンフレット等の配布や企業備蓄の啓発、事業所防災リーダーの普及啓

発などを行う。また、都や区、地域と連携し、団体及び会員企業向け対策を実施

する。 

(2) 地域住民と関係団体会員企業との連携・協力について、会員企業に対し、啓発を
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行うとともに、関係団体において連携協力体制を整備する。 

 

第４ 駅前滞留者対策協議会の設置                              

(1) 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「駅前滞留者対策ガイドラ

イン」を参考に、駅周辺等に多くの滞留者が発生した場合に備え、都、鉄道事業

者及び区は、ともに連携し、所轄の警察署・消防署、駅周辺事業者等を構成員と

する「駅前滞留者対策協議会」を設置し、災害時の各機関の役割や地域の行動ル

ール等を定める。 

駅前滞留者対策協議会の主な所掌事項 

● 滞留者の誘導方法と役割分担 

● 誘導場所の選定 

● 誘導計画、マニュアルの策定 

● 駅前滞留者対策訓練の実施 

 

(2) 駅前滞留者対策協議会では、首都直下地震等発生時の駅周辺の滞留者の安全確保

と混乱防止に向けた「地域の行動ルール」を策定する。基本となる「地域の行動

ルール」は以下のとおりである。 

地域の行動ルール 

● 組織は組織で対応する（自助） 

地域内の事業者、施設、学校等は、自らの所属する組織単位ごとに、従業

員、来所者、学生等に対する取組みを行う。 

● 地域が連携して対応する（共助） 

駅前滞留者対策協議会が中心となり、地域の事業者等が連携し取組みを行

う。 

● 公的機関は地域をサポートする（公助） 

区が中心となって、都、国と連携・協力して、地域の対応を支援する。 

 

(3) 区は、平成25(2013)年度に赤羽駅前滞留者対策協議会、平成26(2014)年度に王子

駅前滞留者対策協議会、平成27(2015)年度に田端駅前滞留者対策協議会を設置し

た。 

    区は、各協議会と連携し、地域の行動ルールの策定に取り組むとともに、駅から

徒歩圏内にある学校や公共施設を滞留者の一時的な受入場所として指定し、食料

や飲料などの支援物資を供給する支援体制の構築を行っていく。 

(4) 駅前滞留者対策協議会では、平常時より参加団体の役割分担を定め、現地本部を

中心とした連絡体制を構築する必要がある。図上訓練や情報連絡訓練などで検証

し、地域の行動ルールに反映させる。 

(5) 電話の輻輳や停電等の影響を受けない衛星携帯電話、無線機など、参加団体間の

情報共有のための連絡体制を計画的に整備する。 

(6) 駅前滞留者対策協議会が所在する駅周辺の地域特性を踏まえ、現地本部又は情報
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提供ステーションの大型の掲示板（情報共有ボード）や防災行政無線に加え、大

型ビジョンやエリアメール、SNS、スマートフォンのアプリなどを積極的に活用

する。あらかじめ、情報収集や駅前滞留者への情報提供について、駅前滞留者対

策協議会で参加団体の役割分担や手順を決めておく。また、エリア単位での活動

が活発な地域を中心に、都が開発する帰宅困難者対策オペレーションシステムと

の連携等も検討していく。 

(7) 駅前滞留者対策協議会は、平常時より区市町村が行う一時滞在施設の確保に協力

する。 

(8) 災害時における避難経路等の安全点検等を平常時から実施し、地域の防災力を高

めるよう取り組むことが重要である。例えば、都と区市町村は、都内の大規模タ

ーミナル駅周辺など、多くの帰宅困難者が発生すると想定される地域については、

重点的に施策を行っていくことも検討する。この際、駅前滞留者対策協議会と連

携し、地域内の一定規模の施設に対し、地元区市町村と一時滞在施設の協定を結

ぶよう働きかけるとともに、地域への来訪者に、自助の取組を促すよう普及啓発

していく。 

(9) 都は、広域的な立場から、各地域に共通する課題の検討や地域相互間の情報交換

等を行うため、都内区市町村及び駅前滞留者対策協議会等が参加する東京都帰宅

困難者対策フォーラムを開催する。 

 

第５ 集客施設及び駅等の利用者保護                                        

１．利用者の保護に係る計画の作成 

(1) 事業者は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「大規模な集客

施設や駅等における利用者保護ガイドライン」を参考に、利用者の保護に係る計

画を作成し、あらかじめ事業所防災計画及び事業継続計画（BCP）に反映させてお

く。 

(2) 他の企業等との連携、行政機関との連携、地域における帰宅困難者等対策の取組

みへの参加等についても、可能な範囲で計画に明記する。 

(3) テナントビルの場合や事業者が複数存在する複合ビルの場合、事業者はビルの施

設管理者や他の事業者と連携し、建物ごとの個別の事情に応じて、あらかじめ役

割分担を取り決める。 

(4) 冊子等により、利用者保護に係る計画を従業員等に周知し、理解の促進を図る。 

(5) 利用者保護に係る計画を必要な箇所に配備するなどして、発災直後から利用でき

るような体制の整備に努める。 

２．発災直後の利用者の案内手順等の検討 

(1) 事業者は、利用者の安全確保のため、発災直後の施設内待機や安全な場所への誘

導や案内手順について、あらかじめ検討しておく。 

この際、必要と考えられる備蓄品の確保や必要とする人への提供方法、要配慮者

（高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人等）通学の小中学生や急

病人への対応等の具体的な内容についても検討しておく。 

ア 要配慮者、通学の小中学生への対応 

事業者は、施設の特性や状況に応じ、必要となる物資（例えば、車椅子や救護用
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担架、段差解消板等）を検討してあらかじめ備えておく。また、可能な限り優先的

に待機スペースや物資が提供されるように配慮する。 

イ 外国人への対応 

誘導の案内や情報提供などについて配慮する。例えば、英語、中国語等の誘導案

内板による対応や、外国人でも分かりやすいピクトグラム・「やさしい日本語」の

活用を検討する。 

３．施設の安全確保に向けた取り組みの実施 

(1) 事業者は、日頃から耐震診断・耐震改修や家具類の転倒・落下・移動防止対策、

施設内のガラス飛散防止対策等に努める。なお、高層ビルについては、高層階で

大きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を講じておく。 

(2) 事業者が管理する施設に隣接して、道路や通路、広場など、自治体等が管理所有

する施設がある場合は、これらの管理者と連携し、案内又は誘導に必要な経路の

確保や経路上の被災時の安全確保等について確認するなど、状況に応じた施設の

安全確保に努める。具体的な対象施設として、駅及び駅に接続する自治体管理の

自由通路などが考えられる。 

(3) 事業者は、施設の安全点検のためのチェックリストを作成する。その際、事業者

は、利用者が待機するための施設内の安全な待機場所リストもあらかじめ計画し

ておく。 

４．備蓄の推進 

各事業者は、一時滞在施設の開設が遅れることも視野に入れ、施設の特性や実情

に応じて、当該施設において利用者の保護に必要な水や毛布等を備えておく。 

５．利用者保護に係る訓練の実施 

(1) 各事業者は、建物所有者、施設管理者、テナント事業者等と相互に協力し、年1

回以上の訓練を通じて、利用者保護の手順等について確認し、必要な場合は改善

を行う。そして、訓練の結果を必ず検証し、計画等に反映させる。 

(2) 停電や通信手段の断絶など、発災時の様々な状況を想定した利用者への情報提供

に関する訓練を行うことが望ましい。 

 

第６ 学校等における児童・生徒等の安全確保                               

(1) 区教育委員会及び学校管理者は、東京都帰宅困難者対策条例に規定する児童・生

徒等の安全確保の趣旨を踏まえ、必要な措置を講じる。 

(2) 学校等は、学校防災マニュアル等に基づくとともに、学校防災計画において、保

護者等との連絡体制を平常時より整備し、発災時には、児童・生徒等の学校内又

は他の安全な場所での待機、その他児童・生徒等の安全確保のために必要な措置

を講じる。 
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第７ 帰宅困難者対策訓練の実施                               

(1) 首都直下地震により多数の帰宅困難者が発生したとの想定で、駅、駅周辺事業

者、公共施設の管理者などが連携し、混乱の防止や安全確保に努めるために必

要な措置を講じる。 

(2) 都や近隣自治体と連携を図ることにより、一斉帰宅抑制、安否確認、一時滞在

施設の開設・誘導、要配慮者の特別搬送、帰宅支援など帰宅困難者が発生した

際に必要となる訓練を合同で実施する。 

 

第８ 区民における準備                                             

外出時の災害に備え、家族その他の緊急連絡を要する者との連絡手段の確保や安否確

認方法の事前共有、待機又は避難する場所の確認、徒歩による帰宅経路の確認、歩きや

すい靴などその他必要な準備をする。特に携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブル

や予備バッテリー等の準備もしておくことが望ましい。 

平常時 

徒歩帰宅に必要な装備

等の準備 

鉄道途絶に備え、水・食料や装備等の準備を図って

おく 

家族との連絡手段の 

確保 

災害用伝言ダイヤル（171）や遠くの親戚など、災

害時の連絡先をあらかじめ家族で決めておく 

徒歩帰宅経路の確認 
徒歩帰宅の場合の帰宅経路を確認し、できれば実際

に歩いてみる 

災害時 
状況の確認 慌てずラジオ等で状況を把握し、それから行動する 

無理な行動はしない 家族等の安否が確認できた場合、無理に帰宅しない 

 

２ 帰宅困難者への情報通信体制整備 

 

担当 危機管理室／警察署／都総務局／通信事業者 

 

(1) 首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「帰宅困難者等への情報提

供ガイドライン（本章では以下、「情報提供ガイドライン」という。）」を基に、

国・都・区・事業者等は取組を進めていく。 

(2) 都及び区は、震災時の帰宅困難者等に対する安否の確認及び災害関連情報等の提

供を行うため、通信事業者と連携して、情報通信基盤の整備及び災害関連情報等

を提供するための体制を構築する。また、都は、都民向け防災ブックやWeb広告等、

利用可能なあらゆる手段で災害時の安否確認方法について周知啓発を行う。 

(3) 都のホームページにおける帰宅困難者向けポータルサイト等を活用し、各種情報

提供を行う。 

(4) 通信事業者は、あらかじめ行政機関や報道機関と連携協力して、事業者及び帰宅

困難者が必要な情報を得られる仕組みを構築しておく。 

また、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の災害用伝言サービスの普及啓発に

努めるとともに、防災訓練等においてパンフレットの配布及び利用実験を実施す

る。 
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(5) 警察署は、適切な情報連絡や安全な避難誘導の指示を伝えるための広報用資機材

を整備しておく。 

 

３ 一時滞在施設の確保及び運営の支援 

 

担当 
危機管理室／地域振興部／都総務局／都都市整備局／事業者団体／事業者／鉄

道事業者／集客施設及び駅の事業者／学校／一時滞在施設となる施設 

 

駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者などは、帰宅が可能となるまでの間

に待機する場所がない場合が多い。そのため、このような帰宅困難者を一時的に受け入

れるための施設（一時滞在施設）を確保する。 

また、発災時に迅速な施設の開設につながるよう、一時滞在施設の運営のための支援

を継続的に行う。 

(1) 都は、所管する施設で受入れが可能なものを一時滞在施設として指定し、都民・

事業者に周知する（都立施設に約9万人確保）。 

※「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（H27.2改定）より    

一時滞在施設の考え方【資料編 p資-35参照】 

(2) 区は、都の指定する一時滞在施設とあわせ、北区の区立施設として、北とぴあ、

赤羽会館、滝野川会館を一時滞在施設として指定し、区民等に周知するとともに、

事業者に対して協力を要請する。 

また、十条駅西口地区第一種市街地再開発事業により整備される施設建築物内に、

帰宅困難者の受け入れを行う一時滞在施設を確保する。 

(3) 区は、13の地元事業者との間で、「災害時における施設利用の協力に関する協定」

を締結した。事業者は、区の要請等に応じてあらかじめ定めた協定内容及び区が

作成する「一時滞在施設運営マニュアル」に基づき、一時滞在施設の開設・運営

を行う。 

(4) 都は、広域的な立場から、国、区、事業者団体に対して、一時滞在施設の確保に

ついて協力を求める。特に、多数の帰宅困難者の発生が見込まれる主要ターミナ

ル駅周辺を中心に、大規模な施設を有する団体等への働き掛けを強化するなどの

取組を進めていく。国が所有・管理する施設については、区又は都からの要請を

受け、又は自主的に国が一時滞在施設として帰宅困難者等を受け入れる。 

(5) 都は、都市開発の機会を捉え、大規模な新規の民間建築物に対して、一時滞在施

設の確保に向けた環境の整備を促進するとともに、開発に係る事業者等を対象に

一時滞在施設についての周知啓発を積極的に展開する。このほか、事業所防災リ

ーダーを活用しながら一時滞在施設への理解促進を図り、中小企業等も含め幅広

く民間事業者へ協力を求めていく。 

(6) 事業者や学校等は、区や都の要請に応じて、管理する施設を一時滞在施設として

提供することを検討し、受入れ可能な場合は、区と協定を締結する。事業者団体

は、加盟事業者に対して、それぞれが管理する施設を一時滞在施設として提供す

ることについて協力依頼を行う。 
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(7) 一時滞在施設として確保した公立施設の名称や所在地等は、原則として公表する。

民間施設等で施設管理者側が非公表を希望した場合でも、発災時は公表を前提と

し、地域における施設への誘導方法などと整合性を図ることにより開示する。あ

わせて行政機関や駅前滞留者対策協議会等の防災関係機関において情報共有する。 

(8) 「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」を踏まえ、都が策定した「都立

施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」に基づき、都立の一時滞在施設

は、災害時に帰宅困難者を受け入れるための体制を整備する。 

(9) 要配慮者等への対応を図るため、一時滞在施設の待機スペースの一部を要配慮者

への優先スペースとすることや、外国人にも分かりやすいピクトグラム等の活用、

「やさしい日本語」、英語、中国語等の誘導案内板等による対応を検討するなど

受け入れのための態勢を整備する。 

(10) 一時滞在施設の確保・運営に当たっての行政の支援策は以下のとおりである。 

ア 一時滞在施設に関する普及啓発 

都及び区は、区民等に対して一時滞在施設の役割や利用方法、所在地について普

及啓発に努める。また、一時滞在施設を利用する際には、施設の運営に可能な範囲

で協力するとともに、施設管理者が責任を負えない場合もあるといった留意事項

についてもあわせて普及啓発に努める。 

イ 防災関係機関への周知 

都及び区は、一時滞在施設の名称や所在地等を、警察、消防をはじめとする各防

災関係機関へ周知し、災害時における連携に努める。 

ウ 一時滞在施設の運営に係る費用等の考え方の整理 

国と都は、運営に係る費用（備蓄品等の消耗器材費等）について、国庫補填の対

象となる災害救助法の考え方（適用可能性や費用負担）を明確にできるよう努める。 

エ 民間一時滞在施設の確保に関する支援策 

民間施設の協力を得るために、国、都、区は、必要な仕組みや補助等の支援策に

ついて検討する。都は、地域の実情に応じて、民間の一時滞在施設に対する帰宅困

難者向け備蓄品購入費用の補助や防災備蓄倉庫への固定資産税等の減免をはじめ

とする様々な支援策を実施する。 

     ※「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」（H27.2改定）より    

一時滞在施設の運営【資料編 p資-37参照】 

 

４ 帰宅支援のための体制整備 

 

担当 危機管理室／東京都／国／通信事業者／事業者／学校 

 

(1) 都は、混乱収拾後、帰宅困難者の帰宅を支援するため、鉄道運行状況や帰宅道路

に関する情報の提供、徒歩帰宅者に対する沿道支援の体制を構築する。 

(2) 区、都及び国は、鉄道等公共交通機関が復旧した場合等の適切な帰宅方法・ルー

ルの事前策定について区民・事業者に周知する。 

(3) 区は、都と連携し、帰宅困難者等への情報提供体制を整備して区民や事業者等に

周知する。 
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(4) 区は、災害時帰宅支援ステーションの拡充を図り、区民や事業者等に周知する。 

(5) 区は、徒歩帰宅者が円滑に区内を通過し帰宅できるよう、区内帰宅支援対象道路

を指定している。 

 

第１ 混乱収拾後の帰宅方法の周知                                             

(1) 都は、国と共同で運営する、首都圏自治体、鉄道・通信事業者、民間団体等から

成る「首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議」等において、鉄道等公共交

通機関が復旧した場合に帰宅者が駅に集中することを避けるなど、混乱収拾後の

適切な帰宅方法・ルールのあり方を検討し、事業所防災リーダーも活用しなが

ら、都民・事業者に周知していく。 

(2) 都は、事業所防災リーダーへの情報発信や、帰宅困難者対策オペレーションシス

テムを通じた都内滞留者への情報発信を通じて、徒歩帰宅者の安全な帰宅を支援

する。 

(3) 事業者は、帰宅抑制ののち、混乱が収拾してから従業員等が安全に帰宅できるよ

う、以下の事例を参考に、事前に帰宅のためのルールを設定しておく。 

ア 帰宅時間が集中しないための対応 

日頃から、従業員等の居住地、家族の事情などの把握に努め、帰宅者の順序を

あらかじめ定めておく。この際には、帰宅する方面に応じて順序を考慮すること

も検討する。 

イ 帰宅状況の把握 

従業員等が安全に帰宅したことをメール等の方法により確認する。 

また、従業員等を班編成し、帰宅させる場合には、その班ごとにあらかじめ

連絡要員を指定し、定期的に企業等と所在確認することなども検討する。 

 

第２ 帰宅支援対象道路                                             

(1) 都は、帰宅支援対象道路として指定した路線について都民へ周知を図る。  

(2) 区は、都が指定した帰宅支援対象道路（3路線）沿道を中心に、災害時帰宅支援ス

テーション等を活用し、水、トイレの確保を図る。 

(3) 帰宅支援対象道路の沿道においては、徒歩帰宅者向けのデジタルサイネージ（電

子看板）や案内地図を配置し、活用する。 

※ 帰宅支援対象道路 

徒歩帰宅者に対する支援を効率的に行うための、都県境を越えた徒歩帰宅ルート 
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第３ 災害時帰宅支援ステーションによる支援                       

災害時帰宅支援ステーション 

災害時帰宅支援ステーションとは、帰宅経路上の徒歩帰宅者を支援する施

設であり、想定する施設は、都立学校等の公共施設や、沿道に多数の店舗が

あるコンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等の

民間施設である。店舗には、協定先の地方公共団体から提供を受けるステッ

カー等を利用者から見やすい入口等に掲出している。 

災害時帰宅支援ステーションが徒歩帰宅者に対して行う主な支援内容は、

飲料水及びトイレの提供、地図等による道路情報及びラジオ等で知り得た通

行可能な道路等の情報提供等である。 

 ※店舗の被害状況により、実施できない場合もある。 

 

(1) 都は、全都立学校（島しょを除く。）を災害時帰宅支援ステーションに指定し、

指定された都立学校への連絡手段を確保する。また、沿道の民間施設等と協定を

締結して災害時帰宅支援ステーションの拡大を図る。 

(2) 都は、災害時帰宅支援ステーションにおける帰宅支援が円滑に行われるよう、運

営に関するガイドラインを事業者に配布する。  

(3) 都は、災害時帰宅支援ステーションを確保するため、九都県市と連携し、新たな

事業者と協定を締結するとともに、災害時帰宅支援ステーションの円滑な運営の

ため、研修や意見交換などの普及啓発事業を実施する。また、機能充実のための

検討を実施する。 

(4) 都は、災害時帰宅支援ステーションの認知度向上のため、関係団体の理解と協力

を得て、ステッカーの統一やのぼりの設置を検討する。 

(5) 区は、区内でのみ営業する事業者と協定を締結する等、災害時帰宅支援ステーシ

ョンの確保に努める。また、区は、帰宅支援の対象道路等の沿道において帰宅支

援を行う体制を整備する。 

(6) 事業者は、災害時帰宅支援ステーションの意義について普及啓発するとともに、

自治体と協定等を締結し、災害時帰宅支援ステーションを運営する。 

  
第４ 徒歩帰宅訓練の実施                                           

(1) 区等の行政機関、通信・交通事業者、事業者、学校等は、連携して徒歩帰宅訓練

等を実施し、災害時帰宅支援ステーション、赤十字エイドステーションの開設や

企業等の帰宅ルールの検証など、徒歩帰宅支援の充実を図る。 

(2) 徒歩帰宅訓練は、参加者が実際に徒歩帰宅することにより、家までの経路、途中

の支援施設などを把握し、運動靴や携帯可能な食品など、徒歩帰宅に必要な備品

を認識し、備蓄等の契機とするように行う。 

(3) 訓練実施に当たっては、「むやみに移動を開始しないこと」という前提の下、発

災後4日目以降という想定を訓練参加者に周知させるなど、工夫が必要である。 
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【応急対策】 
 

１ 帰宅困難者対策オペレーションシステム等を活用した初動対応 

 

１－１ 情報収集と判断 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／警察署／消防署／都総務局／通信事業者／

報道機関／事業者等 

  

(1) 都は、都災対本部内に、帰宅困難者対策部門を設置し、帰宅困難者対策の対応を

する。 

(2) 都及び区は、発災直後から、都内の滞留者に対し報道機関やSNS等を活用するなど

してなるべく迅速に安全確保のための行動を呼びかける。 

(3) 都及び区は、都内滞留者の一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の開設の要否等を判断

するため、混雑状況や被害状況、交通機関の運行状況、一時滞在施設の安全確認

等の準備状況等について情報収集し、適宜DIS等で共有する。また、都が開発中の

帰宅困難者対策オペレーションシステムについても、都災対本部において利用可

能な機能を順次活用し、GPS情報に基づく混雑状況やSNS投稿情報に基づく被害状

況等を収集し、対応する。 

(4) 公共交通機関の運行状況については、帰宅困難者の動向に大きな影響を与えるた

め、国や都、区市町村や交通事業者が連携して情報を共有し、都内滞留者へ適切

に発信する。 
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１－２ 一時滞在施設の開設・帰宅困難者の受入 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部／都総務局／一時滞在施設となる施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一時滞在施設運営のフロー 

  

一時滞在施設 都県、国、等 

平常時 

１日後 

３日後 

混乱収拾 
時以降 
（ex.発災 
４日目 
以降） 

 施設管理者があらかじめ運営計画等を策定 

 発災 

施設管理者が施設の安全確認 

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し
管理者が判断 

施設管理者が施設が
安全と判断 

施設管理者が施設が
安全でないと判断 

施設管理者が一時滞
在施設を開放、帰宅
困難者の受入を開始 

帰宅 

施設管理者は、受け入れた帰宅困難者の帰宅
を開始させる 

国 関係機関 

連携 

都のＨＰでも提供 

区災害対策本部 

区市町村から一時滞在
施設の開放状況を提供 

都、区市町村 
災害対策本部 

災害関連情報については、都、国、区市町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。 

都や国の対策等の情報の流れ 

一時滞在施設開設等の情報の流れ 

○
 

○施設への誘導 
○待機場所の指定 
○要配慮者のニーズ
への対応 

帰宅開始に係る参考情報の収集、帰宅困難者
への提供 

帰宅困難者も含めた施設の運営（共助） 

施設管理者が一時滞
在施設の開放を断念 

地元区市町村へ、一時滞
在施設の開設状況を報告 

国 関係機関 

連携 

災害関連情報及び徒歩
帰宅支援等に関する情
報等を提供 

都災害対策本部 

企業、買物客等 

移動 

６
時
間
後 

 

時
間
後 

１２ 

都、区による開設の要請 
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(1) 都災対本部（帰宅困難者対策部門）は、一時滞在施設の開設が必要と判断した場

合、都立一時滞在施設へ直接開設要請を行う。また、区に対し、所管の民間一時

滞在施設へ開設要請するよう、呼びかける。 

(2) 区は、一時滞在施設の開設が必要と判断した場合、協定を締結した民間一時滞在

施設など、所管の施設に対し開設要請を行う。 

(3) 施設の開設要請後は、施設管理者若しくは区が、都のDIS若しくは帰宅困難者対策

オペレーションシステムにおいて施設の開設・運営状況を適宜報告する。 

(4) 区及び都は、一時滞在施設の開設・運営状況を情報収集し、滞留者への情報提供

や必要に応じて施設運営の支援等を実施する。 

(5) 施設管理者は、発災時の区及び国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ、当該施設の待

機場所や施設入口などの安全確認及び行政機関や防災関係機関から提供される災

害関連情報等による周辺状況を確認の上、一時滞在施設を開設する。 

なお、施設管理者による自主的な判断による開設も妨げるものではない。 

また、施設管理者は、当該施設が一時滞在施設としてあらかじめ公表されている

場合においては、帰宅困難者等による混乱を回避するためにも、施設の入口やそ

の他の目に触れやすい場所に、一時滞在施設として開設できない旨の掲示を行う。 

(6) 災害発生からの経過時間に応じて、目標となる一時滞在施設の運営の流れは、概

ね以下のとおりとなる。 

ア 発災直後から一時滞在施設開設まで（発災直後から概ね6時間後まで） 

(ｱ) 従業員の安否確認 

(ｲ) 建物内の被害状況の把握や施設の安全性の確認 

(ｳ) 施設内の受入スペースや女性優先スペース、立入禁止区域の設定 

(ｴ) 従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認などの運営準備 

(ｵ) 施設利用案内の掲示等 

(ｶ) 電話、特設公衆電話、FAX、Wi-Fi等の通信手段の確保 

(ｷ) 区等への一時滞在施設の開設報告 

イ 帰宅困難者の受入れ等（概ね12時間後まで） 

(ｱ) 帰宅困難者の受入開始 

(ｲ) 簡易トイレ使用区域の設定、医療救護所の設置などの保健衛生活動 

(ｳ) 計画的な備蓄の配布など、水、食料等の供給 

(ｴ) し尿処理・ごみ処理のルールの確立 

(ｵ) テレビ、ラジオ、インターネット等での情報の収集及び受入者へ伝達 

(ｶ) 受入可能人数を超過した場合の区等への報告 

ウ 運営態勢の強化等（概ね1日後から3日後まで） 

(ｱ) 受入者も含めた施設の運営 

(ｲ) 公共交通機関の運行再開、搬送手段に関する情報等、帰宅支援情報の提供 

エ 一時滞在施設の閉設（概ね4日後以降） 

(ｱ) 一時滞在施設閉設の判断 

(ｲ) 帰宅支援情報の提供による受入者の帰宅誘導 

(7) 区は、各駅前滞留者対策協議会と連携し、一時滞在施設の運営の流れ及び運営に

必要な様式等を定めた一時滞在施設運営マニュアルを作成し、又は更新する。 
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１－３ 帰宅困難者・一時滞在施設等への情報提供 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／警察署／消防署／都総務局／通信事業者／

報道機関／事業者等 

 

(1) 都や区は、帰宅困難者や一時滞在施設、事業所等に対し、ホームページ・SNS・

デジタルサイネージなど様々な広報手段を通じて、広く災害に関する情報や一斉

帰宅抑制など防災行動に関する情報を周知する。適宜、報道機関とも連携して取

り組む。 

(2) 都は、帰宅困難者対策オペレーションシステムの整備を行い、順次利用可能な機

能を実際に活用していく。令和6(2024)年度末までに、都内の混雑状況や一時滞在

施設の開設・運営状況を把握する機能について実装し、適宜帰宅困難者や一時滞

在施設に提供・共有できるよう開発を進める。情報提供に当たっては、民間の地

図アプリや報道機関とも連携するなど幅広い提供方法を検討する。 

(3) 都は、事業所防災リーダーシステムにより、事業所ごとのマイページに対し、適

宜災害情報・鉄道運行情報や一斉帰宅抑制など防災行動に関する情報を周知する。

また、発災時の行動などについての事業所からの問合せに対し、本システムを活

用し、チャットボットで対応する。 

 

 

【帰宅困難者対策オペレーションシステムの全体概要】（完成イメージ） 
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２ 事業者等における帰宅困難者対策 

 

担当 （災対）本部／事業者／学校等／都総務局／国 

 

東京都帰宅困難者対策条例に基づき、発災時には、帰宅困難者の一斉帰宅を抑制する

ため、企業等における施設内待機等の対応が必要である。また、学校・保育所等におけ

る幼児・児童・生徒等の保護や一斉帰宅抑制についても対応が必要であり、その対策に

ついて定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一斉帰宅抑制のフロー 

都県、国等 企業等 

平常時 

１日後 

３日後 

混乱収拾 
時以降 
（ex.発災 
４日目 
以降） 

３
時
間
後 

６
時
間
後 

 施設内待機のための計画をあらかじめ企業等が策定 

 発災 

国や都による一斉帰宅抑制対策の開始 
（呼びかけ等） 

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し
企業が判断 

企業等が施設に留ま
れると判断 

企業等が施設に留ま
れないと判断 

企業等が従業員等を
 

企業等の帰宅ルールの
下、企業等又は従業員
等において判断し、帰
宅を開始する。 

帰宅 

企業等が帰宅開始に係る参考情報の収集、従
業員等へ提供 

国 関係機関 

民間の一時滞在施設 

区の一時滞在施設 

都の一時滞在施設 

国の一時滞在施設 

開設状況 

の提供 

国 関係機関 

災害関連情報については、都、国、区市町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。 

都や国の対策等の情報の流れ 

一時滞在施設開設等の情報の流れ 

都災害対策本部 

連携 

災害関連情報及び徒歩
帰宅支援等に関する情
報等を提供 

都災害対策本部 

区は一時滞在施設開設
の情報を集約し、提供 ○待機場所の指定 

○社員へ家族との 
 安否確認を促す 
○備蓄品の配布 等 

企業等が従業員等を
社内で待機 

区災害対策本部 

開設状況の提供 
都
の
Ｈ
Ｐ
等
で
も
情
報
提
供 
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１．事業所防災リーダーの活用 

(1) 都は、事業所防災リーダーに登録されたメールアドレスやLINEアカウントに対し

て、発災時に様々な災害情報や防災行動のお願いなどを発信する。 

(2) 各事業所防災リーダーは、都からの発信情報を参考に、一斉帰宅の抑制など事業

所内で適切な災害対策を実施する。 

２．事業者による従業員等の施設内待機 

(1) 従業員等がチェックリストにより施設の安全を確認する。 

(2) 区及び国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ等を受けた後は、災害関連情報等を入手

し、周辺の火災状況等を確認し、従業員等を施設内又は他の安全な場所に待機さ

せる。なお、各事業者の自主的な判断による待機等の行動も妨げない。 

(3) 来所者についても、従業員等に準じて、施設内又は他の安全な場所で待機させる

ようにする。 

３．施設内に待機できない場合の対応 

建物や周辺が安全でない場合、事業者は、行政機関からの一時滞在施設や避難場所

等の開設情報等を基に、一時滞在施設等へ従業員等を誘導する。なお、誘導先は地域

の事情によるものとする。 

また、テナントビルの場合は、施設管理者の指示に従うものとする。 

４．防災活動への参加 

事業者は、事業継続のための要員を除き、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動（特

に要配慮者の保護等）に努める。 

５．情報提供態勢の確保 

事業者は、災害発生時に施設内待機の判断を行うとともに、待機させる従業員等に

対して災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を提供する必要がある。そのため、

国、都、区は、あらかじめ報道機関や通信事業者、公共交通機関等と連携協力して、

事業者が必要な情報を得られる仕組みを構築しておく。 

都は、事業所防災リーダーシステム、帰宅困難者対策オペレーションシステム等を

通じて、事業所へ適宜災害情報を発信していく。 

６．学校等の対応 

学校等は、児童・生徒等を保護し、必要に応じて備蓄物資等を提供する。児童・生

徒等の安否等について、事前に定める手段により、保護者へ連絡する。 
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【事業所防災リーダーを通じた東京都からの情報発信の例】（イメージ） 
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３ 駅周辺での混乱防止  

 

３－１ 駅周辺の混乱防止 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／警察署／消防署／都総務局／通信事業者／

報道機関／事業者等 

 

(1) 発災時、公共交通機関が運行停止し、特にターミナル駅やその周辺は多くの人が

滞留し混乱等が発生することが想定されるが、行政の「公助」には限界があり、

駅周辺の事業者や学校等が行政と連携して、混乱防止を図る。 

(2) 都は、帰宅困難者に対し、区や報道機関等と連携して、一時滞在施設の開設状況

等について情報を提供する。 

(3) 区は、駅周辺の滞留者の誘導先を確保する。 

(4) 区は、滞留者に対する情報提供、帰宅困難者等の誘導を行う。 

(5) 消防署は、区に対して、災害情報の提供と駅周辺の二次災害防止に係る支援を行

う。 
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３－２ 集客施設及び駅等における利用者保護 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／集客施設及び駅等の事業者／鉄道事業者／

都総務局／国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模集客施設・駅等での利用客保護フロー 

 

都県、国等 大規模集客施設・駅等 

平常時 

 

１日後 

３日後 

混乱収拾 
時以降 
（ex.発災 
４日目 
以降） 

６
時
間
後 

 事業者があらかじめ利用者保護に関する計画を策定 

 発災 

事業者が施設の安全確認、従業員・利用客の安
否確認・安全確保、利用客を施設内の安全な場
所へ誘導 

国や都による一斉帰宅抑制対策の開始 
（呼びかけ等） 

建物の耐震性や周辺の被害状況を勘案し
事業者が判断 

事業者が施設に留ま
れると判断 

事業者が施設に留ま
れないと判断 

事業者が利用客を一
時滞在施設等へ案内
又は誘導する 

施設内で 
引続き待
機が可能と
なる施設 

施設内で、引続き 
待機することが困難
な施設 

事業者が利用客を含
め、一時滞在施設とし
て帰宅困難者を受入
れ 

事業者が利用客を一時

滞在施設へ案内又は誘

導する（利用客は一時

滞在施設で待機） 

帰宅開始に係る参考情報の収集、利用客へ提供 

帰宅 

施設管理者（＝事業者）は、受け入れた帰宅困
難者の帰宅を開始させる 

民間の一時滞在施設 

区の一時滞在施設 

都の一時滞在施設 

国の一時滞在施設 

開設状況 

の提供 

区災害対策本部 

国 関係機関 

災害関連情報については、都、国、区市町村、関係機関から、メディア等を通じて、随時行う。 

都や国の対策等の情報の流れ 

一時滞在施設開設等の情報の流れ 

連携 

都災害対策本部 

連携 

災害関連情報及び徒歩
帰宅支援等に関する情
報等を提供 

都災害対策本部 

 

時
間
後 

１２ 

都
の
Ｈ
Ｐ
等
で
も
情
報
提
供 

○待機場所の指定 
○必要とする人への
備蓄品の配布 
○要配慮者・急病人
への対応 等 

事業者が利用客を施
設内に待機させる 

区は、一時滞在施設開
設の情報を集約し、提供 

国 関係機関 
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第１ 集客施設及び駅等の事業者                                      

１．施設の安全性の確認 

(1) 施設の安全の確認 

事業者は、利用者及び自らが管理する施設の安全を確認する。 

(2) 施設の周囲の安全の確認 

区及び国や都の一斉帰宅抑制の呼びかけ等を受け、行政機関や防災関係機関から

提供される災害関連情報等により、火災の状況等、周辺の安全を確認する。 

(3) 利用者の保護 

安全を確認できた場合、利用者を施設内の安全な場所で保護する。なお、各施設

管理者による自発的な対応を妨げるものではない。 

２．一時滞在施設への誘導等 

(1) 事業者等による案内又は誘導 

保護した利用者については、区や防災関係機関との連携の下、事業者等が一時滞

在施設へ案内又は誘導することを原則とする。 

(2) 一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合 

災害発生時、一時滞在施設への案内又は誘導が困難な場合においては、各事業者

は、区や防災関係機関と連携し、施設の特性や状況に応じ可能な限り待機中の施設

又は隣接施設の協力を得て、当該施設が、帰宅が可能になるまでの間、一時的に受

け入れる一時滞在施設となることも想定する。 

さらに、利用者を保護した施設が、一時滞在施設となる場合は、施設の安全性や

確保可能なスペース等を勘案し、外部の帰宅困難者等の受入れについても検討する。 

(3) 帰宅困難者対策オペレーションシステムによる施設情報の提供 

都は、帰宅困難者対策オペレーションシステムにより、都内の混雑状況や一時滞

在施設の開設・運営状況を迅速に集約・発信し、帰宅困難者等が利用可能な施設を

把握・移動できるよう、開発を進める。 

３．建物や周辺が安全でないために、施設内保護ができない場合の対応 

建物や周辺が安全でないために、施設内で利用者を保護できない場合は、区や防災

関係機関との連携の下、事業者が一時滞在施設等へ利用者を案内又は誘導することを

原則とする。 

４．要配慮者への対応 

利用者保護に当たって、事業者は、区や防災関係機関とも連携し、あらかじめ定め

た手順等に基づき、要配慮者のニーズに対応する。 

５．利用者に対する情報提供 

事業者は、災害関連情報や公共交通機関の運行情報等を行政機関や防災関係機関か

ら入手し、施設内で待機している利用者に情報提供する。 

例えば、施設に備わる電子掲示板や放送設備を活用するなど、施設の特性や状況に

応じて多様な手段を用いることにより情報提供を行う。 
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第２ 鉄道事業者                                                 

(1) 駅利用者に対し、構内放送や駅周辺の地図を配布するなど、駅から誘導場所まで

の情報を提供する。 

(2) 駅利用者に対し、列車や代替輸送などの運行情報を提供する。 

 

第３ 国、都及び区                                                  

あらかじめ報道機関や通信事業者等と連携協力して、事業者が必要な情報を得られる

仕組みを構築する。 

都は、帰宅困難者対策オペレーションシステムを通じて帰宅困難者等へ情報発信する

ほか、駅前滞留者対策協議会等に対しても災害対応に必要な情報を適宜共有できるよう

システムを構築していく。 
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【復旧対策】 
 

１ 帰宅ルール等による安全な帰宅の推進 

 

職場や一時滞在施設等に留まった帰宅困難者は、地震発生以降の混乱が落ち着いた後、

特に、救出・救助活動が落ち着くと考えられる発災後概ね4日目以降、順次帰宅すること

を想定している。 

一方、混乱が収拾し鉄道等の公共交通機関が復旧した際には、留まっていた帰宅困難

者が駅などに集中し、再度混乱を生じるおそれがある。 

こうした帰宅の集中を避けるため、関係機関や事業者が連携して情報を収集し、安全

な帰宅が実現できるよう対応する必要がある。さらに混乱が収拾し帰宅が可能な状況に

なったとしても、特に長距離の徒歩帰宅が困難な要配慮者等に対しては、優先的に代替

輸送機関による搬送が必要となる可能性がある。 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 帰宅ルールの周知・運用 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／鉄道事業者／バス事業者／報道機関／都総

務局／関東運輸局 

 

(1) 事業者は、従業員を帰宅させるに際しては、様々な災害関連情報を従業員に提供

し、事前に策定した従業員の安全な帰宅のためのルールに基づき実施するよう留

意する。特に事前にルールがない場合でも、集中して帰宅せず少しずつ分散させ

るなど呼びかけるようにする。 

(2) 事業所防災リーダーは、事業所防災リーダーシステムを通じて都から発信される

情報等も参考に、帰宅方法を従業員等に周知する。 

 

震災の発生 

行政機関 

交通事業者 

報道機関 

誘導情報提供 

交通情報の提供 

帰宅困難者の搬送 

代替輸送手段の 

提供 

東京都 

他の県市 

関東運輸局 

交通事業者 

北 区 

代替輸送手段調整 

（国）緊急災害対策本部 

帰宅困難者 

代替交通確保 

（要配慮者） 
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(3) 都は、事業所防災リーダーシステムや帰宅困難者対策オペレーションシステム等

を通じて、交通機関の運行情報や都内の混雑状況等を事業者や帰宅困難者等に発

信する。その際、混雑が集中しないよう、分散して帰宅することなどを積極的に

周知する。 

 

１－２ 鉄道運行情報等の提供 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／鉄道事業者／バス事業者／報道機関／都総

務局／関東運輸局 

 

(1) 都は、国及び九都県市等と連携し、災害時帰宅支援ステーションや代替輸送手段

等の確保などの帰宅支援体制を構築するとともに、帰宅支援の実施状況、災害関

連情報や公共交通機関の運行情報等について報道機関や帰宅困難者ポータルサイ

ト、事業所防災リーダーシステムや帰宅困難者対策オペレーションシステム等を

通じて事業者や都民等に提供する。 

(2) 区は、都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な交通機関

や代替輸送などに誘導して、帰宅を支援する。 

(3) 関東運輸局は、所管区域の総合的な交通情報の集約・提供を行うとともに、代替

交通手段の確保のため、代替交通の許可等を速やかに行う。 

(4) 鉄道事業者は、折り返し運転の実施状況、乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を

都や報道機関に提供する。国土交通省の「大阪北部地震における運転再開等に係

る対応に関する連絡会議」の結果を踏まえ、「運転再開までの対応」や「利用者

への情報提供」などについて検討し、見直しが必要な事項については、各事業者

の防災計画を改訂するなどして対応する。 

(5) バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を都や報道

機関に提供する。 

(6) 報道機関は、行政機関や交通機関等からの情報について、区民・事業者に提供す

る。 

 

１－３ 代替輸送手段の確保 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／国／都総務局／都建設局／都港湾局／都交

通局／関東地方整備局／関東運輸局／バス事業者／船舶事業者 等 

 

(1) 国の緊急災害対策本部（緊急災害現地災害対策本部）で、内閣府作成の「帰宅困

難者等搬送マニュアル（仮称）」に基づき、搬送オペレーションに係る総合調整

を行う。 

(2) 国や都は、バス・船舶による代替輸送手段を確保する。 

(3) バス事業者は、バスの運行に当たって、鉄道折り返し駅までの短距離区間のピス

トン輸送など、効率的な形態により実施する。 
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(4) 調達できるバス・船舶には限りがあるため、代替輸送の利用者については、原則、

要配慮者を優先する。 

(5) 区は、都や交通事業者などからの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な交通機関

や代替輸送などに誘導して、帰宅を支援する。 

(6) 関東運輸局は、代替交通手段の確保のため、代替交通の許可等を速やかに実施す

る。 

(7) 関東地方整備局は、船舶運行情報(利用可能な岸壁、海上経路、船舶情報等)の収

集・提供を行う。 

(8) バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を区や都及

び報道機関に提供するとともに、行政機関と連携して、バス等による代替輸送手

段を確保する。 

(9) 船舶事業者は、行政機関と連携して、船舶等による代替輸送手段を確保する。 

 

 

２ 徒歩帰宅者の支援 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／警察署／都総務局／日本郵便(株)／事業者

／学校／日本赤十字社 

 

帰宅困難者が帰宅するに当たっては、交通機関の輸送力については限りがあることか

ら、自宅まで帰宅可能な距離にある帰宅困難者は、原則として徒歩で帰宅するよう促さ

なければならない。このため、帰宅困難者等の秩序立った徒歩帰宅を促すため、徒歩帰

宅支援を充実させる。 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救出・救助活動が落ち着いた発災後概ね４日目から、順次帰宅開始 

交通機関 

情報提供 

都 

事業者・学校 

帰宅指示 

施設内待機者 

支援・誘導 

災害時帰宅支援 

ステーション 

警察署 

北 区 

日赤東京都支部 

地域での支援 

情報 

提供 

順次帰宅 
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(1) 都は、円滑な徒歩帰宅に向けて、災害時帰宅支援ステーション確保などの帰宅支

援体制を構築するとともに、帰宅支援の実施状況、災害関連情報や公共交通機関

の運行情報等についてガイドライン等により、報道機関や帰宅困難者対策ポータ

ルサイト、事業所防災リーダーシステムや帰宅困難者対策オペレーションシステ

ム等を通じて事業者や都民等に提供する。 

(2) 都は、帰宅支援対象道路として指定した16路線を中心に、通行可能区間などの安

全情報、沿道の火災・建物倒壊などの危険情報を収集し、報道機関や帰宅困難者

対策ポータルサイト等を通じて事業者や都民等に提供する。 

(3) 区は、徒歩帰宅訓練の実施等を踏まえて、事業者等と連携し、徒歩帰宅者への情

報提供、誘導など円滑な徒歩帰宅支援を行う。 

(4) 警察署は、交通規制資機材を活用した誘導路の確保等を行うとともに、被害状況

等徒歩帰宅に必要と認める情報の提供を行う。 

(5) 日赤東京都支部は、赤十字エイドステーション (帰宅困難者支援所)を設置し、

炊出食、飲料水の配布、応急手当、交通情報、地理情報、徒歩帰宅者情報等の提

供を行う。 

(6) 日本郵便(株)は、郵便局において、各種災害情報の提供を行う。 

(7) 事業者・学校等は、帰宅経路沿いの被害状況などの情報や、行政及び防災関係機

関（テナントビルの場合は、施設管理者を含む。）から提供される災害関連情報

等により、従業員等が安全に帰宅できることを確認し、企業内で定めた帰宅の優

先順位等あらかじめ定めた手順により従業員等の帰宅を開始する。その際、職場

近隣在住者については自宅までの帰路の安全が確認された人等から順に段階的に

帰宅させることも検討する。 

(8) 事業者等において、災害時帰宅支援ステーションに指定されている施設は、徒歩

帰宅者を支援する。 
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第９章 避難者対策 
 

【基本方針】 
区民の避難に備え、事前に避難場所や避難所を指定し、災害発生時の避難体制を整備す

る必要がある。また、首都直下地震等の大規模災害に備え、自治体の枠を越える避難先確

保や広域避難も含めた的確な避難誘導のあり方についての検討も必要である。 

本章では、避難者対策として、都と連携した避難場所の指定及び避難所の指定・安全化

をはじめとする避難体制の整備に係る対策を示す。 

 

予防対策 頁 

１ 避難体制の整備 
１－１ 基本的な避難行動 

１－２ 避難所等の定義及び指定 
震-296 

２ 要配慮者の避難等支

援体制の整備 

２－１ 要配慮者の考え方 

２－２ 避難行動要支援者への支援の考え方 

２－３ 避難行動要支援者に対する避難行動支援 

２－４ 福祉避難所等の定義及び指定 

２－５ 福祉避難所の周知 

震-300 

３ 避難所の管理運営体

制の整備等 

３－１ 避難所の開設・管理運営 

３－２ 避難所における多様性への配慮 

３－３ 福祉避難所の（初期）運営体制の強化 

震-306 

４ 避難所等の耐震化及

び安全対策の促進 

４－１ 避難所等の耐震化及び安全対策の促進 

４－２ 避難所等の応急危険度判定のための体制整備 
震-310 

５ 車中泊  震-312 

応急対策 頁 

１ 避難誘導  震-313 

２ 避難場所の管理運

営・避難所等の開

設・管理運営等 

２－１ 避難場所の開設・管理運営 

２－２ 避難所等の開設 

２－３ 避難所（区立小・中学校等）の運営 

２－４ 福祉避難所の運営 

震-316 

３ 動物救護  震-326 

４ ボランティアの受入

れ 
 震-327 

５ 被災者の他地区への

移送 
 震-327 

６ 避難所外の避難者へ

の対応 
 震-329 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

避難所運営マニュアル、東京都北区耐震改修促進計画 
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【予防対策】 
 

１ 避難体制の整備 

 

１－１ 基本的な避難行動 

 

担当 危機管理室／福祉部 

 

(1) 区民等は、災害が発生したとき、原則として自主防災組織等の単位でいっとき集

合場所に集まり、集団を形成して避難場所へ移動する「2段階避難」により避難を

行う。 

ア 大地震発生後、地域で事前に定めた「いっとき集合場所」に集合する。 

イ いっとき集合場所では、近隣居住者の安否確認及び周辺の安全確認を行う。こ

の結果、周辺の安全等が確認できたときは、自宅等の安全を確認し、倒壊等の

危険があれば避難所へ向かい、危険がなければ自宅等に戻る。 

ウ いっとき集合場所における周辺の安全確認の結果、火災等の危険があるとき

は、自主防災組織のリーダー等を中心とした集団を形成し、避難場所へ集団避

難する。 

エ 避難場所では、集団移動者の安否確認及び周辺の安全確認を行う。 

オ 避難場所における周辺の安全確認の結果、危険がなくなったときは、自宅等の

安全確認を実施し、倒壊等の危険があれば避難所へ向かい、危険がなければ自

宅等に戻る。 

(2) 避難は、前記(1)の方法を原則とするが、地域の特性や災害の態様等により、この

方法により難いときは、状況に即した方法で避難を行うこととする。 
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基本的な避難行動のイメージ 

 

※ 北区防災地図【資料編 p資-40参照】 

 

（在宅避難） 

（在宅避難） 
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１－２ 避難所等の定義及び指定 

 

担当 危機管理室／福祉部／教育振興部／警察署／消防署／都福祉局 

 

第１ 避難所等の定義及び指定                                        

避難所等の分類及び位置づけは、次のとおりである。 

 

分類 位置づけ 

いっとき 

集合場所 

(1) 大地震発生後、火災が拡がり、危険が迫る可能性がある場合、近隣居住

者の安否及び周辺の安全確認を行う一時的な集合場所を指す。火災が迫

った場合は、自主防災組織のリーダー等を中心とした集団を形成し、避

難場所へ集団避難する。 

(2) 区及び自主防災組織が、警察署及び消防署と事前に協議して、選定する。 

候補となる場所は、集合した人の安全がある程度確保される空間のある

学校の校庭、神社・仏閣の境内、公園・緑地、団地の広場等とし、集合

する人々の生活圏と結びついた場所を選定する。 

※ いっとき集合場所一覧表【資料編 p資-41参照】 

避難場所 

(1) 火災が迫り、自宅、事業所、いっとき集合場所等にいることが危険な場

合に避難する場所を指す。 

(2) 災害時に拡大する火災から身の安全を確保できる場所として、東京都震

災対策条例により指定されており、避難計画人口に対して、避難場所内

の建物などを除き、震災時に拡大する火災による輻射熱の影響を考慮し

て算定した利用可能な避難空間を、原則として一人当たり1㎡とし確保

している。また、災害時の水利整備基準に基づき防火水槽が整備されて

いる。 

(3) 区民に割り当てられている避難場所は、区内外に21か所存在する。 

※ 避難場所一覧【資料編 p資-45参照】 

避難所 

(1) 災害後、家屋倒壊などにより自宅では生活できない被災者が、一定の期

間生活する場所を指す。同時に、情報連絡や給食・給水、医療救護等、

地域の支援活動の拠点ともなる。 

(2) 避難所は、自主防災組織の分布等を考慮した上で、原則として町丁目単

位に割り当てている。各避難所の収容可能人数は、居室3.3㎡に2人を基

準として計上する。 

(3) 区内では、一般の避難所として区立小・中学校等を、福祉避難所として

区立福祉施設等を指定している。 

※ 避難所・福祉避難所一覧【資料編 p資-48参照】 
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第２ 国、都及び他自治体等への協力要請                                 

(1) 都立高校及び都立特別支援学校に対して、「避難所施設利用に関する協定」等に

基づき、防災訓練を実施する等の協力を要請する。 

(2) 相互応援協定を締結している自治体に対して、収容施設として提供可能な建物等

の協議を要請する。 

(3) 国・都の施設及び私立学校等について、災害時における施設利用に関する協定の

締結を検討する。 

 

第３ 避難所等の指定おける留意点                                 

(1) 指定した避難所等については、避難場所等の災害種別や避難場所と避難所の役割

が違うことについても含めて、日頃から住民等への周知徹底を図る。 

(2) 区は、指定管理施設が避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に

避難所運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

(3) 区及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、

専門家等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

 

２ 要配慮者の避難等支援体制の整備 

 

２－１ 要配慮者の考え方 

 

担当 総務部／危機管理室／福祉部／教育振興部／警察署／消防署／都福祉局 

 

第１ 要配慮者及び避難行動要支援者支援の定義                   

(1) 要配慮者を次のとおり定義する。 

発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配慮

を要する者を「要配慮者」と定義する。具体的には、高齢者、障害者、難病者、乳

幼児、妊産婦、外国人等を想定している。 
(2) 避難行動要支援者を次のとおり定義する。 

要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする者

を「避難行動要支援者」と定義する。具体的には区が定める要件により、「避難行

動要支援者名簿」の登載対象となる人とする。 
(3) 災害時に、要配慮者・避難行動要支援者に対して効果的な支援を行うためには、

区民、自主防災組織、防災関係機関、事業者、区等が要配慮者及び避難行動要支

援者に対する共通認識を持ち、ともに連携していく必要がある。 

(4) 区は、要配慮者・避難行動要支援者の定義等を区民に広く周知し、理解を得るよ

う努める。その際、北区ニュースやホームページ等を活用する。 
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第２ 要配慮者の基本的な避難行動                                     

要配慮者の基本的な避難行動を、下図のように位置づける。特に、特別な設備等が

ないと生活を送ることが困難な障害児・者に関しては、福祉避難所（通所型）に直接

避難できる体制を整備する。 

 

 

要配慮者の基本的な避難行動のイメージ 

要配慮者 

困難な要配慮者 要介護度が高い要配慮者 

避難所(の福祉避難室) 

では、定期的に要配慮者

の容態を確認する 

要配慮者 

(自宅など) 

特別な設備等がないと生活を

送ることが困難な要配慮者の

うち、福祉避難所となる施設

に通所している障害児・者 
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２－２ 避難行動要支援者への支援の考え方 

 

担当 総務部／危機管理室／福祉部／教育振興部／警察署／消防署／都福祉局 

 

第１ 避難行動要支援者への支援の基本的考え方                               

(1) 避難行動要支援者に対する支援とは、大規模火災、家屋倒壊等の甚大な被害、多

数の避難者等が出るような災害が発生した場合等に、自主防災組織等が避難行動

要支援者名簿等を用いて、避難所へ避難行動要支援者の避難状況を確認し、不在

の避難行動要支援者がいれば、自宅等を訪問して安否確認を行うこと等を指す。 

(2) 自主防災組織等は、災害の発生から3日以内を目標として、上記(1)の避難行動要

支援者の安否確認等を実施する。ただし、災害により甚大な被害が生じている等、

安否確認等を行うことができない事情があるときは、この限りでない。 

(3) 上記(1)及び(2)に関わらず、支援の有無が直接生命に関わる方※に対しては、状

況に応じて、区、防災関係機関等が主体となり安否確認等を行う。 

※ 例えば、人工呼吸器等の電子医療機器を使用している方へは、停電時にも安否

確認が必要になる。 

(4) 避難行動要支援者ごとにそれぞれの状態が異なることから、区は、「北区避難行

動要支援者名簿の手引き」を活用し、避難支援を行う際に留意すべき事項を支援

者等に対し広く周知する。 

 

第２ 避難行動要支援者避難支援体制の考え方                             

(1) 名簿情報の提供 

区は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者

に名簿情報を提供する。なお、名簿情報を提供することについて本人又は代理人の

同意を得られない場合は、名簿情報は提供しない。 
ただし、区は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行

動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるとき

は、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿

情報を提供することができる。この場合の提供情報には、緊急避難の観点から、名

簿情報を提供することについて本人又は代理人の同意がない者を含む。 
(2) 避難支援等関係者への依頼事項（情報伝達及び避難行動支援等の役割分担） 

大規模火災や家屋倒壊等の甚大な被害又は多数の避難者等が出るような災害が発

生した場合に、自主防災組織等は、避難行動要支援者名簿等を用いて、避難所への

避難行動要支援者の避難状況を確認し、不在の避難行動要支援者がいれば、自宅等

を訪問して安否確認等を行う。 
(3) 避難支援体制の確保 

区は、避難支援等関係者（警察署、消防署、自主防災組織（町会・自治会）、民

生・児童委員、高齢者あんしんセンター）の協力のもと、避難支援体制の確保に努

める。 

(4) 名簿情報の外部提供不同意者の名簿 
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区は、平常時から避難支援等関係者へ提供する名簿のほか、災害時の救助活動等

にのみ利用する資料として、避難支援等関係者へ情報を提供することに不同意であ

った者を掲載した名簿を作成する。 

(5) 避難支援を協力依頼する企業団体等との協定締結 

区は、災害時に、避難行動要支援者への避難支援を依頼する企業団体等との協定

締結に努める。 

(6) 避難行動要支援者の避難場所 

区は、避難行動要支援者に適した避難場所の設定に留意する。 

(7) 避難場所までの避難路の整備 

区は、避難経路を把握し、複数の避難行動要支援者が利用する避難経路を優先し

て整備することに留意する。 

(8)避難行動要支援者の避難場所での引継方法と見守り体制 

区は、避難行動要支援者に適した避難場所での引継方法と見守り体制を検討する。 

(9) 避難場所からの避難先及び当該避難先への移送方法 

区は、避難行動要支援者に適した避難場所から避難先及び当該避難先への移送方

法を検討する。 

 

 

スフィア基準とは、災害や紛争の被災者に対する人道支援活動のために策定さ

れた「人道憲章と人道対応に関する国際的な最低基準」の通称です。この基準や

考え方は、平成9(1997)年に発行されたスフィアハンドブックという冊子に掲載

されており、現在は平成30(2018)年版が最新となっています。 

スフィア基準は、「災害や紛争の影響を受けた人々には、尊厳ある生活を営む

権利、支援を受ける権利がある。よって、災害や紛争による苦痛を軽減するため

に、実行可能なあらゆる手段がつくされなくてはならない。」という基本理念を

実践へと導くために、「人道憲章」に則り、「給水、衛生及び衛生促進」「食料

安全保障及び栄養」「避難所及び避難先の居住地」「保健医療」の技術的観点か

ら包括的に対応を講じていくためのものです。 

対応例として、「衛生的な生活習慣の促進」「低栄養の予防」「安全な生活環

境の提供」「保健医療への支援」等があげられますが、震災時にも住民のニーズ

に沿って関係者が協力し対応を行うことが求められます。 

区は、国、都等が示す基準を災害対策における前提とした上で、スフィア基準

を含む他の指標等の考え方も取り入れながら、防災施策を推進してまいります。 

～ コラム：「スフィア基準」について ～ 
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２－３ 避難行動要支援者に対する避難行動支援 

 

担当 総務部／危機管理室／福祉部／教育振興部／警察署／消防署／都福祉局 

 

災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者に対する避難行動支援の基本事項につい

て、次の表のとおり定める。 

 

項 目 内 容 

避難支援等 

関係者 

所管警察署、所管消防署、民生委員・児童委員、自主防災組織（町会自治

会）、高齢者あんしんセンター 

避難行動要支

援者名簿 

掲載者範囲 

(1) 区が指定する登録者 

○ 要介護3～5の認定を受けている者 

○ 身体障害者手帳（1・2級及び体幹3級）に該当する者 

○ 愛の手帳（1・2度）に該当する者 

○ 精神障害者保健福祉手帳１級に該当する者 

(2) 下記のいずれかの条件に該当し、自力では避難ができず支援が必要なため、

名簿登録を希望する者 

○ 75歳以上の単身若しくは75歳以上の高齢者のみの世帯の者 

○ 要介護若しくは要支援の認定を受けている者 

○ 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している者 

○ 難病医療費受給者など上記に準ずる者 

必要な 

個人情報 

住所、氏名、世帯主、生年月日、性別、続柄、宛名番号、異動年月日及び事由

（転居、転出、転入通知受理、死亡）、前住所、通称名、電話番号、FAX番号、

身体障害者手帳級数、愛の手帳度数、精神障害者保健福祉手帳級数、要介護度、

名簿情報の外部提供についての同意の有無、避難支援等を必要とする事由等 

個人情報 

入手方法 

関係部局が把握している要介護者や障害者等の情報把握及び避難行動要支援者

名簿に登録する者からの申告に基づく。 

更新時期 毎月の更新を基本とする。 

情報漏えい 

防止措置 

○ 区の個人情報保護条例に基づき厳重に管理する。 

○ 避難支援等関係者が名簿を受領した際、「受領書兼誓約書」を区へ提出す

る。その際、前年度に配布した名簿については回収する。なお、原本を複製

した名簿についてはその管理と廃棄の徹底を求める。 

その他 

避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うことができるための通知

又は警告の配慮として、多様な手段の活用による情報伝達を実施する。 

避難支援等関係者の安全確保のため、地域住民全体での協力体制を推進してい

く。 
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２－４ 福祉避難所等の定義及び指定 

 

担当 危機管理室／福祉部／教育振興部／都福祉局 

 

第１ 福祉避難所等の定義及び指定                                     

要支援者の避難所として、次のとおり定義及び指定する。指定した施設については、

避難生活のための必要な設備整備や備蓄物資等を整備する。 
分類 定義及び指定 

福祉避難室 

(1) 避難所内の教室や畳のある部屋、保健室等に設ける、要支援者専用の避難

スペースを指す。要支援者の容態を定期的に確認し、福祉避難所等への移

送等の必要性を判断する。 

(2) 避難所と同じ時期に開設する。 

福祉避難所 

［通所型］ 

(1) 特別な設備等がないと生活を送ることが困難な要支援者のうち、日頃から

各施設に通所している障害児･者のための避難所を指す。 

(2) 避難所と同じ時期に開設する。 

(3) 対象施設：障害者福祉センター、赤羽西福祉工房、あすなろ福祉園、若葉

福祉園、都立特別支援学校、(民間)福祉施設 等 

福祉避難所 

［介護型］ 

(1) 特別な施設等がないと生活を送ることが困難な要支援者のうち、専門的な

ケアを要する要介護度が高い方のための避難所を指す。 

(2) 被害状況や避難所等の受入状況等を鑑み、早期に開設する。 

(3) 対象施設：(区立・民間)特別養護老人ホーム、(民間)介護老人保健施設、

（区立）高齢者在宅サービスセンター 等 

福祉避難所 

［補完型］ 

(1) 福祉避難所[通所型]及び[介護型]の定義には該当しない要支援者で、避難

所での生活が困難な方のための避難所を指す。 

(2) 被害状況や、避難所等の受入状況等を考慮して、また避難所以外の用途と

も調整を図り、段階的に開設する。 

(3) 対象施設：ふれあい館、老人いこいの家 等 

予備避難所 

(1) 避難所又は福祉避難所[通所型][介護型][補完型]の避難スペースが不足

した場合に開設する予備的な避難所を指す。 

(2) 被害状況や避難所等の受入状況等を考慮し、避難所以外の用途との調整を

図った上で、段階的に開設する。 

(3) 候補施設：北とぴあ、赤羽会館、滝野川会館、滝野川体育館、桐ケ丘体育

館、赤羽体育館、区外宿泊施設 等 

※ 福祉避難所等の具体的な態様は、災害状況に応じ、この定義のほか、要配慮者関係団

体等のマニュアル、支援体制等を踏まえて決定する。 
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２－５ 福祉避難所の周知 

 

担当 危機管理室／福祉部／教育振興部／都福祉局 
 

区は、防災関係機関、医療・保健・福祉サービス提供機関・事業者等に対し、パンフ

レットや研修、訓練等を通して、福祉避難所についての制度の理解と周知を深める。ま

た、広報活動や訓練を通して、広く区民に福祉避難所等の機能や役割について周知を図

り、理解と協力を求める。 
 

３ 避難所の管理運営体制の整備等 
 

３－１ 避難所の開設・管理運営 

 

担当 
危機管理室／福祉部／北区保健所／教育振興部／子ども未来部／警察署／都福

祉局 

 

第１ 避難所運営マニュアルの活用                                         

(1) 区は、自主防災組織を主体とする避難所運営を支援するため、都の「避難所管理

運営の指針（区市町村向け）」に基づき、区の標準版としての「避難所運営マニ

ュアル」を作成している。 

(2) 避難所運営マニュアルは、次の4点を中心に策定しているほか、飼養動物の同行避

難の体制整備やペットへの対応も記載している。 

ア 避難所の運営は、地域住民が中心となって行うこと 

イ 要配慮者（高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等）及び多様性に配慮すること 

ウ 女性の視点を尊重すること 

エ 学校施設の場合は、教育の再開を踏まえて運営すること 

(3) 各地区防災運営協議会では、地域の実情や協議会での協議等を反映し、各避難所

版の「避難所運営マニュアル」を作成する。また、作成したマニュアルを用いて

避難所運営訓練を行い、避難所運営に関するスキルの向上と、マニュアルの検証・

充実を図る。 

(4) 「避難所運営マニュアル」の活用や訓練等に当たっては、避難者の刻々と変化す

るニーズに寄り添うためにも、ボランティアや職能団体等、専門性を有した外部

支援者等の協力を得ながら、避難者によって自主的に避難所を運営できるように

配慮するよう努める。 
 

第２ 避難所機能に必要な資機材等の整備                            

(1) 区は、避難所の早期開錠に向けて、災害時に各避難所の設置・運営にあたる自主

防災組織等に対して、避難所の鍵の預託を推進する。 

(2) 区は、平成30(2018)年に、自主防災組織が避難所の開設を効率よく進められるよ

う、避難所開設・運営の作業手順等を時系列に整理した避難所開設キットを導入

するとともに、令和2(2020)年に、避難所における感染症等の流行を防止するため、
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感染症対策初動物資セットを導入している。 

(3) 避難所内で使用する毛布、シーツ等については、状況に応じて、燃えにくい素材

のもの（不燃性・難燃性のある製品、防炎品など）を使用するなど、適切な防火

対策に努める。 

(4) 避難所における貯水槽、仮設トイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通

信機器等のほか、空調、洋式トイレ（自動ラップ式トイレ）など高齢者、障害者、

乳幼児、妊産婦等の要配慮者のニーズにも対応した避難の実施に必要な施設・設

備の整備に努める。さらに、テレビ、ラジオ、インターネット、公衆電話等、被

災者による情報の入手に資する機器の整備を図る。 

(5) 平日昼間の発災に備えて、備蓄室又は防災備蓄倉庫に児童・生徒及び学校職員分

の備蓄をする。また、子どもを対象とした施設（保育園、幼稚園、児童館、学童

クラブ等）等の備蓄物資の充実化も図る。 
 

第３ 夜間・休日等の発災に備えた避難所の初期運営に対する支援体制              

１．学校参集職員の役割・人数等の見直し 

(1) 発災の時間帯に限らず、避難所の設置・運営の主体は自主防災組織となるが、夜

間・休日等に発災した場合に避難所の初期運営を支援するため、区は、学校参集

職員を設けている。 

(2) 学校参集職員の役割、参集目標、活動期間等は、「東京都北区勤務時間外の災害

等に対応する非常配備態勢に関する要綱」等に定めている。 

(3) 区職員の交代も考慮し、学校参集職員の指定方法や人数を見直す。その際、業務

継続計画を踏まえ、防災職員住宅居住者の活用を図る。 

学校参集職員の定義 

□ 役  割：学校避難所の開錠並びに自主防災組織及び避難者を中心とした避難
所運営体制の確立に向けた支援 

□ 参  集：発災後60分以内に徒歩又は自転車で参集 

□ 活動期間：避難所管理運営委員会の活動が軌道に乗り、自主防災組織及び避難
者による避難所運営体制が確立するまで（発災から概ね1週間） 

 

２．学校参集職員の活動支援 

区は、避難所に参集してから職場に復帰するまでの対応をまとめた「学校参集職員

向け活動マニュアル」を作成する。また、作成したマニュアルを元に、地区防災運営

協議会等と連携して参集訓練や避難所運営訓練を行い、地域内連携の強化や学校参集

職員のスキルの向上、マニュアルの検証・充実を図る。 

 

第４ 平日昼間の発災に備えた避難所の初期運営に対する支援体制                

１．学校職員の活動支援 

(1) 区教育委員会は、平成25(2013)年度に「学校防災マニュアル」を改定し、平日昼

間に災害が発生したとき、避難所運営を行う自主防災組織に対して学校職員が行

う支援等を明記した。 
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(2) 各学校は、学校の実情や地区防災運営協議会での協議等を反映した、各校版の「学

校防災マニュアル」を必要に応じて作成する。 

(3) 区は、平日昼間に災害が発生した場合における避難所の初期運営の支援体制を強

化するため、災害対策各部業務や業務継続計画を踏まえた方策を検討する。 

２．閉校施設の初期運営体制の強化 

災対各部の業務を見直し、災対教育振興部と連携した閉校施設の初期運営体制の強

化を図る。 

 

３－２ 避難所における多様性への配慮 

 

担当 
危機管理室／福祉部／北区保健所／教育振興部／子ども未来部／警察署／都福

祉局 

 

(1) 既往災害の避難所生活では、女性、子ども、障害のある方、外国人、性的マイノリ

ティ（性的少数者）等に対する配慮の不足など、多様性に関する様々な問題が発生

した。この解消に向けて、区は、避難所管理運営委員会による多様性に関する悩み

の相談窓口の設置・運営を支援するとともに、車椅子のまま入ることができるマン

ホールトイレの導入、ハラル対応食の備蓄等、多様性に配慮した避難所運営に必要

な物資等の整備に努める。 

(2) 区は、自主防災組織等と連携して、避難所における女性や子ども等に対する性暴

力・DVの発生を防止するため、女性用と男性用のトイレの離れた場所への設置、ト

イレ・更衣室・入浴施設等の昼夜問わず安心して使用できる場所への設置、照明の

増設、注意喚起のためのポスターの掲載など、女性や子ども等の安全に配慮するよ

う努める。また、関係機関等と連携の下、女性警察官による巡回相談など、相談体

制の構築に努める。 

(3) 区は、避難所の管理運営に携わる「女性リーダー」を育成するなど、女性の参画を

推進するとともに、男女のニーズの違い等、男女双方の視点等に配慮する。特に、

女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による

配布、妊産婦世帯用のスペースの設置、避難所における安全性の確保など、女性や

子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

 

３－３ 福祉避難所の運営体制 

 

担当 
危機管理室／福祉部／北区保健所／教育振興部／子ども未来部／警察署／都福

祉局 

 

区は、福祉避難室における巡回体制の構築並びに福祉避難所［通所型］・［介護型］・

［補完型］及び予備避難所の開設・運営に向けて、災対各部の業務を見直し、庁内体制

の再構築を図る。 
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第１ 福祉避難所の開設                                               

区は、福祉避難所［通所型］の早期開設に向けて、非常配備態勢を更改する等の検討

を行う。また、開設に当たっては、業務継続計画を踏まえ、専門的知識を有する職員や

防災職員住宅居住者の活用を検討し、自主防災組織や防災関係機関等との連携強化を図

る。 
 

第２ 福祉避難所の運営に関する協定の締結                       

区は、関係のある他自治体、事業者、協会・団体等との間に福祉避難所運営業務を含

む災害時応援協定の締結を推進する。締結に当たっては、想定される災害規模や区との

位置関係・地域特性等を考慮するとともに、通常業務を通じて各団体等と関係を構築し

ている各所管課と危機管理室が連携し、有効な協定の締結や円滑な災害対策業務の遂行

につなげる。 
 

第３ 指定管理者施設との協定                                         

区は、福祉避難所としての利用が考えられる施設の指定管理に係る協定に、災害時の

福祉避難所の開設・運営業務等を規定する。 

 

第４ 福祉避難所関係機関の連携                                        

区は、要配慮者に対する支援対策の着実な推進を図るために、防災関係機関等が定期

的に対策の進捗や推進に係る課題等を共有できるよう、連携し、又は連携を支援する。 

 

第５ 福祉避難所運営マニュアル                                         

区は、福祉避難所運営マニュアルを作成するとともに、各施設と連携して、マニュア

ルに基づく運営訓練を実施する。 
 

第６ 福祉避難所運営のための物資・機材・人材、移送手段の確保                   

(1) 区は、災害時に福祉避難所として開設する予定の各施設の運営者と連携し、福祉

避難所における必要な物資・機材の備蓄を図る。また、区は、備蓄のほか、災害

時に必要な物資・機材を確保できるように、関係団体・事業者と協定を締結する

など、連携を図る。 

(2) 区は、要支援者等を福祉避難所等から他の福祉避難所又は入所施設等へ移送でき

るよう、要支援者の状態に配慮した適切な移送手段の確保に努める。 

(3) 区は、緊急輸送体制強化のため、タクシー・バス事業者と「災害時におけるタク

シー・バス車両による緊急輸送協力に関する協定」を締結している。 

  



第９章 避難者対策 
【予防対策】 

震 - 310 

第７ 社会福祉施設、医療機関等との連携                                  

福祉避難所運営のための専門的人材の確保、機材等の調達、要配慮者の緊急入所対応

等には、社会福祉施設、医療機関等の協力が必要である。区、社会福祉施設及び医療機

関は、あらゆる機会を通じて、平常時から相互に連携を図る。 

 

第８ 福祉避難所の運営体制の事前準備                                   

(1) 区は、災害時に速やかに福祉避難所を開設及び運営できるよう、あらかじめ運営

体制を検討する。 

(2) 区、自主防災組織、支援団体、社会福祉施設福祉関係者、保健師、医師、看護師

等の保健・医療関係者及び民生委員は、福祉避難所として開設する各施設の運営

者と連携し、訓練を実施する等の事前の取組みを進める。 

 

４ 避難所等の耐震化及び安全対策の促進 
 

４－１ 避難所等の耐震化及び安全対策の促進 

 

担当 総務部／危機管理室／地域振興部／教育振興部／子ども未来部／消防署 
 

第１ 避難所等の耐震対策                                           

(1) 平成7(1995)年1月の阪神淡路大震災を契機に施行された「耐震改修促進法」に基

づき、区は、区有建築物の耐震対策として、学校施設、福祉施設などの防災・復

興の拠点となる公共施設について、計画的に耐震診断調査を実施し、必要な耐震

補強工事を実施してきた。 

(2) 平成22(2010)年2月には、平成20(2008)年3月に策定された「東京都北区耐震改修

促進計画」に基づき、「区有建築物の耐震化整備プログラム」を定め、平成18(2006)

年度末における区内の防災上重要な区有建築物288棟について、平成27(2015)年度

までを計画期間として耐震化を推進した。防災上重要な区有建築物の耐震化率は、

平成27(2015)年度末時点で94.4％、令和4(2022)年度末時点では、97.8％となって

いる。 

今後は、新庁舎建設及び公共施設再配置等の進捗を踏まえて、必要な対策を検討

した上で対応する予定となっている。 

※ 学校施設の耐震化状況 【資料編 p資-14参照】 

※ 庁舎等施設の耐震化状況【資料編 p資-14参照】 
 

第２ 避難所等の安全対策                                           

(1) 庁舎等の区有施設の実態調査を行い、什器類、電子機器、書庫等の転倒・落下・

移動防止やガラス飛散防止等の安全対策を実施する。なお、要配慮者が利用する

福祉施設、避難所、医療援護所等の施設を優先するなど、安全対策を計画的に実

施する。 
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(2) 災害時のライフライン途絶に備え、施設の役割に応じて、発電機、通信設備等の

施設、備品類等を整備する。 

(3) 施設、設備等に支障が生じた場合を想定し、復旧要員の確保や保守業者との具体

的対策を協議しておく。 

(4) 消防署は、指定されている避難所の防火管理状況及び消防用設備等の維持管理状

況について、確認し、必要に応じて指導を行う。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第３章 安全なまちづくりの実現 

【予防対策】２ 建築物の耐震化及び安全対策の促進 

２－１ 建築物の耐震化及び不燃化の促進 第２ 公共施設等の安全化 

（p震-93）参照 
 

第３ 避難所等の非構造部材の確認及び耐震対策の推進                        

天井材（下地材・天井ボード等）、天井器具（照明器具、天井面から吊り下げたスク

リーンやテレビモニター、空調機器等）、外壁（モルタル・タイル等）、ガラス、内装

材等の非構造部材の耐震性について、定期的に確認を行うとともに、必要に応じて耐震

対策を実施する。また、建築基準法第12条により、所管施設の天井や照明等の落下防止
のための安全対策を実施することが義務付けられている。施設所管課及び施設管理所管

課との連携を密にし、対策を実施していくとともに、災害時に避難所として指定する施

設については、遅滞なく法令基準どおりの実施を推進していく。 
 

４－２ 避難所等の応急危険度判定のための体制整備 

 

担当 総務部 

 

第１ 防災協定による関係団体等との連携                                          

大規模震災時には、区有建築物の被害状況を把握し、応急危険度判定により２次災害

の防止を図り、施設使用の可否を含めた応急措置の必要性を確認するための組織態勢を

整備している。 

特に、応急活動の拠点となる避難所等の区有建築物については、迅速な安全点検及び

必要な安全措置を実施するため、関係団体と協定を締結して、各避難所等の点検を担当

する事業者等をあらかじめ定めて、迅速に対応することとしている。 

ア 災害時における避難所等の建築物応急危険度判定及び点検に関する協定 

：東京都建築士事務所協会北支部 

イ 災害時における区有建築物等の応急対策に関する協定 

：北区建設業協会、北区総合建設業協議会、北区電設工業会、北区管工会 

 

第２ 建物被災状況簡易チェックシートの活用                               

(1) 区は、応急危険度判定前に、避難所等を開設するなど、学校施設等の使用を決め

る必要がある場合には、学校職員や学校指定参集職員等でも確認可能な「建物被

災状況簡易チェックシート」を活用して建物被害状況等を判定する。 
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(2)「建物被災状況簡易チェックシート」の活用方法について、学校職員や学校参集

職員等を対象とした実地研修等を行い、建物被害状況に対するスキルの向上と、

チェックシートの検証・充実を図る。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第３章 安全なまちづくりの実現 

【予防対策】３ 応急危険度判定のための体制整備（p震-100）参照 

 

５ 車中泊 

 

担当 危機管理室／都各局 

 

第１ 都における震災時の車中泊に係る基本的考え方                                            

都では、以下の理由により、都内における車中泊は、原則、認めることは困難であ

るとしている。 
 

(1) 東京都震災対策条例により車両での避難を禁止していること 

(2) 大震災発生時は、人命救助や消火活動等のため、都内では、警視庁から、新たな

自動車の乗り出し自粛依頼や、大規模な交通規制が実施されること 

(3) 緊急自動車専用路（警視庁等の交通規制）の対象以外においても、道路上等にお

ける駐車が被災者支援等に致命的な影響を与える可能性が大きいこと 

(4) 都内では、オープンスペースは限定的で、発災時における応急活動等の用途が決

定している場所が多く存在すること 

(5) エコノミークラス症候群等、健康問題に対する適切な対応に課題があること 

 

第２ 車中泊者発生抑制に向けた取組                                            

都及び区は、発災時の混乱防止に向け、以下の事項について、ホームページやＸ（旧

twitter）、その他媒体等で、あらかじめ区民に普及啓発し意識の醸成に努める。 

 

(1) 東京都震災対策条例の趣旨（車両による避難の禁止） 

(2) 大震災時の交通規制及び新たな自動車の乗り出し自粛依頼 

(3) 緊急輸送道路以外の区市町村道等も避難所支援等に必須の輸送路であり、閉塞す

ると支援が滞る懸念があること 

(4) 都内の大規模な公園等は発災時の用途が定められていること 

(5) 過去の災害においても、車中泊等により健康被害が生じており、健康リスクが存

在しうること 
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【応急対策】 
 

１ 避難誘導 

 

担当 （災対）本部／（災対）福祉部／警察署／消防署／消防団 

 

第１ 避難指示等                                                 

(1) 区民等の生命身体を保護するため必要があると認めるとき、区長は警戒区域を設

定し、当該区域への立ち入りを制限若しくは禁止し、又は退去を命ずることがで

きる。 

(2) 地震による火災や土砂崩れなど、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

は、区長は、警察署長、消防署長に連絡のうえ、対象地域、対象者及び避難先を

定め避難を指示するとともに、速やかに都災対本部にその旨を報告する。 

(3) 区長は、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命身体に危険が及

ぶおそれがあり、かつ、緊急を要するときは、近傍の堅固な建物への退避、屋内

の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保する

ための措置を指示する。 

(4) 避難指示等は、概ね次のような事態になったときに発する。 

ア 火災が拡大するおそれがあるとき 

イ がけ崩れのおそれがあるとき 

ウ 洪水のおそれがあるとき 

エ その他住民の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められるとき 

(5) 区長は、避難指示等に当たって必要と認められる場合、国（指定行政機関の長・

指定地方行政機関の長）又は都知事に対して助言を求める。 
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避難情報等 発令時の状況 居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

災害発生又は切迫

（必ず発令される情

報ではない） 

・ 指定緊急避難場所等への立退き避難す
ることがかえって危険である場合、緊急

安全確保を行う。 

・ ただし、災害発生・切迫の状況で、本行
動を安全にとることができるとは限ら

ず、また本行動をとったとしても身の安

全を確保できるとは限らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 
災害のおそれ高い 

・ 危険な場所から全員避難（立退き避難又
は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 
災害のおそれあり 

・ 高齢者等は危険な場所から避難（立退き
避難又は屋内安全確保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する

在宅又は施設利用者の高齢者及び障

害のある人等、及びその人の避難を支

援する者 

・ 高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等
の外出を控えるなど普段の行動を見合

わせ始めたり、避難の準備をしたり、自

主的に避難するタイミングである。例え

ば、地域の状況に応じ、早めの避難が望

ましい場所の居住者等は、このタイミン

グで自主的に避難することが望ましい。 

 

第２ 避難誘導                                                   

(1) 高齢者等避難や避難指示等を出した場合、区は直ちに、緊急速報メール（エリア

メール）、防災気象情報メール、Ｌアラート（災害情報共有システム）、防災行

政無線、広報車、ラジオ・テレビ等を活用して、要避難地域区民及び自主防災組

織に対して、内容の周知徹底を図る。 

(2) 同時に、警察署・消防署・消防団等の協力を得て、自主防災組織や事業者単位に

集団の形成を図るため、いっとき集合場所に避難者を集合させたのち、自主防災

組織や事業者の管理者等のリーダーを中心に集団を編成し、あらかじめ指定して

ある避難場所等に誘導する（2段階避難方式）。 

(3) 避難指示等を行ういとまがない場合は、地域の実情や災害の状況に応じた避難を

行う。 

(4) 震災時における避難場所の運用は、原則として避難場所が所在する自治体が行う。

ただし、区部においては所在区のみの対応が困難な場合は都が補完する。 

(5) 高齢者や障害者、外国人等の要配慮者については、障害の特性や住環境、言語の

違いなどを踏まえ、避難方法に配慮して、災対危機管理室と災対福祉部、災対地

域振興部等との連携の下、区民や自主防災組織等の協力を得ながら適切に避難誘
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導し、安否確認を行う。 

(6) 区は、以下のとおり避難場所におけるトイレ機能の確保に努める。 

ア 学校のプール、災害用給水所等によって生活用水を確保し、水洗機能の回復を

図る。 

イ 水洗トイレが不足する場合は、仮設トイレ等を確保し、対応する。 

ウ 避難場所等において、非常用便槽等を活用できる施設がある場合は、区が組立

てトイレ等を備蓄により確保する。 

 

第３ 警察署の対応                                                

(1) いっとき集合場所に集合した区民、事業者の従業員等を、自主防災組織及び事業

者の管理者等のリーダーを中心にした集団単位で、指定された避難場所に避難さ

せる。この場合、避難行動要支援者を優先して避難させる。 

(2) 避難誘導に当たっては、避難道路等の要点に警戒員を配置し、現場での個別広報

活動を行う。 

(3) 火災等の規模や態様等により、できる限り必要な部隊を配置する。 

(4) 避難指示等が出された場合には、災害の規模、道路・橋りょうの状況、火災の拡

大の経路及び消防部隊の運用等を勘案し、最も安全と思われる方向等を区、消防

署等に通報する。 

(5) 区長が避難の指示をすることができないと認めるとき、又は区長から要請のあっ

たときは、警察官が居住者等に避難の指示を行う。この場合、直ちに関係区長等

に対し、避難の指示を行った日時、対象区域、避難誘導方向及び避難先等を通知

する。 

(6) 避難の指示に従わない者に対しては、極力説得して任意で避難させる。 

(7) 現場の警察官は、危険が切迫し、特に急を要すると認められるときは、警察官職

務執行法に基づく避難等の措置をとる。 

(8) 避難場所では、できる限り所要の警戒員を配置し、関係防災機関と緊密に連絡を

取り、被害情報の収集並びに広報活動、行方不明者等の把握及び危険と認めた場

合の再避難の措置等を講じ、避難場所の秩序維持に努める。 

 

第４ 消防署の対応                                                 

(1) 災害の進展等により、住民を避難させる必要がある場合、区長へ通報する。 

(2) 人命に危険が著しく切迫し、通報するいとまがないと認めた場合は、防災関係機

関と連携した避難の指示等を行う。この場合、直ちに区長に通報する。 

(3) 避難指示等が出された場合には、災害の規模、道路・橋りょうの状況、火災の拡

大の経路及び消防部隊の運用等を勘案し、必要な情報を区、警察署等に通報する。 

(4) 避難指示等がなされた場合は、災害状況及び消防力の余力に応じ、広報車等によ

り、避難指示等の伝達を行う。 

(5) 避難指示等が出された時点以降の消火活動は、避難場所、避難道路の安全確保に

努める。 
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第５ 消防団の対応                                               

避難指示等が出された場合は、これを地域住民に伝達するとともに、防災関係機関と

連絡を取りながら、区民の安全確保等を行う。 

 

 

２ 避難場所の管理運営・避難所の開設・管理運営等 

 

２－１ 避難場所の管理運営 

 

担当 （災対）福祉部 

 

第１ 基本方針                                          

(1) 区民は、災害時に火災等の危険があるときは、当該危険が解消されるまでの間、

最寄りの避難場所へ避難する。 

(2) 区及び事業者は、災害時に火災等の危険があるときは、施設利用者等を避難場所

へ誘導する。 

(3) 避難場所への避難を行った区民等は、火災等の危険が解消されたときは、安全に

留意しながら帰宅し、自宅に倒壊等の危険があれば避難所等へ避難し、危険がな

ければ在宅避難を行う。ただし、区外在住者等で、交通機関の停止等により帰宅

が困難な者は、一時滞在施設等に滞在する。 

 

第２ 避難場所の管理運営                                              

災対福祉部は、区災対本部の指示に基づき、避難場所へ職員を派遣し、以下の対応を

実施する。 
(1) 施錠されている避難場所の開錠 

(2) 医療救護所、一時滞在施設、避難所等の開設情報の提供 

(3) 必要に応じて、区災対本部への食料等救援物資の要請 

(4) 自主防災組織等と連携した避難場所の衛生管理 

(5) 火災等の危険が解消されたとき、避難者への帰宅要請又は一時滞在施設等への移

動要請並びに自宅に倒壊等の危険がある避難者への避難所への誘導 

なお、隣接区等の被災住民が避難してきた場合の対応については、関係する区と

協議して対応する。 
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２－２ 避難所等の開設 

 

担当 

（災対）本部／（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）福祉部／（災

対）まちづくり部／（災対）教育振興部／（災対）子ども未来部／警察署／消

防署／都福祉局 

 

第１ 避難所等の応急危険度判定の実施                                  

(1) 災害時に応急活動の拠点となる避難所等について、地震等による倒壊、部材の落

下等から生じる二次災害を防止するため、できる限り早期に被害状況を調査し、

使用できるかどうかを応急的に判定する。 

機関名 対策内容 

区 

(1) 避難所等が被災した場合、防災協定による関係団体等による安全点検

及び安全措置を実施し、必要に応じて応急危険度判定を実施する。 

(2) 応急危険度判定技術者が不足する場合、区長は、他団体（他自治体、民

間団体）への協力を要請する。 

なお、応急危険度判定の実施に必要な人員が充足されない場合は、区災

対本部を通じて都に支援要請を行う。 

(3) 社会公共施設（区と協定を締結している医療機関・福祉避難所等）の管

理者から判定実施の支援要請があった場合、公共施設等に準じて、社会

公共施設の判定を実施する。 

社会公共 

施 設 の 

管 理 者 

(1) 所管する社会公共施設等が被災した場合、必要に応じて応急危険度判

定を実施する。 

(2) 判定が困難な場合、都又は区に判定実施の支援を要請する。 

(2) 応急危険度判定前に、避難所等を開設するなど、学校施設等の使用を決める必要

がある場合等には、学校職員や学校指定参集職員等でも確認可能な「建物被災状

況簡易チェックシート」を活用して、建物被害状況等を判断する。 
 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第３章 安全なまちづくりの実現 

【応急対策】３ 社会公共施設等の応急対策（p震-108）参照 

 

第２ 避難所等の開設                                                

(1) 区は、自主防災組織、学校等と連携し、あらかじめ指定している避難所を開設す

る。なお、開設作業は、原則として作業に従事する者を総括班、避難者対応班及

び避難者受入準備班の三班に分けた上で、避難所開設キットに格納されたアクシ

ョンカード等に沿って実施する。 

(2) 避難所の運営を担当する自主防災組織は、町会・自治会までの距離等を勘案し、

あらかじめ地区防災会議が決定する。避難所を開設した場合は、避難所管理運営

委員会を立ち上げる。 

(3) 避難所の開設期間は災害発生の日から7日以内とする。ただし、状況により期間を

延長する必要がある場合には、知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む。）

を受ける。 
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(4) 避難所に、要支援者専用のスペースとして福祉避難室を設ける。また、避難所の

開設とあわせて、特別な施設等がないと生活を送ることが困難な要支援者のため

の避難所として、福祉避難所［通所型］・［介護型］を開設するとともに、要支

援者の緊急性や避難所等の受入状況等に応じ、段階的に福祉避難所［補完型］の

開設を目指す。 

(5) 災害遺児については、児童相談所の一時保護などの方向が決まるまでの間、区が

保護する。災害遺児であることが確認された時点で、児童館等をはじめとする利

用可能な公共施設を災害遺児用の避難所に指定し、子どもの世話や心のケア、相

談などに対応できる職員を派遣する。また、災害遺児用の避難所の職員は、身元

引受人となり得る親類関係への連絡なども担う。 

(6) 避難所に避難した被災者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行うため、テレビ・

ラジオ等の設置、臨時広報誌の発行、特設公衆電話、Wi-Fi環境、FAX等の整備、

SNSでの情報発信を行う。被災者の特性に応じた情報提供手段をとるものとする。 

(7) ライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立

が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検

討する。 

(8) 被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不

当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害

発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情

報を回答するよう努める。 

(9) ボランティアや職能団体等、専門性を有した外部支援者等の協力を得られるよう

努めるとともに、必要に応じて、他の地方公共団体に対して協力を求める。 

 

第３ 避難所の開設に係る報告                                            

(1) 避難所を開設したときは、開設の日時、場所、避難者の数及び開設予定期間等を

速やかに、都福祉局及び警察署、消防署等、防災関係機関に報告する。 

(2) 都福祉局への報告は、原則として東京都災害情報システム（DIS）への入力等によ

り行う。なお、個別の連絡調整については、東京都防災行政無線で行う。 

(3) 福祉避難所を開設したときは、開設日時、場所、避難者数（介護等に特段の配慮

を要する避難者の数とその状況を含む。）、開設予定期間、避難所周辺の状況等

を、速やかに所定の様式により、都福祉局及び警察署、消防署等、防災関係機関

に連絡する。 

(4) 避難所で生活を送る避難者に係る情報の早期把握及び避難所で生活せず自宅等に

留まり、食料や水、情報等を受け取りに来ている被災者等に係る情報の把握に努

め、必要な措置について配慮するとともに、都等へ報告を行う。 
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第４ 野外受入施設                                                

(1) 避難所が不足する場合には、一時的に被災者を受け入れるため、野外に受入施設

を開設する。 

(2) 野外に受入施設を開設した場合の都福祉局及び防災関係機関への連絡並びに管理

責任者の設置については、避難所の開設と同様とする。 

(3) 野外受入施設の開設に必要な資材が不足するときは、都福祉局に調達を依頼する。 

(4) 野外受入施設の開設期間は、避難所が開設されるまでの間又は応急仮設住宅が建

設されるまでの間とする。 

 

２－３ 避難所（区立小・中学校等）の運営 

 

担当 
（災対）生活環境部／（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／（災対）教育振

興部／（災対）子ども未来部 

 

第１ 初動期の体制                                               

発災初動期における避難所の運営体制は、昼間と夜間・休日の場合で異なる。避難所

の運営は、原則として「避難所管理運営委員会」を設置して行うが、避難所管理運営委

員会を設置するまでの間は、以下の役割分担を原則として学校長、区職員及び自主防災

組織が協力して対応する。 

 

主体 役割分担 

自主防災組織 

（避難者） 

(1) 避難者の町丁目別整理等の生活秩序の保全 

(2) 避難者名簿・部屋割りの管理 

(3) 救援物資の管理、仮設トイレ等の防災資機材の組立及び管理 

(4) 尋ね人等への対応 

学校長 

(1) 児童・生徒の避難誘導（児童・生徒の在校時に発災した場合） 

(2) 施設の被害状況の把握 

(3) 学校施設の使用に関すること 

(4) 避難者の受入れ場所の指示・誘導 

区職員 

(1) 職員の参集状況把握 

(2) 災害対策本部との連絡調整事務 

(3) 災害関連情報の収集、伝達 

(4) 避難者の状況把握（人数、負傷者等の有無） 

(5) 備蓄品の管理・供給 

(6) 夜間・休日の発災において、学校長が不在の場合は学校長の役

割(2)(3)(4)について学校参集指定職員が対応する。 

ボランティア 
区職員や自主防災組織が対応できない場面で、ボランティア活動

を求める。 
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第２ 避難所管理運営委員会設置後の体制                                 

(1) 学校長及び区職員は、早期の避難所管理運営委員会の設置の支援に努める。 

(2) 避難所管理運営委員会が設置されたときは、初動期の活動を避難所管理運営委員

会が引き継ぐ。 

(3) 避難所管理運営委員会は、自主防災組織を中心に、学校長、区職員及びボランテ

ィアで組織する。 

(4) 管理運営委員会各班の構成及び活動手順については、東京都北区避難所運営マニ

ュアルを参照する。 

 

【避難所運営体制の移行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【避難所管理運営委員会の構成と主な役割】 

組織構成 

・ 避難所管理運営委員会は、避難所の運営全般について協議する場とし
て、自主防災組織代表、学校長、区職員、各班長及びボランティア代表
で構成する。 

・ 委員長は、避難生活での避難者の主体的活動を確保するため、自主防災
組織の代表とする。 

役割 

・ 委員会の開催に関すること 
・ 応援要請、物資補給要請に関すること 
・ 各班の業務調整に関すること 
・ 秩序維持に関すること 
・ その他避難所全般の管理運営に関すること 

 

  

＜初動体制＞ ＜避難所管理運営委員会設置後の体制＞ 

自主防災組織 

 

学校長 

 

区 職 員 

ボランティア 

庶務班 

広報班 

役割分担 

生活班 

給食班 

物資管理班 

避難所管理運営委員会 

保健衛生班 

避難所支援班 

支援 
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【避難所管理運営委員会の班】 

業 

務 

内 

容 

分 担 業務内容 

庶務班 
・ 管理運営委員会の庶務 

・ 区災対本部、防災関係機関との連絡調整事務・避難所運営の記録 

広報班 
・ 避難者に対する広報活動 ・情報の整理と管理 

・ 報道機関、視察等の対応 ・避難者名簿の管理 ・尋ね人への対応 

生活班 ・ 避難所生活ルールの一般管理  ・生活相談 

給食班 
・ 炊き出し等の給食活動  ・食料の配給 

・ 栄養状態の管理 

物資管理班 
・ 救援物資の受入れ、配給  ・運搬車両の管理 

・ 食料・物資の輸送 

保健衛生班 

・ 乳幼児、児童、高齢者等の要配慮者支援（避難行動要支援者含む※） 

・ 医療活動の援助     ・健康管理 

・ 環境衛生管理      ・薬品等の管理    ・ペット対策 

 

※大規模火災や災害が発生した場合に、避難行動要支援者名簿等を用いて、避難所で

避難行動要支援者の避難状況を確認するとともに、不在の避難行動要支援者がいれ

ば、自宅等を訪問して安否確認等を行うことを指す。 

  
第３ 災害救助法の適用範囲                                            

災害救助法及び災害救助法施行細則（昭和23年3月東京都規則第35号）の規定のうち、

避難所に関係する範囲は、以下を参照する。 
 

→ 災害救助法による避難所関係の規定、費用の限度額等 

第２部 施策ごとの具体的計画 第12章 区民生活の早期再建 

【予防対策】６ 災害救助法等（p震-358） 

【応急対策】７ 災害救助法等の適用（p震-365） 

【復旧対策】１２ 災害救助法の運用等（p震-378）参照 

 

第４ 避難所運営における留意点                                       

１．避難所運営全般に係る事項 

(1) 各避難所は、避難者の収容状況を把握し、過密時には区と連携して避難所間の人

数調整等を行う。 

(2) 学校の情報管理や危険物取扱、施設の安全確認の結果を踏まえ、立入禁止区域、

土足禁止区域等を設定する。 

(3) 被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、区災対本部及び災対各部

が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

(4) 避難所における女性や子ども等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性

用と男性用のトイレの離れた場所への設置、トイレ・更衣室・入浴施設等の昼夜

問わず安心して使用できる場所への設置、照明の増設、注意喚起のためのポスタ

ーの掲載など、女性や子ども等の安全に配慮するよう努める。また、関係機関等
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と連携の下、被害者への相談体制の構築に努める。 

(5) 要配慮者の心身の健康状態には特段の配慮を行い、障害特性や個々の状態、ニー

ズを把握し、必要に応じ福祉避難室への移動や福祉避難所への移送、福祉施設等

への入所、介護職員等の派遣等を行う。 

(6) 避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男

女双方の視点等に配慮する。また、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所

の運営に努める。 

(7) 避難所の管理責任者は防火担当責任者を指定し、防火安全対策を講じる。 

(8) 避難の長期化等必要に応じて、避難者や避難所に係わる運営スタッフ等の健康状

態及び医師や看護師等による巡回の必要性を把握し、必要な措置を講じる。 

(9) やむを得ない理由により避難所に滞在することができない在宅避難者等に対して

も、生活環境の整備に必要な措置を講じるよう努める。 

２．避難所等における生活不活発病（廃用症候群）の防止 

生活不活発病（廃用症候群）とは、体を動かさない状態が続くことで、筋力や心肺

機能が低下したり、うつ状態に陥ったりするなど、心身の機能が低下する症状を指す。

新潟県中越地震では、高齢者が従来行っていた家庭内での仕事を失い、日常生活動作

をほとんどしなくなる（「危ないから」を理由に寝ているだけになる等）状況が把握

された。このため、避難所等においては、以下のような方法で生活不活発病（廃用症

候群）の予防を図る。 

(1) 健康体操指導員等による定期的な健康体操の指導 

(2) 保健師等による巡回時の運動指導 

３．避難所における防疫活動 

(1) 各避難所では、ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法など、避難者に対して

避難所利用のルールを定め、衛生管理に努める。 

(2) 各避難所では、インフルエンザ等の感染症予防（手洗い、うがい等）の励行を避

難者に周知するとともに、患者発生時の感染拡大防止対策を実施する。 

(3) 各避難所では、食品・飲料水の衛生的な取扱いに努める。 

(4) 区は、所属職員や他自治体の応援職員等の中から、「防疫班」、「消毒班」、「防

疫検水班」、「食品衛生指導班」及び「環境衛生指導班」を編成し、又は担当者

を配置して、都と連携をとりながら、防疫活動を推進する。 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第７章 医療救護等対策 

【復旧対策】１ 防疫体制の確立（p震-264）参照 

(5) 区は、保健師・管理栄養士その他必要な職種からなる保健活動班を編成し、避難

所における健康相談、地域における巡回健康相談、その他必要な保健活動を行う。 

４．食料・生活必需品等の供給・貸与 

(1) 生活上必要な物品のほか、要配慮者の特性に応じて必要物品を確保する。 

(2) 被災者に対する食料・生活必需品等の供給・貸与は、区が開設する避難所等にお

いて、災害救助法に定める基準に従って行う。 

(3) 炊き出し等の態勢が整うまでの間は、都及び区の備蓄又は調達する食料等を支給

する。 

(4) 要支援者等には、福祉避難所に備蓄している食料を優先的に提供する。また、咀



第９章 避難者対策 
【応急対策】 

震 - 323 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

嚼や飲み込みが不自由な者に対しては、ミキサー食等を提供する。 

(5) 被災者に対する炊き出しその他による食品給与の配布基準は、原則として、災害

救助法施行細則に定めるところによる。ただし、この基準により難い事情がある

場合（期間の延長、特別基準の設定）は、避難所開設期間延長の承認申請と同様

に、別途、知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む。）を得て定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所における物資供給のスキーム 

５．トイレ機能の確保 

(1) 被災後、断水した場合には、学校のプール、災害用給水所等で確保した水を使用

し、機能の回復を図る。ただし、施設内の下水道管に損傷があるときは、修理が

完了するまでマンホールトイレ等を使用する。 

(2) 発災直後は、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想されること

から、区は、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレを活用し、

対応する。 

(3) 区は、し尿収集車による収集が開始されたときは、し尿収集車による収集が可能

な災害用トイレを含めて確保し、対応する。 

(4) 備蓄分が不足した場合には、区は都に対して要請し、都は広域応援等により必要

数を確保する。 

  

災害救助法適用 

区による備蓄の開放、炊き出しの準備 
避難状況による判断 

備蓄及び現地調達

で対応可能と判断 

備蓄が不足、現地調

達ができないと判断 

物資受入拠点の確認 

 

配布基準等により食料等を給与 

情報の収集 

被害状況等から必要と

認めたとき備蓄を開放 

備蓄の開放、調達 

（協定事業者等） 

報 

告 

要 

請 

支 

援 

都 

協定事業者等 

連携 

北  区 都 
災

害

直

後 
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２－４ 福祉避難所の運営 

 

担当 
（災対）本部／（災対）地域振興部／（災対）福祉部／（災対）教育振興部／

（災対）子ども未来部 

 

第１ 「要支援者対策班」等の設置                                        

(1) 災対福祉部に「要支援者対策班」を設置する。 

(2) 要支援者対策班は、安否確認を含む状況の把握やサービスの提供等を実施する。 

(3) 都の「要配慮者対策統括部」を通じ、他区や近隣県市等との連携を図る。 

 

第２ 福祉避難所の運営体制                                                       

(1) 区と福祉避難所開設予定の施設運営者は、相互に連携し、「災害時における福祉

避難所の設置及び運営に関する協定」等に基づき、施設毎に運営体制を整え

る。 

(2) 特別な施設等がないと生活を送ることが困難な要支援者のうち、専門的なケアを

要する要介護度が高い者は、避難所等の受入状況等を鑑み開設する福祉避難所

［介護型］で設定した受入数の範囲内で受入れを行い、罹患や負傷した要支援者

については、必要に応じ早急に災害拠点病院等に移送する。 

(3) 施設が不足する場合は、必要に応じて、公的な施設、ホテル等の借り上げを行う。 

(4) 福祉避難所等において運営に支障を来たしている場合、東京都災害福祉広域調整

センターへ福祉専門職員の派遣を要請する。都は派遣を受けた場合、福祉専門職

員の福祉避難所等への派遣調整を行う。 

(5) 区及び都のボランティアセンターとの連携のため、専門知識を持ったボランティ

アの援助を求める。 

 

第３ 福祉避難所運営における留意点                                           

避難所運営における留意点（p震-321）のほか、次の事項について留意する。 

１．家族を伴う避難への対応 

福祉避難所への避難時の家族の同伴は、状況に応じて対応する。 

２．要支援者への情報提供手段の確保 

「要支援者対策班」では、対象者の属性に応じた情報提供手段を確保する。 
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３．福祉機器の確保 

要支援者が避難所等で生活する上で、必要な福祉機器の確保に努める。 

避難所等生活で必要な物（例） 

高齢者      ：老眼鏡、紙おむつ、車椅子等 

視覚障害者    ：手袋（ガラス等によるけがの防止）、笛等 

聴覚障害者    ：笛、筆記用具、筆談ボード等 

肢体不自由者   ：紙おむつ、携帯用トイレ、車椅子、食品ミキサー等 

乳幼児      ：紙おむつ、おしりふき、粉ミルク、哺乳瓶等 

内部・知的・精神障害：各種症状に応じた装具 

その他全般    ：コミュニケーションボード、ヘルプカード、ヘルプボード等 

４．要配慮者の避難所生活に係る相談体制の整備 

(1) 保健師（・助産師） ： 避難所及び仮設住宅への巡回健康相談 

(2) ケースワーカー   ： 巡回生活相談 

(3) 東京DPAT等     ： メンタルヘルスケア 

(4) ホームヘルパー   ： 家事援助 

(5) ボランティア等   ： 巡回相談 

上記のほか、要配慮者の避難所生活を支援する相談体制について、受援計画を含

めて整備を図っていく。  
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３ 動物救護 

 

担当 （災対）医療衛生部／東京都獣医師会北支部 

 

第１ 基本方針                                                  

災害時には、負傷又は放し飼い状態の動物が多数生じると同時に、多くの動物が飼い

主とともに避難所に同行避難することが予想される。 

区は、動物愛護及び危害防止の観点から、負傷又は放し飼い状態の動物の保護や適正

な飼養に関して、東京都獣医師会北支部や東京都・動物保護団体等と協力し、またボラ

ンティア等の協力を得ながら、動物の保護や適正な飼育について対策を講じる。 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 被災動物の保護                                                       

(1) 被災地域における動物の保護 

被災した動物のための救護所を数か所開設し、都及び都獣医師会等関係団体を

はじめ、動物愛護ボランティア等と協力して、被災動物の保護を行う。 

避難所管理 

動物飼養状況の把握 

都
産
業
労
働
局 

環
境
省 

厚
生
労
働
省 

政
令
市 

道
府
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都
建
設
局 

警
視
庁 

東
京
消
防
庁 

ペ
ッ
ト
災
害
支
援
協
議
会 

保健医療局 

(動物愛護相談センター) 

動物 
保護班 

動物 
医療班 

（現地）動物救援本部 
（公社）東京都獣医師会、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、 

（公社）日本愛玩動物協会、（一社）家庭動物愛護協会 他動物関係団体等 

動物保護施設<被災動物の保護・収容・獣医療> 

北 

区 

被
災
地
域
（
被
災
動
物
等
） 

避
難
所
（
被
災
者
等
） 

連絡調整 

情報提供 

要請 

情報提供・獣医療提供 

救援本部協働設置 
施設提供、指導・連絡 
調整、獣医療 

支

援 
要

請 連絡・調整

要請 

被災動物等搬送 
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(2) 避難所における動物の適正な飼育 

区は、避難所運営マニュアルに基づき、都と協力して、飼い主とともに避難し

た動物の飼育について適正飼育の指導等を行うなど、動物の愛護及び環境衛生の

維持に努める。また、保護施設への動物の受入れ及び譲渡等については、都に要

請する。 

(3) 動物愛護の活動方針 

区は、東京都獣医師会、動物関係団体等の設置する「動物救援本部」を支援す

る立場から、情報の提供、「動物保護班」「動物医療班」の援護活動への応援及

び活動の拠点としての場の提供を行う。 

 

 

４ ボランティアの受入れ 

 

担当 （災対）本部／北区社会福祉協議会／東京都北区市民活動推進機構 

 

(1) 避難所運営マニュアル等に定めた手順に従い、ボランティアを受け入れる。 

(2) 災害ボランティアセンターを通じて、避難所等で活動するボランティアを派遣

する。 

(3) 円滑な避難所運営の実施のため、ボランティア・市民活動団体等との連携を図

る。 

 

 

５ 被災者の他地区への移送 

 

担当 （災対）福祉部／（災対）教育振興部／都福祉局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送先の決定 

  

北 区 非（小）被災区市町村 

都福祉局 都災対本部 

警視庁 府県・九都県市 

②被災者の受入れを照会・調整 
④避難所の開設を指示要請 

③移送先等について 
警視庁と協議依頼 

②被災者の受入協議 
（都県境を越える避難の場合） 

協議も可能 

①移送要請 

調整 
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機関名 活動内容 

区 

(1) 区長は、都内の他区市町村への一時的な滞在（広域一時滞在）が必

要と認めるとき、当該他区市町村長に協議する。また、他県への一

時的な滞在（県外広域一時滞在）が必要と認めるとき、都知事に協

議を求める。なお、相互応援協定等の締結先市区町村や、他の区市

町村長に協議した場合、その旨を知事に報告する。 

(2) 区長は、(1)のときは、被災者の移送について、知事（都福祉局）に

要請する。 

(3) 被災者の他地区への移送を要請した場合、所属職員の中から移送先

における避難所管理者を定め、移送先の区市町村に派遣するよう努

める。 

(4) 都から被災者の受入れを指示された場合、直ちに受入体制を整備す

る。 

(5) 移送された被災者の避難所の運営は原則として受入側の区市町村が

行い、移送元の区は運営に積極的に協力する。 

都災対本部 

(1) 都県境を越える避難について、避難先の道府県と協議を行う。 

(2) 被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認められるときは、

旅客運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、

被災者の移送を要請することができる。 

(3) 区がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合

で、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場

所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広

域一時滞在の必要があると認めるときは、知事は、全部又は一部を

区長に代わり実施する。 

都福祉局 

(1) 被災地の区市町村から被災者の移送の要請があった場合、警視庁等

関係機関と調整の上、被災者の移送先を決定する。 

(2) 移送先決定後、移送先の区市町村長に対し、被災者の受入体制を整

備させる。 

(3) 被災者の移送方法については、当該区市町村と協議の上、被災地の

状況を勘案して決定し、都財務局調達のバス等を中心に、区市町

村、都交通局、警視庁、東京消防庁の協力を得て実施する。 

(4) 要配慮者の移送手段については、当該区市町村による調達が困難な

場合に、都福祉局が都財務局、及び防災関係機関の協力を得て調達

する。 
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６ 避難所外の避難者への対応 

 

担当 （災対）福祉部／（災対）医療衛生部／（災対）教育振興部 
 

第１ 基本方針                                                   

避難所外における避難の態様としては、在宅避難、親戚等宅への縁故避難、車中泊、

テント泊等がある。このうち、車中泊及びテント泊については、東京都震災対策条例が

車両を使用した避難を禁止していること、北区内のオープンスペースには限りがあり、

車中泊やテント泊が円滑な応急活動等の実施を妨げるおそれがあることから、原則とし

て認めることは困難である。 

このため、区は、在宅避難者への物資提供体制及び避難所環境の整備に努めるととも

に、区民に対し、平常時から、災害時に車中泊及びテント泊を行わず、在宅避難や縁故

避難を検討するよう周知する。 

 

第２ 避難所外避難の状況調査                                   

(1) 区は、自主防災組織、ホームヘルパー等と連携して、在宅避難者等、避難所以外

への避難状況の調査を実施する。 

(2) 被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不

当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害

発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情

報を回答するよう努めるものとする。 
 

第３ 避難所外避難者への支援                                 

(1) 車中泊又はテント泊者に対する避難先の提供 

ア 収容人数に余裕のある避難所の案内 

イ 使用可能な公共施設又は民間施設の案内 

ウ ユニットハウス等の簡易的な避難施設の配備 

(2) 飲料水・食料・生活必需品等の供給 

(3) 避難者の健康管理・健康（運動）指導 

(4) FMラジオ等を利用した情報の提供 
 

第４ エコノミークラス症候群の予防措置                                   

区は、車中泊又はテント泊者に対し、次のようなエコノミークラス症候群防止のため

のリーフレットを配布するとともに、必要に応じて、医師への相談を呼びかける。 

・軽い体操やストレッチ運動 ・十分な水分補給 ・ふくらはぎを揉む 

・足を上げて眠る ・ゆったりとした服装をする ・アルコールを控える 

・禁煙 
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第１０章 物流・備蓄・輸送対策の
推進 

 

【基本方針】 
災害により市場流通機能が被害を受けた場合でも、被災者の生命を守るため、食料・水・

毛布等の生活必需品を確保するとともに、その物資を迅速かつ的確に被災者へ供給する必

要がある。 

そこで本章では、物資の備蓄及び調達、備蓄倉庫、車両等輸送手段の確保及び円滑な搬

送の実施体制等についての対策を示す。 

 

予防対策 頁 

１ 食料及び生活必需品等の確保 震-331 

２ 飲料水及び生活用水の確保 震-333 

３ 備蓄倉庫及び輸送拠点の整備 震-335 

４ 車両・舟艇等輸送機関の確保 震-336 

応急対策 頁 

１ 物資の供給 震-337 

２ 飲料水の供給 震-340 

３ 物資の調達要請 震-342 

４ 救援物資の受入れ・配分 震-343 

５ 義援物資の取扱い 震-344 

６ 輸送車両等の調達 震-344 

復旧対策 頁 

１ 多様なニーズへの対応 震-346 

２ 炊き出し 震-346 

３ 水の安全確保 震-347 

４ 生活用水の確保 震-348 

５ 物資の輸送 震-348 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

北区災害用備蓄・管理・供給計画 
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【予防対策】 
 

１ 食料及び生活必需品等の確保 

 

担当 総務部／危機管理室／福祉部／教育振興部／子ども未来部 

 

第１ 備蓄に係る基本方針                                           

(1) 避難所又はその近傍に備蓄施設を確保し、食料、飲料水、災害用トイレ、常備薬、

マスク、消毒液、簡易ベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活

に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の

備蓄に努める。 

(2) 区は都と連携して、分散備蓄等により発災後3日分の備蓄物資の確保に努める。 

(3) 必要備蓄量の算出に当たっては、都の被害想定における区の発災から3日目まで

の最大避難所避難者数（一定数の避難所外避難者を含む。）等を基準とする。 

(4) 国が導入する物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物

資の登録をする。 

(5) 備蓄物資の確保に当たっては、区の実情、季節、また被災後の時間の経過ととも

にニーズが変化することを考慮する。 

(6) 要配慮者や女性・子どもの視点をもって、備蓄物資の充実を図る。 

(7) 平日昼間の発災に備えて、各区立学校の備蓄室又は備蓄倉庫に児童、生徒及び学

校職員分の備蓄をする。また、子どもを対象とした施設（保育園、幼稚園、児童

館、学童クラブ等）の備蓄物資の充実も図る。 

(8) 備蓄を行う際、各品目について備蓄の優先性や適切な備蓄形態（協定締結による

流通備蓄など）を精査する。 

(9) 食料及び生活必需品等については、定期的な点検並びに必要な補修、更新及び補

充を行うことで、常時利用可能な状態を維持する。 

 

第２ 備蓄場所別の役割                                          

１．備蓄室又は備蓄倉庫 

避難所として利用する各区立学校等に整備しており、避難生活に要する食料、生

活用品、給水用資機材等を保管する。 

２．防災資機材倉庫 

(1) 避難所として利用する各区立学校等や自主防災組織を立ち上げる各町会自治会に

整備しており、初期消火のための軽可搬消防ポンプ、発電機、投光機等の救助用

資機材、災害用マンホールトイレ等を保管する。軽可搬消防ポンプ等は、平常時

には小中学生及び学校職員等の消火訓練等に、避難生活時にはトイレ用水・生活

用水の確保等にも活用できる。 

(2) 区は、各区立学校等の防災資機材倉庫が老朽化したときは、建て替えのほか、備

蓄室又は備蓄倉庫と統合するなど、状況に即した対応を検討する。 



第１０章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
【予防対策】 

震 - 332 

３．災害備蓄倉庫 

(1) 区内12か所に整備しており、避難所等では保管しきれない食料生活用品、資機材

等を保管する。災害時は、都、他自治体等から提供された受援物資の保管場所と

しても活用する。 

(2) 肌着、生理用品、トイレットペーパー、紙おむつ等の日常生活用品やレンジバー

ナーセット、給水タンク、発電機等の資機材等を備蓄している。 

(3) 防災公園の整備時等に、新たな備蓄倉庫の建設を検討する。 

４．福祉避難所 

高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者に提供するため、お粥、カセットコンロ、車

椅子その他必要な物資を備蓄する。 

５．予備避難所 

避難所として利用することになった場合に必要となる資機材を保管する。 

※ 災害備蓄倉庫の位置及び名称【資料編 p資-53参照】 

※ 備蓄物資一覧       【資料編 p資-54参照】 

※ 備蓄物資一覧（福祉避難所）【資料編 p資-55参照】 

 

第３ 乳幼児・子ども・高齢者・障害者・妊産婦用備蓄の推進                      

(1) 全ての避難所並びに特別養護老人ホーム等の入所施設及び障害者施設等の通所施

設において、発災後3日分の乳幼児・子ども・高齢者・障害者・妊産婦用の物資の

確保に努める。このうち、被災乳幼児（2歳未満）用として必要な調製粉乳は、都

及び区で確保することとし、区は、全ての避難所及び各区立保育園において、調

製粉乳、哺乳瓶及び哺乳瓶等の温め器を備蓄する。また、高齢者や障害者用とし

て、咀嚼や飲み込みしやすい加工食品の備蓄を進めていく。 

(2) 施設内に備蓄スペースの確保が困難な場合、近隣の防災備蓄倉庫若しくは備蓄室

又は備蓄倉庫等を活用する。 

(3) 乳幼児・子ども・高齢者・障害者・妊産婦用の物資は、優先的に提供してもらえ

るよう、日頃から防災関係機関との協議を進める。 

 

第４ 区職員用備蓄の推進                                           

(1) 区は、災害対応に従事する職員向けの備蓄（水、食料、毛布等）を推進する。ま

た、職員用の休息スペース等の整備を検討する。 

(2) 指定参集職員が安全に参集するための用具類を整備する。 

(3) 区は、区職員向けに行動マニュアルを作成し、災害対策業務の意識付けを行うと

ともに、個人備蓄（常用薬や下着等も含めた備蓄）を推奨していく。 

 

第５ 備蓄物資・資機材の更新・補充                                     

１．食料 

(1) 備蓄食料は、期限切れ1年前を目安に入れ替えを行う。 
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(2) 入れ替えを行った食料については、自主防災組織が行う防災訓練を中心に、区民

まつりなどのイベント、学校等での体験試食等に供出し、有効活用を図る。 

２．生活必需品 

(1) 生活必需品は、耐久年数を超えるものについては、計画的に入れ替える。 

(2) 不足している生活必需品などについては、計画量の達成を目標とする。 

３．資機材等 

(1) 不足している資機材等については、計画量の達成を目標とする。 

(2) 劣化したもの又は機能が低下したものについては、計画的な入れ替えを行う。 

(3) 点検又はオーバーホールで機能が回復しない場合は、早急に入れ替えを行い、機

能の維持に努める。 

４．災害用マンホールトイレ等の整備 

災害時の避難所となる区立学校や避難場所となる公園等の整備にあわせて、災害用

マンホールトイレ等を整備する。 

 

第６ 災害時の物資等提供に向けた事業者等との連携の強化                  

(1) 区は、地元の個人商店・商店街等と自主防災組織等間の災害時における物資等の

提供に関する協定の締結を推進する。 

(2) 区は、区内事業者等に対して、災害時の物資等提供に関する意向調査を行い、支

援が期待される事業者を把握して災害時応援協定を締結するとともに、流通備蓄

の活用等の推進を図る。 

 

２ 飲料水及び生活用水の確保 

 

担当 危機管理室／区民部／総務局（総合防災部）／都水道局北部支所 北営業所 

 

区は、浄水場、給水所、応急給水槽※1 等を災害時給水ステーション（給水拠点）※2

として位置付けるとともに、耐震性地下貯水槽の設置や災害時協力井戸の指定、給水車

の追加配備を行うことで、災害時の飲料水及び生活用水の確保に努めている。 

※ 災害時給水ステーション（給水拠点）別給水計画【資料編 p資-56参照】 

※1 応急給水槽 

災害時に飲料水等を確保するため、都が、居住場所から概ね半径2kmの範囲内に、

給水拠点のない空白地域を解消するために設置する応急給水のための地下水槽を

いう。 

※2 災害時給水ステーション（給水拠点） 

災害時の断水に備え、飲料水を確保している浄水場（所）、給水所等及び応急給

水槽をいう。居住場所から概ね半径2km程度の距離内に1か所ある災害時給水ステー

ション（給水拠点）には、応急給水用資機材を配備している。 
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第１ 飲料水の確保                                                      

(1) 給水拠点 
ア 滝野川公園・北運動公園及び桐ケ丘中央公園設置の1,500ｔ応急給水槽 

イ 板橋給水所 

※災害用給水所（深井戸）一覧表【資料編 p資-57参照】 

(2) 緊急遮断弁の取付け 

避難所となる区立学校の受水槽及び高架水槽の排水口に緊急遮断弁を取り付け

ることにより、断水時及び停電時における有効活用を図るための整備を行う。 

(3) 多様な応急給水への取組 

都が行う仮設給水用資機材の整備にあわせて、応急給水訓練を実施するなど、

区は、都と連携し取り組む。  

(4) 区立学校のプール 

区立学校のプールの水について、各避難所に配置している簡易型浄水器を活用し

て、飲料水として利用する。 

(5) 消火栓 

消火栓等を活用した応急給水について、東京都水道局から区の避難所を中心に平

成25（2013）年度から貸与されているスタンドパイプを活用し、実施する。また、

区は、スタンドパイプを活用できるよう、住民に対する訓練等を推進していく。 

(6) 応急給水栓 

東京都水道局は、平成30（2018）年度から令和2（2020）年度まで、災害時に避難

所施設内の送水管が破損しても給水活動を継続できるよう、施設へ分岐する前の水

道管から直接水を供給するための工事及び資機材の提供を、工事の実施が可能であ

った区内の避難所において実施した。区は、都から引き継いだ応急給水栓について、

適切に維持管理を行う。 

 

第２ 生活用水等の確保                                            

(1) 災害用給水所（深井戸） 

区は、非常用発電機及び燃料を併設した井戸設備を区内13か所に整備するととも

に、民間事業者等が所有する区内2か所の井戸設備について使用協定を締結してい

る。 

(2) 区内プール 
区立学校のプール及び区内プールを生活用水として活用する。 

改築又は大規模改修するプールについては、耐震化及び生活用水の確保を図るた

めの整備を行う。 

(3) 耐震性地下貯水槽 

災害時の生活用水及び消防水利の確保のため､耐震性地下貯水槽を設置している。 

当該貯水槽の蓋については、自主防災組織が消火用水として活用するに当たり省

力化及び事故防止を図るため、利用しやすい鉄蓋（親子蓋）に改修している。 
※ 耐震性地下貯水槽一覧【資料編 p資-58参照】 
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(4) 災害時協力井戸 

災害時に備えて、民間の所有する井戸を災害時協力井戸として指定している。令

和5(2023)年4月現在、101か所を指定している。 
(5) 事業者・家庭等での取組 

事業者及び家庭は、災害の発生に備えて、日頃から水の汲み置き等により生活用

水の確保に努める。 

 

３ 備蓄倉庫及び物資拠点の整備  

 

担当 危機管理室／地域振興部／福祉部／教育振興部／子ども未来部／都福祉局 

 

(1) 備蓄倉庫の確保及び平常時における管理運営を行う。 

(2) 備蓄（都の事前寄託分を含む。）する食料、生活必需品等の輸送及び配分の方法

について、あらかじめ定める。 

(3) 区は、滝野川体育館、桐ケ丘体育館及び赤羽体育館の3か所を、東京都から搬送さ

れる調達・応援物資を区内避難所等に搬送するための仕分け・一時的保管機能を

持つ地域内輸送拠点として指定する。 

(4) 物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、物資拠点の登録に努

めるものとする。 

(5) 避難所として指定した学校は、分散備蓄の場所の確保を進めるよう努める。 

(6) 輸送拠点として活用可能な民間事業者が管理する施設を把握する。 

 

【災害時における物資等の基本的な流れ】 

 

出典：東京都災害時受援応援計画（東京都、平成30年1月）  
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４ 車両・舟艇等輸送機関の確保 
 

担当 総務部／区民部 

 

第二次交通規制実施時には、緊急交通路に指定された道路では、一般車両の通行が禁

止され、緊急通行車両を優先して通行させる。 

区は、緊急通行車両の事前申請等、区保有車両の災害時利用に向けた管理を行う。 

また、協定を締結している防災関係機関等の協力のもと、緊急輸送手段の調達先及び

調達予定数を明確にし、定期的に調整を行うことにより、調達体制を整えておく。 
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【応急対策】 
 

１ 物資の供給 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災

対）教育振興部／都福祉局／都港湾局 

 

第１ 基本方針                                                  

(1) 災害時における被災者の生活維持のため、区は、被災者に対し、災害救助法の定

める基準に従って備蓄物資を供給する。 

(2) 被災者に対して、区が所有する備蓄物資の供給の実施が困難な場合、区は、都に

対し、都の事前寄託分の備蓄物資の供出等について要請する。ただし、緊急を要

する場合は、被災者への給与を優先して実施し、事後に報告する。 

(3) 区は、協定を締結している防災関係機関等をはじめ、広く企業等に対しても、物

資の供給について協力を依頼する。 

(4) 区は、物資調達・輸送調整等支援システムへの入力等により、都に備蓄物資の放

出を要請し、地区内輸送拠点で受領する。 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発  災 

都福祉局 北  区 
被災者 

（避難所） 

区備蓄物資の 

給(貸)与 

寄託倉庫にある

物資の給(貸)与

について確認 

都備蓄物資の 

放出要請 

都備蓄物資の 

受領・給(貸)与 

寄託倉庫の物資

について承認 

都備蓄物資を 

区へ放出 

寄託倉庫の物資

を給(貸)与 

都備蓄物資を 

区の要請を 

待たずに輸送 

(プッシュ型支援) 

備蓄物資の受領 
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第２ 備蓄物資の供給                                              

１．供給の対象（原則） 

(1) 避難所にて把握された被災者 

(2) 開設した避難場所に集まった被災者 

２．供給期間の目途 

      原則として、発災直後から3日間程度 

３．避難場所での供給 

(1) 災対福祉部は、避難場所の状況により備蓄物資の供給が必要と認めたときは、区

災対本部にその状況と必要数量等を報告する。 

(2) 災対本部長は、必要に応じて、区内各所の災害備蓄倉庫に備蓄している物資を、

避難場所へ輸送し、被災者に提供するよう命じる。 

４．避難所での供給 

(1) 自主防災組織、学校長及び区職員等で組織する避難所管理運営委員会等の判断で、

備蓄室又は備蓄倉庫に備蓄している物資を被災者に供給できる。 

(2) 物資を供給する場合は、区災対本部に供給数量を報告する。 

(3) 災対本部長は、2～3日間、備蓄室又は備蓄倉庫に備蓄されている物資で対応でき

るよう、利用数量の調整を行う。 

(4) 避難者等が多く、備蓄室又は備蓄倉庫の物資だけでは対応できないと判断した場

合、災対本部長は、災害備蓄倉庫から不足分を輸送し、供給するよう命じる。 

(5) 都福祉局より、事前配備されている寄託物資は、都福祉局長の承認を得て、被災

者に提供する。ただし、緊急を要する場合は、被災者への給与を優先して実施し、

事後に報告する。 

(6) 被災者に食品等の供給を実施する場合、給食の順位、給食の範囲、献立、炊き出

し方法等について定めるとともに、炊き出しに必要な人員、調理器具、熱源等を

確保する。 

(7) 食料の供給に当たっては、配布時間、食品名、数量、消費期限、製造者、異常の

有無（におい、外観、容器の破れ等）、食物アレルギー物質の有無等をチェック

する。また、配給食品チェック表等を作成する。 

(8) 夏季は食中毒が起こりやすい時期であるため、「配給物の早期摂取」「食事前の

手洗い」等を避難者に呼びかける。 

５．災害備蓄倉庫からの供給体制 

災対区民部は、区災対本部の指示により、避難場所や避難所に物資を輸送する。 

 

第３ 調達物資の供給                                              

１．調達物資供給の対象 

(1) 避難所への避難者 

(2) 避難所にて把握された被災者 

(3) 医療救護所等への従事者 

２．供給期間の目途 

(1) 避難所において備蓄食料の不足が予想される4日目以降は、食料については原則
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として米飯の炊き出し等により提供を行う。 

(2) 生活必需品等の給（貸）与は、全て世帯単位で行い、10日間程度を目途とする。 

(3) 物資調達の要請活動等については、備蓄数量の見通しに基づき速やかに対処する。 

３．都と区の連携 

(1) 区備蓄分の物資が不足する場合、状況により、都福祉局に要請する。 

(2) 都が調達した食料は、区が選定する地域内輸送拠点へ、調達業者等の協力を得て

輸送する。 

(3) 他府県等からの応援物資等は、原則として広域輸送基地で引き継ぎ、都が区の指

定する地域内輸送拠点に輸送する。 

(4) 被害の状況により、現地調達が適当と認められる場合は、区が現地調達する。 

４．区内業者による調達 

(1) 区と東京都米穀小売商業組合北支部の間で締結された「災害時における応急用精

米の優先供給に関する協定書」等、災害時における優先供給に関する協定に基づ

き、協定業者から必要な物資を調達する。 

(2) 区内小売店、コンビニエンスストア又はスーパーストアの各業者若しくは組合又

は連合会に提供協力を依頼する。 

５．他自治体への要請 

(1) 区の応援協定市町である山形県酒田市、群馬県中之条町、群馬県甘楽町、群馬県

前橋市、埼玉県蓮田市に物資の調達を要請する。 

(2) 従前からの友好関係にある自治体にも要請を図る。 

(3) 野菜等の生鮮食料品の調達は、道路の復旧状況、区の受入体制、被災者の状況等

総合的見地から判断し、輸送を要請する。 

(4) マスメディアを通じて広く全国に応援を呼びかける。 
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２ 飲料水の供給 

 

担当 （災対）区民部／都水道局北部支所 北営業所 

 

建物や水道施設の被害状況などを踏まえ、応急給水計画を策定し、都との役割分担に

基づいた段階的な応急給水を実施する。 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 都による災害時の応急給水の方針                                  

１．災害時の応急給水の方法 

(1) 震災情報システム等により、迅速かつ的確に給水状況や区民の避難状況など必要

な状況を把握する。 

(2) 浄水場(所)・給水所等の災害時給水ステーション（給水拠点）で区と協力して応

急給水を行う。 

(3) 災害時給水ステーション（給水拠点）からの距離が概ね2km以上離れている避難場

所等で、関係行政機関等から要請があり、必要と認められる場合には、車両輸送

による応急給水を行う。給水車の要請が多数の場合は、原則、「病院等」「水を

供給できない給水拠点」「避難所」の対応順位で、応急給水を行う。 

(4) 断水地域の状況、水道施設の復旧状況等に応じて、特に必要がある場合に、消火

栓等に仮設給水栓を接続して応急給水を行う。 

(5) 避難所応急給水栓が設置されている場合は、区が応急給水用資器材を接続して応

急給水を行う。 

２．医療施設等への応急給水 

医療施設及び重症重度心身障害児(者)施設等の福祉施設について、その所在する地

区の関係行政機関から都災対本部を通じて緊急要請があった場合は、車両輸送により

応急給水を行う。 

 

 

 

発災 

応急給水の実施に係る計画を定め、給水体制を確立 

応急給水に必要な人員を給水拠点に配置 

応急給水に必要な資機材等を設置 

応急給水を実施 



第１０章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
【応急対策】 

震 - 341 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

第２ 災害時給水ステーション（給水拠点等）での区と都の役割分担                                    

(1) 応急給水槽においては、区が応急給水に必要な資機材等の設置及び区民等への応

急給水を行う。 

(2) 浄水場(所)・給水所等においては、都が応急給水に必要な資機材等を設置し、区

が区民等への応急給水を行う。なお、都職員の参集を待たずに応急給水が行える

ような施設の改造等を行った災害時給水ステーション（給水拠点）では、区が指

定した住民による応急給水も可能である。 

(3) 飲料水を車両輸送する必要がある避難場所においては、都が区により設置された

仮設水槽まで飲料水を輸送・補給し、区が区民等への応急給水を行う。 

(4) 区で緊急に飲料水を輸送する必要がある施設については、区有の給水車を活用し、

応急給水を実施する。 

(5) 消火栓等を活用した応急給水については、応急給水用資機材を水道局が区（避難

所等に配置）に貸与する。発災時、区が通水状況を水道局に確認した後、区や住

民が応急給水用資機材を設置し応急給水を行う。 

(6) 避難所応急給水栓を活用した応急給水は、区が応急給水用資機材を設置し応急給

水を行う。 

 

第３ 飲料水の給水基準                                            

災害時における飲料水の給水基準は、1日1人当たり3リットルとする。 

 

第４ 給水体制                                                   

(1) 震災が発生した場合、都は、給水状況や住民の避難状況など必要な情報を震災情

報システム等により迅速かつ的確に把握する。 

(2) 応急給水の実施に係る計画を定め、給水体制を確立する。 

(3) 給水拠点である浄水場(所)・給水所において、都水道局は、災害発生時に参集の

上活動する要員をあらかじめ指定しており、震災時にはこれらの要員等と区が連

携して、迅速な応急給水を実施する。 

(4) 車両輸送を必要とする医療施設等については、給水タンク等の応急給水用資機材

を活用し、都水道局保有車両及び雇上車両などによって輸送する。 

(5) 道路障害物除去が遅れ輸送が困難な場合、給水が可能となるまでの間は、区にお

いて、受水槽の水、簡易型浄水器等によりろ過したプールの水等を利用するなど、

あらゆる方法によって飲料水及び生活用水の確保に努める。  

※ 東京都水道局営業所保有の応急給水用資機材【資料編 p資-62参照】 

 

第５ 北区の給水活動                                              

(1) 区は、給水計画に基づき、給水拠点での給水を実施する。その際、必要に応じて、

仮設給水栓の設置を行うとともに、給水が必要な避難場所、避難所、医療救護所、

被災現場等に、緊急に必要とされる飲料水等を給水する。 

※ 災害時給水ステーション（給水拠点）別給水計画【資料編 p資-56参照】 
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(2) 区は、区が所有する給水車を使用し、各給水拠点から距離が離れた地区等におい

て給水活動を実施する。 

(3) 1,500ｔ応急給水槽では、飲料水自動袋詰機（ウォーターパッカー）を活用して飲

料水を袋詰めし、効率的かつ衛生的な給水活動を行う。 

(4) 給水が可能な災害用給水所（深井戸）において、給水を行う。 

(5) 小・中学校に設置されている受水槽の水を利用する。 

(6) 貯留水・プールを使用する場合は、簡易型浄水器等を使用する。 

(7) 飲料水の輸送は、庁有車、雇上車等により輸送し、容器は備蓄している給水タン

クを使用する。 

(8) 都水道局と連絡を密にし、相互協力し、給水活動の円滑化を図る。 

(9) 区で緊急に飲料水を輸送する必要がある施設については、区有の給水車を活用

し、応急給水を実施する。 

※ 給水資機材等【資料編 p資-62参照】 

 
 
３ 物資の調達要請 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災

対）教育振興部 

 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※産業労働局と卸売業者で協定締結 

  
(1) 被災者に対する炊き出しその他による食品の給与のため、調達（備蓄を含む。）

計画を策定する。 

(2) 調達計画は、食品の多様化や高齢者等に配慮した主食及び副食の調達数量、調達

先その他調達に必要な事項について定める。 

都災対本部 

福祉局 

産業労働局 

②要請 

北 区 

⑤報告 

①要請 

卸売業者 

とう精工場 ④精米輸送 

③とう精・輸送依頼 

職員派遣 

農林水産省 

農産局 

要請 

政府所有米穀を管理

する受託事業体 

要請 

とう精・輸送

依頼 

玄米輸送 

出庫

指示 

精米輸送 

被
災
者 

⑥
炊
き
出
し 
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(3) 震災時において実施する被災者に対する生活必需品等給(貸)与のため、調達（備

蓄を含む。）計画を策定する。 

(4) 調達計画は、被災世帯を想定して生活必需品等の調達数量、調達先その他調達に

必要な事項について定める。 

(5) 災害救助法適用後、生活必需品等の給(貸)与の必要が生じたときは、状況により、

物資の調達を物資調達・輸送調整等支援システムにより都福祉局に要請する。た

だし、被災の状況により、現地調達が適当と認められる場合については、現地調

達する。 

 

 

４ 救援物資の受入れ・配分 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災

対）教育振興部 

 

第１ 地域内輸送拠点での活動                                        

(1) 総合的な情報は区災対本部において一括管理し、報道機関等の対応にあたる。 

(2) 被災状況により、あらかじめ決めておいた地域内輸送拠点から変更の必要が生じ

た場合は、所定の様式により、都に報告する。 

(3) 指揮系統の混乱を避けるため、輸送班（災対区民部）は、区災対本部及び災対地

域振興部の要請下に活動する。 

 

第２ 物資の配給・保管                                             

(1) 被災者への物資の配給は、原則として各避難所で行う。 

(2) 地域内輸送拠点間で物資を調整する必要がある場合、災対地域振興部は、地域内

輸送拠点及び輸送班（災対区民部）に必要な連絡を行う。 

(3) 救援物資は、種類、量、保管場所等について管理する。 

(4) 地域内輸送拠点での保管が困難な物資は、区災対本部の指示により、備蓄倉庫へ

転送し、一時保管する。 

 

第３ 不足物資の把握・調達                                          

(1) 災対地域振興部は、地域内輸送拠点の払い出し状況、救援物資の受入状況等を把

握し、不足する流通物資の調達に努める。 

(2) 防災無線、FAX、自転車等、状況に応じた情報伝達手段を確保する。 
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５ 義援物資の取扱い 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／北区社会福祉協議会

／東京都北区市民活動推進機構 

 

発災直後は、相当の混乱が予想されるため、受入体制が整備されるまでの期間は、義

援物資の受入れは行わないものとする。受入体制が整備された後は、必要物資の状況を

踏まえて受入れを検討する。 

受入れを行う場合は、原則として提供する側が輸送手段を確保し、区が指定する場所

まで輸送することを条件とする。また、需要がない物資や個人等からの小口・混載の物

資については、受け入れないものとする。 

なお、小口・品目が混載した義援物資の送付は控えるように適切に広報を行う。 
 

中央防災会議防災対策推進検討会議の最終報告（平成 24年 7月 31日） 

「個人が被災地に小口・混載の支援物資を送ることは、被災地において内容物の確認、仕分け

などの作業が必要となり、被災地方公共団体の負担になることから、特定個人向けのものであっ

て配送も可能な場合は除き、抑制を図るべきである。」 

 

 

６ 輸送車両等の調達 

 

担当 （災対）総務部／（災対）区民部／都災対本部 

 

第１ 災害時の輸送                                                               

(1) 要配慮者を中心とした被災者の移送 

(2) 重傷者、重症患者、妊産婦の搬送 

(3) 物資の輸送 

(4) 活動要員の移動 

(5) 遺体捜索、処理、埋葬のための輸送 

(6) 緊急道路障害物除去に伴うがれき等の輸送 

 

第２ 緊急車両の調達                                                             

原則として以下の車両を緊急車両として調達する。 

(1) 区有車（緊急通行車両として事前に届出した車両） 
(2) 協力協定に基づく車両 

所要車両が調達できない場合には、都へあっせんを要請する。 

 

第３ 調達手続                                                              

   車両及び舟艇の調達手続は次のとおりとする。なお、車両の不足や区内外での調達・
あっせんに関しては都財務局へ、舟艇に関しては都港湾局に要請する。 
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(1) 災対総務部：車両の確保を要請 
東京都トラック協会北支部及び赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部に協

定に基づく車両の確保を要請する。 

(2) 災対各部：輸送内容、車種、台数及び目的地の整理並びに車両の請求 

輸送内容等の事項を整理した上で、災対総務部に車両を請求する。 

(3) 災対総務部：車両の引渡し場所への配車要請 

東京都トラック協会北支部及び赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部に引

渡し場所までの配車を要請する。 

(4) 災対総務部：舟艇の所要数を確保 

舟艇の運搬は、請求をした災対部が行う。 

 

 

第４ 自転車の調達                                                               

災害時における自転車の提供・修理を目的として、区の自転車商協同組合との協定等

を検討する。 
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【復旧対策】 
 

１ 多様なニーズへの対応 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災

対）教育振興部／（災対）子ども未来部／都福祉局 

 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化すると考えられる。

また、要配慮者、女性、子どもなど避難者の特性によって必要となる物資は異なる。 

区は、ボランティア・市民活動団体等と連携しながら、変化していく避難者ニーズの

把握及びニーズに対応した物資の確保及び配布に努めるとともに、生理用品、女性用下

着の配布は女性が行うなど、物資の配布方法についても配慮する。 

都は、広域的見地から区を補完するため、国・他道府県等からの支援物資の受入体制

及び事業者からの調達体制を整えて、必要な物資の確保に努める。 

企業、団体からの大口の義援物資について、上記の体制の中で受入れを検討する。 

 

 

２ 炊き出し 

 

担当 
（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災

対）教育振興部／都福祉局 

 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 道路障害除去が本格化し、輸送が可能と考えられるおよそ4日目以降は、原則とし

て米飯による炊き出し等を行う。 

(2) 炊き出しの必要がある場合は、主として各避難所（区立学校等）で行う。 

(3) 各避難所における炊き出しは、給食設備の利用について、学校職員等の協力のも

と、自主防災組織等と連携を図り実施する。 

区市町村 都福祉局 

炊き出し体制の確保 

（人員、場所、食料、調理器具、水・熱源等） 

炊き出しの実施 

区市町村での実施が困難な場合 

応援要請 

要請対応 

（日赤等に協力依頼） 
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(4) 被災状況により、炊き出しその他による食品等の供給の実施が困難な場合は、炊

き出し等について都に応援要請する。 

(5) 炊き出しを行う際は、感染症対策を十分に講じながら実施する。 

 

３ 水の安全確保 

 

担当 （災対）医療衛生部 

 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の安全確保に係る区の業務 

 

(1) 区は、衛生監視職及び事務職から「防疫検水班」を編成し、飲料水の消毒及び消

毒効果の確認を行う。 

(2) 被災家屋、避難所、下水及びその他要消毒場所（トイレやごみ保管場所等）の消

毒を行い、又は消毒薬を配布して指導する。 

(3) 井戸が汚染された場合は、直ちにクロール石灰等による消毒を行う。それ以後は、

区が直接消毒し、又は消毒薬を区民に配布して自主的に行わせ、消毒の実施後、

防疫検水班が消毒の確認を行う。 

 

発災 

応急給水の実施 

活動人員・検査薬・消毒薬・移動手段等の確保 

消毒されているか確認 

消毒薬の配布・消毒指導 

ライフライン復旧 

給水設備の点検・残留塩素濃度の確認 
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４ 生活用水の確保 

 

担当 （災対）区民部 

 

業務手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 避難場所における対応 

区は、雨水貯留槽、非常災害用井戸（深井戸及び災害時協力井戸）等によって生

活用水を確保する。 

(2) 避難所における対応 

被災後、断水した場合、区は、学校のプール、非常災害用井戸等で確保した水を

使用する。  

(3) 事業者・家庭等における対応 

上水機能に支障が発生している場合、区民及び事業者等は、汲み置き、河川水、

非常災害用井戸等によって水を確保する。 

 

 

５ 物資の輸送 

 

担当 （災対）総務部／（災対）区民部／（災対）土木部／警察署／都交通局 

 

(1) 都は、調達した食料及び生活必需品等は、広域輸送基地又は区が指定する地域内

輸送拠点へ、調達業者等の協力を得て輸送する。 

(2) 区は、地域内輸送拠点から避難所等へ物資を輸送する。 

 

プールや雨水貯留槽等の水の水質把握 

給水のための設備（浄水装置、エンジンポンプ等）の確認 

ろ過・汲み上げ等の実施 

プールや雨水貯留槽等の水による水の確保 
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第１１章 放射性物質対策 
 

【基本方針】 
 

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故では、発電所から220㎞離れている東

京都においても、様々な影響を受けた。この間、北区においても、区民からの相談対応や

放射線量の測定等、様々な対策を実施したところである。 

区は、今後、都内及び区内において原子力災害による放射性物質等の影響（以下「放射

性物質等による影響」という。）が懸念される事態が発生した場合に備え、区民の放射性

物質に対する不安を軽減するために、区における相談体制や放射線量の測定について対応

できる体制を構築する。 

 

予防対策 頁 

１ 情報伝達態勢等の整備と区民への情報提供等 震-350 

応急対策 頁 

１ 情報連絡態勢 震-351 

２ 区民への情報提供等 震-351 

復旧対策 頁 

１ 保健医療活動 震-353 

２ 放射性物質への対応 震-353 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

― 
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【予防対策】 
 

１ 情報伝達体制等の整備と区民への情報提供等 

 

担当 
国／都／政策経営部／危機管理室／生活環境部／北区保健所／土木部／教育振

興部／子ども未来部 等 

 

区は、都内及び区内において放射性物質等による影響が懸念される事態が発生した場

合に備え、より迅速かつ機能的に対応できる情報伝達体制等を構築する。 

(1) 国や都からの情報について、円滑な区民への情報提供に努める。 

(2) 都及び区の教育機関においては、原子力防災に関する教育の充実に努める。 
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【応急対策】 
 

１ 情報連絡体制 

 

担当 
（災対）政策経営部／（災対）危機管理室／（災対）生活環境部／（災対）医

療衛生部／（災対）土木部／（災対）教育振興部／（災対）子ども未来部 等 

 

都内及び区内において放射性物質等による影響が生じた際に、円滑かつ的確に対応で

きるよう、区の体制を整備する。 

１．災害対策本部を設置した場合 

(1) 区災対本部の下に、区関係機関で構成する（仮称）放射性物質対策部会を設置す

る。 

(2) （仮称）放射性物質対策部会では、災対各部が連携した対応策を実施するため、

被害情報等の情報の共有化や必要な連絡調整を行う。 

(3) （仮称）放射性物質対策部会の構成メンバーは、災対各部の担当者のほか、被害

の状況により全庁的な対応をとれるよう柔軟に構成するものとする。 

(4) 対策部会の事務は、危機管理室が掌理する。 

２．災害対策本部を設置しない場合 

(1) （仮称）放射性物質対策連絡会議を設置する。 

(2) （仮称）放射性物質対策連絡会議の機能は、（仮称）放射性物質対策部会と同様

とする。 

 

 

２ 区民への情報提供等 

 

担当 
（災対）政策経営部／（災対）危機管理室／（災対）生活環境部／（災対）医

療衛生部／（災対）土木部／（災対）教育振興部／（災対）子ども未来部 等 

 

区は、放射線量や放射性物質の測定・検査を行い、その内容・結果を公表するととも

に、関連する各種情報についても、ホームページ等を通じて区民に提供する。 

また、都及び関係機関等との連絡を密にし、必要に応じて、区民に対する避難指示等

の措置を実施する。 

東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故による放射性物資対策に関する区の

対応は、以下のとおりであるが、今後は、被害等の状況により、必要に応じて、全庁的

な対応を講じるものとする。 
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(参考) 

担 当 対応内容 

生活環境部環境課 放射線測定に関すること 

生活環境部リサイクル清掃課 災害廃棄物の受入れ 

健康部健康推進課 

北区保健所保健予防課 

放射線に関する健康相談 

北区保健所生活衛生課 飲用水・食品に関すること 

土木部道路公園課 公園・児童遊園などの対応 

教育振興部学校支援課・教育政策課 区立幼稚園、認定こども園、

小・中学校の対応 

子ども未来部子ども未来課 児童館の対応 

子ども未来部保育課 区立保育園の対応 
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【復旧対策】 
 

１ 保健医療活動 

 

担当 （災対）医療衛生部 等  

 

放射性物質及び放射線による影響は五感に感じられないという原子力災害の特殊性を

考慮し、原子力災害時における区民の健康に関する不安を解消するため、必要と認めら

れる場合は、健康相談に関する窓口を設置する。また、住民の求めに応じ、保健所等に

おいて外部被ばく線量等の測定等を実施する。 

 

 

２ 放射性物質への対応 

 

担当 
（災対）生活環境部／（災対）医療衛生部／（災対）土木部／（災対）教育振

興部／（災対）子ども未来部 等 

 

放射性物質による環境汚染に関する都及び国の対処方針や都内の状況等を踏まえ、除

染等の必要性を検討し、必要に応じて対応を行う。 
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第１２章 区民生活の早期再建 
 

【基本方針】 
震災後の区民の生活再建を迅速に実施するためには、被災した区民の生活環境を早期に

復旧させることが重要となる。 

そこで本章では、罹災証明書の交付、生活相談のための生活相談総合窓口の設置、応急

仮設住宅の供給、応急修理の実施、災害用トイレ及びし尿処理体制、また、災害廃棄物処

理等の区民の生活再建についての対策を示す。 

予防対策 頁 

１ 災害時の罹災証明書交付に向けた
実施体制整備 

 震-355 

２ 情報システムのバックアップ体制の
構築 

 震-356 

３ トイレの確保及びし尿処理  震-356 
４ ごみ処理  震-357 

５ 災害廃棄物処理  震-357 
６ 災害救助法等  震-358 

７ 円滑な被災者生活再建の実施に向
けた生活総合相談体制 

 震-359 

応急対策 頁 

１ 住家被害認定調査等  震-360 
２ 義援金の募集・受付・配分  震-361 

３ トイレの確保及びし尿処理  震-361 
４ ごみ処理  震-363 

５ 災害廃棄物処理  震-363 
６ 土石、竹木等の除去  震-364 

７ 災害救助法等の適用  震-365 
８ 激甚災害の指定  震-366 

復旧対策 頁 
１ 被災住宅の応急修理  震-368 

２ 建設型応急住宅の供与  震-369 
３ 公的住宅や民間賃貸の供給  震-371 

４ 被災者の生活相談等の支援  震-371 
５ 義援金の募集・受付・配分  震-373 

６ 被災者の生活再建資金援助等 
６－１ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 
６－２ 被災者生活再建支援金の支給 

震-374 

７ 職業のあっせん  震-375 

８ 各種減額・免除等 

８－１ 特別区税の徴収猶予及び減額・免除等 
８－２ 国民健康保険料・一部負担金の徴収猶予

及び減額・免除等 
８－３ 国民年金保険料の免除 
８－４ 後期高齢者医療保険料・一部負担金の徴

収猶予及び減額・免除 
８－５ 介護保険料・介護サービス費等の減額・

免除 
８－６ 障害福祉サービス費の減額・免除 

震-375 

９ 日本郵便㈱の復旧・復興支援  震-377 

10 融資  震-377 
11 がれき処理の実施  震-378 

12 災害救助法の運用等  震-378 
本章の関係する関連計画・マニュアル 

北区災害廃棄物処理計画 
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【予防対策】 
 

１ 災害時の罹災証明書交付に向けた実施体制整備 

 

担 当 危機管理室／地域振興部／区民部／まちづくり部／消防署 

 

第１ 被災者生活再建支援システム 

１．被災者台帳の役割と活用 

(1) 被災者台帳は、各被災者の状況を一元管理し、支援漏れや手続の重複を防止する

ため、住民基本台帳情報等を元に、被災者別に作成される。本台帳の主な活用例

として、住家被害認定調査結果の登録、罹災証明書の交付、各種支援制度の適用

管理等がある。 

(2) 区は、災害後、迅速かつ公平に被害者の生活再建支援を進めるための基礎とする

被災者台帳を速やかに作成する必要がある。 

２．被災者生活再建支援システム 

(1) 被災者台帳の作成は、東京都被災者生活再建支援システム利用協議会の参画自治

体である都内各区市町村が共同で利用する「被災者生活再建支援システム」を使

用して行う。 

(2) 被災者生活再建支援システムの運用管理に当たっては、関係課で部会等を組織し、

検討を行う。 

(3) 区職員が罹災証明書交付手順に習熟するために、区は、平常時から対応マニュア

ルを作成し、定期的に訓練を行う。具体的な手順は、東京都被災者生活再建支援

システム利用協議会が作成する「災害発生時における被災者生活再建支援業務の

実施体制整備に関するガイドライン（平成29年5月）」を参考とする。 

(4) 区は、東京消防庁との協定に基づき、罹災証明書交付に係る火災被害の情報共有

等、連携体制を確立し、区内各消防署と定期的に罹災証明書の交付訓練等を行う。 

(5) 区と東京都（主税局）は、罹災証明書の交付に必要な固定資産関連情報について

連携を図る。 

(6) 区は、平常時からホームページ等の手段を用いて、罹災証明書の説明、その申請

手続、住家被害認定調査に関して十分に周知を図るものとする。 

(7) 区は、罹災証明書の交付に必要な住家被害認定調査に関する講習会や訓練を実施

し、同調査に関する人材の育成に努める。 

 

第２ データのバックアップ体制の構築                                    

区は、行政情報や住民データなどの重要データの保管など、震災時に備えたバックア

ップ体制の構築に努める。 
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２ 情報システムのバックアップ体制の構築 

 

担 当 政策経営部 
 

区民生活の早期再建に必要な区の情報システムについて、震災等で被害を受けないよ

う、また、被害を受けた場合でも早期に復旧・利用が可能となるように、データ及びプ

ログラムの安全確保策の整備を進める。 

 
 

３ トイレの確保及びし尿処理 

 

担 当 危機管理室／生活環境部／都下水道局 
 

第１ 災害用トイレの確保                                            

(1) 災害発生当初は、避難者約50人当たり1基、その後、避難が長期化する場合には、

約20人当たり1基の災害用トイレの確保に努める。この確保に当たっては、携帯ト

イレや簡易トイレ等を含めるとともに、要配慮者の利用を想定して、車椅子使用

者対応トイレ等の設置、一般トイレの洋式化、育児・介助者同伴や性別にかかわ

らず利用できる男女共用トイレ等の設置など、バリアフリー化を推進する。 

※ 過去の災害における確保数や、安全性、衛生・快適性、女性・要配慮者等の多様な

視点を考慮（内閣府「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」参照） 

(2) 発災から3日間程度は、し尿収集車による収集・運搬が困難な状況が予測される

ことから、し尿を下水道へ直接投入するマンホールトイレの整備を推進する。 

(3) 仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを作成する。 

  

第２ し尿収集・処分体制の整備                                        

(1) 区は、都下水道局と覚書を締結し、マンホールトイレに用いる人孔の整備を推進

するとともに、水再生センター及び下水道幹線におけるし尿受入用マンホールへ

のし尿搬入体制を整備する。また、毎年、関係者によるし尿投入・受入訓練を実

施する。 

(2) 区は、民間企業等と協定を締結し、し尿収集車の確保を推進する。 

(3) 区における詳細なし尿収集・処分体制は、「特別区災害廃棄物処理対策ガイドラ

イン（平成27(2015)年3月）」に基づき策定した「北区災害廃棄物処理計画（平成

31(2019)年3月）」に定める。 

 

第３ 避難所等のトイレ対策事業                                        

(1) 可とう性を有する排水設備の整備 

貯留型仮設トイレの備蓄配備に加え、災害時の避難所となる区立学校のうち、校

舎の耐震化工事の完了や都下水道局による下水道本管の耐震化工事の進捗に合わせ

て、既存の学校のトイレが使用できるように、屋外排水管やますに可とう性を持た

せるなど、屋外排水設備の耐震化を図る。 
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(2) 都下水道局と連携し、し尿を下水道へ直接投入するマンホールトイレの拡充を図

る。 

(3) 区は、清潔な環境を維持するために、衛生管理に必要な備品、消耗品等の備蓄を

進める。 

 

第４ 災害用トイレの普及啓発                                   

(1) 区は、事業者及び家庭に対して、当面の目標として3日分の災害用トイレを備蓄

するよう啓発する。また、平素から水の汲み置き等により、断水時における生活

用水の確保に努めるよう周知する。 

(2) 区は、仮設トイレ等の設置箇所や備蓄、し尿の収集可能な場所等をあらかじめ選

定しておくとともに、住民に周知する。 

(3) 災害用トイレの設置や利用等の経験は、極めて重要であり、各機関に対し災害用

トイレを利用した各種訓練（設置訓練・利用訓練等）を実施するよう呼びかける。 

 

４ ごみ処理 

 

担 当 生活環境部／都環境局／東京二十三区清掃一部事務組合／清掃協議会 

 

(1) 区は、所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設の耐震化を

促進するとともに不足が想定されるマンパワーや資機材に対する備えを検証し、

その確保に努める。 

(2) 区は、北区災害廃棄物処理計画に基づき、ごみ処理体制の構築を促進する。 

(3) 区は、北区災害廃棄物処理計画に従い、特別区、東京二十三区清掃一部事務組合

及び清掃協議会と連携したごみ処理体制を構築する。 

(4) 区は、被災時のごみの分別方法、収集方法及び集積場所について、平常時から区

民に周知する。 

 

５ 災害廃棄物処理 

 

担 当 
生活環境部／まちづくり部／土木部／都環境局／東京二十三区清掃一部事務

組合／清掃協議会 

 

(1) 区は、所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設の耐震化の

促進や不足が想定されるマンパワーや資機材に対する備えを検証し、その確保に

努める。 

(2) 災害廃棄物処理に係る資機材等の確保、仮置場等の選定・管理運営その他の災害

廃棄物処理に関する手順等は、北区災害廃棄物処理計画及び「北区災害廃棄物処

理実施マニュアル（令和3(2021)年12月）」に定める。 

 

６ 災害救助法等 
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担 当 （災対）各部 

 

第１ 災害救助法の適用基準                                          

１．災害が発生した段階の適用 

災害救助法（以下「救助法」という。）の適用基準は、災害救助法施行令第1条に定

めるところによるが、区においては、次のいずれか一つに該当する場合、救助法の適

用を申請する。  

(1) 区の地域内の住家が滅失した世帯数が150世帯以上であること 

(2) 都の区域内の住家のうち滅失した世帯数が2,500世帯以上であって、区の区域内

の住家のうち滅失した世帯の数が75世帯以上であること  

(3) 都の区域内で住家の滅失した世帯数が12,000世帯以上の場合、又は災害が隔絶し

た地域に発生したものである等、災害を被ったものの救護を著しく困難とする特

別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと 

(4) 多数の者が生命又は身体の危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当すること 

２．災害が発生するおそれ段階の適用 

災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策基本法に規定する災害対

策本部が設置され、都が当該本部の所管区域として告示されたときに、都の区域内に

おいて災害により被害を受けるおそれがある場合、災害救助法を適用する。 

 

第２ 滅失世帯の算定基準                                          

１．滅失世帯の算定 

住家が滅失した世帯数の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又は半焼する等著

しく損傷した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居

住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家の滅失した1

世帯とみなす。 

２．住家の滅失等の認定 

(1) 住家が滅失したもの（「全壊、全焼又は流出」という。） 

住家の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70％以上に

達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損

害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの 

(2) 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの（「半壊又は半焼」という。） 

住家の損壊又は焼失した部分の床面積がその住家の延面積の20％以上70%未満の

もの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの 

このうち、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満、又はその住家の損

害割合が40%以上50%未満のものを大規模半壊とし、損壊部分がその住家の延床面積

の30%以上50%未満、又はその住家の損害割合が30%以上40%未満のものを中規模半壊

とする。 

(3) 住家が半壊又は半焼に準ずる程度に損傷したもの（「準半壊」という。） 
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損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、又は住家の主要な構成

要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%

以上20%未満のもの 

(4) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住できない状態となったもの 

前(1)、(2)に該当しない場合で、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、又

は土石竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの 

３．世帯及び住家の単位 

(1) 世帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

(2) 住家 

現実にその建物を居住のために使用している者がいる建物をいう。ただし耐火構

造アパート等の居住の用に供している部屋が遮断、独立しており日常生活に必要な

設備を有しているもの等については、それぞれをもって1住家として取り扱う。 

 

７ 円滑な被災者生活再建の実施に向けた生活総合相談体制 

 

担 当 （災対）区民部／（災対）各部 

 

(1) 区は、円滑な被災者生活再建支援のために、被災者生活再建相談窓口開設実績の

あるNPO法人その他民間団体情報を収集整理する。 

(2) 区は、被災者の円滑な生活再建支援のために、区の施策事業を生活再建支援の視

点で整理する。また、迅速な「問合せ窓口」の開設方法及び窓口の運用体制を整

備する。 

(3) 区は、罹災証明書の交付窓口において、罹災証明書交付後の生活再建に関する相

談体制の整備に向け、防災関係機関との間において、相談専門員の派遣等につい

て、協議を進める。 

(4) 区は、区民の生活再建支援のための職員研修を行う。 
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【応急対策】 
 

１ 住家被害認定調査等 

 

担 当 （災対）まちづくり部／消防署 

 

第１ 住家被害認定調査体制 

１．住家被害認定調査体制の構築 

(1) 区は、震災後、速やかに家屋及び住家に関する被害情報を収集し、被害状況の概要

を把握するとともに、調査業務量を想定し、調査対象地域、調査手法・班編成及び

罹災証明書交付時期との関係を考慮した調査期間等の調査方針を決定する。 

(2) 国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を

参考とし、あらかじめ被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定

める。 

(3) 調査方針に基づき、必要な人員の確保、調査に必要な器材の調達・確保を行い、

調査を実施する。調査結果は、都災対本部にも報告する。 

(4) 消防署は、連絡会等で区と情報共有するとともに、火災による被害状況調査を実

施する。 

(5) 住家被害認定調査結果は、被災者台帳の作成・罹災証明書の交付に必要である。 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第12章 区民生活の早期再建 

【復旧対策】４ 被災者の生活相談等の支援 

第２ 被災者台帳の作成・罹災証明書の交付（p震-372）参照 

２．住家被害認定調査要員の確保 

(1) 区は、住家被害認定調査の実施に際し、必要な調査要員を確保するために、都及

び他自治体に職員の派遣要請を行う。 

(2) 区は、震災後に区職員に対し、住家被害認定調査に関する簡易なトレーニングを

実施し、災対各部からも応援職員を確保する。 

 

第２ 住民への広報                                    

区は、住家被害認定調査や、罹災証明書について、広報紙の配布・掲示、報道機関

等との連携により、区民へ以下の内容等の広報を実施する。 

(1) 被害認定調査、罹災証明書に関する業務の実施スケジュール 

(2) 応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に

関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要

性や実施時期の違いなど 

(3) 罹災証明書の交付や罹災証明書によって受けられる支援制度など 
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２ 義援金の募集・受付・配分 

 

担 当 （災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災対）会計管理室 

 

第１ 義援金の募集                                    

(1) 区は、被害の状況を勘案し、独自で義援金の募集を行うか否かを検討し、決定す

る。 

(2) 区は、独自で義援金を募集する場合は、都の例に則り「義援金募集配分委員会」

を立ち上げる。なお、義援金募集配分委員会については、被災状況等により柔軟

に構成するものとする。 

(3) 義援金の募集・受付に関して、都、日本赤十字社、関係機関等と情報を共有する。 

 

第２ 義援金の受付                                   

(1) 義援金の募集が決定した場合は、義援金の受付窓口を開設し、直接義援金を受け

付けるほか、銀行等に応急救助主管の長名義の普通預金口座を開設し、振込によ

る義援金を受け付ける。 

(2) 都の義援金募集にも協力する。 

(3) 受領した義援金については、寄託者に受領書を交付する。ただし、口座への振込

による場合は、振込用紙をもって受領書の交付に代えることができる。 

 

第３ 義援金の配分                                   

(1) 義援金の配分は「義援金募集配分委員会」の決定による。 

(2) 配分の方法は、原則として口座振替による。ただし、口座振替により難い特段の

事情がある場合は、窓口払いにより行う。 

 

３ トイレの確保及びし尿処理 

 

担 当 
（災対）生活環境部／（災対）教育振興部／都環境局／都福祉局／都総務局／

都下水道局 

 

第１ 対策内容                                     

(1) 区は、各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車台数等を把握した上で、

し尿収集計画を策定し、都と連携して下水道施設（水再生センター及び下水道幹

線におけるし尿受入用マンホール）への搬入を実施する。 

(2) 断水した場合には、学校のプール、雨水貯留槽等を活用し、災害用トイレで必要

となる生活用水を確保する。 
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第２ 災害用トイレの活用とし尿の収集・搬入                      

(1) 区は、北区災害廃棄物処理計画及び北区災害廃棄物処理実施マニュアルに基づき、

仮設トイレ等の設置状況にあわせた収集体制を整備する。 

(2) 区は、被害状況、収集場所等の情報を基にして、汲み取りを必要とする仮設トイ

レ等のし尿をし尿収集車（バキュームカー）により収集し、水再生センター及び

下水道幹線におけるし尿受入用マンホール、し尿処理施設等に搬入する。 

(3) 仮設トイレ等を設置する際には、女性・要配慮者等の安全性の確保等に配慮して、

多目的トイレの確保や設置場所の選定等を行う。 

(4) 区は、区や協定締結先等で確保できるし尿収集車のみでは対応できない場合には、

都に応援を要請する。 

(5) 区は、都に被災していない他の自治体や事業者団体などに対して、し尿収集車の

確保についての広域的な調整･応援要請を行う。 

(6) 都内ではし尿収集車保有台数が少ないことから、区では、し尿を下水道へ直接投

入する方法を主として想定するなど、し尿収集車による収集を要しないし尿処理

体制の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿の収集処理体制 

 

第３ 避難所等における対応                                          

１．避難場所における対応 

(1) 延焼の状況、避難者数、水洗トイレの使用の可否等、避難場所の状況に応じて、

受水槽、非常災害用井戸等によって水を確保し、下水道機能の活用を図る。 

(2) マンホールトイレ、便槽付きの仮設トイレ等を設置し、近隣住民等の利用に供す

る。 

(3) 都は、下水道機能を確保するため、避難場所からの排水を受け入れる下水道管と

マンホールの接続部の耐震化などを推進する。 

２．避難所における対応 

(1) 発災後3日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想され

ることから、区は、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレを

活用し、対応する。 

(2) 発災後4日目からは、区は、し尿収集車の確保状況に合わせ、し尿収集車による収

集が可能な災害用トイレを含めて確保し、対応する。 

(3) 備蓄分が不足した場合には、区は都に対して、広域応援等により必要数の確保を

設置場

所連絡 

北 区 

連絡 

避難所等 

都災対本部 

下水道局 

水再生センター 

し尿収集 

し尿運搬 

応援要請 

他自治体等 

し尿収集 

情報共有 
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要請する。 

(4) 都は、下水道機能を確保するため、避難所からの排水を受け入れる下水道管とマ

ンホールの接続部の耐震化などを推進する。 

(5) 避難所敷地内の排水設備については、区が管工会に対し、応急復旧支援を要請す

る。 

３．地域における対応 

(1) 上水機能に支障が発生している場合には、区内の災害時協力井戸、災害用給水所

（深井戸）、貯水槽等から水を確保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。 

(2) 下水道の機能に支障が発生している場合には、事業者・区民における備蓄（災害

用トイレ）を活用する。 

(3) 便槽付の仮設トイレ等が使用できる場合には、あわせて利用する。 

 

４ ごみ処理 

 

担 当 （災対）生活環境部／都環境局／東京二十三区清掃一部事務組合／清掃協議会 

 

(1) 区は、特別区、東京二十三区清掃一部事務組合及び清掃協議会と連携して、生活

ごみの収集・運搬体制を速やかに確立するとともに、実施に当たっては、ボラン

ティア・市民活動団体等と協力し、円滑な遂行を図る。 

(2) 区は、北区災害廃棄物処理計画及び北区災害廃棄物処理実施マニュアルに基づき、

ごみの発生推定量、地区集積所の場所等、ごみ処理に係る具体的な事項を被災状

況に応じて決定し、対応を行う。 

(3) 区は、被災状況を都に報告するとともに、収集･運搬機材や人員等の確保に関する

広域的な支援が必要な場合、応援の要請を行う。 

 

５ 災害廃棄物処理 

 

担 当 
（災対）生活環境部／（災対）まちづくり部／（災対）土木部／都環境局／東

京二十三区清掃一部事務組合／清掃協議会 

 

(1) 区は、北区災害廃棄物処理計画及び北区災害廃棄物処理実施マニュアルに基づき、

災害廃棄物の発生推定量、地区集積所の場所など、災害廃棄物処理に係る具体的

な事項を被災状況に応じて決定し、対応する。 

(2) 特別区は、二次仮置場、仮設処理施設、資源化物一次保管場所等を共同で設置す

るとともに、災害廃棄物処理推進体制を整備し、連携して対応を行う。 

(3) 区は、被害状況を確認し、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、公費負担に

よる災害廃棄物処理の対象となる範囲を定め、公表する。 

(4) 区は、都へ被害状況（廃棄物処理施設等）及び災害廃棄物発生量の報告を行うと

ともに、特別区のみで対応することが困難であるときは、応援を要請する。 

(5) 区は、円滑な災害廃棄物処理の実施のため、ボランティア・市民活動団体等と連

携する。 
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６ 土石、竹木等の除去 

 

担当 （災対）生活環境部／（災対）土木部／都総務局 

 

(1) 住家に流入した土石、竹木等の除去は、救助法に基づき、該当する住家を早急に

調査の上、実施する。 

機関名 対策 

区 
 救助法適用後は、除去対象戸数及び所在を調査し、都建設局に報告す

るとともに、関係機関と協力して土石、竹木等の除去を実施する。 

都 

 救助法適用後は、区の報告に基づき、実施順位、除去物の集積地等を

定め実施する。 

 第一次的には、区保有の器具、機械を使用する等、区と協力して実施

し、労力又は機械力不足の場合は、都（本部長室）に要請し、隣接区市

町村からの派遣を求めるとともに、東京建設業協会に対し資機材・労力

等の提供を求める。 

 

(2) 土石、竹木等の障害物の除去の対象となる者は、次の全ての要件を満たすものと

する。 

ア 自らの資力では、障害物を除去することのできない者であること（生活保護法

の被保護者、要保護者及び特定の財産を持たない失業者等） 

イ 居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は家への出入りが困難とな

る敷地等の部分に障害となるものが運び込まれていること 

ウ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること（ただし、本宅に障害物が運び込

まれても、別宅がある場合等は、対象とならない。） 

エ 半壊又は床上浸水している又はしていたこと（全壊、流失又は床下浸水の住家

は、対象とならない。） 

オ 原則として、災害救助法適用の原因となった災害によって住家が直接被害を

受けたものであること 
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７ 災害救助法等の適用 

 

担 当 （災対）各部 

 

第１ 救助の実施機関                                              

区の地域で、都における救助法の適用を申請する基準を超える被害が生じ、知事が救

助法第2条の規定に基づき救助に着手したときは、区長は、知事を補助し、被災者に対し

て必要な救助を実施する。また、知事は、救助を迅速に行う必要があるときは、救助に

関する職権の一部を区長に委任する。 

なお、災害の事態が急迫し、知事による救助法に基づく救助の実施を待つことができ

ないとき、区長は、救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告し、その後の処理につ

いて知事の指示を受けるものとする。 

 

第２ 適用要請                                                   

災害に際し、区における救助法の適用を申請する基準のいずれかに該当し、又は該当

する見込であるときは、区長は、直ちにその旨を知事に報告するとともに、次に掲げる

事項を明らかにし、救助法の適用を知事に要請する。 

(1) 災害発生の日時及び場所 

(2) 災害の原因及び被害の状況 

(3) 適用を申請する理由 

(4) 適用を必要とする期間 

(5) 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置 

(6) その他必要な事項 

 

第３ 災害報告                                                   

救助法に基づく「災害報告」には、災害発生の時間経過にあわせ、発生報告、中間報

告、決定報告の3段階がある。 

なお、北区における災害報告の様式には、被害概況速報、被害状況調、世帯構成員別

被害状況があり、速やかに取りまとめることとする。 

これらの報告は、救助用物資、義援金品の配分等の基礎になるほか、各種の対策資料

となるため、区長は迅速かつ正確に被害状況を収集把握して、速やかに知事に報告する

ものとする。 
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８ 激甚災害の指定 

 

担 当 （災対）各部 

 

第１ 激甚災害指定の手続                                    

災害が発生した場合、区長は、速やかに災害の状況及びこれに対して実施した措置の

概要を都知事に報告し、報告を受けた都知事は、内閣総理大臣に報告する。 

内閣総理大臣は、報告を受けた災害が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に

関する法律（昭和37年法律第150号）第2条第1項に規定する激甚な災害に該当すると判断

したときは、中央防災会議の意見を聞いた上で、激甚災害として指定する。なお、当該

災害に対する財政援助措置は、激甚災害の指定後に内閣総理大臣が制定する政令に基づ

いて実施される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 激甚災害に関する被害状況等の報告                           

(1) 区長は、その区域内に災害が発生したときは、激甚災害指定基準又は局地激甚災

害指定基準を十分考慮して、災害対策基本法第53条第1項に定めるところにより、

速やかに、その被害状況等を都知事に報告するものとする。 

(2) 被害の状況等の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了

するまでの間、次に掲げる事項について行うものとする。 

ア 災害の原因 

イ 災害が発生した日時 

ウ 災害が発生した場所又は地域 

エ 被害の程度（災害対策基本法施行規則別表第1に定める事項） 

オ 災害に対しとられた措置 

カ その他必要な事項 

 

第３ 激甚災害指定基準                                             

激甚災害の指定は、昭和37(1962)年12月7日中央防災会議が決定した指定基準があり、

国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業を種類別に定めている。 

※ 激甚災害指定基準【資料編 p資-63参照】 

 

都知事 

政令交付 

（報告） 

（報告） 

（通報） 

（諮問） （答申） 

内閣総理大臣 

中央防災会議 

区 長 

閣議決定 

地域 

適用条項 

災害名 
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第４ 局地激甚災害指定基準                                   

災害を市町村段階の被害の規模で捉え、その被害の深度の深い災害について、激甚災

害として指定するため、昭和43(1968)年11月22日中央防災会議が基準を定めている。 

なお、激甚災害指定等の政令の公布時期は、過去の例によると、災害終了後2ヶ月以内

に行われる。局地激甚災害指定基準による公共土木施設等及び農地等にかかわるものに

ついては、災害査定によって決定した災害復旧事業費を指標としているため、翌年にな

ってから指定することとなっている。 

※ 局地激甚災害指定基準【資料編 p資-65参照】 

 

第５ 特別財政援助等の申請手続                                  

区長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、都各局へ提

出する。 
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【復旧対策】 
 

１ 被災住宅の応急修理 

 

担 当 （災対）まちづくり部／都住宅政策本部 

 

首都直下地震等の発災時には、災害救助法に基づき、被災した住宅の居住性を維持するため、

居住に必要な最小限の応急修理の実施が必要となる。 

このため、都は、応急修理の必要規模について迅速に調査の上、区市町村に募集・受付・審

査等について委任するとともに、応急修理方針等を策定し、区市町村、関係機関への周知、応

援体制の確保を図る。 

区は、原則として、応急修理の募集・受付・審査等の事務を行う。 

 

 

第１ 住宅の応急修理の概要                                        

１．応急修理の目的 

救助法が適用された地域において、震災により住家が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる

程度の損傷を受けた場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、被災した住宅の居住性を

維持する。 

取壊しに伴う災害廃棄物の発生や応急仮設住宅の需要の低減を図る。 

２．対象者 

災害のため住家が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では

応急修理ができない者及び大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住

家が半壊した者 

３．対象者の調査及び選定 

区は、被災者の資力その他生活条件に関する調査及び区長が交付する罹災証明書に基づき、

都が定める選定基準により、募集・受付・審査等の事務を行う｡ 

４．修理 

都が、応急修理に関する協定締結団体と調整の上、応急修理を行う業者のリストを作成し、

区は、リストより業者を指定し、居室、炊事場、トイレ等生活上欠くことのできない部分の修

理を行う。 

５．経費 

1世帯当たりの経費は、国の定める基準による。 

６．期間 

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了する。 

（国の災害対策本部が設置された災害においては6ヶ月以内に完了） 

７．帳票の作成 

応急修理を実施した場合、都及び区は、必要な帳票を整備する。 
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２ 建設型応急住宅の供与 

 

担 当 （災対）まちづくり部／都住宅政策本部 

 

第１ 活動方針                                           

災害時には、住家が倒壊、焼失又は破損することが予想される。その場合、自己の資力で住

家を確保できない罹災者を対象に、応急的な住宅を建設・供給する。 

 

第２ 活動計画                                           

(1) 都は、応急仮設住宅等（公営住宅等の空き住戸利用、賃貸型応急住宅及び建設型応急住

宅）の必要量を迅速に把握し、応急仮設住宅等供給方針を作成・公表する。 

(2) 都は、応急仮設住宅等の供与に係る建設業務や既存空き住戸の確保業務などを開始する

とともに、住宅種別毎に募集計画等を策定し、区、関係機関への周知、応援体制の確保

を図る。 

(3) 区は、必要に応じて、工事監理への協力に努めるとともに、入居者の募集・受付・審査

等の事務を行う。 

 

第３ 建設用地の選定                                         

１．都の役割 

(1) 都は、常に最新の建設候補地の状況を把握しておくために、年1回、区から報告を求める。 

(2) 都は、区から報告を受けた建設候補地の中から建設地を選定する。建設に当たっては、

二次災害の危険がないよう配慮する。 

(3) 選定に当たり、区の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難な場合には、都と

の調整を踏まえ、区市町村相互間での融通を行う。 

２．区の役割 

(1) 区は、あらかじめ次の点を考慮の上、建設候補地を定める。 

ア 接道及び用地の整備状況 

イ ライフラインの状況（埋設配管） 

ウ 避難場所などの利用の有無 

(2) 都による応急的な住宅の建設に当たり、区内の用地だけでは所要戸数の確保が困難な場

合には、区は、他の区市町村と連携を図り融通しあう。 

※ 応急仮設住宅建設予定地一覧【資料編 p資-66参照】 

 

第４ 建設型応急住宅の着工と規模等                         

１．建設計画 

首都直下地震等による東京の被害想定（令和4(2021)年5月25日公表）における都心南部直

下地震（冬・夕方・8ｍ/秒）の場合、区の全焼、全壊棟数は、3,763棟である。区の建物棟数

から被害率を算定し、被災する世帯に換算すると、約12,000世帯になる。応急仮設住宅等の必
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要戸数は、関東地震や阪神・淡路大震災等の経験から、全焼、全壊及び流失世帯の合計数の3

割程度と推定される。このため、区の建設目標数は、最大で概ね3,600戸である。 

２．着工と規模 

(1) 建設型応急住宅は、災害発生から20日以内に着工する。都は、必要に応じて、工事の監督

を区等に委任する。 

(2) 建設型応急住宅の規模は、1戸当たりの規模は、国の定めに基づき、地域の実情、世帯構

成等に応じて、都が設定する。 

(3) 構造は、平屋建て又は二階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又はユニ

ットを標準とし、必要に応じて、その他構造を選定する。 

(4) 必要に応じて、集会所設置やバリアフリー対応など、被災者コミュニティや高齢者・障

害者世帯等に配慮した設備・構造の住宅とする。 

(5) 建設に当たり、防火安全対策を十分講じるものとする。 

 

第５ 入居者の募集・選定等                               

１．入居資格 

(1) 次の各号の全てに該当する者のほか、知事が必要と認める者とする。 

ア 住家が全焼、全壊又は流失した者 

イ 居住する住家がない者 

ウ 自らの資力では住家を確保できない者 

(2) 使用申込みは1世帯1か所限りとする。 

２．都の役割 

(1) 都は、建設型応急住宅の入居者の募集計画を策定し、区に住宅を割り当てるとともに、

入居者の募集及び選定を依頼する。 

(2) 割り当てに際しては、原則として区の行政区域内における必要戸数の確保が困難な場合

を想定し、都が区市町村との調整を踏まえ、広域的に割り当てる。 

３．区の役割 

(1) 住宅の割り当てを受けた区は、区内被災者に対し募集を行う。 

(2) 住宅の割り当てに際して、所要戸数の確保が困難な場合には、区は他の区市町村と連携

を図り融通しあう。 

(3) 入居者の選定基準は、都が策定し、それに基づき、当該建設型応急住宅が存する区が入

居者の選定を行う。 

(4) 建設型応急住宅を管理、運営するに当たり、適宜入居者に対して防火安全対策について

指導する。 

 

第６ 帳簿の整備                                                 

建設型応急住宅の供給に伴い、区は、入居者の管理のため、必要な帳票を整備する。 

 

第７ 管理及び入居期間                                             

建設型応急住宅の管理は、原則として、供給主体が行うものとし、入居管理等は、区が行う。

入居期間は、竣工の日から原則として2年以内とする。 
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３ 公的住宅や民間賃貸の供給 

 

担 当 （災対）まちづくり部／都住宅政策本部 

 

第１ 対策内容                                     

一般被災住宅の応急修理、応急仮設住宅の建設のほかに、都と連携して、公的住宅や民間賃

貸住宅の空き家を提供する。 

 

第２ 公的住宅による一時提供型住宅                                   

(1) 都は都営住宅等の空き住戸を確保するとともに、独立行政法人都市再生機構、東京都住

宅供給公社及び区市町村等に空き住戸の提供を求め、被災者に供給する。 

(2) 区は、区営住宅の空き家を提供し、都より割り当てられた住宅についての募集・選定等

を行うこととする。 

 

第３ 民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅                                

(1) 都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。 

(2) 区は、都から割り当てられた住宅について入居者の募集・選定等を行う。 

 

第４ 入居資格・選定等                                              

    原則として、建設型応急住宅の例に準拠する。 

 

第５ 帳簿の整備                                    

区は、入居者の管理のため、必要な帳票を整備する。 

 

４ 被災者の生活相談等の支援 

 

担 当 （災対）各部／警察署／消防署 

 

第１ 生活相談総合窓口の体制整備と開設                         

(1) 区は、震災後の地域の実情及び被災者の利便性を考慮し、区内3か所（北とぴあ、赤羽

会館、滝野川会館）に生活相談総合窓口を順次開設する。なお、開設期間・開設順等に

ついては、震災復興本部が、地域の被災状況や被害規模等を考慮し決定する。 

(2) 区は、震災復興本部事務局に生活相談総合窓口対応班を設置し、各生活相談総合窓口の

対応状況の把握や調整、情報の共有及び取りまとめ等を行う。各担当部課は、復旧・復

興期の以下のような相談業務等を生活相談総合窓口において担当する。 

ア 住宅関連として、応急仮設住宅の入居、公営住宅･空き家等のあっせん、応急修理等

建築相談、がれき処理等の相談 
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イ 罹災証明書の申請及び交付、見舞金･義援金の申請、弔慰金･支援金の申請、区税・国

民健康保険料等の減免･猶予等の発行等の受付･申請 

ウ 個人又は事業者を対象とした各種融資等の案内 

エ その他の相談･受付業務として、健康福祉･教育、各種法律相談、雇用･就業あっせん、

建築制限に関する相談、行方不明者の捜索等 

(3) 区は、警察署、消防署等とも密に連携を図り、必要に応じて区が開設する生活相談総合

窓口への参画などを要請する。 

(4) 区は、生活相談総合窓口を開設した場合は、速やかに区民に広報し、その周知を図る。

また、被災者が受けることが可能な生活再建支援策について整理してまとめ、パンフレ

ット等の印刷物又はホームページへの掲載などで周知を図る。 

(5) 区は、都と連携して、避難所における避難者、在宅避難者、域外への自主避難者等の全

被災者（世帯）を対象とした被災者生活実態調査（被災者センサス）を実施する。 

 

第２ 被災者台帳の作成・罹災証明書の交付                                     

１．交付場所等 

(1) 区は、被災者から申請があったとき、被害程度を証明する罹災証明書を交付する。罹災

証明書は、区内3か所に順次開設する生活相談総合窓口にて交付する。 

(2) 区は、罹災証明書の交付に際し、必要な人員を確保するために、都・他自治体に職員の

派遣要請を行う。 

２．業務手順等 

(1) 区は、住家被害認定調査結果等を把握し、都に報告する。 

(2) 区は、被災者生活再建支援システムを利用し、住家被害認定調査の結果や、住民基本台

帳等のデータを活用し、被災者台帳を作成する。都が保有する被災者に関する情報を必

要とする場合は、その情報提供を都に求める。 

(3) 住家被害認定調査結果に基づき、速やかに罹災証明書の交付手続を実施する。 

(4) 罹災証明書の対象を建築物の被害に限定する。罹災証明書の中には、被害の程度（全

壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の別）を明示する。 

(5) 被災者台帳に基づき、各種被災者生活再建支援業務を推進する。 

※ 罹災証明書【資料編 p資-68参照】 

３．留意点 

(1) 区は、住家被害認定調査の進捗状況や仮設住宅入居などの日程を確認しながら、交付日

程について庁内調整するとともに、交付場所や資機材を確保する。 

(2) 区は、都や区市町村と交付日程の足並みを揃えるなど調整をしたのち、交付日程等につ

いて被災者に広報する。 

(3) 区は、住家被害認定調査の結果を被災者に説明しながら罹災証明書を交付し、被災者か

ら同意が得られない場合には第二次調査を実施する。 

(4) 区は、火災による被害状況調査及び罹災証明書の交付について、東京消防庁と連携を図

る。 
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第３ 巡回相談・出前型相談                                

(1) 震災直後から復旧・復興過程において、被災者の直面する問題は個別化・多様化し、深

刻化する。そこで、区は、避難所や仮設住宅等への巡回相談や、相談員の派遣等による

心のケア等出前型の相談対応を目指し、高齢者あんしんセンター等と連携し、専門ボラ

ンティアの確保に努める。 

(2) 各消防署は、被災者に対して復興期における出火防止指導を実施する。 

 

５ 義援金の募集・受付・配分 

 

担 当 （災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）福祉部／（災対）会計管理室 

 

第１ 都の役割                                       

１．東京都義援金配分委員会の設置 

都は、義援金の募集を決定次第、あらかじめ選任された委員により、都災対本部に東京都

義援金配分委員会（以下「都委員会」という。）を設置する。 

２．義援金の管理 

都福祉局は、義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受け付けた義援金

は、預り金として都委員会が指定する方法で管理する。 

３．義援金の配分 

(1) 都委員会の開催 

義援金の募集開始後、都委員会を開催し、以下の事項を審議、決定する。 

ア 被災区市町村への義援金の配分計画の策定 

イ 義援金の受付・配分に係る広報活動 

ウ その他義援金の受付・配分等に関して必要な事項 

(2) 義援金の送金 

決定した配分計画に基づき義援金を、区市町村に送金する。 

４．義援金の広報 

義援金の募集方法、寄せられた義援金額や配分状況について、ホームページに掲載する等

により、広く周知を図る。 

 

第２ 区の役割                                      

１．義援金の募集・受付 

(1) 義援金の募集を行う場合は事前に定めた内容により、適切に取り扱う。 

(2) 義援金の受付窓口を開設し、直接義援金を受け付けるほか、銀行等に応急救助主管の長

名義の普通預金口座を開設し、振込による義援金を受け付ける。 

(3) 義援金の受付状況について、都委員会に報告するとともに、受け付けた義援金について

は、都委員会に送付する。 

(4) 義援金の受領については、寄託者に受領書を発行する。ただし、前記の口座への振込の

場合は、振込用紙をもって受領書の発行に代えることができる。 
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２．義援金の配分・受入れ 

都委員会から配分される義援金を受け入れるため、銀行等に普通預金口座を開設し、都に

報告する。 

３．義援金の支給 

(1) 区は、都委員会から送金された義援金を配分計画に基づき、速やかに被災者に支給する。 

(2) 区は、被災者への義援金の支給状況について、都委員会に報告する。 

 

６ 被災者の生活再建資金援助等 
 

６－１ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 

 

担 当 （災対）危機管理室／（災対）地域振興部／（災対）福祉部 

 

自然災害により死亡した区民の遺族に対して、災害弔慰金の支給を、また、災害により精

神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、災害障害見舞金を支給する。 

※ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給【資料編 p資-68参照】 

※ 小災害罹災者に対する見舞金・見舞品【資料編 p資-69参照】 
 
６－２ 被災者生活再建支援金の支給 

 

担 当 （災対）区民部 
 

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に

対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給す

る。 
 

第１ 対象となる自然災害                                  

自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

により生ずる被害であり、以下のいずれかに該当するものを指す。 

(1) 救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した場合 

(2) 区の区域内で、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合 

(3) 都の区域内で、100世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合 

(4) (1)又は(2)の区市町村を含む都の区域内で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合 

（人口10万人未満の区市町村に限る） 

(5) (1)～(3)の被害を有する区域に隣接し、区の区域内で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生

した場合（人口10万人未満の区市町村に限る） 

(6) (1)若しくは(2)の被害を有する区市町村を含む都道府県又は(3)の被害を有する都道府

県が2以上ある場合に、区の区域内で、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合（人口

10万人未満の区市町村に限る） 

  2世帯以上の住宅全壊被害が発生した場合（人口5万人未満の区市町村に限る） 

※ 被災者生活再建支援金【資料編 p資-70参照】 
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第２ 制度の対象となる被災世帯                              

第1の自然災害により 

(1) 住宅が全壊した世帯 

(2) 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

 

 

７ 職業のあっせん 

 

担 当 （災対）地域振興部／都労働局 

 

(1) 被災者の職業あっせんについて、必要に応じて、ハローワーク、都又は国に要請する。

また、必要に応じて、相談窓口を開設する。 

(2) 都に対する要請措置等の必要な計画を策定する。 

 

 

８ 各種減額・免除等 

 

８－１ 特別区税の徴収猶予及び減額・免除等 

 

担 当 （災対）区民部 

 

罹災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法又は東京都北区特別区税条例に基

づき、特別区税の税制上の緩和措置として、申告等期限の延長、減額・免除、納税の猶予等、

適時、適切な措置を実施する。 

ただし、申告等期限の延長については、北区の全部又は一部の地域にわたり広範囲に災害が

生じた場合で、特に必要があるときは、東京都北区特別区税条例施行規則に基づき、公示によ

り地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長する。 

 

８－２ 国民健康保険料・一部負担金の徴収猶予及び減額・免除等 

 

担 当 （災対）区民部 

 

罹災した国保加入世帯に対し、国民健康保険法又は東京都北区国民健康保険条例等に基づき、

保険料及び一部負担金の徴収猶予及び減額・免除等、適切な措置を実施する。 
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８－３ 国民年金保険料の免除 

 

担 当 （災対）区民部 

 

被保険者（強制加入）又はその世帯員が罹災により財産に損害を受け、保険料を納付するこ

とが困難なときは、申請を受け、区長による意見を記入の上、北年金事務所に送付する。 

 

８－４ 後期高齢者医療保険料・一部負担金の徴収猶予及び減額・免除 

 

担 当 （災対）区民部 

 

罹災した後期高齢者医療制度被保険者が、保険料又は一部負担金を納められなくなった場合

は、東京都後期高齢者医療広域連合の条例等に基づき、保険料及び一部負担金の徴収猶予、減

額又は免除等の申請を受け、広域連合に送付する。 

 

８－５ 介護保険料・介護サービス費等の減額・免除 

 

担 当 （災対）福祉部 

 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につい

て著しい損害を受け、介護サービス等の費用又は保険料を負担することが困難と認めた場合、

申請により以下の減額又は免除を行う。 

(1) 要介護（要支援）認定者の介護サービス等の利用者負担の減額又は免除 

(2) 第1号被保険者の保険料の徴収猶予、減額又は免除 

 

８－６ 障害福祉サービス費の減額・免除 

 

担 当 （災対）福祉部 

 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産につい

て著しい損害を受け、障害福祉サービス等の費用を負担することが困難と認めた場合に、申請

により以下の減額又は免除を行う。 

(1) 介護給付、訓練等給付等の利用者負担の減額又は免除 
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９ 日本郵便㈱の復旧・復興支援 

 

担 当 日本郵便㈱ 

 

第１ 計画方針                                       

災害発生時において、地域お客様サービスの確保を図るため、郵便局施設の被害を最小限に

とどめる対策を講じ、被害施設の早期復旧に努める。 

 

第２ 地域復興支援                                     

全国から寄せられる支援物資等の配達に取り組み、地域の復興に協力する。 

 

第３ 区との相互協力                                        

「北区と郵便事業株式会社との災害時における相互協力に関する協定」に基づき、被災者に

対する郵便はがき等の交付、避難所における臨時の郵便差出箱の設置など、相互に協力して復

興に努める。 

 

10 融資 

 

担 当 （災対）危機管理室／（災対）地域振興部／（災対）福祉部 

 

第１ 北区災害援護資金貸付                                 

救助法が適用となる自然災害により家財等に被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立

て直し資金として、災害援護資金を貸し付ける。 

※ 災害援護資金【資料編 p資-71参照】 

 

第２ 生活福祉資金                                

東京都社会福祉協議会は、被災した低所得世帯を対象に、生活の立て直しのための生活福祉

資金や、緊急かつ一時的に生活費が必要な場合の緊急小口資金を貸し付ける（生活福祉資金に

ついては、災害援護資金の貸付対象となる場合は原則として対象外）。区においては、北区社

会福祉協議会で受け付ける。  

 

第３ 中小企業融資あっせん（緊急資金）                         

災害等により損失を受けた中小企業に対して、緊急に必要な資金を低利で活用できるよう取

扱金融機関に融資のあっせんをする。 
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11 災害廃棄物処理の実施 

 

担 当 
（災対）生活環境部／（災対）まちづくり部／（災対）土木部／都環境局／東京二十

三区清掃一部事務組合／清掃協議会 

 

(1) 区は、解体等の受付開始に向けて、解体業者等との契約、仮置場の確保、受付窓口の設

置箇所等を検討し、都や関係機関等と調整を行い、決定する。 

(2) 所管区域内の一次仮置場の集積や運搬状況等を把握する。 

(3) 処理施設の被災状況を調査するとともに、施設復旧策を検討し、都に報告する。 

(4) 特別区で連携し、災害廃棄物の最終処分受入場所の確保に努める。 

 

 

12 災害救助法の運用等 

 

担 当 （災対）各部 

 

第１ 救助の種類                                    

(1) 救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるものであ

り、次のような種類の救助がある。 

ア 避難所の設置 

イ 応急仮設住宅の供与  

ウ 炊出しその他による食品の供給及び飲料水の供給 

エ 被服、寝具、その他生活必需品の供給又は貸与 

オ 医療及び助産 

カ 被災者の救出 

キ 被災した住宅の応急修理 

ク 生業に必要な資金、器具又は資料の供給又は貸与 

ケ 学用品の供給 

コ 埋葬 

サ 死体の捜索及び処理 

シ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及

ぼしているものの除去 

(2) 救助は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要と認めた場合は、救助を必

要とする者に対し、金銭を給付することができる。 

 

第２ 救助の実施方法等                                  

１．災害報告 

→  第２部 施策ごとの具体的計画 第12章 区民生活の早期再建 

【応急対策】７ 災害救助法等の適用（p震-365）参照 
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２．救助実施状況の報告 

災害直後における当面の応急措置及び災害救助費国庫負担金の清算事務に必要となるた

め、各救助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまでの間、日ごとに記録、

整理し、区長から知事に報告するものとする。 

３．救助法による救助の程度・方法及び期間 

救助法による救助の程度・方法及び期間は、災害救助法施行細則第2条別表第一に定める

ところによる。 

４．実費弁償 

災害救助法施行令第10条第1号から第4号までに規定するものに対する実費弁償のため支

出できる費用（災害救助法施行令第10条第5号から第10号までに規定する業者及びその従事

者に対する実費弁償のための支出できる費用）は、業者のその地域における慣行料金による

支出実績に手数料としてその3/100の額を加算した額以内の額とする。 

※ 災害救助法に関する実費弁償【資料編 p資-72参照】 
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第１３章 人的・物的受援（応援の受
入れ）体制 

 

【基本方針】 
 

大規模災害が発生した場合、平常時業務の継続、緊急対応及び応急対応を円滑に進めるために

は、区職員だけでは人員不足になることは明らかである。他自治体等からの応援を円滑に受け入

れ、一日も早く区民生活を再建するため、本章では、東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえた

受援に関する基本的な方針を定める。 

 

予防対策 頁 

１ 受援に関する方針の作成  震-381 

２ 相互応援協定締結自治体との交流  震-381 

３ 災害対応派遣要員の事前把握  震-381 

応急対策 頁 

１ 応急期受援体制  震-382 

２ 救出救助機関からの受援  震-382 

３ 人的受援 

３－１ 応援要請先 

３－２ 応援要請手続 

３－３ プッシュ型人的支援の受入れ 

３－４ 受援業務 

３－５ ボランティアとの連携・支援 

震-383 

４ 物的受援 

４－１ 物資の調達要請 

４－２ プッシュ型支援の受入れ 

４－３ 個人・企業からの物資の受入れ 

４－４ 物資の集積と搬送 

４－５ 継続的要請 

震-385 

５ 費用負担  震-387 

６ 被災地への人的物的応援 
６－１ 被災地への人的応援 

６－２ 被災自治体への物的支援 
震-388 

本章の関係する関連計画・マニュアル 

― 
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【予防対策】 
１ 受援に関する方針の作成 

 

担当 区各部 

 

(1) 区は、被災時に通常業務を大きく超えて発生する災害対応業務を、他自治体職員等の応

援を受けて処理し、もって区民生活の早期再建及び行政機能の復活を果たすため、

「（仮称）東京都北区災害時受援応援計画」を作成する。 

(2) 受援に関する方針は、①受援開始及び終了判断基準、②受援体制（受援窓口の設定）、

③応援者、④受援の事前準備、⑤受援業務、⑥物資の受援の各項目により構成する。ま

た、受援は、発災後の局面に応じて、応急期受援と復旧・復興期受援に分けて考える。

初動期（発災直後）には、受援の体制を整える。 

(3) 受援業務は、被災前に選定し、選定した受援業務に関して、応援者のための業務実施マ

ニュアルを整える。 

(4) 受援業務は、これまでの災害対策の積み重ねにより、応援が定着している業務（避難所

での健康相談、建築物の応急危険度判定、罹災証明書交付など）及び「北区業務継続計

画」において緊急時優先業務と定められている業務を中心に選定する。 

(5) 受援経費の負担方法を明確にする。 

(6) 都への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ都と要請の手順、連絡調整窓口、連絡

の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に

努め、必要な準備を整えておく。 

(7) その他、応援体制についても検討を行う。 

 

 

２ 相互応援協定締結自治体との交流 

 

担当 総務部／危機管理室 

 
区は、応援が想定される相互応援協定締結自治体と、平常時から職員同士の交流及び共同訓

練を行い、連携体制を構築する。 
 

 

３ 災害対応派遣要員の事前把握 

 

担当 総務部／危機管理室 

 
区は、区外で大規模災害が起きた場合に被災自治体に応援職員を派遣することを想定し、適

切な人材を迅速に派遣するため、応援業務を担うことができる資格又は技術を持つ職員を平常

時から把握する。 
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【応急対策】 
１ 応急期受援体制 

 

担当 （災対）本部／（災対）各部 

 

応急期の受援体制を次のとおりとする。 
(1) 災対本部長が受援の必要性を判断することにより受援を開始する。 

(2) 区災対本部に人的受援担当と物的受援担当を設ける。 

(3) 人的受援担当は、災対各部に設ける受援担当と連絡調整し、受援期間中の受援が

必要な業務、必要人数及び必要な専門性を把握し、応援機関から派遣される職員

の配置を行う。また、応援職員の就業環境を整える。 

(4) 災対各部に設ける受援担当は、応援職員受入れ前に、指揮命令系統を整える。受

入時には、応援職員に受援業務内容の説明を行う。 

(5) 一般ボランティアの受入れは、NPO・ボランティアぷらざに設けるボランティアセ

ンターが行うこととし、区災対本部は、災対福祉部を通して、一般ボランティア

の活動状況をボランティアセンターと情報共有する。 

(6) 物的受援担当は、物資供給元と十分に連絡調整の上、支援物資に関する情報を把

握し、輸送に関する各部と連携し、支援物資の適切な処理に努める。 

(7) 区の行政機能及び区民生活が回復したと災対本部長又は震災復興本部長が判断し

た時点で、受援を終了する。 

 

 

２ 救出救助機関からの受援 

 

担当 （災対）本部／都総務局／警察署／消防署／自衛隊 

 

大規模災害時に、区は、都と連携して、警察、消防、自衛隊等救出救助機関からの応

援を受け入れる。 
区災対本部に、救出救助機関及び東京都との連絡調整担当を置く。 
連絡調整担当は、あらかじめ定められている救出救助機関のための活動拠点周辺の被

災状況を把握し、都に報告する。 
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３ 人的受援 

 

３－１ 応援要請先 

 

担当 
（災対）本部／（災対）総務部／（災対）危機管理室／東京都／特別区／他自

治体 

 
区は、災害時に独力では十分な災害応急対策を講じることができない場合には、都、

特別区又は他自治体へ応援職員の派遣を要請する。 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】３ 応援協力・派遣要請（p震-204）参照 

 
３－２ 応援要請手続 

 

担当 （災対）本部／（災対）総務部／（災対）危機管理室 

 
区は、都が「東京都災害時受援応援計画」に定める応援要請手続に従い、応援要請を

行う。 
 

３－３ プッシュ型人的支援の受入れ 

 

担当 （災対）本部／（災対）各部／東京都／特別区／他自治体 

 
災害時は、都は、被災区からの要請に基づき人的支援を行うことを原則としているが、

被災状況が甚大で要請を行えない場合は、要請がなくとも人的支援にかかわる総合調整

を実施することとなっている。このとき、区は、都を通して全国からプッシュ型(※)人的
支援を受け入れる。 
※ プッシュ型支援は、支援のニーズ情報が十分に得られない被災地へ、ニーズ予測等

に基づき緊急支援を行う方法である。一方、プル型支援は、被災地の要請に応じて、

支援を行う方法である。 
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３－４ 受援業務 

 

担当 

（災対）本部／（災対）政策経営部／（災対）総務部／（災対）危機管理室／

（災対）地域振興部／（災対）区民部／（災対）生活環境部／（災対）福祉部

／（災対）医療衛生部／（災対）まちづくり部／（災対）土木部／（災対）教

育振興部 

 
主な受援業務は、次のとおりとする。 
(1) 情報連絡員の受入れ【（災対）危機管理室】 

(2) 区災対本部業務【（災対）危機管理室】 

(3) 避難所運営【（災対）危機管理室／（災対）福祉部／（災対）教育振興部】 

(4) 物資の仕分け・荷降ろし等【（災対）危機管理室／（災対）総務部／（災対）地

域振興部／（災対）区民部】  

(5) 応急復旧業務全般（窓口受付など）【（災対）区民部】  

(6) 住家被害認定調査・罹災証明書交付【（災対）区民部／（災対）まちづくり部】 

(7) 都市復興基本計画作成のための家屋被害状況調査【（災対）まちづくり部】 

(8) 社会公共施設の応急危険度判定【（災対）総務部／（災対）まちづくり部】 

(9) 被災住宅の応急危険度判定【（災対）まちづくり部】 

(10)被災宅地危険度判定【（災対）まちづくり部】 

(11)応急仮設住宅供与及び応急修理にかかわる募集・受付・審査等業務【（災対）ま

ちづくり部】 

(12)災害廃棄物処理【（災対）生活環境部】 

(13)健康・保健（保健師業務）【（災対）医療衛生部】 

(14)医療業務（医師）【（災対）医療衛生部】 

(15)応急給水（給水車派遣）【（災対）区民部】 

(16)道路・河川・橋梁等応急復旧【（災対）土木部】 

 
３－５ ボランティアとの連携・支援 

 

担当 （災対）本部／北区社会福祉協議会／東京都北区市民活動推進機構 

 

(1) 災害時のボランティア活動の本部となる災害ボランティアセンターをNPO・ボラ

ンティアぷらざに設置する。また、ボランティアの円滑な活動のために、みどり

と環境の情報館（エコベルデ）に活動拠点を設置する。なお、災害の種別や被災

状況、復旧・復興状況等を考慮し、必要に応じて設置場所を随時変更することと

する。 

(2) 区は、東京都災害ボランティアセンターと連携し、ボランティア活動に対する情

報収集や調整等を行う。 

(3) 災害ボランティアセンターの立ち上げ、管理及び運営は、区、北区社会福祉協議

会及び東京都北区市民活動推進機構の協働とする。ただし、管理及び運営は、可

能な限り北区社会福祉協議会及び東京都北区市民活動推進機構が行い、区は、必

要な援助及び情報提供を行う。 
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(4) 外部からのボランティアに関しては、飲料水や食料の確保は可能な限り自ら調達

することを基本とし、災害時にはその旨についてホームページ等にて周知を図る。 

 
→  震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第２章 区民と地域の防災力向上【応急対策】 

６ ボランティアとの連携（p震-76）参照 

 

４ 物的受援 

 
４－１ 物資の調達要請 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部／東京都 

 
大規模災害時には、区備蓄物資数量を踏まえ、物資調達・輸送調整等支援システムに

より東京都に応援を要請する。 
また、調達協定締結団体に要請する。 
 

→  震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【応急対策】３ 物資の調達要請（p震-342）参照 

 
４－２ プッシュ型支援の受入れ 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部／東京都 

 
被災状況によっては、国及び都からプッシュ型支援の可能性があることを踏まえ、物

資受入れ体制をとる。 
 

４－３ 個人・企業からの物資の受入れ 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部 

 
→  震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【応急対策】５ 義援物資の取扱い（p震-344）参照 
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４－４ 物資の集積と搬送 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部／（災対）区民部／東京都 

 
食料品や生活必需品等の物資は、本計画第４章に従って地域内輸送拠点を設置し、集

積及び輸送する。物資輸送は、（災対）地域振興部が作成する配分計画に基づいて、（災

対）区民部が行う。物資の仕分け作業及び輸送作業は、物流業者への委託を検討する。 
 

→  震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【応急対策】４ 救援物資の受入れ・配分（p震-343）参照 

 

４－５ 継続的要請 

 

担当 （災対）本部／（災対）地域振興部／東京都 

 
区は、都及び調達協定団体と継続的に連絡調整を行い、必要な物資の受入れに努める。

調達協定団体は、継続的に物資供給に努める。 
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５ 費用負担 

 

担当 
（災対）本部／（災対）政策経営部／（災対）総務部／（災対）危機管理

室 

 

区が被災し、人的・物的受援を行った場合の費用負担は、関係法令及び相互応援協定

に従う。 
(1) 応援に要する費用は、原則として応援を受けた被災自治体が負担する（災害対策

基本法第92条）。 

(2) 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に

要する費用は、応援をする自治体の負担とする（地方公務員災害補償法）。 

(3) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従

事中に生じたものについては被災自治体が、被災自治体への往復の途中において

生じたものについては応援をする自治体が賠償責任を負う（国家賠償法第１条

等）。 

(4) 災害救助法の規定による救助に要する費用は、都がこれを支弁する（災害救助法

第18条）。 

 
  



第１３章 人的・物的受援（応援の受入れ）体制 
【応急対策】 

震 - 388 

６ 被災地への人的物的応援 

 
６－１ 被災地への人的応援 

 
担当 （災対）総務部／（災対）危機管理室／東京都／特別区 

 
(1) 区は、区外で大規模災害が発生したときは、災害対策基本法、都、特別区長会か

らの要請、相互応援協定に基づき、被災自治体へ応援職員を派遣する。 

(2) 応援職員派遣に当たっては、実際に応援職員を派遣する前に、派遣先自治体の被

災状況、必要な派遣人数及び必要な職能を調査把握するために先遣職員を派遣す

る。 

(3) 被災自治体の状況によって、派遣期間が長期になる場合は、応援職員の派遣期間

を重複させるなど、業務の継続性に配慮する。 

(4) 応援職員の派遣に当たっては、応援業務に必要となる資機材の持参を原則とする。 

(5) 区は、派遣した職員による報告会を開催するなど、経験を広く共有する機会を設

ける。 

 

６－２ 被災自治体への物的支援 

 
担当 （災対）総務部／（災対）危機管理室／東京都／特別区 

 
区は、相互応援協定締結自治体、被災自治体及び都（都が調整した広域応援協定団体

からの要請を含む。）からの要請に基づき、被災自治体へ物的支援を行う。 
物的支援に当たっては、被災自治体の状況に応じて、現地までの輸送、現地での仕分

け及び必要箇所への配送の対応を支援として考慮する。 
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第１４章 富士山噴火降灰対策・大規
模停電対策 

 

【富士山噴火降灰対策】 
 
１ 噴火による被害想定 

 

本計画では、国が設置した富士山ハザードマップ検討委員会が、平成16(2004)年6月に公表
した「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」に示された被害想定を基礎とする。 
区は、富士山山頂火口から距離があるため、溶岩流、火砕流等の被害を受けることはなく、

広範囲な降灰に起因する被害が想定される。 
なお、実際の降灰範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位置、噴火規模、噴火の季節等の様々

な条件によって変化する。 
噴火の規模及び被害の概要は、次のとおりである。 
 

内容 

噴火の規模等 
規模 宝永噴火と同程度 

継続期間 16日間 
時期 ①梅雨期 ②その他の時期 

被害の原因 降灰 
被害の範囲 区内全域 
被害の程度 2～10cm程度 

被害の概要 
降灰に伴うもの 健康障害、建物被害、交通・ライフライン 

・農林水産業・商工業・観光業への影響 
降灰後の降雨等 
に伴うもの 洪水、泥流及び土石流に伴う人的・物的被害 

 

降灰予想図（降灰の影響がおよぶ可能性の高い範囲） 

 

出典：富士山火山広域防災対策基本方針より  
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２ 災害予防計画 

 
富士山噴火に伴う降灰による被害は、区においては、少量の火山灰であっても、社会的影響が

大きい。よって、降灰の影響をあらかじめ予測し、災害の発生をできるだけ軽減するために、火

山災害の特性を踏まえて災害予防計画を策定する。 
予防計画の実行に当っては、各防災機関等との連携のみならず、地域に根ざしたボランティ

ア等の市民団体、防災市民組織、あるいは、それらの相互の連携・支援を通して、個人と組織、

団体と団体等のつながりを育成・強化し、地域全体で火山災害に取り組むといった地域体制を

組み立て、それを維持していくことも重要であり、都とともにこれらの進め方について検討す

る。 
 

２－１ 各防災機関の予防業務及び役割 

 
担当 区各部／各防災関係機関 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第１章 区、区民、事業者の基本的責務と役割 

２ 防災機関業務大綱（p震-25）参照 

 

２－２ 訓練及び防災知識の普及 

 
担当 危機管理室 

 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【予防対策】１ 初動態勢の整備 １－９ 各種訓練の充実（p震-173）参照 

 

２－３ 区民等の防災行動力の向上 

 
担当 区各部／各防災関係機関 

 
(1) 日頃から報道機関、区、都等を通じて、気象庁が発表する火山の噴火警報、噴火予報、

降灰予報等を理解しておく。 

(2) 自分の住む地域の降灰の予測状況を把握しておく。 

(3) マスク、目を守るゴーグル、水、食料、衣料品、携帯ラジオ等の非常持出用品の準備を

しておく。 

(4) 降灰を屋内に浸入させないための対策及び家族の役割分担をあらかじめ決めておく。 

(5) 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり等を取り除く等

の対策を協力して行う。 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第２章 区民と地域の防災力向上【予防対策】（p震-43）参照 

  



第１４章 富士山噴火降灰対策・大規模停電対策 
【富士山噴火降灰対策】 

震 - 391 

震
災
対
策
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

風
水
害
対
策
編 

本
編 

第
１
部 

第
２
部 

第
３
部 

担
当
表 

資
料
編 

震
災
対
策
編 

風
水
害
対
策
編 

 

３ 災害応急・復旧対策計画 

 
都が令和5(2023)年12月に公表した「大規模噴火降灰対応指針」を踏まえ、富士山が噴火し、

降灰による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合における、区、都及び防災関係機関が

とるべき災害応急・復旧対策について定める。 
 

３－１ 応急活動体制 

 
担当 （災対）各部／各防災関係機関 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】１ 初動態勢（p震-181）参照 

 

３－２ 情報の収集及び伝達 

 
担当 （災対）各部／各防災関係機関 

 
降灰による被害時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、各防災機関の緊密な

連携の下、降灰による被害に関する情報を的確かつ迅速に把握することが必要である。 
よって、降灰情報の伝達及び降灰による被害発生時における各防災機関の情報連絡体制、被

害状況の把握、火山災害時の広報等について定めておく。 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第６章 情報通信の確保【応急対策】（p震-213）参照 

 

３－３ 応援協力・派遣要請 

 
担当 （災対）総務部／（災対）危機管理室 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】３ 応援協力・派遣要請（p震-204）参照 

 

３－４ 警備・交通規制 

 
担当 警視庁／警察署／都災対本部 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】１ 道路・橋りょう １－２ 交通規制（p震-148）参照 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】２ 消防・救助・救急及び警備活動 ２－３ 警備（p震-203）参照  
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３－５ 避難等 

 

担当 

（災対）本部／（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）福祉部／（災対）医

療衛生部／（災対）まちづくり部／（災対）教育振興部／（災対）子ども未来部／警

察署／消防署／都福祉局／都保健医療局／北区社会福祉協議会／東京都獣医師会北支

部／東京都北区市民活動推進機構 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策【応急対策】（p震-313）参照 

 

３－６ 救援・救護 

 

担当 

（災対）総務部／（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／（災対）区民部／（災対）

生活環境部／警察署／消防署（東京消防庁）／都総務局／都福祉局／都保健医療局／

都病院経営本部／都建設局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯科医師会／北区薬

剤師会／柔道整復師会北支部／北区訪問看護ステーション連絡協議会／東京都獣医師

会北支部／東京DMAT／東京DPAT／日本赤十字社／献血供給事業団／自衛隊／第三管区

海上保安本部／各防災関係機関 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第７章 医療救護・保健等対策【応急対策】（p震-243）参照 

 

３－７ 交通機関の応急・復旧対策 

 

担当 

（災対）土木部／警視庁／都交通局(都電荒川線)／都建設局／都第六建設事務所／関

東地方整備局／首都高速道路㈱／東日本高速道路㈱／東日本旅客鉄道㈱／東京地下鉄

㈱ 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】１ 道路・橋りょう （p震-145）参照 ２ 鉄道施設 （p震-153）参照 

【復旧対策】１ 道路・橋りょう （p震-165）参照 ２ 鉄道施設 （p震-165）参照 

 

３－８ ライフライン等の応急・復旧対策 

 

担当 
都水道局／都下水道局／東京電力パワーグリッド㈱／東京ガス㈱／ガス事業者／通信

事業者 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】４ 水道 （p震-159）参照 ５ 下水道 （p震-160）参照 

６ 電気・ガス・通信等 （p震-161）参照 

【復旧対策】４ 水道（p震-167）参照 ５ 下水道 （p震-167）参照 

６ 電気・ガス・通信等 （p震-168）参照 
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３－９ 宅地等の降灰対策 

 
担当 （災対）本部／都都市整備局／国土交通省都市局 

 
火山噴火によって降灰が長期間続いた場合は、宅地、公園等に大きな被害を与え、ひいては

地域の経済活動及び区民の社会生活に著しい障害をもたらし、地域の活力を失うこととなる。 
このため、降灰によって被害が発生した場合は、早急な復旧対策を行い地域の活力を取り戻

す必要がある。 
そのため、各防災関係機関は、平時から緊密な情報交換を行う必要がある。 
宅地に降った火山灰は、所有者又は管理者が対応することが原則である。しかし、一般の住

民では対応が困難な対策については、区が対応する。 
 

３－１０ 火山灰の収集及び処分 

 
担当 （災対）本部／東京都／国 

 
(1) 火山灰の収集・運搬 

ア 火山灰の収集は、原則として、土地所有者又は管理者が行うものとする。 
イ 火山灰の運搬は、一般廃棄物とは別に行い、飛散しないように努めるものとする。 
ウ 宅地等に降った火山灰の運搬については、区が行うものとする。 
エ 宅地以外に降った火山灰の収集及び運搬については、各施設管理者が行うものとする。 
 

(2) 火山灰の処分・最終処分場の確保 

区は、国及び都に対し、富士山の大規模噴火による大量の降灰に備え、火山灰の除去・処分

方法について明確な指針を示すとともに、降灰による都市基盤への影響について、的確な調査

研究の実施及び具体的な対策の検討を行うことを要望していく。 
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【大規模停電対策】 
 

１ 基本方針 

 

大規模停電災害により、区民の生命、身体、財産に被害が生じた場合、又は生じるお

それがある場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し被害の軽減を図るた

め、区や防災関係機関等が実施する各種の予防、応急対策については、本計画に定める。 
 

２ 災害予防計画 

区、都、防災関係機関は、それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに、大規模

停電災害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、必要な対策を実施するものとする。 
 

２－１ 実施事項 

 
担当 区各部／各防災関係機関／各施設管理者 

 

(1) 区及び防災関係機関 

ア 災害時における応急活動等に関し、あらかじめ協定の締結を行う等、平常時から
防災関係機関相互の連携体制の強化を図るものとする。 

イ 非常用電源を整備するとともに、その燃料を満量にしておくなど、停電時に対応
できる電源を確保するものとする。 

ウ 区民に向けて、通電火災といった大規模停電時に起こりうる事故等について周知
を行うものとする。 

エ 防災関係機関が相互に連携して実践的な防災訓練を実施し、災害時の活動手順、
関係機関との連携等について、徹底を図るとともに、体制の改善等、必要な措置

を講じるものとする。 
オ 防災関係機関が相互に連携して、電力供給がひっ迫した際の連絡体制や節電対策
を整備するものとする。 

カ 大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、発電機等の
配備状況等を確認の上、リスト化するよう努めるものとする。 

 
(2) 病院等の重要施設 

病院、要配慮者利用施設等の人命に関わる重要施設は、非常用電源を整備するととも

に、その燃料を満量にしておくなど、停電時に対応できる電源の確保に努めるものとす

る。  
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３ 災害応急対策 

 
３－１ 情報通信 

 
担当 （災対）各部／各防災関係機関 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第６章 情報通信の確保【応急対策】 

１ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（警報及び注意報などの第一報）

（p震-213）参照 

３ 防災関係機関相互の情報通信連絡体制（被害状況等）（p震-216）参照 

 

 
３－２ 災害広報 

 
担当 （災対）各部／各防災関係機関 

 
区や防災関係機関は、区民や帰宅困難者などからの問い合わせ等に対応する体制を整

えるほか、地域住民等に役立つ次の情報について、適切に提供するものとする｡また、

情報提供は多言語で実施するなど、外国人に対して十分に配慮するものとする。 
＜災害広報の内容＞ 
・停電及び停電に伴う災害の状況 
・防災関係機関の災害応急対策に関する情報 
・停電の復旧の見通 
・避難の必要性等、地域に与える影響  
・その他必要な事項 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第６章 情報通信の確保【応急対策】 

４ 広報体制（p震-225）参照 ５ 相談窓口体制（p震-230）参照 

６ 区民相互の情報連絡等（p震-230）参照 

 
３－３ 応急活動体制 

 
担当 （災対）各部／各防災関係機関 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】１ 初動態勢（p震-181）参照 
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３－４ 消防活動 

 
担当 警察署／消防署／自衛隊 

 
エレベーターの閉じ込め事故に対し施設管理者、保守業者等と連携した救助等を実施

する。 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】２ 消防・救助・救急及び警備活動 

２－２ 救助・救急活動（p震-202）参照 

 

 
３－５ 医療救護活動 

 

担当 

（災対）総務部／（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／（災対）区民部／（災

対）生活環境部／警察署／消防署（東京消防庁）／都総務局／都福祉局／都保

健医療局／都病院経営本部／都建設局／北区医師会／北歯科医師会／滝野川歯

科医師会／北区薬剤師会／柔道整復師会北支部／北区訪問看護ステーション連

絡協議会／東京都助産師会北地区分会／東京都獣医師会北支部／東京DMAT／東

京DPAT／日本赤十字社／献血供給事業団／自衛隊／第三管区海上保安本部／各

防災関係機関 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第７章 医療救護・保健等対策【応急対策】（p震-243）参照 

 

３－６ 交通対策 

 
担当 警視庁／警察署／都災対本部 

 
警察署は、信号機の停止により、交通事故の発生や、人命救助のための人員輸送及び

緊急物資輸送等に支障を来すことを防止するため、交通整理員を適切に配置する。 
 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】１ 道路・橋りょう １－２ 交通規制（p震-148）参照 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】２ 消防・救助・救急及び警備活動 ２－３ 警備（p震-203）参照 
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３－７ 避難所対策 

 

担当 

（災対）本部／（災対）総務部／（災対）地域振興部／（災対）生活環境部／

（災対）福祉部／（災対）医療衛生部／（災対）まちづくり部／（災対）教育

振興部／（災対）子ども未来部／警察署／消防署／都福祉局 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第９章 避難者対策【応急対策】 

２ 避難場所の運営・避難所の開設・管理運営等（p震-316）参照 

 

 
３－８ 応急電力対策 

 
担当 （災対）本部／東京電力パワーグリッド㈱／各防災関係機関 

 
区や防災関係機関は、必要に応じて、スマートフォンや携帯電話、その他充電が必要

となる機器等を有してる被災者に対して、可能な範囲で、庁舎や管理施設などを開放し、

電源の提供や民間事業者等と連携して充電機器等の提供に努めるものとする。 
 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第４章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 

【応急対策】６ 電気・ガス・通信等 ６－１ 電気（p震-161）参照 

 
 

３－９ 給水対策 

 
担当 （災対）区民部／都水道局北部支所 北営業所 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第10章 物流・備蓄・輸送対策の推進 

【応急対策】２ 飲料水の供給（p震-340）参照 

 

 
３－１０ 防犯対策 

 
担当 警察署 

 

→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】２ 消防・救助・救急及び警備活動  

２－３ 警備（p震-203）参照 

  



第１４章 富士山噴火降灰対策・大規模停電対策 
【大規模停電対策】 

震 - 398 

３－１１ 自衛隊派遣要請 

 
担当 （災対）総務部／（災対）危機管理室 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第５章 広域的な視点からの応急対応力の強化 

【応急対策】３ 応援協力・派遣要請（p震-204）参照 

 

 
３－１２ 広域応援 

 
担当 （災対）各部 

 
→ 震災対策編 第２部 施策ごとの具体的計画 

第13章 人的・物的受援（応援の受入れ）体制 

【応急対策】（p震-382）参照 
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